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大学からの連絡
掲示板

学生への重要事項の伝達は、すべて所定の掲示板で行います。
登学したら必ず、掲示板を見るよう習慣付けてください。それ
らを見落としたために諸手続きが遅れ、なんらかの不利益が生じ
たとしても、その責任は見落とした個人が負うこととなります。
また、掲示の内容について確かめたいときは、担当の窓口に問い
合わせてください。掲示板の場所は、P.16を参照ください。

１日２～３回は見る習慣を
連絡や通知は、原則掲示で行われます。掲示を見落したために
学生生活で支障をきたすことのないよう、大学に来たらまず掲示
板を見る、帰宅する前に掲示板を見て帰る習慣をつけましょう。
誤解を生じる恐れがあるので、電話による問い合わせには、応じ
ません。ただ、緊急な相談の場合もあると思います。その場合は
学生支援部に電話してアドバイスを受けてください。詳細につい
ては、P.18～19を参照ください。

学生ポータルサイト
履修要項・シラバス・時間割や休講・補講・教室変更などの情
報は、学生ポータルサイトから知ることができます。
学生ポータルサイトは、大学公式HP（https://kogakkan-u.ac.jp）
から閲覧できます。また、スマートフォンを使用する場合は、
右の２次元コードから直接アクセスすることも可能です。
なお、休講・教室変更、学生呼び出しについては、電光
掲示板（２号館１階・６号館１階）でも確認できます。

学生メール（Gmail）
全学生に大学のメールアドレスが付与されます。
アドレスは、学生番号@stu.kogakkan-u.ac.jp です。
　（例）e0611999@stu.kogakkan-u.ac.jp
パソコン、スマートフォン等で利用できます。
　https://mail.google.com/a/stu.kogakkan-u.ac.jp/
※大学からの連絡等はこのアドレスに配信します。
　定期的に確認するよう習慣付けてください。
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求古尋論と新しい学び

皇學館大学が大切にしている学風に「温故知新」があります。周知のとおり、一般には、昔の
ことを研究して、そこから新たに道理や知識を発見すること、或いは、古典や伝統など古いもの
の中に新しい価値や意義を見いだそうとすること、と解される言葉です。加えて本学の学風を示
す言葉に「稽古照今」という語があります。『古事記』の序文から取られた言葉で、稽古とは古

いにし

え
を考えるという意味で、古代の事跡をよく考え、現今の時勢を見定めることを意味しています。

「温故」や「稽古」に近い言葉に「求
きゅうこじんろん

古尋論」があります。六世紀に中国で撰述された『千字文』
に出る言葉で、古いものを求め、論を尋ねる、ということから、読書などにより古人の思想を探
求することを意味しています。

「温故」や「稽古」「求古尋論」という営みは現今の時勢を考えたり、新たな道理や知識を手に
入れたりするのに穏当かつ必要な方法と考えてよいと思います。

「温故知新」や「稽古照今」という伝統は変わりませんが、今、本学は地方創生の一翼を担う「地
（知）の拠点」大学として、近隣の自治体や産業界各種団体との産

さん

・官
かん

・学
がく

連携によって一体となり、
直面している諸課題の解決の糸口を探っています。

大学のカリキュラムでは数理・データサイエンス・AI 教育プログラムを充実させ、急速に高度
情報化が進展している現代社会に対応しています。企業と提携した GDX 即ちグリーン及びデジタ
ルトランスフォーメーション人材の育成にも力を入れています。

また、本学の推進している CLL 活動は、学生の皆さんがキャンパスを飛び出し、地域の課題を
理解してその解決のための活動を行う、体験型の学修プログラムです。地域の方々との直接の交
流活動を通して、伊勢志摩地域や三重県、さらにまた自分自身の故

ふるさと

郷を元気にし、活性化を考え
る人材の育成を目指しています。

皇學館大学は伊勢神宮の近く、倉田山の高台にあり、青々と生い茂る木々に囲まれ、恵まれた自
然環境の中に位置しています。皆さんにはこの地を拠点にしつつ、伊勢・志摩の人々とも交流を深
め、また世界に飛び出し、将来の自分のためにじっくりと学んでもらいたいと思います。

皇學館大学での大学生活が皆さんの限りない可能性に満ちた未来への大きな踏み台となることを
願ってやみません。

学　長　　河　野　　訓

巻
頭
言



�

　
　 
賀カ

陽ヤ
ノ

宮ミ
ヤ

邦ク
ニ

憲ノ
リ

王オ
ウ

令リ
ヨ
ウ

旨ジ

　

神
宮
皇
學
館
教
育
ノ
旨
趣
ハ
、
皇コ
ウ

国コ
ク

ノ
道
義
ヲ
講
ジ
、

皇
国
ノ
文
学
ヲ
修オ

サ

メ
、
之コ

レ

ヲ
実
際
ニ
運
用
セ
シ
メ
、
以モ

ツ

テ

倫
常
ヲ
厚ア

ツ

ウ
シ
、
文
明
ヲ
補
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
在ア

リ
。
夫ソ

レ
業ギ
ヨ
ウ
勤
メ
ザ
レ
バ
精
ナ
ラ
ズ
、
事コ
ト

習
ハ
ザ
レ
バ
達
セ
ズ
。

況イ
ワ

ン
ヤ
本
館
期
ス
ル
所
ノ
学
ノ
重
且カ
ツ

大
ナ
ル
ニ
於オ
イ

テ
ヲ
ヤ
。

　

本
館
学
生
深
ク
此
旨ム

ネ

ヲ
体タ

イ

シ
、
常
ニ
師
長
ヲ
敬

ケ
イ
チ
ヨ
ウ重シ

、
館

則
ヲ
遵ジ

ユ
ン
シ
ユ守

シ
、
黽ビ

ン
ベ
ン勉

努
力
、
以
テ
他
日
ノ
成
業
ヲ
期
シ
、

夙シ
ユ
ク
ヤ
ア
エ

夜
肯
テ
怠
ル
コ
ト
勿ナ

カ

レ
。

　
　

明
治
三
十
三
年
二
月
十
八
日

〔
釈
　
文
〕

神
宮
皇
學
館
の
教
育
の
趣
旨
は
、
わ
が
日
本
国
の
正
し
い

道
を
講
じ
、
日
本
の
学
問
を
学
び
修
め
、
講
じ
ら
れ
た
こ
と
、

身
に
つ
け
た
こ
と
を
実
際
に
運
用
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人

の
守
る
べ
き
道
を
さ
ら
に
お
し
進
め
、
先
人
が
精
神
的
に
も

物
質
的
に
も
豊
か
に
し
て
き
た
文
明
を
補
お
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
学
業
は
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
詳
し
く
精

通
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ど
ん
な
事
で
も
繰
り
返
し
学

習
し
な
け
れ
ば
極
み
ま
で
通
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

し
て
や
本
館
が
目
標
と
し
て
い
る
重
要
で
あ
り
、
大
切
で
あ

る
「
学
び
」
で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
だ
。（
つ
ま
り
、
重
要

で
あ
り
、
大
切
で
あ
る
「
学
び
」
で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
そ
れ
に
詳
し
く
精
通
し

た
も
の
と
は
な
れ
な
い
し
、
繰
り
返
し
学
習
し
な
け
れ
ば
極

み
ま
で
通
達
し
た
も
の
と
は
な
れ
な
い
。）

本
皇
學
館
の
学
生
は
深
く
こ
の
旨
を
心
に
と
ど
め
、
常
に

師
と
長
上
を
敬
い
重
ん
じ
、
大
学
規
則
を
遵
守
し
、
つ
と
め

励
ん
で
努
力
し
、
い
つ
の
日
か
き
っ
と
学
業
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
を
心
に
誓
い
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
決
し
て
怠

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

լ
ཅ
ٶ

ݑ
Ԧ
ྩ
ࢫ



皇學館大学を知る
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令
りょうじ

旨とは、皇太子・三后（皇后・皇太后・太皇太后）・女院・親王らの御意志・御意向を意味します。ここに掲
げた令旨は、本学の前身である神宮皇學館で自ら学ばれ、そののち本館総裁となられた賀

かやのみやくにのり

陽宮邦憲王より賜った
ものです。「令旨とその時代」について紹介をしておきます。

 2݄18ͱ͍͏ 
わたしたちの令旨は、明治33（1900)年2月18日に賀陽宮邦憲王〈慶応3（1867)年～明治42（1909)年〉からいた

だきました。なぜこの日だったのでしょうか。邦憲王は、当時、伊勢神宮の祭主、そして皇學館の総裁というい
ずれも最重要の地位におられました。前日の2月17日は、神宮で祈年祭という、その年のみのりが豊かで、国家
が平安であることをお祈りする祭りが行われ、邦憲王は京都から祭りの奉仕にお越しでした。滞りなく祭典が終
了した翌日に、ご自身もかつて学ばれた母館へ来られたのです。そして、教職員・学生がお迎えするなか、馬車
が到着したのは午後1時。当時の校舎は、内宮を流れる五十鈴川の右岸、宇

うじたちちょう

治館町にありました。この跡は現在、
神宮の宇治工作所となっており、館町校舎の旧跡碑が建てられています（1���参照）。

 皇學館の創ઃͱྩࢫ 
4月30日は本学園の創立記念日となっています。明治15（1882)年のこの日に、わたしたちの学園の基となる「皇

學館」は、宇治橋の向い側に位置する林
はやしざきぶんこ

崎文庫に設置されました。江戸時代を通して、図書館であり、神宮祠
し

官
かん

たちの研学の場所として名高かったこの文庫は、講堂と書庫とからなる風格のある建物です。皇學館の開設を
令
れいたつ

達されたのは、神宮祭主久
くにのみやあさひこしんのう

邇宮朝彦親王〈文政7（1824)年～明治24（1891)年〉で、邦憲王の父君にあたられます。
しかしながら、設置からしばらくの間、生徒はいませんでした。皇學館の教育活動が本格的にはじまるのは、

明治18年のことです。
神宮の鹿

か し ま の り ふ み

島則文宮司〈天保10（1839)年～明治34（1901)年・第2代館長〉がその推進役として活動されました。
当時の生徒は6～7人で、「神典・国史・律令・格式・地理・物理・語学・体操等」を習い、また午後には小学校
放課後の児童をも受け入れていました。開校後も次々と、鹿島宮司は本学の発展をめざして、組織の整備、授業
科目の内容や教員の充実を図られました。やがて明治30年、館町に寄宿舎付きの新校舎を開館し、同36年に本学
は内務省管轄の官立専門学校として飛躍するところとなりました。

 ͱ本࣌のࢫྩ 
令旨には、本学の学生が果たすべき使命が述べられています。わが国の学問をしっかり学び、人として歩むべ

き道を豊かにした卒業生が、その成果を実際に社会で応用させ、文明の進展に貢献するようにとあります。この
内容は、明治維新以降の日本の状況と深くかかわっています。新たな国家づくりをめざすわが国は、政治・軍事・
産業などの近代化をはじめ、「文明開化」として知られるように、教育・思想・学芸・風俗など各方面で日本文
化を高度化し、西洋の先進文明に追いつこうとしていました。これによって旧来の風習は一新されましたが、反
対にわが国の歴史や伝統を軽視する風潮もおこりました。鹿鳴館時代と呼ばれる時もありました。

こうした時代性、世界の中の日本という状況のもと、伝統を大切にして、わが国での近代的な学問発展の上に
立脚した教育展開の中での学びが大切であると、あらためて自覚されたのが、百年前の本学の意識であったわけ
です。国際化、グローバル化時代に、一人一人がこの令旨の趣旨をいかに活かして社会に活躍するかが、いま問
われているといってよいでしょう。

（『K-らいふ』121号を加筆転載）
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皇學館大学を知る
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ݐ 学 の 精 神

昭和37年に新制の大学として再発足した本学は、その建学の精神を、もとの神宮皇學館および神宮皇學館大學
にうけています。明治15（1882）年に、神宮の鎮座される伊勢に発足した皇學館は、当時の文明開化、旧物破壊
の風潮に対して、わが国の歴史と伝統にもとづいた学問の維持発展を目指しました。その教育精神を明瞭に示さ
れたのが、明治33年２月18日、当時の神宮祭主・本館総裁賀陽宮邦憲王から賜わった令旨です。そのなかに、

	 神宮皇學館教育ノ旨趣ハ、皇国ノ道義ヲ講ジ、皇国ノ文学ヲ修メ、之ヲ実際ニ運用セシメ、以テ
	 倫常ヲ厚ウシ、文明ヲ補ハントスルニ在リ

と述べられており、わが国の歴史に根ざした学問を明らかにし、これを実践して中正健全な倫理道徳を確立し、
文明の豊かな進展に寄与することを、教育の根幹として受け継いできました。そして再興された本学の掲げると
ころもこの根本精神であり、学則第１条に、

	 本学は、わが国民族の歴史と伝統とに基づく文化を究明し、洋の東西に通ずる道義の確立を図り、
	 　　　祖国愛の精神を教育培養するとともに、社会有為の人材を育成することを使命とする。

と規定を見ているとおりです。開学以来、毎年の入学式・卒業式に、また記念の行事が行われるごとに賀陽宮邦憲王
令旨が奉読されるのも、神宮皇學館以来の精神を継承しているという自覚に基づくものですが、本学の設立は、
戦後の混乱と動揺を克服して、国家の発展に役立ち、激動する世界に道義と平和とをもたらそうと努める、わが
国の要請に応えるものにほかならないのです。

また、開学に際して、神宮祭主北
きた

白
しら

川
かわ

房
ふさ

子
こ

さまから、

	 たぐひなき　神の御国の　みち直く　きよく正しく　学びはげめよ

という御歌をいただきましたが、これは、学則第１条にいう「わが国民族の歴史と伝統とに基づく文化」及び「洋
の東西に通ずる道義」の源泉であり、日本人が古来持ち伝えてきた特有の信仰の姿である神道を基調とし、使命
に向って前進しようとする本学に対する力強い励ましのお言葉です。

昭和57年４月30日に挙行された、皇學館創立百周年記念式典にお迎えした、高松宮宣仁親王殿下より賜わった
お言葉は、本学創立以来の歴史を述べられたのち、

	 今日、神宮の浄域に生活し、皇学の大精神を学ぶという皆さんは、益々研鑚をつみ、歴史と伝統
	 をかえりみて、時勢のおもむくところの広大な地球を一つにおおう状勢を理解展望されまして、
	 学業の成就に邁進することを、私、切に希望いたします。

と結ばれていて、本学が建学の精神を踏まえつつ、世界的視野で新しい時代に向って躍進することへの期待と励
ましのお言葉でした。

文学部、教育学部及び現代日本社会学部の３学部６学科体制と大学院文学研究科及び教育学研究科を擁する大
学となった本学が、常に立ち返るのはこの建学の精神であり、それを受けついだ歴史と伝統への信頼です。
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皇學館大学を知る
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 「建学の精神」の明確化  

平成17年度、中期計画策定委員会が設置され、本学の安定的な発展を期するための中期計画が検討されました。
その中で、最初に審議されたのが「建学の精神」の明確化でした。平成17年12月の第1次中期計画答申において
示された「精神の基本」及び「大学の目標」は次のとおりです。
「日本の神々を祀る神道を基盤として、皇室や神宮を崇め、祖先を敬い、国を愛し、歴史・伝統・文化を尊ぶ

心を育む。この精神を中核として、学生は国家社会に貢献できる人物に成長できるように努力し、教員は世界に
通用する学問と教育成果をあげられるように努める。この原点を忘れないと同時に、時代状況に応じて国家社会
を適切に導いて行くための柔軟な精神もまた尊重される。」

さらに、「皇學館大学将来ビジョン140　第２期中期行動計画（令和２年度～令和６年度）に掲げられた
本学の「教育目標」と「養成する人材像」は次のとおりです。

本学は、「建学の精神」である賀陽宮邦憲王令旨とともに、明確化された「精神の基本」と「大学の目標」を
実現するために、学生諸君とともに邁進していきます。
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明治 23 年～昭和 49 年
明治天皇第 7 皇女

■ 昭和 37 年本学開学によせて戴いたお歌

「大学の目標」
① わが国の歴史・伝統を継承・究明・応用して社会の要請に応える学園の創造
② 神道精神に基づく人間性豊かな立派な日本人の育成
③ 自立心に富み、社会の各領域においてリーダーとして貢献できる人材の養成

（教	育	目	標）
① 神道の精神に則り、我が国の歴史・伝統に基づく文化を究明し、祖国を愛する心を教育培

養するとともに、社会有為の人材を育成します。
② 生涯を通じて学び続ける意欲を持ち、主体的に考える力を持った人材を育成します。
③ 教育・保育、公務員、福祉、企業、神社、地域貢献等社会の様々な領域で、他者と協働し、

中核的人材として貢献できる人材を育成します。
（養成する人材像）
① わが国の歴史と伝統・文化を深く理解し、それを基盤として、異なる歴史と伝統・文化を

持つさまざまな世界をも尊重することができる。
② 神道精神に基づく高い倫理観と寛容な精神を備えている。
③ 社会において必要とされる知識・技能と、課題解決のための思考力・判断力・表現力等の

汎用的な能力を備えている。
④ 生涯にわたり学び続ける意欲を持ち、主体的に考え、自ら積極的に行動することができる。
⑤ 地域・職域等社会の様々な領域において、身につけたコミュニケーション能力を用いて他

者と協働し、中核的存在として貢献できる。
⑥ 専攻する専門領域における基礎的かつ体系的な知識・技能を身につけるとともに、それを

実社会において活用することができる。
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本学Λ͞ΒʹΔͨΊʹ

明治15年に、本学の前身である皇學館が開設された林崎文庫は、伊勢市宇治今
いま

在
ざい

家
け

町の林崎と呼ばれる地にあ
ります。伊勢神宮の内宮を流れる、五十鈴川に架かる宇治橋の西側、鼓

つづみがたけ

嶽の山裾に現在もその建物が史跡として
残されています。この文庫は、貞享4年（1687年)に、内宮の神官の学問研鑽の場として、講堂・図書館からなる
施設として設立されました。伊勢には、神宮を中心とした長い教学研究の歴史があり、また林崎文庫へは本居宣長
をはじめ多くの著名な学者・文人が訪れ、古典の講義や学問交流がさかんになされていました。こうした本学の
ルーツをはじめ、発展の歴史を知る刊行物などを紹介しておきます。

（1）本学の歴史を知る本
大学史誌として『神宮皇學館五十年史』（昭和7年）・『創立九十年・再興十年皇學館大學史』（昭和47年)

『皇學館百二十周年記念誌』（平成14年）・『皇學館大學百三十年史』全５冊―総説篇、資料篇1～3、年
表・写真篇―（平成24年～26年）があります。年表と写真で綴られた『皇學館大學百年小史』（昭和57年）
は親しみやすい本で、百十周年記念出版の『林崎のふみぐらの詞』（平成4年)は貴重な資料集です。

（2）館友会の歩みを知る本
本学卒業生の会を「館友会」と称します。本会刊の『神宮皇學館創立六十周年記念誌』（『館友』409号・

昭和17年）は興味深い内容です。『館友選集―皇學館館友会百年の歩み―』（平成5年)として重要な関係雑
誌の復刻がなされています。『館友総目次』（全2巻・史料編纂所百年史編纂室・昭和60年)もレファレ
ンスとして役立ちます。

（3）講演・随筆などから知る
本学出版部の講演叢書に、佐藤通次元学長『皇學の旨趣』、谷省吾元学長『皇學館の出発点』『林崎文

庫と皇學館』、伴五十嗣郎元学長『建学の精神について』が収まっています。
櫻 井 勝 之 進 元 理 事 長『 続 カ ミ・ く に・ 人 』、

田中卓名誉教授『歴史と伝統―この大学を見よ―』、
谷省吾元学長『神道・自然・皇學館』は一読して
おきたい書物です。学園誌『K-らいふ』（全学一体)
にも関係記事の掲載があります。

（4）記念館展示室を訪れる
記念館には大学の歴史がビジュアルに綴られて

います。

（5）神宮皇學館旧趾碑（宇治館町、右掲）
旧趾碑の場所については、「皇學館大学発祥の地」

マップをご参照ください。

（6）令旨について
P. ３参照『K-らいふ』121号（平成12年９月）
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皇學館大学記念館 （ొ༗ܗ文Խࡒ）

「皇學館大学記念館」 は、 神宮皇學館時代、 「本館」 と呼ばれた中心的建物であった。 神宮皇學館は、 大正７
年１月宇治館町より、 ここ倉田山の校舎に移転したが、 館長室・貴賓室・事務室などからなるこの 「本館」 は、 
翌８年10月18日落成した。 

当初は、 現記念講堂前広場あたりにあったが、 神宮皇學館時代の学舎として貴重な遺構であり、 大正期の特色
を伝える優れた建築であるので、 本学が創立90年・再興10年を迎えた昭和47年10月、 記念館として現在地より北
西側に移築され、 保存が図られてきた。 その際、 内部に若干の改築を加え、 祭式教室として整備し、 多くの学生
がここで祭式作法を学び、 神職として全国に巣立った。 

その後、 次第に老朽化が進み、 平成19年12月、 全面的改築を施し、 現在地に移建した。 館長室・貴賓室を復元
して、 大学史関係の資料を展示し、 茶室・和室を設けて、 我国伝統の文化や技芸・精神を教育する場としての活
用も、 一層充実させることとなった。 

大 学 ض
昭和41年第１回卒業式にあたり館友から寄贈されました。白地綴

織、 校章 （花菱）・校名は金糸の刺繍で、 文化財保護委員会専門委員
の龍村謙氏が作成しました。 

皇學館大学記念館
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9号館

総合体育館

芝生広場

自転車

駐輪場

駐輪場

第１グラウンド

正門

4号館

倉陵会館

記念講堂
大学本部

2号館

伊勢高校へ

至  外宮・宇治山田駅

至  内宮・五十鈴川駅

神宮文庫 黒門

神宮司庁神宮文庫

5号館

6号館

7号館

8号館

皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ

駐輪場

バイク

バイク武道場

記念館

皇學館 クラブ合宿所

倉風ハウス

祭式教室

3号館

佐川記念神道博物館

図書館

学内記念碑・記念樹マップ

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立130周年）

　彬子女王殿下の御台臨を
仰ぎ、平成24年４月30日
に創立130周年・再興50
周年記念式典が盛大に挙行
され、「何を為すべきかを真
摯に熟考され、以って我が
国の真の発展の為に努力さ
れることを心から祈念す

る。」とのお言葉を賜った。記念樹として、父君
であられる寛仁親王殿下のお印である「柏」を植
樹された。柏は秋に枯れた葉が新芽の出る春ま
で落ちず、代が途切れない縁起物とされている。

敬宮愛子内親王御生誕記念樹
　平成13年12月１日
に皇太子殿下、同妃殿
下に内親王がご誕生さ
れた。本学としても奉
祝の意を表し、国旗を
掲揚すると共に、高貴
な方の衣服の萌黄色に
近いことから御衣黄桜

と呼ばれる桜の一種を記念植樹した。４月
下旬には八重咲の珍しいサクラを見ること
が出来る。花を眺めながら、敬宮さまの健
やかなご成長と皇室の弥栄を願いたい。

悠仁親王殿下御生誕記念樹
　平成18年９月
６日に秋篠宮文仁
親王殿下、同妃殿
下に第一男子がご
誕生された。本学
としても奉祝の意
を 表 す る こ と か
ら、国旗掲揚と共

に、悠仁親王殿下のお印である「高
野槇」を記念植樹した。木を眺めな
がら、皇室の弥栄を願ってはどうで
しょうか。

神宮皇學館大學講堂跡
　神宮皇學館大學の象
徴として、昭和３年５
月16日落成した重厚な
講堂で、夢殿を模した
という八角の外観から
八角講堂、また一見し
て六角に見えたことか
ら 六 角 講 堂 と 呼 ば れ

た。幾多の式典、講義等が実施され、戦火
からも逃れたが、残念ながら昭和41年５
月失火の為烏有に帰した。階段部分のみ現
存している。

※自然に落ちる前に枯葉を取り除くと木が弱るため放置しています

高松宮殿下、同妃殿下お手植え記念樹
　昭和57年４月30
日、創立100周年の佳
節を迎え、高松宮宣仁
親王、同妃殿下の御台
臨を仰ぎ、記念式典が
挙行され、「神宮の浄
域に生活し、皇学の大
精 神 を 学 ぶ 皆 さ ん は

益々研鑽をつみ、歴史と伝統をかえりみ
て、時勢のおもむくところの広大な地球を
一つにおおう状勢を理解展望されまして、
学業の成就に邁進することを切望しま
す。」とのお言葉を賜った。記念樹として
高松宮殿下が「神宮杉」、妃殿下が「欅」
をそれぞれ植樹された。

皇后宮行啓記念碑
　大正11年11月６
日、祭祀と教育に御心
を注がれていた貞明皇
后が皇學館に行啓にな
られるという光栄に浴
した。授業を御覧あそ
ばされ、特に祭式教室
においては、祭式授業

をつぶさに台覧あって皇學館の特色として
御心にとどめられた。昭和17年４月30
日、創立60周年にあたり、この光栄を後
世に伝えるために記念碑を建立した。

戦 歿 学 生 顕 彰 碑
　大東亜戦争が熾烈を
極めた昭和18年10
月、文科系学徒の徴兵
猶予停止が発令され、
神宮皇學館大學から在
学 生 の ４ 割 を 超 え る
151名の学生が出征。
うち23名が尊い命を祖

国のために捧げられた。戦後60周年の節
目にあたり、平成18年２月11日に建立さ
れた。木陰に建つ慰霊碑を前に、国難に殉
じた先輩方を想い、平和への思いを新たに
したい。

寮 　 歌 　 碑
　精華寮は、戦前は学
部・予科の学生が入寮
し、師友間の礼節を重
視しつつ、生活を通じ
て切磋琢磨し人間形成
をはかってきた。幾多
の場面で熱唱された精
華寮寮歌は、現在まで

連綿と受け継がれている。末永く本学教育
の象徴として伝承されることを冀うものと
して、寮歌碑は昭和61年８月３日に竣功
された。

清 明 寮 碑
　清明寮は、昭和４年
２ 月 に 建 設 さ れ 、 戦
前、普通科（昭和４年
４月～昭和19年３月）
及び専門部（昭和16年
４月～昭和22年３月）
の学生・生徒が入寮し
ていたが、昭和20年７

月29日の空襲により残念ながら焼失し
た。寮跡地に足跡を残すことを目的に、昭
和61年12月12日に建立された。

大東亜戦争出陣記念樹
　学徒動員により、神
宮皇學館大學から学業
半ばにして出征する学
生が、入隊を前に、自
分 が 在 学 し た 証 と し
て、また、刈込にも耐
える樹木であることか
ら、艱難辛苦にも耐え

る意気込みでラカンマキを昭和18年11月
5日に植えられた。戦没学生が、後輩であ
る皇學館の学生を温かく見守ってくれてい
るであろう。

皇學館大学１号館跡（芝生広場）

　昭和37年４月に再興
された当時、校舎とし
てただ一棟建築された
１号館（当時は本館と
呼ばれていた｡）であ
り、皇學館大学再興の
歴 史 と 共 に 歩 み 、 教
育・研究の中心的施設

として多くの卒業生を輩出してきた。しか
し、建物の老朽化により解体せざるを得
ず、平成24年創立130周年・再興50周
年の節目の年に、芝生広場として、新たな
活動拠点として生まれ変わった。

おきつもの杜
　名張市にあった社会
福祉学部を伊勢に統合
するにあたり、名張学舎
にあった歌碑と代々の
卒業生による記念植樹
を、名張から移し整備し
たものである。おきつも

（沖津藻）、または、おく
つも（奥つ物）とは名張（隠る）にかかる枕詞
であり、それから「おきつもの杜」と命名す
る。おきつもの杜は、社会福祉学部卒業生の
帰ってくる場所として、心に刻みたい。

なば

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立140周年）

　彬子女王殿下の御台臨
を仰ぎ、令和４年４月30
日に創立140周年・再興
60周年記念式典が挙行
された。「改めて建学の精
神に思いをいたし、我が国
の文明の発展のためにお
一人お一人が力を尽くし
て下さることを祈ります」

とのお言葉を賜った。記念樹として、「彬姫
桜」を植樹された。十六夜桜の新種にお気づ
きになられた殿下のお名前から一字を賜っ
た桜である。

倉 陵 会 館 壁 画　
 会館前の陶
画「心」は、
陶芸家吉田喜
久一氏ご協力
のもと、古伊
賀の古き良き
伝統の磨きが

かかった美を持つ素材を用いて、新しい感
覚の抽象的な表現をし、伝統と新しさとの
調和美の表現をした。
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9号館

総合体育館

芝生広場

自転車

駐輪場

駐輪場

第１グラウンド

正門

4号館

倉陵会館

記念講堂
大学本部

2号館

伊勢高校へ

至  外宮・宇治山田駅

至  内宮・五十鈴川駅

神宮文庫 黒門

神宮司庁神宮文庫

5号館

6号館

7号館

8号館

皇學館高校・中学
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図書館

学内記念碑・記念樹マップ

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立130周年）

　彬子女王殿下の御台臨を
仰ぎ、平成24年４月30日
に創立130周年・再興50
周年記念式典が盛大に挙行
され、「何を為すべきかを真
摯に熟考され、以って我が
国の真の発展の為に努力さ
れることを心から祈念す

る。」とのお言葉を賜った。記念樹として、父君
であられる寛仁親王殿下のお印である「柏」を植
樹された。柏は秋に枯れた葉が新芽の出る春ま
で落ちず、代が途切れない縁起物とされている。

敬宮愛子内親王御生誕記念樹
　平成13年12月１日
に皇太子殿下、同妃殿
下に内親王がご誕生さ
れた。本学としても奉
祝の意を表し、国旗を
掲揚すると共に、高貴
な方の衣服の萌黄色に
近いことから御衣黄桜

と呼ばれる桜の一種を記念植樹した。４月
下旬には八重咲の珍しいサクラを見ること
が出来る。花を眺めながら、敬宮さまの健
やかなご成長と皇室の弥栄を願いたい。

悠仁親王殿下御生誕記念樹
　平成18年９月
６日に秋篠宮文仁
親王殿下、同妃殿
下に第一男子がご
誕生された。本学
としても奉祝の意
を 表 す る こ と か
ら、国旗掲揚と共

に、悠仁親王殿下のお印である「高
野槇」を記念植樹した。木を眺めな
がら、皇室の弥栄を願ってはどうで
しょうか。

神宮皇學館大學講堂跡
　神宮皇學館大學の象
徴として、昭和３年５
月16日落成した重厚な
講堂で、夢殿を模した
という八角の外観から
八角講堂、また一見し
て六角に見えたことか
ら 六 角 講 堂 と 呼 ば れ

た。幾多の式典、講義等が実施され、戦火
からも逃れたが、残念ながら昭和41年５
月失火の為烏有に帰した。階段部分のみ現
存している。

※自然に落ちる前に枯葉を取り除くと木が弱るため放置しています

高松宮殿下、同妃殿下お手植え記念樹
　昭和57年４月30
日、創立100周年の佳
節を迎え、高松宮宣仁
親王、同妃殿下の御台
臨を仰ぎ、記念式典が
挙行され、「神宮の浄
域に生活し、皇学の大
精 神 を 学 ぶ 皆 さ ん は

益々研鑽をつみ、歴史と伝統をかえりみ
て、時勢のおもむくところの広大な地球を
一つにおおう状勢を理解展望されまして、
学業の成就に邁進することを切望しま
す。」とのお言葉を賜った。記念樹として
高松宮殿下が「神宮杉」、妃殿下が「欅」
をそれぞれ植樹された。

皇后宮行啓記念碑
　大正11年11月６
日、祭祀と教育に御心
を注がれていた貞明皇
后が皇學館に行啓にな
られるという光栄に浴
した。授業を御覧あそ
ばされ、特に祭式教室
においては、祭式授業

をつぶさに台覧あって皇學館の特色として
御心にとどめられた。昭和17年４月30
日、創立60周年にあたり、この光栄を後
世に伝えるために記念碑を建立した。

戦 歿 学 生 顕 彰 碑
　大東亜戦争が熾烈を
極めた昭和18年10
月、文科系学徒の徴兵
猶予停止が発令され、
神宮皇學館大學から在
学 生 の ４ 割 を 超 え る
151名の学生が出征。
うち23名が尊い命を祖

国のために捧げられた。戦後60周年の節
目にあたり、平成18年２月11日に建立さ
れた。木陰に建つ慰霊碑を前に、国難に殉
じた先輩方を想い、平和への思いを新たに
したい。

寮 　 歌 　 碑
　精華寮は、戦前は学
部・予科の学生が入寮
し、師友間の礼節を重
視しつつ、生活を通じ
て切磋琢磨し人間形成
をはかってきた。幾多
の場面で熱唱された精
華寮寮歌は、現在まで

連綿と受け継がれている。末永く本学教育
の象徴として伝承されることを冀うものと
して、寮歌碑は昭和61年８月３日に竣功
された。

清 明 寮 碑
　清明寮は、昭和４年
２ 月 に 建 設 さ れ 、 戦
前、普通科（昭和４年
４月～昭和19年３月）
及び専門部（昭和16年
４月～昭和22年３月）
の学生・生徒が入寮し
ていたが、昭和20年７

月29日の空襲により残念ながら焼失し
た。寮跡地に足跡を残すことを目的に、昭
和61年12月12日に建立された。

大東亜戦争出陣記念樹
　学徒動員により、神
宮皇學館大學から学業
半ばにして出征する学
生が、入隊を前に、自
分 が 在 学 し た 証 と し
て、また、刈込にも耐
える樹木であることか
ら、艱難辛苦にも耐え

る意気込みでラカンマキを昭和18年11月
5日に植えられた。戦没学生が、後輩であ
る皇學館の学生を温かく見守ってくれてい
るであろう。

皇學館大学１号館跡（芝生広場）

　昭和37年４月に再興
された当時、校舎とし
てただ一棟建築された
１号館（当時は本館と
呼ばれていた｡）であ
り、皇學館大学再興の
歴 史 と 共 に 歩 み 、 教
育・研究の中心的施設

として多くの卒業生を輩出してきた。しか
し、建物の老朽化により解体せざるを得
ず、平成24年創立130周年・再興50周
年の節目の年に、芝生広場として、新たな
活動拠点として生まれ変わった。

おきつもの杜
　名張市にあった社会
福祉学部を伊勢に統合
するにあたり、名張学舎
にあった歌碑と代々の
卒業生による記念植樹
を、名張から移し整備し
たものである。おきつも

（沖津藻）、または、おく
つも（奥つ物）とは名張（隠る）にかかる枕詞
であり、それから「おきつもの杜」と命名す
る。おきつもの杜は、社会福祉学部卒業生の
帰ってくる場所として、心に刻みたい。

なば

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立140周年）

　彬子女王殿下の御台臨
を仰ぎ、令和４年４月30
日に創立140周年・再興
60周年記念式典が挙行
された。「改めて建学の精
神に思いをいたし、我が国
の文明の発展のためにお
一人お一人が力を尽くし
て下さることを祈ります」

とのお言葉を賜った。記念樹として、「彬姫
桜」を植樹された。十六夜桜の新種にお気づ
きになられた殿下のお名前から一字を賜っ
た桜である。

倉 陵 会 館 壁 画　
 会館前の陶
画「心」は、
陶芸家吉田喜
久一氏ご協力
のもと、古伊
賀の古き良き
伝統の磨きが

かかった美を持つ素材を用いて、新しい感
覚の抽象的な表現をし、伝統と新しさとの
調和美の表現をした。
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˞見学のࡍはڐՄがඞཁです。
 （春と秋の特ఆظ間のみ一ൠެ։されます）

˞「神宮ばらԂ」内にあります。

˞Ӊุ࣏ࢁ地内にあります。

˞ੴ碑は、ށؠඦྡྷの奥に
　あります。

˞神宮࢘ிӉ࡞࣏所内にあります。
　見学のࡍはڐՄがඞཁです。
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内宮周ลへʜ

όεަࡾ

˔ 外宮内宮॥
　ᶃ 内宮前下ं
　ᶄ Ԑ田神社前下ं
˔ Ӝ田ொ行
　ᶅ Ӝ田ொ下ं

　内宮周ลは皇學館大学発の地や
歴 史 的 建  物、Ҩ 跡 な ど 見 ど こ ろ
盛りだくさん。
Ώっくり歩いて文化に;れてみましょう。

神宮࢘ிӉ࡞࣏所

神宮皇學館چᅿ
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ֶԂใɺֶσʔλͷऩूٴͼੳにؔする͜と

⓱　附属図書館　TEL 0596-22-6322
� ିग़ɺฦ٫ɺӾཡɺσʔλϕʔεͷར༻にؔする͜と

⓲　研究開発推進センター　TEL 0596-22-6466
� ਆಓڀݚॴɺ࢙ྉฤࢊॴɺࠤه೦ਆಓതؗɺؗ

ॿにؔすڀݚͼٴڀݚɺϓϩδΣΫτۀࢊฤ࢙
る͜と

⓳　皇學館サービス株式会社　TEL 0596-22-8561
� Լ॓୳しͷ͓खいɾ自ಈंֶߍʢׂҾ͋りʣɾିҥ

ʢਓࣜɾଔࣜۀ�ಛయ͋りʣ

⓴　受　付　
� ϊʔτύιίϯɺσδλϧΧϝϥɺϏσΦΧϝϥɺ

$%σοΩɺϓϩδΣΫλʔɾӍࡿͷିग़

●　窓口の受付時間
� ݄ʙۚ� �ɿ��ʙ��ɿ��
ɹ� ɹ� �ɿ��ʙ��ɿ��

ɹɹ⓱ɺ1��ʙ1ࢀ��র
ɹɹ⓳ɺ݄ʙۚ��ɿ��ʙ��ɿ��

֤ 部 ॺ Ҋ 内
大学生としてスタートをきった誰もが、新しく始まるキャンパスライフに夢や希望を抱いていること

でしょう。しかし、その一方で大学生活に不安や疑問もあるのでは?　まずは、事務組織及び業務内容
を把握し、大学の概要を知ることから始めましょう。

●    代　表 TEL 0596-22-0201
   FAX 0596-27-1704
❶　学生担当　TEL 0596-22-6317
� ֶ༑ձɺΫϥϒɾಉձɺֶۚɺֶͷࢪઃར༻ɺ

௨ֶূ໌ॻൃߦɺอݥʢֶࡂݚɾֶݚഛʣؔɺֶੜ
ྈɺոզපؾͷٸٹા置ʢอ݈ࣨʣɺΈ͝とͷ
ΧϯηϦϯάʢֶੜ૬ஊࣨʣɺোがいͷ͋るֶੜ
ͷࢧԉʢোがいֶੜࢧԉࣨʣɺϘϥϯςΟΞͷίʔσΟ
ωʔτʢϘϥϯςΟΞϧʔϜʣɺͷձʢอऀޢձʣɺ
ΞϧόΠτͳͲ

❷　教務担当　TEL 0596-22-6315
� సֶ෦ɺసՊɺେֶࣄߦʢࢀഈݟ ɾֶࢀࢁࣨࢁഈɺϑΟʔ

ϧυϫʔΫʣɺೖֶɺֶٳɺୀֶɺଔۀɺཤमɺतۀɾ
ɺ֤छূ໌ॻɺത࣮ؗशɺ৺ཧ࣮शɺιʔγϟݧࢼ
ϧϫʔΫ࣮शɺࣾۀ࢈ձ࣮शɺࣾձௐ࣮ࠪशͳͲ

❸　国際交流担当　TEL 0596-22-6353
� ཹֶʢݣɾडೖʣɺྲྀަࡍࠃશൠにؔする͜と

❹　神職養成部　TEL 0596-22-6312
� ਆ࣮शɺ֊Ґਃɺ໌֊૯߹՝ఔͷཤमɺਆࣾไɺ

ਆࣾؔͷไ৬ʢब৬ʣ૬ஊɺٻਓใͷఏڙɺٻਓ
։ɺไ৬Ѻટɺ֊Ґݕఆߨशձ

❺　就職担当　TEL 0596-22-6319
� ਐ࿏ɾब৬૬ஊɺٻۀاਓɺެһݧࢼใͷఏڙɺ

ࢱใͷఏڙɺ֤छର࠲ߨࡦɾٖݧࢼɺब৬Ѻટɺ
ਓ։ٻ

❻　教職支援担当　TEL 0596-22-6049
� ɾߍֶߴɾߍɾதֶߍʢ༮ஓԂɾখֶҭ࣮शؔڭ

ಛผࢧԉֶߍɾհޢମ࣮ݧशʣɺอҭ࣮शʢอҭॴɾ
ݧࢼ༺࠾һڭҭΞγελϯτɺڭઃʣɺࢪࢱಐࣇ
ରࡦɺอҭݧࢼ࢜ରࡦɺڭҭ৬һ໔ڐঢ়ਃɺอҭ࢜
ొ

❼　会計担当　TEL 0596-22-6311
� तۀྉ֤छೲۚͷऩೲɺֶੜۚݿ

❽　管財担当　TEL 0596-22-6314
� ͷିग़ݤઃɾඋͷିग़ɺࢪ

❾　出版部　TEL 0596-22-6320
� ग़൛にؔする͜と

❿　記念事業・教学振興担当　TEL 0596-22-6313
� にؔする͜とدɾۀࣄ೦ه

各部署の業務内容

（　　　　　　　　　　　　　）日༵・祝日・ৼସٳ日・年末年࢝等、
学校ࢦఆのٳ業日は ٳみになります。
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4号館へ

3号館へ

5号館

講義室
（212）

ి光掲ࣔ൘

ϩϏʔ

̫̚

อ健室

ϘランςΟΞϧʔϜ

Ξυϛογϣン・ΦϑΟε

Ξυϛογϣン・ΦϑΟε室長室

入ࢼ୲当

講義室
（211）

出入ޱ

学生૬ஊ室

●⤖

3
߸
ؗ

中ఉ্部

女子τΠϨ

男子τΠϨςラε
教育։発
ηンλʔ

心理
室ࠪݕ

心理
実ݧ室

（外階段）

ใॲ理
教室�2

ʻ523ʼ
ใॲ理教室�1

ʻ522ʼ
講義室

ʻ521ʼใॲ理
४備室

2号館

ςラε 多目的
τΠϨ

࿓下
心理面室

●⤕

女子τΠϨ

ॻݿへ

通用ޱ

男子τΠϨ

館長室

特　ผ
ྉ室ࢿ

ड

Χ

ϯ
λ
ồ

ձ
ٞ
室

ෟଐਤॻ館ࣄ室

ूີॻݿ

&7

多目的
τΠϨ

出
入
口

●⤙

面ஊ室面ஊ室

面ஊ室面ஊ室
খ会ٞ室１

皇學館サʔϏε
式会社ג

理室
݉

ςϨϏ
ελδΦ

ςϨϏ
ελδΦ

学शࢧԉ室
6/*7"4

ओ体的
学मεϖʔε
「ඦ　ધ」

教৬ࢧԉ୲当

&7

౬　څ
ίʔφʔ

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

出入ޱ

●⤛
●

大学Ӄ
ԋश室

ʻ921ʼ

地域՝
学मࢧԉ室

大学Ӄ
研究室

1

特ผটᡈ
教授室

Τンτランε
ϗʔϧ

講師߇室

౬室څ

現代日本
社会学科
研究室

現代日本
社会

学部長室

多目的
τΠϨ

教育学科
研究室 &7

女子τΠϨ

教育学
部長室

男子τΠϨ

出入ޱ

7号館へ

●⤕

出
入
口

�
߸
ؗ


ֶ
ੜ
୲


ڭ

୲


ا
ը
୲



ใ
୲



Ҭ
࿈
ܞ
ਪ
ਐ
室

୲当ࡒ

会ܭ୲当

受　　

出൛部

人ࣄ୲当

άϩʔόϧ
ランδ 国ྲྀަࡍ୲当

૯୲当
記念ࣄ業・
教学ৼ興୲当

ো
͕
͍
ֶ
ੜ

ࢧ
ԉ
室

出入ޱ 出入ޱ

●⤓

●⤔

●⤜

●⤒
●
●
●

●⤘ ●  ●⁞

�

多目的
τΠϨ

ց室ػ7&

女子τΠϨ

男子τΠϨ

ϗʔϧ

本　館　へ

ྉ室ࢿ

ब
৬
୲


ਆ
৬
ཆ

෦

面ஊ室面ஊ室

面ஊ室

面ஊ室
面ஊ室

面ஊ室

出
入
口

● ●

&7

ใ୲当

女子τΠϨ

男子τΠϨ

講堂（2階へ）

2号館へ

マϧνϝσΟΞ
教室

ʻ421ʼ

●⤗

研究։発ਪ進ηンλʔࣄ室

&7講義室

男 子
τΠϨ

女 子
τΠϨ 会ٞ室

階段

多目的
τΠϨ

Τンτランε
ϗʔϧ

神ಓ研究所・
神ಓത物館

ॻ　ݿ
研究室 研究室研究室 研究室 共　同

研究室
研究։発
ਪ進ηンλʔ
長室

Ӿ覧室

貴ෂ室前室

౬室

τΠϨ

中　ఉ

資
料
室

出
入
口

●

��

事務室配置図
●２号館１階

● ５号館２階

● ９号館１階

● ９号館２階

● 図書館１階

● 記念講堂大学本部

● ４号館１階

● ４号館２階

● 佐川記念神道博物館　１階
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��

ܝ ࣔ ൘ の Ҋ 内

● その他掲示場所ɿ ϩʔλϦʔ、 2号館通࿏ （2号館からྕ会館への通࿏）、７号館１階ؔݰϗʔϧ前
ྕ会館1階ϩϏʔ 

Ω
Ỿ
ϯ
ύ
ε
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Π
ϑ

൘ࣔܝޫి

・学生生活についての
　　　　　　　おらせ
・学ۚؔ 
（日本学生ࢧԉߏػ　ଞ）
　　　　　　　　　等

・授業ؔ等
ؔ֨ࢿ・
・ത物館実श
・社会福祉ؔ実श
̎　業社会実श࢈・

߸
ؗ
ɹ
̍
֊
ϩ
Ϗ
ồ

̎
߸
ؗ
ɹ
̎
֊
ϩ
Ϗ
ồ

けのி・福祉施設ެ業Ŋا　

・就৬ରࡦ講࠲
・模ٖݧࢼ等

・教育実श
・อ育ؔ֨ࢿ࢜
　実श
・ϘランςΟΞ等
・教員、อ育࢜
　就৬ରࡦ講࠲
・模ٖݧࢼ 等

ŋ 神実श
ŋ 神社奉
ŋ ٻ人ใ
ŋ 就৬ࢦಋ 等 

教室変ߋ
授業時間割

学生呼出
講Ҋ内ٳ
ิ講

大学Ӄ・専߈科

出入ޱ

ෟଐਤॻ館
出　൛　部

 ใ ୲ 当

研究։発ਪ進ηンλʔ
・神ಓത物館
・史ྉฤࢊ所
・神ಓ研究所

ؔݧࢼ・
・Ϩϙʔτؔ

・֤種ཹ学・研म
・国ؔྲྀަࡍશൠ

・受ݧແऀ֨ࢿ
　ෆՄऀ一覧表
・卒ओࠪ
　෭ࠪ一覧表
・֤学科からの
　　　　　おらせ
・θϛؔ

出入ޱ

教
務
担
当

学
生
担
当

学
生
担
当

教
৬
ࢧ
ԉ
担
当

ब
৬
担
当

ࠃ
ࡍ
ަ
ྲྀ
担
当

Ξϧバイτ・Ոఉ教ࢣ

教
務
担
当

教
務
担
当

神
職
養
成
部

出入ޱ

出入ޱ

൘ࣔܝޫి

● ６号館１階ロビーの掲示について
　教・学生・就৬・教৬ࢧԉ୲当の掲ࣔ（ΞϧόΠτをআく）は、２号館１階・２階ϩϏʔと同じ
　ものがషられています。（掲ࣔ内༰は、্記の「２号館１・２階ϩϏʔ」をࢀরしてください）

教室変ߋ
授業時間割

学生呼出
講Ҋ内ٳ
ิ講 等

教 ৬ ࢧ ԉ ୲  ब ৬ ୲  ͦ の ଞ

教 育 学 会 ϘランςΟΞϧʔϜ Ҭ՝学मࢧԉ室

ࠃ ࡍ ަ ྲྀ ୲  教  ୲  教  ୲ 

学
生
担
当

学
生
担
当

教
務
担
当

教
務
担
当

６号館　１階ロビー

２号館　１階ロビー ２号館　２階ロビー
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学 生 ূ

学生ূʹؔ͢Δҙ߲ࣄ

ଞਓʹି༩·ͨৡͯ͠ͳΒͳ͍ɻ
ฆࣦͨ͠ͱ͖ަ࠶Λड͚ɺࣦޮͨ͠ͱ͖ฦ٫

͢Δ͜ͱɻ

学生ূ࣍の場合ʹඞཁͰ͢ɻ（Ұྫ）
教ࣨɾࣨڀݚɾਤॻؗͳͲͷೖୀࣨ
ݧࢼΛड͚Δͱ͖
ূ໌ॻൃػߦΛར༻͢Δͱ͖
ҨࣦͳͲΛड͚औΔͱ͖　ͳͲɻ

学生ূのऔΓѻ͍ʹؾΛつ͚͍ͯͩ͘͞ɻ
学ੜূɺཪ໘ͷಡΈऔΓ部ʢ͍ࠇଳʣʹҟৗ͕ੜ

͡Δͱ͑ͳ͘ͳΓ·͢ͷͰɺԼهͷ͜ͱʹҙͯͩ͘͠
͍͞ɻ

˞学ੜূ͕ಡΈऔΕͳ͍ͳͲͷෆ۩߹͕ੜͨ͡߹ɺ
学ੜ୲૭ޱʹਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞ɻ

学生൪号Λ֮え͍ͯͩ͘͞ɻ
学ੜূʹɺ͋ͳͨͷ学ੜ൪߸͕͍͍ͯ·͢ɻ学ੜ

൪߸ݪଇͱͯ͠ʢస学部ɾసՊͨ͠߹আ͖ʣࡏ学த
มΘΓ·ͤΜɻେ学Ͱɺ༷ʑͳ໘Ͱ学ੜ൪߸Λهೖ͢
Δػ会͕͋Γ·͔͢Βɺඞ͓͖֮ͣ͑ͯ·͠ΐ͏ɻ

ೖ͢Δͱଞͷ学ੜʹΛ͔͚هͯͬޡɺࡍͷݧࢼ˞
Δ߹͕͋ΔͷͰಛʹҙΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

学生証はキャンパスライフをより快適で楽しいものにするために、大学生活に欠かすことのできない
大切な役割を果しています。皇學館大学生としての身分を証明するものであり、大学生活を送るうえで、
あらゆる場面で必要になってきますので、学生証の役割と関連する事柄について、これだけは覚えてお
きましょう。

学生൪号のํݟ

ʢྩ̒文学部国文学Պೖ学ੜͷهೖྫʣ

　߸ ̙�ฏ
  ̚�ྩ
学部 文学部�̍

 教育学部�̏

 現代日本社会学部�̑

 େ学Ӄത࢜લظ՝ఔ

 म࢜՝ఔ

 େ学Ӄതظޙ࢜՝ఔ�̓

 神道学ઐ߈Պ�̐

学　Պ 神道学Պ�̍

  国文学Պ�̎

  国史学Պ�̏

  コミュニケーション学Պ�̑

  教育学Պʢ教育学部ʣ�̍

  現代日本社会学Պʢ現代日本社会学部ʣ� ̍

学生ূΛฆࣦͨ͠ͱき
͙͢ʹ学ੜ୲ʹಧ͚ग़ͯɺॴఆͷਃࢴ༺ࠐʹཧ༝Λهೖ

�ɺखྉʢࡍͷखଓ͖Λ͠·͠ΐ͏ɻͦͷߦൃ࠶͠���ԁʣ
͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

学੶ΛΕΔͱき
ଔۀɾୀ学Ͱ学੶ΛΕΔ࣌ɺస学部ɾసՊͷڐՄ

ԉ部学ੜ୲ʹฦ͍ͯͩ͘͠͞ɻࢧඞͣ学ੜ͕࣌ͨͬ͋

& 0 6 1 2 7 7 7
年号 ೖ学年 学部 学Պ ਓ൪号ݸ

倉田　のͧΈ
̚0612777

（ྩ̒年学部ೖ学生のݟ本）

ฏ17年 7݄ 7
ྩ6年 4݄ 1
ྩ10年 3݄ 31

常に携帯͠ɺٻΊʹԠ͡ఄࣔ͢Δ͜ͱɻ
　ಛʹɺ学ੜূΛܞଳ͍ͯ͠ͳ͍߹ɺݧࢼΛड

͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

࣓ੴʢ࣓ؾΛଳͼͨͷʣͱҰॹʹஔ͔ͳ͍Ͱ͘
͍ͩ͞ɻ

　ྫ͑ɺܞଳిɺεϚーτϑΥンɺϔουϗンɾ
ΠϠϗンͷԻग़ྗ部ɺבͷࢭΊۚ۩ɺϚά
ωοτΫϦοϓɺఆ݊ظ　ͳͲ

ંΓ͛ۂͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ
ߴԹͷॴʹஔ͔ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ
ཪ໘ͷಡΈऔΓ部ʢ͍ࠇଳʣʹইΛ͚ͭͳ͍Ͱ

͍ͩ͘͞ɻ
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˔ ެ ༺の場のརڞͼެٴؔػ௨ަڞ
ɾେͰͷ会͑߇·͠ΐ͏ɻ
ɾ੮ͷॴऔΓา道Ͱ͕ͯͬา͘ɺࣗసंͰͷฒྻ

ߦͳͲͷߦҝΊ·͠ΐ͏ɻ
ɾ͝Έग़ܾ͠ΊΒΕͨϧーϧΛकΓ·͠ΐ͏ɻ

ҏࢢͷ߹ҏࢢͷϗーϜϖーδͰΑ֬͘ೝͯ͠
͍ͩ͘͞ɻ
IUUQT���XXX�DJUZ�JTF�NJF�KQ�LVSBTIJ�HPNJ�JOEFY�IUNM

˔ ௨学ʹつ͍ͯ（1�24）
ɾߦݥةҝࢲ༗Λ௨ͬͯͷショーτΧοτΊ·

͠ΐ͏ɻ
ɾਖ਼ͷपลࣗಈंٴͼาऀߦͷަ௨͕ଟ͍ͷͰ௨ա

͢Δࡍेʹҙ͠·͠ΐ͏ɻ
ʪࣗಈंʫ
ɾڐՄं྆Ҏ֎ͷࣗՈ༻ंͷߏೖΕ͞ࢭېΕͯ

͍·͢ɻମతͳཧ༝௨学ࠔཧ༝͕͋Δ߹
学ੜ୲ʹ૬ஊ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ɾେ学पลͷళࢲ༗ͷແஅறंΊ·͠ΐ͏ɻ
ʪݪόΠΫɾࣗసंʫ
ɾݪόΠΫʹࣗഛอ͕ݥඞཁͰ͕͢ɺࣗసंʹ͓

͍ͯࣗసंଛഛঈอݥͷՃೖ͕ࡾॏݝΛ
͡Ίଟ͘ͷݝͰٛԽ͞Ε͍ͯ·͢ɻඞͣՃೖ͠·
͠ΐ͏ɻ

ɾ学֎ͷறྠʹࢭΊΔࡍॴఆͷҐஔʹࢭΊɺ௨ߦͷ
अຐʹͳΒʹΑ͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ�日Ҏ্ͷ࿈ଓறྠ
ࢢͷྫʹΑΓ์ஔࣗసंͱΈͳ͞Εఫڈରʹ
ͳΓ·͢ɻ
˞றྠॴʹΑͬͯ日ҟͳΓ·͢ɻ

ɾిಈΩοΫϘーυɾεケーτϘーυͷ༻͠ࢭې
͍ͯ·͢ɻʢ࿏໘Λଛইͨ͠߹หঈʣ

˔ ҿञʹつ͍ͯ（1�35）
ɾࡀ��ະຬ๏Ͱ͞ࢭېΕ͍ͯ·͢ɻ

·ͨɺҿञͷڧཁɾΠοΩҿ·ͤɾҙਤతͳਲ͍ͭͿ
͠ɾҿΊͳ͍ਓͷྀΛܽ͘͜ͱɾਲͬͨ͏͑Ͱͷ
ߦҝΞϧコーϧϋϥεϝンτʹ͋ͨΓ·͢ɻ

˔ ٤Ԏʹつ͍ͯ
ɾࡀ��ະຬ๏Ͱ͞ࢭېΕ͍ͯ·͢ɻ

学Ͱॴఆͷॴʢ̑߸ؗ̏֊ςϥε٤ԎॴʣҎ֎
ͷ٤Ԏ͞ࢭېΕ͍ͯ·͢ɻ学֎Θͣา͖λόコ
ϙΠࣺͯΊ·͠ΐ͏ɻ

ѱ࣭ͳྫࣄॲʢռʣͷରʹͳΓ·͢ɻ
·ͨɺࠐ͖רʹ݅ࣄ·Εͦ͏Ͱ͋Δɺෆ৹ऀʹૺ۰ͨ͠

ͷ࣌ٸۓ͙͢ʹ ��� ൪௨ใ͠ɺ学ੜ୲ʹ૬ஊ͠
͍ͯͩ͘͞ɻ

༗ҙٛͳ学ੜੜ׆ΛૹΔͨΊʹɺҎ্ͷϚφーҎ֎
ʹ本͞ࡌهʹࢠΕ͍ͯΔ༰ʹཹҙ͠日ʑͷੜ׆Λ
ૹ͍ͬͯͩ͘͞ɻ

˔ 学生への࿈བྷ
ެ示ɾ掲示

学ੜͷॏཁ߲ࣄͷୡɺͯ͢ॴఆͷࣔܝ൘ʹެ
ࣔ͠·͢ɻొ学ͨ͠Βඞͣɺࣔܝ൘ΛݟΔΑ͏श׳͚ͯ
͍ͩ͘͞ɻͦΕΒΛݟམͱͨͨ͠Ίʹॾखଓ͖͕Εɺͳ
ΜΒ͔ͷෆརӹ͕ੜͨ͡ͱͯ͠ɺͦͷݟམͱͨ͠
͍֬ͯͭʹͷ༰ࣔܝਓ͕ෛ͏͜ͱͱͳΓ·͢ɻ·ͨɺݸ
͔Ί͍ͨͱ͖ɺ୲ͷ૭ޱʹ͍߹Θ͍ͤͯͩ͘͞ɻ
ֶੜϝーϧʢ(NBJMʣ

શ学ੜʹେ学ͷϝーϧΞυϨε͕༩͞Ε·͢ɻ
ΞυϨεɺ学ੜ൪߸!TUV�LPHBLLBO�V�BD�KQ Ͱ͢ɻ
　ʢྫʣF�������!TUV�LPHBLLBO�V�BD�KQ

Ϣーβー ʢ໊*%ɺ&ϝーϧΞυϨεʣͷ࠷ॳͷ
文ࣈখ文ࣈͰ͢ɻ

ύιコンɺεϚーτϑΥンͰར༻Ͱ͖·͢ɻ
　IUUQT���NBJM�HPPHMF�DPN�B�TUV�LPHBLLBO�V�BD�KQ�
˞େ学͔Βͷ࿈བྷ͜ͷΞυϨεʹ

৴͠·͢ɻఆظతʹ֬ೝ͢ΔΑ͏श׳
͚͍ͯͩ͘͞ɻ

ిのऔΓ͗࣍について
学ੜݸਓ͋ͯͷࢲత༣ศɺ学ੜݸਓ学ੜஂମʹର

͢ΔిͷऔΓ͗࣍ɺେ学ͰऔΓѻ͍·ͤΜɻ·ͨɺ
学ੜݸਓʹؔ͢Δใʢిɾॅ ॴʣͷ͍߹Θ͕ͤ͋ͬ
ͯɺ૬खํʹ教͑Δ͜ͱ͋Γ·ͤΜɻ͘Ε͙Εෆ৹
ͳిʹҙͯ͠ɺΉΈʹ૬खʹใΛ༩͑ͳ͍Α͏ʹ
ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ 学生͔Βの࿈བྷ
ܽ੮ಧ

तۀΛܽ੮ͨ͠߹ʹतۀ୲教һʹܽ੮ಧʢॴఆ
ͷ༻͕͋ࢴΓ·͢ʣΛඞͣఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ͜Εब৬
本తͳجಧΛग़͢͜ͱͱಉ͡Α͏ʹɺۈܽʹࡍͷۈɺܽޙ
ϧーϧͰ͋Γɺ社会తৗࣝͱ͍͑·͠ΐ͏ɻͦͷश׳Λ
ʹ͚ͭΔΑ͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

相互の連絡

学生生活を送るうえでの基本的なマナー

རݾతͳߦಈݫに৻Έɺຊֶֶੜͱ͠てҐ͋ΔߦಈΛ͠·͠ΐ͏ɻ

Ωϟンύスライϑ
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ूձɾͦࣄߦのଞのॾ׆ಈ
ԼهͷΑ͏ͳ学ੜͷ͏ߦॾ׆ಈʹ͍ͭͯɺͦΕͧΕ

ఆΊΒΕͨنଇ͕͋Γ·͢ɻͦͷझࢫΛΑ͘ཧղ͠ɺఆΊ
ΒΕͨϧーϧʹैͬͯߦಈ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ᶃ ू会ɾࣄߦ　ᶄ ߦץ　ᶅ 学֎׆ಈ
ᶆ 学ࢪઃར༻　ᶇ دෟืू　ᶈ ࣔܝ
ᶉ ཱͯ൘
·ͨɺ͜ΕΒͷॾ׆ಈ͕学ࢧʹۀোΛ͖ͨ͠ɺ学ͷ

டংΛཚ͠ɺ本学ͷ教育ػΛ્͢ΔڪΕ͕͋ΔͱೝΊ
ͨͱ͖ɺ੍ݶຢ͢ࢭېΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ͞Βʹɺ教
育ج本๏ୈ��ͷཧ೦ͷ௨Γɺେ学ڀݚͱ教育ͷͰ
͋Γɺ׆࣏ಈͷͰ͋Γ·ͤΜɻ͕ͨͬͯ͠ɺେ学本
དྷͷతͱ໋Λୡ͢ΔͨΊɺ学ʹ͓͚Δ׆࣏ಈ
Ε͍ͯ·͢ɻ͞ࢭېʹݫ

˔ 学生ϙʔλϧαイτ
ཤमཁ߲ɾ学ੜศཡɾΩϟンύεΧϨンμーɾシϥόεɾ

ͳͲͷใɺ学ੜϙーλߋɾ教ࣨมߨɾิߨٳׂؒ࣌
ϧαΠτ͔ΒΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

学 ੜ ϙ ー λ ϧ α Π τ ɺ େ 学 ެ ࣜ)1ʢIUUQT���
LPHBLLBO�V�BD�KQʣ͔ΒӾཡͰ͖·͢ɻ·ͨɺεϚーτ
ϑΥンΛ༻͢Δ߹ɺҎԼͷݩ࣍�コーυ͔ΒΞ
Ϋηε͢Δ͜ͱՄͰ͢ɻ

ͳ͓ɺߨٳɾ教ࣨมߋɺ学ੜݺͼग़͠ʹ͍ͭͯɺి
൘ʢ̎߸ؗ̍֊ɾ̒ࣔܝޫ ߸ؗ̍֊ʣͰ֬ೝͰ͖· ʢ͢ి
طላؗシεςϜʹϩάΠンͯ͠ߖͼग़͠ɺݺ൘ͷࣔܝޫ
ಡʹ͢Δ·Ͱফ͑·ͤΜʣɻ

˔ 大学ެ式ϗʔϜϖʔδの׆༻
େ学ެࣜϗーϜϖーδΛΫϥϒɾಉ会ͷใ׆ಈ

Ͱ׆༻͍ͨ͠߹ɺ学ੜ୲ʹ૬ஊ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

http://sp.kogakkan-u.ac.jp/

学生ポータルサイト
2次元コード

ࣗͷͪ࣋ࣗͰཧ͠ɺ教ࣨɾ部ࣨͳͲʹ์ஔ
͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ

౪ʹ͋ͬͨͱ͖Ҩࣦɾरಘɺ͔ʹ学ੜ୲
ʹಧ͚ग़͍ͯͩ͘͞ɻ

ॴ༗ऀෆ໌ͷरಘɺ̏ϲ݄ܦա͢Δͱॲ͠·͢ɻ
ʢͪ࣋ʹ໊ࢯΛهೖ͓͍͍ͯͯͩ͘͠͞ʣ

ಋ教һࢦ ˔
ॴଐ学部ɺ学Պͷ教һ͔ΒׂΓͯΒΕɺ学ۀͷ

શൠʹΘͨͬͯօ׆ಈͳͲͷ学ੜੜ׆֎Βͣɺ՝ݶʹ͚ͩ
͞ΜͷΑ͖ॿऀݴͰ͢ɻΑΓҰॆ࣮ͨ͠学ੜੜ׆ΛૹΕ
ΔΑ͏ɺԿͰܰؾʹ૬ஊ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ クラス୲
ॴଐ学部ɺ学Պͷ֤学ʹஔ͔ΕɺΫϥε୯ҐͰߦΘ

ΕΔࣄߦͳͲͷࢦಋɾॿݴΛ͍ߦ·͢ɻ
·ͨɺ学ੜੜ׆ʹؔ͢Δ૬ஊʹԠ͍ͯ͡·͢ɻ

˔ クラブ部ͱ同会ސ
部ʢΫϥϒʣͷ部教һ͕ड͚ͪ࣋ɺಉ会ඞͣ

教һ͕ސͱͯ͠ࢦಋɾಜʹ͍͋ͨͬͯ·͢ɻ部ސ
ɺॴଐΫϥϒಉ会ࣗମʹؔ͢ΔʹݶΒͣɺ学
ੜੜ׆શൠʹΘͨΓɺօ͞Μͷ૬ஊॿݴʹ͍͋ͨͬͯ
·͢ɻ

˔ ո͍͠ूஂ͔Βαʔクϧ׆ಈʹ༠ΘΕͨɻ
4/4Ͱ自ݾ啓ൃηϛφʔʹ༠ΘΕͨ（ࢀՃ
ͨ͠）ɻ

˰फ教తɾ࣏తʹภͬͨՁ؍Λԡ͚͠ΔʮΧϧ
τूஂʯ͕ਖ਼ମΛӅͨ͠··ɺ4/4େ学ͷΩϟン
ύε֗಄Ͱɺָͦ͠͏ͳ׆ಈʢϘϥンςΠΞ׆ಈ
ηミφーʣΛͬͯק༠͠ɺѱ࣭ͳ׆ಈʹ༠ಋ͢
Δ߹͕͋Γ·͢ɻ·ͨɺϚϧν๏ͷ߹͋Γ
·͢ɻ

ɾগ͠Ͱո͍͠ͱͨͬࢥΒஅΔɻʹ͞Εͯ
ʮ/0ʯͱ͍͏༐ؾɺͨͱ͑ೖ会͍ͯͯ͠ୀ͢Δ
༐ؾΛͪ࣋·͠ΐ͏ɻ

ɾ໊ࢯ࿈བྷઌͳͲͷݸਓใΛແ҉ʹ教͍͚͑ͯ
·ͤΜɻ

ɾʮ୭ʹ૬ஊ͍͚ͯ͠ͳ͍ʯͱݴΘΕͨΒཁҙͰ
͢ɻҰਓͰ·ͣɺ༑ୡՈɺ学ੜ୲学ੜ૬
ஊࣨʹ૬ஊ͠·͠ΐ͏ɻ

日常生活の助言と相談

遺失物と盗難防止

１人で悩まず相談しましょう
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˔ Ωϟンύス内Ͱډ場所͕ݟつ͔Βͳ͍ɻଞਓ
ͱのҧ͍ʹށ͍ͬͯΔɻίϩφՒのෆ҆Λ
Ҿき͍ͣͬͯΔɻ

˰େ学ͰΧϦΩュϥϜੜ׆ࣗͰコンτϩーϧ
Ͱ͖·͢ɻٛߨʹ͍͍͚ͭͯΔ͔ɺ༑ୡ͕Ͱ͖Δ͔ɺ
େͷਓͷதͰ͚͕ࣗͩऔΓ͞Εͯډॴ͕ͭݟ
͔Βͳ͍ͱ͍͏ෆ҆ݽಠʹ͡ײΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ɾೖ学࣌य़学ظʹඞमՊͱͳ͍ͬͯΔʮॳ࣍θミʯ
͕͋Γ·͢ɻٛߨͷதͰɺओମతͳ学ͼͷૅجతͳ
ํ๏ͱҙཉΛ学Ϳͱڞʹɺࢦಋ教һ͝ͱʹগਓͰ
ड͢ߨΔͷͰ༑ୡͮ͘Γͷʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ɾ૬ஊͰ͖Δ༑ୡͷଘࡏେͰ͢ɻੵۃతʹ༑ୡΛ
ڀݚಈɺ学׆ಈϘϥンςΟΞ׆֎Γɺ՝ͨͬ࡞
ஂମʢ学Պ会ڀݚ部会ʣʹࢀՃͯ͠ੈքΛ͛ɺ
ࣗͷډॴΛ֬อ͠·͠ΐ͏ɻ

ɾਤॻؗ̒߸ؗ̍֊ʹ͋Δ学ੜϥンδͰΫーϧμ
ンͨ͠Γɺਤॻ͕͍ؗͯ͠࠵Δ学मࢧԉاըʹࢀ
Ճͨ͠Γͯ͠Έ͍͔͕ͯͰ͠ΐ͏͔ɻ

ɾ̍िؒͷϦζϜΛࣗͰཧͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·
͠ΐ͏ɻ

ɾଞਓͱҧ͏͜ͱੑݸͰ͢ɻଟ༷ͳੑݸՁ؍Λଚ
ॏ͠ɺ͍Ζ͍Ζͳ͑ߟʹ৮ΕͯࢹΛ͛·͠ΐ͏ɻ

˔ ήʔϜ4/4ͳͲ、スϚϗ͕手์ͤͳ͍ɻ
ωοτґଘ͔も͠Εͳ͍ɻ

˰4/4͚ͩͰ͍͕ͯͬܨΔإΛΒͳ͍ਓͰɺ本
ͷҙຯͰަྲྀͰ͖·ͤΜɻεϚϗʹཔΓ͗ͯ͢
4/4্ͷؔʹറΒΕͣɺ現࣮ੈքͰͷ͕ܨΓΛେ
ʹ͠·͠ΐ͏ɻ

ɾϦΞϧͳ༑ୡΛ૿͠ɺঢ়گʹΑͬͯϏσΦ௨
会͑Δػ会Λௐઅ͠ͳ͕Β会Λָ͠Έࣝ
ࢹΛ͛·͠ΐ͏ɻ

ɾҰਓͰ·ͣɺ学ੜ૬ஊࣨͰੜͷͰ૬ஊ͢Δ͜ͱ
Λ͓קΊ͠·͢ɻ

Β͍ͤ͡ΊΛड͚͍ͯΔ͔も͠Εͳ͍ɻ͕ݏ ˔

˰ಛఆͷਓʢຢਓୡʣ͔Β4/4্͘͠現࣮ੈք
Ͱ൷ᎏ᎐͞ΕΔͳͲͷෆշͳݴಈΛ͞ΕΔ߹
͕͋Δ͔͠Ε·ͤΜɻ

ɾ͕ࣗෆշʹ͍ͯͬࢥΔ͜ͱɺதࢭΛཁ͢ٻΔ͜ͱ
Λ͑Δ͜ͱ͕େͰ͢ɻٯʹଞਓΛᨱதই͢Δ
༰ͷ4/4ͷใൃ৴ɺܐ๏্ͷേଇʹ֘͢
Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ͷͰɺΑ͍ͩͯ͑͘͘͞ߟɻ

ΉΛಘͳ͍ࣄʹΑΓɺम学தʹ学੶Λҟಈ͠ͳ͚
ΕͳΒͳ͍߹ʢٳ学ɾୀ学ɾ෮学ʣɺࢦಋ教һʹࣄ
Λ͠ɺࣗݾͷਐୀʹ͍ͭͯΑ͘૬ஊ͠ɺੜ֔ʹչ͍

学籍の異動

Λ͞ͳ͍Α͏ղܾ͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ
学੶ͷҟಈʹؔ͢Δ͜ͱɺཤमཁ߲学ଇͦͷଞͷ

ఔΛΑ͘ಡΈ教୲Ͱॴఆͷखଓ͖Λ͍ͯͩ͘͠͞ɻن

҆൱֬ೝシεςϜɺେنͷൃࡂੜ࣌ۓ
ɺ学ੜϝーϧʢ学ੜ൪߸!TUV�LPHBLLBO�V�BD�KQʣʹ࣌ٸ
ΞυϨεѼʹɺ҆൱֬ೝϝーϧΛҰ੪৴͠ɺ҆൱Λ֬ೝ
͢ΔシεςϜͰ͢ɻ

Ͱ̒ऑҎ্ͷ͕ൃੜ͢Δͱɺେ学͔Βݝॏࡾ
ࣗಈతʹ҆൱֬ೝϝーϧ͕Ұ੪৴͞Ε·͢ɻ学ੜಧ͍
ͨϝーϧʹɺ؆୯ͳૢ࡞Ͱฦ৴͢Δ͜ͱͰ҆൱Λ֬ೝ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻՐࡂ෩ͳͲͷ֬ٸۓೝʹΘΕΔ
͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

܇ࡂ࿅࣌ʹɺ҆൱֬ೝϝーϧ৴܇࿅͕ߦΘΕ·͢ɻ
৴͞ΕͨϝーϧΛඞͣ֬ೝ͠ɺҎԼͷ௨Γฦ৴ͯͩ͘͠
͍͞ɻ

安否確認システムについて

҆൱֬ೝγεςϜ

҆൱֬ೝϝʔϧ

ʮͪ͜ΒߖላؗେֶࣗӴফୂຊ෦Ͱ͢ɻࡾॏ
̒ऑҎ্ͷ͕ൃੜ͠·ͨ͠ɻ͍͓ͯʹݝ
҆൱֬ೝͷͨΊɺͨͩͪʹ͜ͷϝʔϧʹฦ৴ͯ͠
͍ͩ͘͞ɻʯ

ʢฦ৴ํ๏ʣ

ᶃֶͰආ͍ͯ͠Δ߹ʮ͋ʯͷ̍จࣈͷΈΛ
ຊจʹೖྗ

ᶄֶ֎Ͱආ͍ͯ͠Δ߹ʮ͔ʯͷ̍จࣈͷΈΛ
ຊจʹೖྗ

˞ͳ͓ɺຊϝʔϧλΠτϧͷʮӳࣈʯཧ
൪߸Ͱ͢ͷͰɺฦ৴࣌ɺλΠτϧʢʮ̧̚ɿʯ
ΛؚΉʣΛઈରʹฤूআͤͣɺͦͷ··ૹ
৴͍ͯͩ͘͠͞ɻͯͬޡλΠτϧߦʹʮ͋ʯͷ
ೖྗ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ

֤ࣗͷܞଳి
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ฏ����݄Ҏ߱ʹɺॅຽථΛ༗͢Δશͯͷਓʹ̍ਓ
̍ͭͷϚΠφンόーʢʮݸਓ൪߸ʯʣ͕௨ʢʮ௨Χーυʯ
͕ૹʣ͞Ε·ͨ͠ɻ

˔ϚイφンバʔͱԿの͜ͱʁ
国ຽҰਓͻͱΓ͕ܻ̎̍ͭ࣋ͷ൪߸ͷ͜ͱͰ͢ɻ൪߸

͕࿙Ӯ͠ɺෆਖ਼ʹΘΕΔڪΕ͕͋Δ߹Λআ͖ɺҰੜม
Ε·ͤΜͷͰେʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ͞ߋ

˔Ͳ͏ͯ͠Ϛイφンバʔ͕ඞཁͳのʁ
̍ɽߦͷޮԽ

࡞࿑ྗɺؒ࣌ʹཁ͍ͯ͠ΔۀͳͲͷؔػߦ　
Ε·͢ɻ͞ݮͷॏෳͳͲͷແବ͕ۀ

̎ɽ国ຽͷརศੑͷ্
ߦɻݮखଓ͖͕؆ૉԽ͞Εɺ国ຽͷखଓ͖͕ܰߦ　
͕ࣗͭ࣋ؔػͷใ͕֬ೝͰ͖·͢ɻ

̏ɽެฏɾެਖ਼ͳ社会ͷ࣮現
　ೲ੫Λෆʹ໔ΕΔ͜ͱڅΛෆʹड͚Δ͜
ͱΛ͠ࢭ·͢ɻ

˔ϚイφンバʔΧʔドͱԿの͜ͱʁ
ϚΠφンόーͷ௨ޙʢʮ௨ΧーυʯͷૹΛड͚ͨ

༷ʑͳαーϏε໌ূݩ͑ߦொଜʹਃΛ۠ࢢʣɺޙ
ʹར༻Ͱ͖ΔʮϚΠφンόーΧーυʯ͕ެ͞Ε·͢ɻ

ொଜʹ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ۠ࢢॅຽථͷ͋Δࡉৄ

˔͍つϚイφンバʔ͕ඞཁʁ
社会อোɺࡂରࡦɺ੫ͷߦखଓ͖Λ͏ߦͱ͖ʹϚ

Πφンόー͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻ
ɾۚͷ֨ࢿऔಘڅ
ɾޏ༻อݥͷ֨ࢿऔಘ֬ೝɺڅ
ɾҩྍอݥͷڅٻ
ɾࢱͷڅɺੜ׆อޢͳͲ
ɾඃࡂੜࢧݐ࠶׆ԉۚͷڅࢧ
ɾඃऀࡂாͷ࡞ࣄͳͲ
ɾ੫ہʹఏग़͢Δ֬ఆਃࠂॻɺಧग़ॻɺௐॻͳͲʹ

ࡌه　　
ɾ੫ہͷ部ࣄͳͲ
　　　　ˣ
େ学ੜΞϧόΠτઌʹϚΠφンόーΛఏ͠ڙͳ͚Ε

ͳΓ·ͤΜʂ

˔ͳͥΞϧバイτઌʹϚイφンバʔΛఏ͠ڙͳ
͚ΕͳΒͳ͍のʁ

௨ৗΞϧόΠτͷڅ༩ݯઘऩʢॴಘ੫ΛఱҾ͖ʣ

マイナンバーについて ͞Εͯ͞څࢧΕ͍ͯ·͢ɻͦΕɺैۀһʹ代Θͬͯ会社
͕੫ۚΛೲΊ͍ͯΔ͔ΒͰ͢ɻͦͷࡍʹඞཁͳݯઘऩථ
ͳͲͷॻྨʹϚΠφンόーΛ͠ࡌهͳ͚ΕͳΒͳ͍ͨ
Ίɺ学ੜΞϧόΠτઌʹϚΠφンόーΛఏ͢ڙΔ͜ͱ͕
ٛͱͳΓ·͢ɻ

˔Ϛイφンバʔఏڙのࡍのҙ
ಇ͘͜ͱ͕ܾ·ͬて͔Βఏ͠ڙ·͠ΐ͏ɻ
Θͳ͍͔ܾ·͍ͬͯͳ͍ਓ͔ΒϚޏ͔͏ޏͩ·ۀا

ΠφンόーΛΒ͍͚ͬͯͳ͍ͱ͍͏ܾ·Γ͕͋Γ·
͢ɻब৬׆ಈͳͲͷ໘࣌ʹϚΠφンόーఏڙΛٻΊΒΕ
Δ͜ͱ͋Γ·ͤΜɻ

ΞϧόΠτઌʹॳΊͯϚΠφンόーΛఏ͢ڙΔࡍ·
͞ʹ本ਓͰ͋Δ͜ͱͷ֬ݩೝͱɺ൪߸֬ೝ͕Ͱ͖Δॻྨ
ఏग़͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ൪߸֬ೝʮ௨Χーυʯ
Λఏ͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ֬ݩೝӡస໔ূڐύεϙーτ
ͳͲͷࣸਅͷೖͬͨެతূ໌ূΛఏ͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ

ʮϚΠφンόーΧーυʯΛऔಘ͍ͯͯ͠ɺ͜ΕΛʹط
ఏࣔ͢Δ߹֬ݩೝॻྨͷఏग़ඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

˔ΧʔドΛฆࣦͨ͠Β
　ສ͕ҰɺΧーυΛฆࣦͨ͠߹ɺ͔ʹॅຽථͷ͋
Δ۠ࢢொଜʹͦͷ͜ͱΛใ͠ࠂɺ૬ஊ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ৄ͍͜͠ͱਓࣄ୲へ
　ͦͷଞɺϚΠφンόーʹ͍ͭͯ͝ෆ໌ͳ͕͋Γ·ͨ͠
Βɺࣄہ૯部ਓࣄ୲·Ͱ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

ϚΠφϯόーΧーυの༷ࣜについて
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˔௨学ূ明書ʹつ͍ͯのҙ߲ࣄ
େ学ʹొ͍ͯ͠Δॅॴͷد࠷ΓӺ	·ͨఀཹॴ
͔Β

ͷ௨学ʹݶΓൃ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ
ࣗҎ֎ʢԼ॓ੜʣɾΞϧόΠτʹΑΔ௨学ূ໌ॻൃ

Ͱ͖·ͤΜɻߦ
·ͨɺిंͷͪؒ࣌ɺறྠٴͼૹܴͷ߹্Ͱɺ現

ॅॴͷد࠷ΓӺΑΓԕํͷӺΛར༻͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ
࣮शʹ͏௨学ྈੜ͕ดྈؒظதʹ࠲ߨɾΫϥϒ׆

ಈͷͨΊʹ͔ࣗΒ௨学Λر͢Δ߹ɺผ్ਃ͕
ඞཁʹͳΓ·͢ɻ

学ੜ୲Ͱ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ɻ͍ͯͭʹࡉৄ

ఆ݊ظについて̦ˍ̖
̦ɺఆ݊ظΛແͯ͘͠͠·͍·ͨ͠ɻͲ͏ͨ͠Β͍͍Ͱ

͔͢ɻ
̖ɺఆ݊ظͷछྨʹΑͬͯɺฦۚ͞ΕΔ߹͕͋Γ·͢

ͷͰɺҰد࠷ΓӺͷһʹ͓ਘͶ͍ͩ͘͞ɻ

̦ɺ௨学ূ໌ॻΛແͯ͘͠͠·͍·ͨ͠ɻͲ͏ͨ͠Β͍͍
Ͱ͔͢ɻ

̖ɺ࠶ɺਃ͍ͯͨͩ͘͠ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ学ੜ୲Ͱ
खଓ͖Λ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

̦ɺసډʹΑΓ௨学͕۠ؒมߋʹͳΓ·ͨ͠ɻͲ͏ͨ͠
Β͍͍Ͱ͔͢ɻ

̖ɺ௨学ূ໌ॻΛม͢ߋΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ学ੜ୲Ͱม
खଓ͖Λ͍ͯͩ͘͠͞ɻͳ͓ɺେ学ʹແஅͰ௨学ߋ
۠ؒΛهೖͨ͠Γɺม͢ߋΔͷߦҝެ文ॻվ͟
ΜͱͳΓɺռॲͷରͱͳΓ·͢ͷͰઈରʹ͠
ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ

̦ɺԼ॓ʢ学ੜྈʣ͔Βࣗ௨学ʹมߋʹͳΓ·ͨ͠ɻͲ
͏ͨ͠Β͍͍Ͱ͔͢ɻ

̖ɺ৽نʹਃ͍ͯͨͩ͘͠ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ学ੜ୲Ͱ
खଓ͖Λ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ҹܖ

学生支援部 学生担当に届け出ること。

有効期限

E0612777

○○○　○○○○

倉田のぞみ 神宮前 名鉄名古屋

近鉄名古屋 宇治山田

宇治山田駅前 皇学館大学前

名　   鉄

近　   鉄

三重交通

愛知県名古屋市熱田区神宮○○丁目○○番

2028.3.31

ظላؗେ学௨学͢ΔͨΊͷɺిंόεͷ௨学ఆߖ
݊Λߪೖ͢Δʹɺେ学ൃߦͷʮ௨学ূ໌ॻʯ͕ඞཁʹͳ
Γ·͢ɻ
　ೖ学ͷࡍɺ̐ؒ༗ޮͷ௨学ূ໌ॻΛൃ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ
͠·ͤΜͷͰஸೡʹऔѻ͍ͬͯͩ͘͞ɻߦൃ࠶ଇɺݪ　
　ఆ݊ظʹ͍ͭͯͷ 2�" Λߟࢀʹ͍͖ͯͨͩ͠ɺ௨学ূ໌
ॻͷൃ͕ߦඞཁʹͳͬͨ࣌ɺ学ੜ୲ʹ͓ਘͶ͍ͩ͘͞ɻ

●௨ֶఆߪ݊ظೖ࣌にඞཁͳॻྨ

৽نͰߪೖ͢Δ߹
֤ަ௨ؔػͷఆ݊ظ૭ޱຢఆࣗ݊ظಈൃചػʹͯରԠ
ɾ学ੜূఄࣔ
ɾ௨学ূ໌ॻఏग़
ɾॴఆͷਃهʹࢴ༺ࠐೖɾఏग़

߹ೖ͢Δߪଓͯ͠ܧ
֤ަ௨ؔػͷ૭ޱຢఆࣗ݊ظಈൃചػʹͯରԠ
ɾچ௨学ఆ݊ظͷఄࣔɾఏग़
ɾ学ੜূఄࣔ

ΑΓ௨ʹؔػΛฆࣦͨ͠߹ɺ֤ަ௨݊ظ௨学ఆچ˞
学ূ໌ॻͷఏग़ΛٻΊΒΕ·͢ɻ

　ʤ ௨学ূ明書ݟ本 ʥྩ̒༻ʢ৽ೖੜʣ

通学証明書の申請方法

宇治山田駅前

○○番
見 本
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学ੜ໊̔Ҏ্ͱͦΕΛҾ͢Δ教৬һͰߏ͞Εͨஂ
ମ͕ɺ+3Λར༻ͯ͠तۀɾ՝֎׆ಈͷతͰಉ͡ൃண
Ӻܦ࿏ͷཱྀߦΛ͢Δͱ͖ɺʮ学ੜஂମʯѻ͍ͱͳΓɺ学ੜ
ͷӡׂ͕̑Ҿͷஂମं͕݊ར༻Ͱ͖·͢ɻਃ͠ࠐΈ
ܭಧɾߦɺҾ教һ͕ॺ໊ɾೀҹͨ͠ʮஂମཱྀͯ͠ࡍʹ
ըॻʯͱ+3Ӻ·ཱྀͨߦ代ཧళൃߦͷʮஂମཱྀߦਃࠐॻʯ
Λ学ੜ୲ʹఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻͳ͓ɺৄ͘͠+3ʹ
͍߹Θ͍ͤͯͩ͘͞ɻ

● +3ઢのྻंຢ࿈བྷઢར༻の߹
　　　　学　ੜʜʜʜʜʜʜׂ̑Ҿ
　　　　Ҿऀʜʜʜʜʜʜׂ̏Ҿ

● +3όεར༻の߹

　　　　学ੜɾҾऀڞʜʜׂ̎Ҿ

ࣗओ学मΫϥϒɾαーΫϧͷ՝֎׆ಈΛ͏ߦ学ੜɾ
ੜెɾ教৬һͷؼ࣌ͷརศੑ্ͷͨΊʹɺҎԼͷͱ͓
ΓӉాࢁ࣏ӺͷεΫーϧόεΛӡ͍ͯ͠ߦ·͢ɻʢແྉʣ

● ӡؒظߦ

　　௨ৗؒظٛߨதͷ݄༵日ʙ༵ۚ日

● ंॴ

　　学ϩーλϦーۙͷఀཹॴʢ1ࢀ����রʣ

● ൃ ؒ࣌ं

·͍ͯ͠ߦ�本ΛӡߦӺాࢁ࣏ʹӉ࣌��ʙ࣌��　　
͢ɻग़ൃؒ࣌ɺఀཹॴʹઃஔͷࠁ࣌දʹͯ֬ೝ
͍ͯͩ͘͠͞ɻ

　Լهͷതؗɾඒज़ؗɺ本学ͱͷ࿈ܞʹΑΓ学ੜূ
Λఏࣔ͢Δ͜ͱͰɺແྉͰೖؗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͕͢ɺಛ
ผలͳͲ༗ྉͱͳΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ͷͰɺࣄલʹ֬ೝ͠
͍ͯͩ͘͞ɻօ͞Μͷ学शɺڀݚʹେ͍ʹཱͪ·͢ͷ
Ͱɺͥͻɺੵۃతʹ׆༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● ਆٶݹ館ɺۀ館ɺඒज़館　　ʢ1ࢀ����রʣ
૯߹ത館ʢ.JF.Vʣݝॏࡾ ●
˔�ւのത館

ंધ͕۠ؒย道���LNΛӽ͑Δެަڞ௨ؔػΛར༻͢Δ
߹ɺԼهʹΑΓ学ׂূΛར༻͢Εӡׂ͕Ҿ͞Ε·͢ɻ

˔  ׂ Ҿ 　ී௨ंધӡͷׂ̎Ҿ
˔  ༗ޮߦൃ　ؒظ日͔Β̏ϲ݄
˔  ަ　　　ূ໌ॻൃߦൃͯʹػߦ
ɺݧࢼಈɺब৬׆֎ɺ՝ݧత　࣮शɺ࣮༺  ˔
লͳͲɻؼɺߦཱྀڀݚ　　　　　　
　ʢৄࡉ学ׂূͷཪ໘Λࢀর͍ͯͩ͘͠͞ʣ
˔ ಉ͡మ道会社ͳΒ̍ຕͷ学ׂূͰԟ෮ΛߪೖͰ͖·͢ɻ
˔ ย道ͣͭߪೖ͢Δ߹ɺ̎ຕඞཁͰ͢ɻ
˔ ҧ͏మ道会社ͷ߹ɺͦΕͧΕ̍ຕͣͭ学ׂূ͕ඞ

　　ཁͰ͢ɻ

ද ʢLNʣڑ ●

学生割引証明書（学割証）について



ڮ

ീ

໊ு

松ࡕ



伊勢
ඌ

ౡݡ

ژ

۽

৽宮

ݹ໊
๛ڮ

+3
ۙమ

団体乗車券について

学生証の提示により無料になる
博物館・美術館

スクールバスの夜間運行について
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ςχείʔτ

೦هࠤ
ਆಓതؗ
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ಓ

ࣨڭࣜࡇ
ਖ਼

૯߹ମҭؗ

೦ؗه
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ୈ Ϋ̎ϥϒ
ϋε

ୈ�Ϋϥϒ
ϋε

ςχείʔτҏߴֶߍ

ୈ�άϥϯυ ྕձؗ

ສ༿༡าಓ

ਫ਼՚ྈɾః໌ྈ
ߍֶߴላؗߖ

ಊߨ೦ه
ʢຊ෦ʣ

３
号
館

೦هࠤ
ਆಓതؗ

ਤॻؗ

�߸ؗ

̑߸ؗ

̎߸ؗ

ಓٷ
ୈ ά̎ϥϯυ

ॅ  

ॅ  
�߸ؗ

�߸ؗ

�߸ؗ

ࣳੜ

�߸ؗ

ࣗసंறྠ

ୈᶄறྠ

ୈᶃறྠ

ࣗసंறྠ

ላؗ�Ϋϥϒ߹॓ॴߖ

ୈᶅறྠ

όΠΫஔ͖

˔ ඒ͘͠ྻͯ͠駐輪͠·͠ΐ͏
Ґஔͱ͖ΛͦΖ͑ͯɺඒ͘͠றྠ͠·͠ΐ͏ɻ
ཚΕ͍ͯΔ͕ͨͬ͋࢟ͳΒɺࣗͷͷͰͳͯ͘ɺ
ઌͯ͑͠·͠ΐ͏ɻ

˔ ̓ શӡ転ʹつͱΊ·͠ΐ͏
Ұൠं྆௨Γ·͢ɻϩーλϦーͰނࣄͷແ͍Α͏
ʹɺࠨӈΛΑ֬͘ೝɻาऀߦʹҙ͠ɺߏ࠷ঃߦͰ
௨͍ͩͯ͘͞͠ߦɻ
όΠΫϔϧϝοτண༻ɻೋਓΓࢭېɻࣗഛอݥ

ʢ੍ڧอݥʣ͚ͩͰͳ͘ɺҙอݥʹՃೖ͓͍ͯͯ͠
͍ͩ͘͞ɻ
˞道࿏ަ௨๏ͷҰ部վਖ਼ʢྩ��݄�日ߦࢪʣʹ ΑΓɺ
શͯͷࣗసंར༻ऀͷϔϧϝοτண༻͕ྗٛʹͳΓ
·ͨ͠ɻ

˔ ൜ରࡦʹつͱΊ·͠ΐ͏
ͨͱ͑ؒ࣌Ͱͦͷ͔ΒΕΔ࣌ɺඞͣݤʢπー
ϩοΫʣΛ͔͚ΔΑ͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ·ͨɺ൜ొ
ඞ͍ͣͯͩ͘͠͞ɻ

自転車・バイクによる通学の際の注意事項

本学ͰɺΩϟンύεͷඒ͍͠؍ܠΛकΔͨΊɺࣗసंɾόΠΫͷறྠΛԼͷਤͷΑ͏ʹఆΊ͍ͯ·͢ɻܾΊΒΕͨ
றྠҎ֎ɺͲ͜Ͱ͋ͬͯறྠࢭېͰ͢ɻ

　本学Ͱɺறं͕গͳ͍͜ͱͱɺߏނࣄࢭͷ؍
͔Βɺࣗಈं௨学Λݪଇͱ͍ͯͯ͠͠ࢭې·͢ɻڐՄ
ͳࣗ͘ಈंΛߏʹΓೖΕͨ߹ɺେ学पลறं
ͷແஅɾҧறंΛͨ͠߹Լهͷͱ͓Γॲ͠·͢ɻ

ͨͩ͠ɺԼهʹ֘͢Δऀɺॴఆͷखଓ͖ͷ͏͑ɺ
Մ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻڐͷࣗಈंೖΛߏ
ᶃো͕͍ͷମతཧ༝ʹΑΓɺࣗಈंͰͳ͚Ε௨

学Ͱ͖ͳ͍ऀʢӡసૢࢧʹ࡞ো͕ͳ͍ऀʹݶΔʣ
ᶄௗӋࢢɺࢤຎࢢɺ会ொɺೆҏொɺେلொɺ·ͨ

ͦΕΒͷࢢொʹྡ͢ΔҬʹ͢ॅࡏΔऀͰɺࣗ
͔Βେ学·Ͱެަڞ௨ؔػΛར༻ͯ͠௨学͢Δ
߹ɺย道͓͓ΉͶؒ࣌���Ҏ্͔͔Δऀ
˞றंεϖーεͷ߹ʹΑΓɺڐՄͰ͖Δं͓͓྆

Αͦ��Ͱ͢ɻʢ௨学͕ࠔͳऀΑΓ༏ઌ͞Ε·͢ʣ
˞ਃظ日ɺຖ্݄̐०Ͱ͢ɻʢࣔܝͰ͓Β

ͤ͠·͢ʣ
ᶅ学֎׆ಈͰҰ࣌తʹߏೖ͕ඞཁͳ߹ʢৄ͠

͘1���Λࢀরʣ

自動車通学は禁止です

１回目 り入れې止ࠂܯ
λΠϠϩοク

学生୲当で「ॻ」を記入し
ఏ出する。学生୲当՝長よりࢦಋ
注意。อ証人へ࣍ճは停学ॲ分と
なることを通ୡする。

２回目 停学ॲ分 学生ҕ員会の৹ٞをܦて、学長が
停学ॲ分とする。

ѱ࣭ͳަ௨ҧʹΑΔަ௨ނࣄʹつ͍ͯ
ѱ࣭ͳަ௨ҧʹΑͬͯॏେͳަ௨ނࣄΛট͍ͨ߹ɺ

ʮ学ੜͷռʹؔ͢Δنఔʯٴͼʮ学ੜͷަ௨ނࣄʹؔ͢Δ
ռج४ʯʹΑΓռॲͷରͱͳΓ·͢ɻৄࡉʹ͍ͭͯɺ
1���ʙ��ʹ͋ͯ͠ࡌܝΔ֤نఔΛࢀর͍ͯͩ͘͠͞ɻ

大学周ลʹઈରʹ駐車͠ͳ͍͜ͱɻ
ҬͷํʑͷʹͳΓ·͢ɻ·ͨɺறंҧͱ͍͏উ

खͳߦҝ͕େ͖ͳނࣄΛҾ͖͓ͯ͜͠͠·͏͜ͱ͋Γ·͢ɻ ˞ֶ֎ΛΘͣɺ͕ͨͬ͋ނࣄ߹ɺඞֶͣੜ
୲にಧग़てͩ͘͞いɻ

ࣗ స ं
芝生広場ԣʢୈᶃறྠʣ
̑ 号 館 Ԟʢୈᶄறྠʣ

バ イ ク
倉風ハウスۙ
ʢୈᶅறྠʣ

駐輪場マップ

自転車・バイクによる通学

Ω
Ỿ
ϯ
ύ
ε
ϥ
Π
ϑ



��

● χϡーδーϥϯυय़ظӳݚֶޠޠम	Ϩϕϧผʣ
̍ɽݚमઌ　ϫΠΧτେ学
ççççïニューδーϥンυɾϋミϧτンðç˞ڠఆߍ
̎ɽظ　࣌　ྩ̓̎ʙ݄̏ï̏िؒð
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢҰ部ิॿ͋Γʣ

● தࠃय़ظதݚֶޠޠࠃमʢࢭٳதʣ
̍ɽݚमઌ　෮୴େ学ïத国ɾ্ւðç˞ڠఆߍ
̎ɽظ　࣌　֤̎ʙ݄̏ ï̐िؒð
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢҰ部ิॿ͋Γʣ

● ϚϨーγΞय़ظӳݚֶޠޠमʢϨϕϧผʣ
　̍ɽݚमઌ　ΞδΞύシϑΟοΫେ学ç˞ڠఆߍ

　　　　　　ʢϚϨーシΞɾΫΞϥϧンϓーϧʣ
̎ɽظ　࣌　ྩ̓̎ʙ݄̏ ï̐िؒð
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢҰ部ิॿ͋Γʣ

˞͍ͣΕͷϓϩάϥϜ本学Պͷ̎୯Ґͱͯ͠ೝఆ
͞Ε·͢ɻඅ༻ɺ֓ࢉͱͳΓ·͢ɻ্هҎ֎ʹ
ηϝελーཹ学ϓϩάϥϜʢΧφμɾニューδーϥ
ンυʣɺӳऀڃ্ޠ༻ϓϩάϥϜʢϚϨーシΞظʣ
Λఏ͠ڙ·͢ɻ

·ͨɺ教୲Ͱʮߖላؗେ学άϩーόϧਓࡐ育
ϓϩδΣΫτʯͷҰͱͯ͠ɺւ֎Πンλーンシοϓʢւ
ɻʢ本学ՊͷʮΠンλーンシο͢·͍ͯ͠࠵मʣΛ։ݚ֎
ϓʯ·ͨʮΩϟϦΞܗʢबۀମݧʣʯʢ�୯Ґʣͱͯ͠
ೝఆ͠·͢ʣ

● ϚϨーγΞΠϯλーϯγοϓ
ɹɹɹɹʢࡾॏݝҏࢢにຊࣾΛஔ͘Ϋローόーి᷂ࢠʣ

̍ɽݚमઌ　ϚϨーシΞʢΫΞϥϧンϓーϧۙ߫ʣ
　　　　　　Ϋϩーόーిࢠ	ג
現๏ਓ
̎ɽظ　ؒ　ྩ݄̐̔��日ʙ��日ʢ�日ؒʣ
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢผ్�ສԁิॿʣ

● தࠃΠϯλーϯγοϓʢߦۜࡾेࡾͱの࿈ڠܞఆۀࣄʣ
̍ɽݚमઌ　த国ʢ্ւɾોभʣ
　　　　　　日本ۀاͷ現๏ਓ社
̎ɽظ　ؒ　ྩݩ�݄��日ʙ��日ʢ�日ؒʣ
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢผ్�ສԁิॿʣ

　ϓϩάϥϜͷৄࡉʹ͍ͭͯผ్આ໌会Λ࣮͠ࢪ·
͢ɻੵۃతʹࢀՃ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ʤߟࢀʥաڈʹ本学͕ओͨ͠࠵ւ֎Πンλーンシοϓ

国ྲྀަࡍ୲ɺه೦ߨಊ̍֊ʹઃஔ͞Ε͍ͯ·͢ɻͦ
ͷۀɺάϩーόϧਓࡐͷ育ʹ͔͔Δւ֎ཹ学ɾݚम
ͷӡӦ͓Αͼޠ学ྗ্ͷͨΊͷ֤छࢧԉɺ֎国ਓཹ学ੜ
ʹؔ͢Δ͜ͱͳͲͰ͢ɻ·ͨɺݸਓཹ学ʹؔ͢Δࢿྉ国
ɺࡏɻ現͢·͍ͯ͠ڙఏ࣌Δ༷ʑͳใਵؔ͢ʹྲྀަࡍ
本学Ͱෳͷ国ʑ͔Βͷཹ学ੜΛड͚ೖΕ͍ͯ·͢ʢ
༿文ԽΛ教ݴʹΉʣɻཹ学ੜͱަྲྀ͍ͨ͠ɺཹ学ੜؚظ
͑ͯΒ͍͍ͨͱ͍͏ཁ͕͋Γ·ͨ͠Βɺ国ྲྀަࡍ୲ʹ
૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ͝ʹܰؾ

国ྲྀަࡍ୲Ͱѻ͏学ੜͷօ͞Μʹؔ͢Δओͳۀ
࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

● ຊֶ͕ओ͢࠵Δւ֎ཹֶʢݚम
にؔ͢Δ͜ͱ
˔ ւ֎ཹ学ɾݚमʹؔ͢Δઆ໌会ɾݚम会ͷ࣮ࢪ
˔ ݣखଓɺཹ学४උʹؔ͢Δࢧԉ
    ʹमใݚΛ͡Ίͱ͢Δւ֎ͷେ学ɺཹ学ɾߍఆڠ ˔
　ؔ ͢ΔࢿྉͷӾཡɾି͠ग़͠

にؔ͢Δ͜ͱ׆ਓཹֶੜのडೖɾֶੜੜࠃ֎ ●
ԉࢧಈʹؔ͢Δ׆֎֨ࢿՄڐཹࡏ ˔
˔ ֎国ਓཹ学ੜͷͨΊͷ֤छࢧԉ੍ͷհ͓Αͼੜ׆
　૬ஊ
˔ ֎国ਓཹ学ੜ͚ͷ֤छใͷൃ৴ɺࢿྉͷӾཡɾି
　͠ ग़͠

 ԉ੍のհࢧɾࣄߦのؔྲྀަࡍࠃ ●
˔ 本学άϩーόϧԽਪਐҕһ会͕اը͢Δͷ
˔ 国࣏ࣗମɺຽؒஂମ͕ओ͢࠵Δͷ

ਓཹֶੜͱຊਓֶੜͱのަྲྀにؔ͢Δ͜ͱࠃ֎ ●

● άローόϧϥϯδʢӳձαロϯʣɾӳֶޠशΞυό
ΠβーのӡӦにؔ͢Δ͜ͱ

˔ άϩーόϧϥンδ֎国ܰؾʹޠʹ৮Ε͍ͯͨͩ͘
Ͱ͢ʢӳڧྗޠԽͷͨΊͷऔΓΈ༷ʑͳ׆ಈΛ
ఏ͠ڙ·͢ʣɻ

ผ૬ஊݸΑͼ͓ڙਓཹֶにؔ͢Δใఏݸ ●
ɹʢֶࡏੜɾଔۀੜʣ

本学͕ओ͢࠵Δྩ̒ւ֎ݚظमͷ͝Ҋ

● ΧφμՆظӳݚֶޠޠमʢϨϕϧผʣ
̍ɽݚमઌ　ϤーΫେ学ïΧφμɾτϩンτð˞ڠఆߍ
̎ɽظ　࣌　ྩ̒̔ʙ݄̕ʢ̏िؒʣ
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢҰ部ิॿ͋Γʣ

● Նظதݚֶޠޠࠃम
̍ɽݚमઌ　ೆՊٕେ学ʢɾೆʣ˞ڠఆߍ
̎ɽظ　࣌　ྩ̒̔ʙ�݄ʢ̐िؒʣ
̏ɽඅ　༻　��ສԁʢҰ部ิॿ͋Γʣ

国際交流
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文学部ɾ教育学部ɾ現代日本社会学部Ͱɺ教һɾ学
ੜ͔Βߏ͞ΕͨஂڀݚମʹΑΔ׆ڀݚಈ͕ߦΘΕɺ学
ज़ߨԋɾൃڀݚද会ɾྫڀݚ会ɾௐࠪݟ学会ͳͲ͕͞࠵Ε
͍ͯ·͢ɻ·ͨɺͦͷՌ͕ʰߖላؗ ʢɦਓ文ላ။ʣɺ

ʰใ ʢɦ教育学会ʣͷࢽࡶΛ͡Ίɺ学Պ学会ൃߦͷؔػ
Λ͞׆ը学ੜੜࢀಈͷ׆ද͞Ε͍ͯ·͢ɻ学ज़ൃʹࢽ
Βʹ༗ҙٛͳͷʹ͠·͢ͷͰɺΈͳ͞Μͷੵۃతͳࢀը
Λ͍ͬͯ·͢ɻৄࡉɺ֤学Պͷ教һɺ学Պࣨڀݚ
͍߹Θ͍ͤͯͩ͘͞ɻ

˔ 学部学会
֤学部ͷ教һɾ学ੜɾଔۀੜ͔ΒͳΔ学会Ͱ͢ɻ

文 　 学 　 部 ʜʜਓ文学会
教 育 学 部ʜʜ教育学会
現代日本社会学部ʜʜ現代日本学会

˔ 学Պ学会
֤学Պͷ教һɾ学ੜɾଔۀੜ͔ΒͳΔ神道学会ɾ国文

学会ɾ史学会ɾコミュニケーション学会ɾ教育学会ɾ現代
日本学会͕͋Γ·͢ɻ

部会ڀݚ ˔
学Պ学会ʹॴଐ͢Δ֤छ部会Ͱɺఆظతͳڀݚ会͕ߦ

ΘΕ͍ͯ·͢ɻ

学内研究団体

文　学　部

教 育 学 部　　　　

現代日本社会学部　

神道学会

国文学会

史 学 会

コミュニケーション学会

教育学会
現代日本学会

ਆ 

ಓ 

ֶ 

ձ

近世神道史研究部会 松本教授
地域神社研究部会 板井教授
八雲琴研究部会 板井教授
神道古典研究部会 加茂教授
宗教史研究部会 河野教授
日本思想史研究部会 中山（郁）教授
映像教材作成研究部会 中山（郁）教授
本居宣長研究部会 橋本教授
宗教制度研究部会 髙野助教

 ࠃ

จ 

ֶ 

ձ

上代文学研究部会 大島教授
中古文学研究部会 吉井助教
中世文学研究部会 木村准教授
近世文学研究部会 田中教授
近代文学研究部会 平石助教
国語学研究部会 齋藤教授
漢文学研究部会 松下教授
文学館・メディア史研究部会 岡野（裕 )准教授

࢙
ɹ
ֶ
ɹ
ձ

古代史部会 遠藤教授
中世史Ⅰ部会 多田教授
中世史Ⅱ部会 岡野（友 )教授
近世史部会 谷戸准教授
近代史Ⅰ部会 谷口教授
近代史Ⅱ部会 長谷川准教授
思想史部会 松浦教授
東洋史部会 堀内教授

ί
ϛ
ỿ
χ
έ
ồ
γ
ἀ
ϯ
ֶ
ձ

英語コミュニケーション研究部会 豊住教授・川村准教授・
玉田准教授

情報コミュニケーション部会 張教授

心理学研究部会 芳賀教授・栗野准教授・髙沢准教授・
中山（真）准教授

 ڭ

ҭ 

ֶ 

ձ

健康科学研究部会 片山准教授
国語・言語教育研究部会 中條教授
特別支援教育研究部会 山本准教授
児童福祉研究部会 吉田（明 )准教授
生物学研究部会 中松教授
アート・セラピー研究部会 吉田（直 )教授
コーチング学研究部会 佐藤准教授
音楽教育研究部会 高橋准教授
食育研究部会 駒田教授
幼児教育研究部会 土谷准教授
ICT教育研究部会 中條教授
心理教育研究部会 渡邉（賢）教授
スポーツ栄養研究部会 駒田教授
特別支援教育ＡＴ研究部会 大杉教授
体育科教育研究部会 加藤教授
道徳科教育研究部会 渡邉（毅）教授
理科教育学研究部会 澤准教授
社会科教育研究部会 萩原准教授
数学教育研究部会 上野准教授
子どもの健康研究部会 小川准教授
学び舎研究部会 野々垣准教授
未来共創学研究部会 村瀬教授
英語教育研究部会 豊住教授

ݱ


ຊ
ֶ
ձ

地域社会研究部会 笠原教授・関根教授・筒井教授・
大井准教授・藤井准教授

茶業研究部会 笠原教授・関根教授・筒井教授・
大井准教授・藤井准教授

大学生ＳＢＰ研究部会 岸川教授・筒井教授
伝統文化英語研究部会 岩崎准教授
YCC：若者文化研究部会 千田教授
多文化研究部会 瓜田准教授・藤井准教授
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 学 ੍ 

国の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免）

１ɽରͱͳΔֶ෦ੜ
ʲୈᶗ۠ʙୈᶙ۠ʳॅຽ੫ඇ՝੫ੈଳɺ͓ΑͼͦΕʹ४ͣΔੈଳͷ学ੜ
ʲୈᶚ۠ʳଟੈࢠଳʢැཆ͢Δࢠͷ͕ � ਓҎ্Ͱ͋Δੈଳʣ

̎ɽֶجۀ४
̎ੜҎ্ɺલͷ学ۀ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δ͜ͱ
ʢ�ʣ̜ ̥̖ʢฏۉʣ͕ࡏ学͢Δ学部ʹ͓͚Δ্Ґ ��� ͷൣғʹଐ͢Δ͜ͱ
ʢ�ʣमಘͨ͠୯Ґ͕ඪ४୯ҐҎ্Ͱ͋Γɺ͔ͭɺকདྷɺ社会Ͱཱࣗ͠ɺ׆༂͢ΔඪΛͯͬ࣋学म͢Δ

ҙཉΛ༗͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ɺ学मܭըॻʹΑΓ֬ೝͰ͖Δ͜ͱ
˞ඪ४୯Ґʜଔۀॴཁ୯ҐΛ̐Ͱׂͬͨͷʹ学Λ͔͚ͨͷ

̍ੜɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δ͜ͱʢೖ学ޙʹਃ͠ࠐΉ߹ʣ
ʢߴ�ʣ ͕ۉͷධఆฏߍ ��� Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱ
ʢ�ʣೖ学ݧࢼͷ্͕Ґ̎ͷ̍Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱ
ʢߴ�ʣ ͷ߹֨ऀͰ͋Δ͜ͱݧࢼఔೝఆۀଔߍ
ʢ�ʣকདྷɺ社会Ͱཱࣗ͠ɺ׆༂͢ΔඪΛͯͬ࣋学म͢ΔҙཉΛ༗͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ɺ学मܭըॻʹΑΓ֬ೝ

Ͱ͖Δ͜ͱ

̏ɽऩೖج४
ॅຽ੫ඇ՝੫ੈଳ͓ΑͼͦΕʹ४ͣΔੈଳ
ʲୈᶗ۠ʳ本ਓͱੜܭҡऀ࣋ͷࢢொଜຽ੫ॴಘׂ͕ඇ՝੫Ͱ͋Δ͜ͱ
ʲୈᶘ۠ʳ本ਓͱੜܭҡऀ࣋ͷࢉֹڅࢧఆج४ֹͷ߹͕ܭ ��� ԁҎ্ ����� ԁະຬͰ͋Δ͜ͱ
ʲୈᶙ۠ʳ本ਓͱੜܭҡऀ࣋ͷࢉֹڅࢧఆج४ֹͷ߹͕ܭ ����� ԁҎ্ ����� ԁະຬͰ͋Δ͜ͱ
ʲୈᶚ۠ʳ本ਓͱੜܭҡऀ࣋ͷࢉֹڅࢧఆج४ֹͷ߹͕ܭ ����� ԁҎ্ ������ ԁະຬͰ͋Δ͜ͱ

̐ɽࢧԉֹۚ
ଶͳͲʹΑΓҟͳΓ·͢ɻܗऩɺ௨学ߏԉֹۚɺੈଳࢧ

学ۚʢֹ݄ʣڅ

۠　 ࣗ௨学 ࣗ֎௨学

ୈᶗ۠ �����ԁʢ�����ԁʣ �����ԁ

ୈᶘ۠ �����ԁʢ�����ԁʣ �����ԁ

ୈᶙ۠ �����ԁʢ�����ԁʣ �����ԁ

ୈᶚ۠ʢ༧ఆʣ ����ԁʢ�����ԁʣ �����ԁ

˞ΧοコͷֹۚԼهʹ֘͢Δ߹ͷֹۚ
ɾੜ׆อੈޢଳʢැॿͷछྨΘͣʣΛड͚͍ͯΔੜܭҡऀ࣋ͱಉ͍ͯ͠ډΔਓ
ɾࣇಐཆࢪޢઃ͔Β௨学͢Δਓ
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ʻतۀྉͷݮ໔ֹʼ
ୈᶗ۠　্ݶ ������ ԁ
ୈᶘ۠　ୈᶗ۠ͷ̏ͷ̎
ୈᶙ۠　ୈᶗ۠ͷ̏ͷ̍
ୈᶚ۠　ୈᶗ۠ͷ̐ͷ̍

तۀྉͷݮ໔ֹ͓Αͼ学අऩֹɺೖ学ɺॴଐ学部ɺ۠ʹΑΓҟͳΓ·͢ɻ
तۀྉݮ໔ͷਃΛ͍ߦɺରͱͳͬͨ学ੜʹɺ࠾༻Մ൱ͷܾఆޙɺतۀྉݮ໔ೝఆ݁Ռ௨ॻʹͯ
໔ֹ͓Αͼ学අऩֹΛ͓Βͤ͠·͢ɻݮྉۀԉ۠ʹԠͨ͡तࢧ

ʻೖ学ۚͷݮ໔ֹʼ
ୈᶗ۠　্ݶ ������ ԁʢ本学ͷ߹ ������ ԁɺߖላؗߴ学ߍग़ऀೖ学ֹۚʣ
ୈᶘ۠　ୈᶗ۠ͷ̏ͷ̎
ୈᶙ۠　ୈᶗ۠ͷ̏ͷ̍
ୈᶚ۠　ୈᶗ۠ͷ̐ͷ̍

ೖ学ޙ͔ʹʢ݄̐ʹʣਃΛ͍ߦɺରͱͳͬͨ学ੜ͕ೖ学ۚݮ໔ͷରͱͳΓ·͢ɻʢೖ学ͷ్த͔
Βɺ·ͨ̎Ҏ߱ʹਃΛ͍ߦɺରͱͳͬͨ学ੜʹ͍ͭͯೖ学ۚݮ໔ͷରͱͳΓ·ͤΜʣ

̑ɽਃظ࣌ࠐ
݄͓̐Αͼ݄̕ʢ学ੜ୲ࣔܝ൘ɺ学ੜϙーλϧαΠτͰҊ͠·͢ʣ

６ɽͦのଞ
Ոٸܭมʢੜܭҡࢮ͕ऀ࣋ɺނࣄɾපؾɺࣦ৬ɺࡂɾՐࡂɾ෩ਫʹඃࡂʣͷ߹ਵ࣌ਃࠐՄͰ͢ɻ

ʢՈٸܭมͷࣄ༝͕ൃੜͨ͠ͱ͖͔Βɺ̏Χ݄Ҏʹਃ͠ࠐΜͰ͍ͩ͘͞ʣ

४ɺ༰Λൈਮ͍ͯ͠·͢ͷͰɺΑΓৄ͍͠༰ɺ文部Պ学ল͓Αͼجରऀͷֹڅࢧͷࡌهʹ͜͜
日本学ੜࢧԉߏػͷΣϒαΠτΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

文部Պ学লʮߴ教育ͷम学ࢧԉ৽੍ʯ
IUUQT���XXX�NFYU�HP�KQ�LZVGV�

日本学ੜࢧԉߏػʮ学ۚͷ੍ʢڅܕʣʯ
IUUQT���XXX�KBTTP�HP�KQ�TIPHBLVLJO�LZVGV�

日本学ੜࢧԉߏػʢ+"440ʣͷαΠτ͔Βɺֹڅࢧ͕ࢉࢼͰ͖Δπーϧʢਐ学ۚࢿシミュϨーλーʣΛ
ར༻͠ɺରͱͳΔ͔֬ೝͰ͖·͢ɻ
ਐ学ۚࢿシミュϨーλーͷҊ
IUUQT���XXX�KBTTP�HP�KQ�TIPHBLVLJO�PZBLVEBDIJ�TIPHBLVLJO�TJNVMBUPS�IUNM

ࢉࢼͷֹڅࢧ
IUUQT���TIPHBLVLJO�TJNVMBUPS�KBTTP�HP�KQ�
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˙ 学ۚ
　 学ۚͷنఔʹ͍ͭͯɺେ学ͷϗーϜϖーδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ　

名　　称 目　　　的 種　類 金額（令和 6年度） 対　　象 備　　考

特別奨学生 指定した入試の成績等が特に優秀な学生 給　付

学費（授業料及び教育充
実費 )の 2分の 1または
全額相当額
ただし、国の修学支援新
制度による授業料等減免
の適用を受ける場合は、
給付額の調整を行います

各学部 学内推薦
4年間

特　待　生
入学試験成績等が特に優秀な学生､ ま
た学年次の学業成績が特に優秀な学生
の学業を奨励するため

給　付

入学年次（1年次）：学費（授
業料及び教育充実費）の 2 分
の 1相当額
2 ～ 4 年次：学費（授業料及
び教育充実費）の全額相当額
ただし、国の修学支援新制度
による授業料等減免の適用を
受ける場合は、給付額の調整
を行います

各学部

学内推薦
入学年次または
2 ～ 4 年次 (1
年間）

大学院奨学金
学業、人物ともに優秀にして、経済的事
情により本学大学院での修学が困難な学
生に対し、修学の機会を確保するため

給　付 授業料の半期分相当額 大学院生
公　　募

書類提出期日は
4月末日

授 業 料 の
減　　　免

家計支持者に次のような事情の急変が
生じ､ 学費の支弁が著しく困難となっ
た学生を救済するため
⑴家計支持者が死亡した場合
⑵天災または火災のため､ 居住家屋が
壊滅的損害を被った場合
⑶傷病により､ 長期の治療又は療養を
要することになった場合
⑷家業又は勤務先企業の倒産等により、
失業した場合

減　免

国の修学支援新制度に
よる授業料等減免適用
を前提とし、その残額
すべてまたは 2 分の 1
を減免します（事実
発生の翌期に限る）

各学部

4 月 10 日また
は 10 月 10 日
までに､ 学生
担当へ手続き
が必要です｡

学　費　の
徴 収 猶 予

次のような理由で､ 学費を期日までに
納めることができない学生を救済する
ため
⑴�授業料の減免の事情⑴～⑷に準ずる場合
⑵�家計支持者の収入が著しく減少した場合
⑶�日本学生支援機構奨学生又は各種奨学生
で、奨学金を学費に充当する場合

⑷その他家計が困窮している場合

徴　収
猶　予

学費徴収を猶予
（当該学期の通常講義
最終日まで )

各学部・大学院生

4 月 10 日また
は 10 月 10 日
までに､ 学生
担当へ手続き
が必要です｡

給付奨学金 学業成績が優秀と認められる学生の学
業を奨励するため 給　付 年額 10 万円 各学部3・4年次生 学内推薦

貸与奨学金 家計事情により学費の支弁が困難に
なった学生を救済するため

貸　与
(無利息 )

学費またはその2分の 1
相当額
ただし、国の修学支援新
制度による授業料等減免
の適用を受ける場合は、
貸与額の調整を行います

各学部

公　　募
3回以内また
は貸与総額100
万円以内

岡田奨学金 建学の精神を体し､ 学業及び人物優秀
な学生を奨励するため 給　付 年額 10 万円

各学部 2・3・4 年
次生・1 年以上在
学する大学院生

学内推薦

長谷奨学金

神道に関する学術を研究し､ 卒業後も
引き続いて神道を専攻する学生又は神
職若しくは神社に関する業務に従事す
る学業成績及び人物優秀な学生の学業
を奨励するため

給　付 年額 10 万円 文学部 3・4年次生 学内推薦

慶 光 院 俊
奨　学　金

優秀な神職を養成するため､ 神職課程
を履修し､ 神道に関する学術を研究し
ている学生で､ 卒業後神職又は神社に
関する業務に従事する学業成績及び人
物優秀な学生の学業を奨励するため

給　付 年額 10 万円 文学部 3・4年次生 学内推薦

学内奨学金・奨学賞
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˙ 学
　 学ͷنఔʹ͍ͭͯɺେ学ͷϗーϜϖーδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ　

˙ 本学生ࢧԉߏػ
学ۀɾਓͱ༏लͰࡁܦతཧ༝ʹΑΓम学͕ࠔͰ

͋ΔͱೝΊΒΕΔ学ੜʹɺଔ͢ۀΔ·Ͱͷඪ४मۀିݶ
༩͞Ε·͕͢ɺି༩ؒظதͰ͋ͬͯɺ学ۀෆৼऀɾੑߦ
ෆྑऀʹ学ۚͷఀࢭɾഇࢭͷાஔ͕ͱΒΕ·͢ɻି༩
͞Εͨ学ۚɺଔޙۀʹฦ͕ؐ࢝·Γɺฦؐؒظआ༻
ֹۚʹΑͬͯҟͳΓ·͕̕͢ʙ��ఔͰ͢ɻ学ۚͷ
छྨͱͯ࣍͠ͷ͕̎ͭ͋Γ·͢ɻʢެืʣ

学外奨学金

● ୈҰछֶۚ
ແརଉͰି༩Λड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ୈೋछ学ۚͱͷซ༻ି༩ՄͰ͢ɻ
ग़֨ࢿئ

ਓɾ学ۀͱʹಛʹ༏Εɺࡁܦతཧ༝ʹΑΓஶ
͘͠म学ࠔͳ学ੜɻ

ି༩ֹ݄
ɹɹʪֶ෦ɾਆಓֶઐ߈Պʫ

ɹɹʪେֶӃʫ

自宅通学生 自宅外通学生
54,000 円（※） 64,000 円（※）
40,000 円 50,000 円
30,000 円 40,000 円
20,000 円 30,000 円

20,000 円

（令和６年度月額）

修士・課程相当 博士課程相当
88,000 円 122,000 円
50,000 円 80,000 円

（令和６年度月額）

ͷऩऀ࣋ࢧܭͷՈ࣌ࠐʢ˞ʣɺ学ۚਃֹ݄ߴ࠷
ೖ͕ҰఆֹҎ্ͷ߹ར༻Ͱ͖·ͤΜɻ

名　　称 目　　　的 種　類 金額（令和 6年度） 対　　象 備　　考

高松奨励金 課外活動で特に顕著な成績を挙げたクラ
ブ（部）、その他の団体を褒賞するため 給　付 年額 5万円 クラブ

その他の学内団体 公　　募

学長奨励賞
課外活動や研究活動等で特に顕著な成
績を挙げたクラブ（部）、その他の団体
及び個人を褒賞するため

給　付 1万円～ 5万円
クラブ
その他の学内団体
個人

公募（随時）

恩賜奨学賞 建学の精神を体し、学業成績優秀な学
生を褒賞するため（神宮より授与） 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

大 宮 司 賞 建学の精神を体し、学業成績優秀な学
生を褒賞するため（神宮より授与） 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

理 事 長 賞 建学の精神を体し、学業成績優秀な学
生を褒賞するため 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

学 長 賞 学業成績及び人物優秀な学生を褒賞す
るため 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

統 理 賞
神職課程履修者で、建学の精神を体し、
学業成績優秀な学生を褒賞するため（神
社本庁より授与）

給　付 記念品
当該年度の卒業生
（文学部・神道学
専攻科生）

学内推薦

三 重 県
神社庁長賞

神職課程履修者で、建学の精神を体し、
学業成績優秀かつ卒業後神社界に進む
学生を褒賞するため（三重県神社庁よ
り授与）

給　付 記念品 当該年度の卒業生
（文学部） 学内推薦

長谷奨学賞 建学の精神を体し、学業成績及び人物
優秀な学生を褒賞するため 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（文学部） 学内推薦

名　　称 目　　　的 種　類 金額（令和 6年度） 対　　象 備　　考

安部奨学金
神職課程を履修し､ 神道に関する学術
を研究している､ 学業成績及び人物優
秀な学生の学業を奨励するため

給　付 年額 10 万円 文学部 2・3・4年
次生神道学専攻科生 学内推薦

萼　の　会
教育奨励賞

学生の勉学研究意欲の高揚を奨励する
ため 給　付 副賞�（3 万円分の図書

カード )
各学部 2・3・4年
次生 学内推薦

萼　の　会
グローバル
人 材 育 成
支援奨学金

海外留学を促進し、グローバル社会で
活躍できる人材を育成するため 給　付 海外留学費用の一部 各学部 公　　募

館　友　会
奨　学　金

学生の健全な育成のために､ 学業成績
優秀､ 品行方正あるいは学友会活動に
おいて顕著な成績を挙げた学生を奨励
するため

給　付 年額 10 万円 各学部 2・3・4年
次生 学内推薦
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● ୈೋछֶۚ
　ͦΕͧΕͷࣄʹ͋Θͤͯر͢Δି༩ֹ݄Λબ
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
༗རଉି༩ʢࡏ学தແརଉʣ
ୈҰछ学ۚͱͷซ༻ି༩ՄͰ͢ɻ

ग़֨ࢿئ
Ոఉͷࡁܦతෛ୲Λগͳ͘͠ɺཱࣗ͢Δ社会ਓΛΊ͟
͠学ۀʹઐ೦Ͱ͖ΔڥͷͱͰ学΅͏ͱ͢Δ学ੜɻ

ɹି༩ֹ݄

　ʪ学部ɾ神道学ઐ߈Պʫ
̎ສԁɺ̏ ສԁɺ̐ ສԁɺ̑ ສԁɺ̒ ສԁɺ̓ ສԁɺ
̔ສԁɺ̕ສԁɺ�� ສԁɺ�� ສԁɺ�� ສԁͷ
த͔ΒબͰ͖·͢ɻ

　ʪେ学Ӄʫ
　̑ສԁɺ̔ສԁɺ�� ສԁɺ�� ສԁɺ�� ສԁͷ
　த͔ΒબͰ͖·͢ɻ

༺࠾ٸɾԠٸۓ ●

ࢮͷࣦ৬ɾऀ࣋ࢧܭҎ֎ͰɺओͨΔՈؒظूื　
·ͨՐࡂͳͲʹΑΔՈٸܭมͷͨΊ学ۚͷି༩
͕ඞཁʹͳͬͨ߹ɺਃ͠ࠐΈΛड͚͚·͢ͷͰ
学ੜ୲ʹ૬ஊ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● ಛに༏ΕͨۀにΑΔฦؐ໔আについて

ʢେ学Ӄੜରʣ
େ学Ӄʹ͓͍ͯୈҰछ学ۚͷି༩Λड͚ͨ学ੜͰ
͋ͬͯɺࡏ学தʹಛʹ༏ΕͨۀΛ͋͛ͨऀͱೝఆ͞
Εͨ߹ɺି༩ؒظऴྃ࣌ʹ学ۚͷશ部·ͨҰ部
ͷฦ͕ؐ໔আ͞ΕΔ੍͕͋Γ·͢ɻ

● ւ֎ཹֶੜのͨΊのֶۚʢୈೋछʣ

ʹ͢Δ学ੜͷͨΊرతʹւ֎Ͱ学ͼ͍ͨͱۃੵ　
ି༩͞ΕΔ学ۚͰ͢ɻ

学ۚʹ͍ͭͯͷৄࡉ
　日本学ੜࢧԉߏػϗーϜϖーδ
ɹIUUQTɿ��XXX�KBTTP�HP�KQ�
　　　　　　　　　　Λ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

˙ 神͔ࣾΒの学ۚ
● ਆࣾຊிҭӳֶۚʢެืʣ

　神社本ிͰɺ神社神道ͷدʹོڵ༩͢Δ༗ҝͷਓ
Λઃ͚ɺ学ੜʹ学ۚۚࢿΛཆ͢ΔతͰɺ学ࡐ
Λڅ͍ͯ͠·͢ɻ

ʢΞʣ छɹྨ
˔ ୈ̎څඅੜ
˔ ୈ̏څඅੜ

ʢΠʣ ग़֨ࢿئ

˔ ୈ̎څඅੜ
文学部̎࣍ੜҎ্ɺ·ͨ神道学ઐ߈Պʹ

神৬·ͨ神ޙۀఋͰɺଔࢠଇ神৬ݪ学͢Δࡏ
道ʹؔ͢Δͦڀݚͷ΄͔神社ʹؔ͢Δۀʹै
ਖ਼ɺମ߶݈ɺํߦɺݻݎࢤΑ͏ͱ͢Δҙ͠ࣄ
͔ͭ༏लͳ学ੜͰ͋ͬͯ学අͷࢧห͕ࠔͱ
ೝΊΒΕɺݪଇͱͯ͠ଞͷ学తۚࢿʢ日本学ੜ
学ۚΛؚΉʣͷศٓΛड͚ͳ͍学ੜɻߏػԉࢧ

˔ ୈ̏څඅੜ
େ学Ӄ文学ڀݚՊʹࡏ学͠ɺओͱͯ͠神社神

道Λ͢ڀݚΔ学ੜͰ͋ͬͯɺଔޙۀ神৬·ͨ
神道ʹؔ͢Δͦڀݚͷ΄͔神社ʹؔ͢Δۀʹ
ਖ਼ɺମ߶݈ɺํߦɺݻݎࢤΑ͏ͱ͢Δҙ͠ࣄै
͔ͭ༏लͳ学ੜͰ͋ͬͯ学අͷࢧห͕ࠔͱ
ೝΊΒΕɺݪଇͱͯ͠ଞͷ学తۚࢿʢ日本学ੜ
学ۚΛؚΉʣͷศٓΛड͚ͳ͍学ੜɻߏػԉࢧ

ʢʣ څֹʢྩ６༧ఆʣ

　˔ 第̎څඅੜֹ　������ԁ
　˔ 第̏څඅੜֹ　������ԁ

ʢΤʣ څؒظ

ଓਃܧཌͷ༺࠾ͷΈʢͨͩ͠ɺ༺࠾
ೝΊΔɻʣ

ʢΦʣ ืूؒظ

ʢΧʣ ग़͔ئΒ࠾༻·Ͱ

時　　　期 対　　　象

5月上旬
文学部 2年次生以上
神道学専攻科
大学院文学研究科

時　期 手�続�き 備　　　考

5月上旬 志望者のしお
り配布 学生担当窓口で配布します｡

5 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当へ提出。

5月下旬 学内面接実
施・推薦

審査委員による面接を実施
し､ 適格者を神社本庁へ推
薦します｡

6 月中旬 神社本庁面接 神社本庁による面接を実施
します｡

7 月上旬 採用結果通知
採用者には､ 神社本庁から
の採用結果を通知し､ 奨学
金を給付します｡
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● ਆٶಛผֶۚʢֶਪનʣ

神ٶͰɺ神ٶ教学ͳΒͼʹ神道学ʹد༩͢Δ༗
ҝͳਓࡐͷ育Λతͱ͠ɺ神ٶಛผ学ۚΛઃ͚ɺ
学ੜʹ学ۚΛڅ͍ͯ͠·͢ɻ

ʢΞʣରɹ
文学部神道学Պ̏࣍ੜҎ্ͷ学ੜɺ·ͨ神

道学Λઐ͢߈Δେ学ӃੜͰɺଔޙۀ神৬ʹै͠ࣄ
Α͏ͱ͢ΔࢥԺ݈͔ͭ学ۀ༏लͳ学ੜɻͨ
ͩ͠ɺ神ٶ৬һࢠఋআ͘ɻ

ʢΠʣڅֹʢྩ６༧ఆʣ
ֹ　������ԁ

ʢʣڅؒظ
ͷΈ༺࠾

ʢΤʣืूؒظ
学ਪનͷͨΊɺެืड͚͚͍ͯ·ͤΜɻ

݄̐Լ०ʹਪનީิऀ௨͠·͢ɻ
ʢΦʣֶਪન͔Β࠾༻·Ͱ

● શܟࠃਆ්ਓ࿈߹ձҭӳֶۚʢެืʣ
શ国ܟ神්ਓ࿈߹会Ͱɺ神社神道ͷدʹོڵ༩

͢Δ༗ҝͳਓࡐΛཆ͢ΔతͰ学ۚجΛઃ͚ɺ
͍ͯ͠·͢ɻڅ学ੜʹ学ۚΛࢠঁ

ʢΞʣग़֨ࢿئ
文学部̎࣍ੜҎ্ʹࡏ学͠ɺ神৬ͷঁࢠ͠

͘会һͷঁࢠͰ͋Γɺଔޙۀ神৬·ͨ神道ʹ
ؔ͢Δͦڀݚͷ΄͔神社ʹؔ͢Δۀʹै͠ࣄΑ
͏ͱ͢Δҙݻݎࢤɺํߦਖ਼ɺମ߶݈ɺ͔ͭ学
ͱೝࠔห͕ࢧ༏लͳ学ੜͰ͋ͬͯ学අͷۀ
ΊΒΕɺݪଇͱͯ͠ଞͷ学తۚࢿʢ日本学ੜࢧ
ԉߏػ学ۚΛؚΉʣͷศٓΛड͚ͳ͍学ੜɻ

ʢΠʣڅֹʢྩ６༧ఆʣ
ֹ　������ԁ

ʢʣڅؒظ
ͷΈ༺࠾

ʢΤʣืूؒظ

時　期 手�続�き 備　　　考

4月下旬 推薦候補者へ
通知

学生担当から該当者へ通
知します｡

5 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当へ提出。

5月下旬 推薦 神宮へ推薦します｡

6 月中旬 神宮面接 神宮による面接を実施し
ます｡

6 月下旬 採用結果通知
採用者には､ 神宮からの
採用結果を通知し､ 奨学
金を給付します｡

時　　　期 対　　　象

5月下旬 文学部2年次生以上

ʢΦʣग़͔ئΒ࠾༻·Ͱ

● ෬ݟҴՙେֶࣾۚʢެืʣ
෬ݟҴՙେ社Ͱɺ神社神道ͷٴོڵͼҴՙ৴ڼ

ͷൃలʹد༩͢Δ学ੜʹͦͷ学ۀΛྭ͢ΔͨΊ
学ۚΛڅ͍ͯ͠·͢ɻ

ʢΞʣग़֨ࢿئ
文学部神道学Պٴͼ神道学ઐ߈Պʹࡏ学͠ɺଔ

ʹٴͷੲڼ神৬·ͨ神社神道ฒͼʹҴՙ৴ޙۀ
ؔ͢Δۀʹै͠ࣄΑ͏ͱ͢ΔࢥԺ݈͔ͭ学ۀ
༏लͳ学ੜɻ

ʢΠʣڅֹʢྩ６༧ఆʣ
ֹ　������ԁ

ʢʣڅؒظ
ݶۀͰͷඪ४म·ۀΒଔ͔༺࠾

ʢΤʣืूؒظ

ʢΦʣग़͔ئΒ࠾༻·Ͱ

時　期 手�続�き 備　　　考

5月下旬 申請書類配布 学生担当窓口で配布します｡

6 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当に提出

6月下旬 学内面接実
施・推薦

学生委員による面接を実施
し､ 適格者を全国敬神婦人
連合会へ推薦します｡

7 月下旬 採用結果通知
採用者には､ 全国敬神婦人
連合会からの採用結果を通
知し､奨学金を給付します｡

時　　　期 対　　　象

4月上旬 文学部神道学科
神道学専攻科

時　期 手�続�き 備　　　考

4月上旬 申請書類配布 学生担当窓口で配布します｡

4 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当に提出

4月下旬 学内面接実
施・推薦

学生委員による面接を実施
し､ 適格者を伏見稲荷大社
へ推薦します｡

6 月上旬 採用結果通知
採用者には､ 伏見稲荷大社
からの採用結果を通知し､
奨学金を給付します｡
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● ീࡔਆֶࣾۚʢֶਪનʣ

ീࡔ神社Ͱɺ神社神道ͷدʹོڵ༩͢Δେ学Ӄ
ੜʹର͠ɺͦͷ学ۀΛྭ͢Δҝɺ学ۚΛڅ͠
͍ͯ·͢ɻ

ʢΞʣରɹ
学ͷਪન͢Δ神社神道ͷدʹོڵ༩͢Δ༏ल

ͳ学Ґ文Λఏग़ͨ͠େ学Ӄͷ学ੜʢ神道学ɾ国
文学ɾ国史学ʣ

ʢΠʣڅֹʢྩ６༧ఆʣ
ֹ������ԁ

ʢʣڅؒظ
ͷΈ༺࠾

ʢΤʣ ืूؒظ
学ਪનͷͨΊɺެืड͚͚͍ͯ·ͤΜɻ
্݄̏०ʹਪનީิऀ௨͠·͢ɻ

ʢΦʣֶਪન͔Β࠾༻·Ͱ

˙ ํ自治体の学ۚ
● ํ࣏ࣗମのֶۚ

ํ࣏ࣗମͰಠࣗͷ学੍ۚΛ͍ͯͬߦΔ道
ݝɾ۠ࢢொଜ͕͋Γ·͢ɻ

● ຽؒҭӳஂମのֶۚ
ຽؒ育ӳஂମʹΑΔ学੍ۚɺۀاݸਓʹ

Αͬͯઃཱ͞ΕɺઃཱڐՄΛड͚学ۚͷڅି
༩Λ͍ͯͬߦ·͢ɻ

時　期 手�続�き 備　　　考

3月上旬

推薦候補者へ
通知

学生担当から該当者へ通
知します｡

申請書類提出 必要書類を学生担当へ提
出

推　薦 八坂神社へ推薦します｡

3 月中旬 採用結果通知
採用者には､ 八坂神社か
らの採用結果を通知し､
奨学金を給付します｡

※採用後（3月下旬～4月下旬 )に､ 八坂神社へ論文報告のため訪問

મ͕ඞཁʹͳͬͨͱ͖Ŋۚʹٸۓ ̍Χ݄ແརࢠͰར༻
Ͱ͖Δʮ学ੜۚݿʯͷ੍͕͋Γ·͢ɻ学ੜݸਓʹରͯ͠
�����ԁҎɺ学֤ஂମʹରͯ͠�����ԁҎ
Ͱି͚͍ͯ·͢ɻआ༻࣌ɺݸਓͷ߹ࢦಋ教һɺஂମ
ͷ߹部ɾސͷঝೝͱ学ੜূɾҹؑɾऩೖҹࢴʢ̎̌̌ԁʣ

͕ඞཁͰ͢ɻ
ͨͩ͠ɺΛӽ͑ͯͷି͚͠Ͱ͖·ͤΜɻ

　　● 学生個人には・・・

　　● 学内団体には・・・

　˞ऩೖҹࢴʢ２００円ʣɺ֤ࣗͰ༣ศہ·ͨ学コン
ϏニΤンεετΞʹͯߪೖ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

の教育ϩʔンࠃ ˙
ೖ学ۚࢿࡏ学ۚࢿΛඞཁͱ͢Δ߹ɺ日本ۚࡦ

༥ެݿʢ国ຽੜۀࣄ׆ʣͰɺ༥ࢿΛऔΓѻ͍ͬͯ·͢ɻ
͍ͯͭʹࡉৄ
日本ۚࡦ༥ެݿϗーϜϖーδ
IUUQTɿ��XXX�KGD�HP�KQ�Λ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

教育ϩーンコーϧηンλー
5&- �����������ʢφビμΠϠϧʣ

˞φϏμΠϠϧΛར༻Ͱ͖ͳ͍ిͷ߹ɺ
    ������������ 

˙ 皇學館大学ఏܞ教育ϩʔン
͝ར༻ରʜतۀྉɾ教育ॆ࣮අɾ࣮शඅͷ
　　　　　　学ߍೲۚ
ৄ͘͠ɺ本学ϗーϜϖーδɺʮࡏ学ੜͷօ༷ʯʵʮ学

අҊɾ学੍ۚʯʵʮ教育ϩーンʯΛ͝ཡ͔͘ɺҎ
Լʹ͓͍߹͍ͤͩ͘͞ɻ

会社ΦϦΤンτコーϙϨーションࣜג ˔
　5&-ɿ������������

Ҫॅ༑Χーυʢྩ݄̒̐̍日ΑΓʣࡾ ˔
　ʢچ社໊　̨̢̗̘ϑΝΠφンεαーϏεʣ
　5&-ɿ�������������

学生金庫

その他

ＣＯＬＵＭＮ★ 　本学で取り扱う奨学金は､ 学生担当の掲
示板で連絡します｡ 期日は必ず守り､ 手続
きを行いましょう｡ 紹介した以外にも､ 民
間諸団体や地方公共団体の奨学金も掲示し
ますので､ 希望者は各自で申し込み方法な
どを確認し手続きをしてください｡

 　　また､ 大学に直接案内のない奨学金もあり
　　ますので､ 各自で確認するようにしてくだ
　　さい｡

学生証・印鑑・
収入印紙（２００円）
指導教員の認め

会計担当
貸与は
5万円以内

学生証・印鑑・
収入印紙（２００円）
部長・顧問の認め

会計担当 貸与は
8万円以内
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学 生 อ ݥ ・ ݈ ߁  ཧ

˔ ఆ߁݈ظஅ
ຖ্݄̐०ٴͼʹɺ݈߁அΛ࣮͍ͯ͠ࢪ·͢ɻ
͜ͷఆ߁݈ظஅɺ学ߍอ݈҆શ๏݁֩༧๏ʹ

͚ٛͮΒΕ͓ͯΓɺ݈߁ཧͷͨΊʹඞͣडͯ͘͠
͍ͩ͞ɻ

ࢦಋɾम学ࢦͼཤमٴࣔܝ༰ʹ͍ͭͯ࣌日ࢪ࣮
ಋ࣌ʹ࿈བྷ͠·͢ɻ

ላؗେ学ϙーλϧαΠτʯߖஅ݁Ռʹ͍ͭͯɺʮ߁݈
ʹϩάΠン͠ɺ݈߁அ݁ՌࢀরΛΫϦοΫ͢ΔͱɺӾཡ
Ͱ͖·͢ɻ
ʢ˞ϝンςφンεͷҝɺͱ࢝ΊʹӾཡͰ͖ͳ

Γ·͢ʣ͕͋ؒظ͍

ɹ༰

つ͍ͯʹڙਓใのఏݸஅʹ͏߁݈

ఆ߁݈ظஅͷ࣮ࢪʹඞཁͳԼهͷใΛɺۀҕୗ
ͨ͠ʢࡒðࡾॏ߁݈ݝཧۀࣄηンλーʹఏग़͠·͢ɻ

　ఏग़͢Δݸਓͷใ　　学ɾ学Պɾ学ੜ൪߸
ɾΧφʣࣈʢ໊ࢯ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ੜ݄日ɾੑผ

˔ อ݈室
͚͕Λͨ͠Γɺؾ͕ѱ͘ͳͬͨ࣌ͷԠٸॲஔΛ͡

Ίɺɾମॏɾ݂ѹɾମԹͷܭଌ݈߁ʹؔ͢Δ૬ஊͳ
ͲΛ͍ͯͬߦ·͢ɻܰؾʹอ݈ࣨΛϊοΫ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ࣗͷମྗ݈߁Λա৴͠ա͗ͳ͍Α͏ʹ৺͕͚ͯ͘
͍ͩ͞ɻ

ॴʹ͍ͭͯɺ1�øüͷࣄࣨஔਤΛࢀরͯͩ͘͠
͍͞ɻ

健康管理

検査・測定項目
対　象　者

1年生 2年生 3年生 4年生

身 　 　 長 ○ ○ ○ ○

体 　 　 重 ○ ○ ○ ○

検 　 　 尿 ○ ○ ○ ○

X 線 間 接 撮 影 ○ ○ ○ ○

内 科 検 診 ○ ○ ○ ○

血 　 　 圧 ○ ○ ○ ○

聴 　 　 力 ○

視 　 　 力 ○

˔ 学生教育ࡂڀݚইอݥ
ݥଳഛঈอࡂݚͼ学ٴ　　

͜ͷอݥɺେ学ʹ͓͍ͯສҰͷࡂইʹର͢Δ
શ学ੜ͕Ճʹ࣌ાஔͱͯ͠ઃ͚ΒΕ͓ͯΓɺೖ学ͱಉࡁٹ
ೖ͍ͯ͠ΔอݥͰ͢ɻ

ରͱͳΓ·͢ɻ͕࣌ͷΑ͏ͳ߹ʹケΨΛͨ࣍͠
ᶃ ਖ਼՝ٴͼ学ࣄߦߍதʢྍ࣏日�日Ҏ্ʣ
ᶄ ௨学தٴͼࢪઃؒҠಈதɺ学ࢪߍઃʢྍ࣏日

　　 ̐日Ҏ্ʣ
ᶅ ՝֎׆ಈதʢྍ࣏日��日Ҏ্ʣ

ਃͷखଓ͖ɺ̎ޙނࣄिؒҎʹอ݈ࣨ·ͨ学
ੜ୲ʹใ͠ࠂʢ代ཧՄʣɺނࣄ௨ॻΛ࡞ͯͩ͘͠͞
͍ɻΦンϥΠンͰͷਃͰ͖ΔͷͰɺඞͣؒظʹਃ͠
ग़ͯԼ͍͞ɻނࣄใ͕̍ࠂΧ݄Λ͔ͯͬܦΒͷͷʹ͍ͭ
ͯɺอࢧ͕ۚݥΘΕͳ͍߹͕͋Γ·͢ͷͰɺҙ͠
͍ͯͩ͘͞ɻ

·ͨɺ্هҎ֎ʹਖ਼՝ɺ学ٴࣄߦߍͼͦͷԟ෮్தɺ
େ学ࢦఆͷΠンλーンシοϓɺհޢମٴݧͼ֤छ࣮शɺେ
学ࢦఆͷϘϥンςΟΞʹ͓͍ͯɺສ͕Ұ૬खʹոզΛͤ͞
ͨΓΛյͨ͠ͱ͖ɺ学ࡂݚଳഛঈอݥͷରͱ
ͳΓ·͢ɻؔ部ॺΛ௨ͯ͡ɺอ݈ࣨ·ͨ学ੜ୲ʹ࿈
བྷ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ 学生生׆総合อݥ
学ੜੜ׆ΛૹΔ্Ͱɺ学֎Ͱൃੜ͢Δ༷ʑͳݥةΛ

૯߹తʹඪ४ࡏ学ؒظΛิঈ͢Δ੍ͷอݥͰɺҙՃೖ
հ͍ͯ͠·͕͢ɺ్ʹ࣌Ͱ͢ɻೖ学ܕ தՃೖՄͰ͢ɻ
Ұݕ౼ͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ

˔ スϙʔπ҆શอݥ
͜ͷอݥɺεϙーπ׆ಈɺ文Խ׆ಈɺϘϥンςΟΞ

Ҏ্ͷΞϚνュΞͷ໊̐͏ߦಈΛ׆ಋࢦಈɺ׆ಈɺҬ׆
ஂମάϧーϓΛରͱ͢ΔอݥͰɺஂମͰͷ׆ಈதԟ
෮தʹɺܹٸͰۮવͳ֎དྷͷނࣄʹΑΓඃͬͨইҎ֎
ʹଞਓʹケΨΛෛΘͤͨΓɺଞਓͷΛյͨ͜͠ͱʹΑͬ
ͯɺ๏্ͷଛഛঈΛෛͬͨ߹ʹิঈ͞ΕΔҙ
ՃೖܕͷอݥͰ͢ɻ

˞ৄ͘͠NBOBCB�݈ٕࢧ߁コーε�ʹʮεϙーπ҆શ
อݥʹ͍ͭͯʯΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ学ੜ教育ࡂڀݚই
ಈதʣΛε׆ͰΧόーͰ͖ͳ͍部ʢΫϥϒݥอ
ϙーπ҆શอݥͰิঈ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ

学生保険
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˔ ҿञͱΞϧίʔϧハラスϝンτ
ະऀͷҿञɺ๏Ͱ͞ࢭېΕ͍ͯ·͢ɻ·ͨɺ

ਓऀະऀʹҿञ͍͚ͤͯ͞·ͤΜɻ
ҎԼͷΑ͏ͳΞϧコーϧϋϥεϝンτʢུশɿΞϧϋϥʣɺ

ߦҝͰਓݖ৵Ͱ͢ɻઈରʹߦΘͳ͍͜ͱɻ·ͨɺΞϧ
ϋϥΛड͚ͦ͏ʹͳͬͨΒɺ͖ͬͺΓͱஅ͍ͬͯͩ͘͞ɻ

ΞϧϋϥΛड͚ͨΓɺͨͬࠔΓͨ͠Βɺ学ੜ୲·Ͱ
͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ

Ξϧϋϥͷྫ
　　ᶃҿञͷڧཁ
　　ᶄҰؾҿ·ͤ
　　ᶅҙਤతͳਲ͍ͭͿ͠
　　ᶆҿΊͳ͍ਓͷྀΛܽ͘͜ͱ
　　　ʢମ࣭ҙΛແͯ͠ࢹҿञΛקΊΔͳͲʣ
　　ᶇਲͬͨ͏͑Ͱͷߦҝ

છײ ˔
Լهͷײછͱஅ͞Εͨ࣌ɺ学Ͱͷײછ֦େΛ

ɺʹڞΔͨΊɺ学ͷཱͪೖΓΛࣗॗ͍ͯͨͩ͘͠ͱ͢ࢭ
学ੜࢧԉ部学ੜ୲·Ͱ࿈བྷ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ग़੮ఀࢭʹ͍ͭͯɺཤमཁ߲Λࢀর͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ग़੮ఀࢭͷରͱͳΔײછ

ୈҰछ

ΤϘϥग़݂ɼΫϦミΞɾコンΰɼͦ͏ɼ
ೆถग़݂ɼϖετɼϚーϧϒϧάපɼϥο
αɼੑٸփനԌɼδϑςϦΞɼॏੑٸ
ɼௗΠンϑ܈ީثٵݺɼத౦܈ީثٵݺ
ϧΤンβʢ)�/ܕ�ʣ

ୈೋछ

ΠンϑϧΤンβʢௗΠンϑϧΤンβ)�/ܕ�
Λআ͘ʣɼඦ日֏ɼຑ͠Μʢ͔͠ʣɼྲྀੑߦ
ࣖԼથԌʢ͓ͨ;͔ͥ͘ʣɼ෩͠Μɼਫʢਫ
΅͏ͦ͏ʣɼҺ಄݁ບɼ݁֩ɼບԌੑە
ບԌɼ৽ܕコϩφΠϧεײછ

ୈࡾछ

コϨϥɼੑەࡉཀྵɼग़݂ੑେײەછ
ɼνϑεɼύϥνϑεɼྲྀ݁֯ੑߦບԌɼ
છʢ本学ͷײग़݂ੑ݁ບԌɼͦͷଞͷੑٸ
߹ɺϊϩΠϧεʹΑΔңԌɾϚΠコ
ϓϥζϚഏԌʣ

ࢦのͨΊの行ಈࢭછ֦大ײ ˔
学ੜͷօ͞Μʹ͓͔Ε·ͯ͠ɺ৽ܕコϩφΠϧε

ͷͨΊɺҎԼͷ͜ͱʹཹҙࢭછͷ֦େײછΛؚΉײ
͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ͷ·ΘΓͷײછྲྀߦঢ়گʹؔΘΒͣɺج本తͳײ
છࢭରࡦΛܧଓ͠ɺ日ʑͷ݈؍߁ΛଵΒͣɺগ͠Ͱ
ମௐʹෆ͕҆͋Δ߹ɺͳΔ͘ૣ͘ʹපӃʹ૬ஊ͠
߹ͨ͠ױછʹጶײΑ͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ͙ڼΛࣔࢦ
ɺ学ੜ୲·Ͱ(NBJMʢHBLVTFJ!LPHBLLBO�V�BD�KQʣ
͘͠ిʢ������������ʣͰ࿈བྷΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ʬཹҙ߲ࣄʭ
˓Һ಄௧ʢͷ௧Έʣɺൃɺ݇ଵײͳͲΛ֮ࣗͨ͠ͱ͖
˓ᅅుԼཀྵ͕ଓ͘ͱ͖

１ɽجຊతͳײછରࡦΛపఈ͢Δ
ᶃີΛආ͚ΔɻؾΛ͏ߦɻ
ᶄదͳϚεΫͷண༻ΛؚΉɺ֏Τνケοτɻ
ᶅੴݨʹΑΔखચ͍ɺखࢦͷফಟɻӴੜతͳੜ׆श׳

Λҡ࣋ɻ
ᶆेͳਭͳͲͷମௐཧɻنଇਖ਼͍͠ੜ׆Λҡ࣋ɻ

̎ɽҎԼの໘にҙ
ᶃҿञΛ͏࠙会ɻ
ᶄେਓٴʹؒ࣌Ϳҿ৯ɻ
ᶅීஈ会Θͳ͍༑ਓಉ࢜Ͱͷ会৯ɻ
ᶆײછʹጶྍ͠ױཆதͷऀױͱͷ৮

̏ɽମௐ͕༏Εͳい࣌ɺ֎ग़ొֶΛ͑߇Δ
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学生相談室・障がい学生支援室

˔ 学生૬ஊ室
̎߸ؗ̍֊อ݈ࣨͷྡʹ͋Γ·͢ɻ௨ৗؒظٛߨதɺΧ

ンηϥー͕ৗற͠ɺ学ੜੜ׆Λૹ্͍ͬͯ͘Ͱ༷ʑͳ
Έʹ͍ͭͯ૬ஊʹͬͯ͘Ε·͢ɻ

ར༻ʹ͋ͨͬͯɺࣄલʹ༧͕ඞཁͱͳΓ·͢ͷͰɺ
ԼهͷΞυϨε͘͠อ݈ࣨ·Ͱ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ

ϝーϧΞυϨεɿJTFTPVEBO!LPHBLLBO�V�BD�KQ
学ੜ૬ஊࣨ༧ड௨ిïอ݈ࣨðɿ������������

˔ ো͕͍学生ࢧԉ室
ͼͦͷఔʹΑͬٴላؗେ学ɺ学ੜͷো͕͍ͷ༗ແߖ

ִ͚ͯͯΔ͜ͱͳ͘ɺେ学ʹΔશͯͷऀ͕ɺ૬ޓʹਓ
֨ͱੑݸΛଚॏ͠ͳ͕Βɺͱʹ学ͼ͋͏େ学Λͯ͠ࢦ
͍·͢ɻʮো͕͍学ੜࢧԉࣨʯɺো͕͍ͷ͋Δ学ੜ͔Β
ͷਃ͠ग़Λड͚ͯࢧԉ͢Δ͜ͱΛతʹઃஔ͞Ε͍ͯ·
͢ɻ学ͰͷࠔΓ͝ͱΛ͓ฉ͖͠ɺେ学͕Ͱ͖Δ͜ͱΛ͝
ఏҊ͠ɺํʹ͠߹͍Λ͠ͳ͕ΒࢧԉࡦΛ۩ମԽ͍ͯ͠
͖·͢ɻ

ॴɺ学ੜࢧԉ部学ੜ୲ʹ͋Γ·͢ɻ͓ܰؾʹ
͓͔͚͍ͯͩ͘͞ɻ

ৄ͘͠ɺ本学ެࣜϗーϜϖーδࡌܝͷʮো͕͍ͷ͋
Δ学ੜͷࢧԉʹؔ͢Δج本ํʯΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

ো͕͍学ੜࢧԉࣨి൪߸ɿ������������ʢ学ੜ୲ʣ
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ෟ ଐ 図 書 館

● ։館ؒ࣌

௨ৗؒظٛߨ ฏ日　�ɿ��ʙ��ɿ��
  ༵　�ɿ��ʙ��ɿ��
��ฏ日　�ɿ��ʙ��ɿ ؒظҎ֎ͷه্
  ༵　�ɿ��ʙ��ɿ��

館  ٳ ●

日༵ɾॕ日ɺཱه೦日ʢ݄̐��日ʣɺ神ঐࡇʢ��
݄��日ʣɺྕؒظࡇɺ学ߍดؒظʢ͓ຍɾ࢝ʣ
ͳͲ学ࢦߍఆͷۀٳ日ͷଞɺਤॻ͕ؗඞཁͱೝΊͨ日

˞։ؗؒ࣌ɾؗٳ日ɺม͢ߋΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ɺਤॻؗϗーϜϖーδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻࡉৄ

● ೖୀ館のํ๏

ೖୀؗʹ学ੜূ͕ඞཁͰ͢ɻΕͨͱ͖ɺ̍֊
डΧンλーʹਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞ɻ

ୀؗ࣌ɺିग़खଓΛ͍ͯ͠ͳ͍ਤॻͳͲ͕͋Δ߹ɺ
ϒβー͕໐Γ·͢ͷͰɺҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● ҙ߲ࣄ

ᶃ ਤॻࢽࡶɺஸೡʹѻ͍·͠ΐ͏ɻʢॻ͖ࠐΈɺ;
ͤΜͷషɺΓऔΓېݫʣ

ᶄ ฦࢿ٫ྉͷԚଛɾഁଛɾਫೞΕ͕ஶ͍͠߹หঈ
ͱͳΓ·͢ɻ

ᶅ आΓ͍ͯΔਤॻ学ੜূͷຢି͠Ί·͠ΐ͏ɻ
ᶆ ࡒͷوॏ֤ࣗͰཧ͠·͠ΐ͏ɻ

図書館の利用

閲　覧

900�文学
800�言語
の会寄ଃ本 (ಡみ物など )
くずしࣈ学修

考図書、シラバスࢀ
大ܕ本、ֆ本・紙芝居
ラーニングコϞンζ図書
英語学修、ࣙ書
東洋史、教科書・指導書
就職対ࡦ本、多ಡ図書
視聴֮資料

受付カウンター
日ץ新ฉ
新ண図書

ू密書ݿ
(ดՍ )

ू密書ݿ
(ดՍ )

3�社会科学
4�自વ科学
5�ٕ　術

6�産　業
7�ܳ　術
2�ຒଂ文化ࡒ報告書

Ӿཡ室ଆ 書庫ଆ

3�社会科学

2�歴史
��地図
�

1�学
0�総記

0�総記　　　新ฉॖ൛
ė�本ࢽࡶ　一ൠࢽࡶ

2F

1F 1F
1F

2F

2F
3F

3F

4F

5F

（
新
刊
雑
誌
）

連
絡
通
路

連
絡
通
路

連
絡
通
路

● ։Սࢿྉ

Ӿཡࣨॻݿʹ͋Δࢿྉʢਤॻɾࢽࡶʣɺࣗ༝ʹӾ
ཡ͕Ͱ͖·͢ɻར༻ͨ͠ࢿྉඞͣݩͷॴʹ͠·
͠ΐ͏ɻॴ͕͔Βͳ͘ͳͬͨͱ͖ɺͦͷ֊ͷฦ٫
ʹฦ٫͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● ดՍࢿྉ

อాɾԬɾେఉɾٱॏਤॻɺ༸ॻɺ本ɺᖒᖞɾو
ग़Ҫɾ ɾాాݪ ŋ ୩ɾా த文ݿɺߖچላؗ本ɺଔۀ文ɾ
म࢜文ɺେ学ࢽࡶɺ༸ࢽࡶͳͲดՍॻݿʹ͋Γ·͢ɻ
ӾཡΛر͢Δ߹डΧンλーʹਃ͠ࠐΜͰ͘
͍ͩ͞ɻ

˞学部ੜดՍॻݿͷग़ೖΓ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

ɾ৽ฉࢽࡶ ●

Սͯ͠ʹ֊̍ݿ̍֊࿈བྷ௨࿏εϖーεͱॻࢽࡶ
͍·͢ɻ

৽ฉʮே日ʯʮຖ日ʯʮத日ʯʮ日ܦʯʮܦ࢈ʯʮಡചʯ
ʮҏʯʮ神社৽ใʯʮ教育৽ฉʯͳͲ͕͋Γ·͢ɻ

● ଔۀจɾम࢜จ

༏ल文ͷӾཡ͕Ͱ͖·͢ɻӾཡΛر͢Δ߹ɺ
ʮम࢜文ٴͼଔۀ文ӾཡئʯΛهೖͯ͠ɺडΧ
ンλーͰਃ͠ࠐΜͰ͍ͩ͘͞ɻ

˞コϐーؗ֎࣋ग़Ͱ͖·ͤΜɻ

● にΐΖจࣈक़

ॳ৺ऀ͚ͷͣ͘͠ࣈ学मࢧԉاըͰ͢ɻָ͘͠学
ΔࢿྉΛͯͬɺͣ͘͠ࣈͷಡղྗΛʹ͚·͢ɻ

● ӳޠଟಡֶम

ӳޠ学मऀ͚ʹௐ͞Ε͍ͨ͞͠ӳޠͷ本Λͨ
͘͞ΜಡΉ͜ͱͰɺӳྗૅجޠΛ૯߹తʹ্ͤ͞Δ
͜ͱ͕ظͰ͖Δ学म๏Ͱ͢ɻಡॻྔʹԠͯ͡ɺӳݕ
ิॿड͚ΒΕ·͢ɻ

● ϓϨӳݕ

ӳݕͷ࣮ظ࣌ࢪʹ߹ΘͤͯɺաڈΛར༻ͨ͠ච
ड͚ΒΕ·͢ɻ͕ࡦ教һʹΑΔ໘ରޠͱӳࡦରݧࢼه

ਤॻؗϗーϜϖーδΛ͝ཡ͔͘ɺडΧࡉৄ˞
ンλー͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

学修支援
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● ίϐーػར༻
ؗࢿྉͷෳࣸ༻ʹɺ̍ɾ̎֊ʹコϐーΧーυࣜͱ

コΠンࣜͷコϐー͕͋ػΓ·͢ɻஶݖ࡞๏Λ९कͯ͠
͝ར༻͍ͩ͘͞ɻコϐーΧーυɺେ学本部ূ໌ॻൃ
ೖखଓ͖͕Ͱ͖·͢ɻߪͰػߦ

നࠇʜ��ԁɺϑϧΧϥーɾ୯৭Χϥーʜ��ԁ

● ϊーτ̥̘ɺ̸̥̰̳
ିग़༻ϊーτ̥̘ɾ̸̥̰̳ΛआΓΔ࣌ɺ学ੜূ

Λͯͬ࣋डΧンλーʹདྷ͍ͯͩ͘͞ʢར༻ؗ
ͷΈʣɻࣗͷϊーτ̥̘ͷࠐ࣋ΈՄͰ͢ɻແઢ
̡̖̣ͷઃఆΛ͢ΕΠンλーωοτʹଓͰ͖·͢ɻ

˞ϓϩδΣΫλーआΓΒΕ·͢ɻ
˞Ԇதͷਤॻ͕͋Δ߹ɺିग़Ͱ͖·ͤΜɻ

ྉʣࢿྉʢビσΦɾ%7%ɾϚΠΫロࢿௌ֮ࢹ ●
̘̙ɾ̙̫̙ɺିग़༻ϊーτ̥̘ͰࢹௌͰ͖

·͢ɻϚΠΫϩࢿྉͷӾཡɺઐ༻ػΛ༻͠·͢ͷ
ͰडΧンλーʹ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻҹిࢠԽ
Ͱ͖·͢ɻϏσΦӾཡͷࡍɺडΧンλー͝૬
ஊ͍ͩ͘͞ɻ

˞डΧンλーͰϔουϑΥン͕आΓΒΕ·͢ɻ
ྉɺؗͰͷར༻ͱͳΓ·͢ɻࢿௌ֮ࢹ˞

● ༧ɹ
आΓ͍ͨਤॻ͕ିग़தͷͱ͖ɺ༧͕Ͱ͖·͢ͷ

Ͱɺ.Z -JCSBSZ ͔Βਃ͠ࠐΜͰ͍ͩ͘͞ɻԆதͷਤ
ॻ͕͋Δ߹ɺ༧Ͱ͖·ͤΜɻ

ೖϦΫΤετߪ ●
学मɾڀݚʹඞཁͳਤॻɺখઆͳͲͷҰൠॻͰɺߪ

ೖΛر͢Δਤॻ͕͋ΕɺϦΫΤετ༻ࢴΛهೖ͠ɺ
डΧンλーʹਃ͠ࠐΜͰ͍ͩ͘͞ɻͨͩ͠ɺϦΫ
Τετͨ͠ਤॻ͕ඞͣߪೖ͞ΕΔͱݶΓ·ͤΜɻ

● ಛผିग़
教育࣮शɾ࣮ࢱशͳͲࢀՃ͢Δ߹ɺࣄલʹड

Χンλーʹਃ͠ࠐΈ͢Δ͜ͱͰɺ࣮शऴྃ̎日ޙ
·Ͱିग़ؒظΛԆͰ͖·͢ɻ

● ̳ ϚΨδϯ GPS #J[
ਤॻؗͷࢦఆ J1BE Ͱ̳ϚΨδン GPS #J[ʢిࡶࢠ

ͷಡΈ์αーϏεʣ͕ར༻Ͱ͖·͢ɻࢽ

● &[QSPYZʢֶ֎ϦϞーτΞΫηεʣ
େ学Ͱܖ͍ͯ͠ΔσーλϕーεɺࣗͳͲ学

֎Ͱར༻Ͱ͖·͢ɻ

図書館ホームページ
63- IUUQTɿ��XXX�LPHBLLBO�V�BD�KQ�MJCSBSZ�MJCSBSZ�QIQ

● ଂॻࡧݕʢ01"$ʣ
本学ʹ͋ΔਤॻΛࡧݕͰ͖·͢ɻ

● .Z -JCSBSZ
ିग़༧̡̡̞ਃ͠ࠐΈͷ΄͔ɺିग़ཤྺ༧த

ͷਤॻɺਤॻ͔ؗΒͷϝοηーδΛ֬ೝͰ͖·͢ͷͰɺ
ఆظతʹνΣοΫ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ͳ͓ɺਤॻ͔ؗΒͷ͓ΒͤɺϝーϧͰ࿈བྷ͠·͢ɻ

● ͦ のଞ
σーλϕーεɺిࢠδϟーφϧΛ͡Ίɺར༻Ҋɺ

։ؗใɺෟଐਤॻؗʹؔ͢Δ͓ΒͤɺϦンΫूͳ
Ͳ͕͋Γ·͢ɻ

その他のサービス
学ੜূͱିग़رͷਤॻΛɺडΧンλーʹఏग़͠

͍ͯͩ͘͞ɻ学ੜূΛΕͨͱ͖ɺԆதͷਤॻ͕͋Δ
߹ɺିग़Ͱ͖·ͤΜɻ

　˞̐ੜɺ��·Ͱିग़͕ՄͰ͢ɻ

● ି ग़ؒظのߋ৽
ଓ͚ͯआΓ͍ͨਤॻͱ学ੜূΛͯͬ࣋डΧン

λーʹདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ༧ͪͷਓ͕͍ͳ͚Εɺख
ଓ͖日͔Β��日 ʢؒେ学Ӄੜ��日ؒʣߋ৽Ͱ͖·͢ɻ

ฦ٫͢ΔਤॻΛडΧンλーʹఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ฦ٫खଓ͖͕ऴྃͨ͠ਤॻɺʮ本日ͷฦ٫୨ʯஔ͍ͯ
͍ͩ͘͞ɻʢฦ٫日ିग़࣌ʹҊ͠·͢ɻʣ

ดؗޙɺਖ਼໘ؔݰͷϒοΫϙετʹೖΕ͍ͯͩ͘͞
ʢࠒ�����·Ͱʣɻ

˞ਤॻΛԆ͢ΔͱɺԆ日ͷିؒظग़͕ఀࢭͱ
ͳΓ·͢ɻ

● άϧーϓֶश
ϓϨθンςーションεϖーεʢ̎֊ -$ ʣɾ会ٞ ʢࣨ̍

֊ʣିར༻͕Ͱ͖·͢ɻར༻͢Δࡍࣄલʹ༧
͕ඞཁͰ͢ͷͰɺडΧンλーͰखଓ͖͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● γϥόείーφー
シϥόεࡌܝਤॻ͕ɺ教һͷ໊ࢯॱʹฒͯ͋Γ·

͢ͷͰࣗ学ࣗमʹ׆༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ
● δϟϯϧผਤॻίーφー

ӳޠ学मɺ教໔༻教ՊॻɺतۀͰΑ͘͏ਤॻͳͲ
ϥーニンάコϞンζʹ·ͱΊͯ͋Γ·͢ɻ

ؗͷར༻ํ๏ɺतۀͷ༧शɾ෮शϨϙーτ࡞ͳ
ͲͰඞཁͳࢿྉͷ୳͠ํ͕͔Βͳ͍ɺ·ͨࢿྉ͕ݟ
͔ͭΒͣʹͨͬࠔͱ͖ɺडΧンλー͝૬ஊͩ͘
͍͞ɻ

● ଞ館のར༻
ଞେ学ɾؔػͷਤॻؗΛར༻͍ͨ͠ͱ͖डΧ

ンλーʹਃ͠ࠐΜͰ͍ͩ͘͞ɻ๚ͷࡍɺ学ੜূͱ
本学ਤॻ͔ؗΒ͓͢͠Δʮਤॻར༻ئʯΛɺඞͣ࣋
ɻ͍ͩͯ͘͞͠ࢀ

● ਤॻのआ༻ɺจݙのෳࣸ
本学ͰೖखͰ͖ͳ͍文ʢ文ݙ 
 ͷෳࣸɺ本学Ͱॴଂ

͍ͯ͠ͳ͍ਤॻͷआ༻Λɺଞେ学ʹґཔͰ͖·͢ͷͰɺ
ਤॻؗϗーϜϖーδ.Z -JCSBSZ͔Βਃ͠ࠐΜͰ͍ͩ͘͞ɻ

ෳࣸྉۚɺ༣ૹྉਃऀࠐͷ࣮අෛ୲Ͱ͢ɻ

ラーニングコモンズ（ＬＣ）

貸出冊数 貸出期間
学部生・専攻科生 5冊まで 14 日間
大学院生 10 冊まで 30 日間

レファレンスサービス

図書館間の相互利用（Ⅰ
アイ

L
エル

L
エル

）

貸　出

返　却
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ใ୲
　େ学ใωοτϫーΫใॲཧ教ࣨɺύιコンͷ
ɻ͢·͍ͯͬߦͷཧӡӦΛثػ
　ύιコン8J'Jଓͷ૬ஊʹରԠ͠·͢ɻ

● ̞ ̙	Ϣーβー໊
ɺύεϫーυ
̞̙	Ϣーβー໊
ɺύεϫーυɺೖ学ޙͷཤमొ

ʹ͋Θͤͯશ学ੜʹൃ͍ͯ͠ߦ·͢ɻཤमొɺΠン
ϑΥϝーションシεςϜɺిࢠϝーϧͰɺଔ͢ۀΔ
·Ͱར༻͍͖ͯͨͩ͠·͢ͷͰɺฆࣦͨ͠Γɺଞऀʹ教
͑ͨΓ͠ͳ͍Α͏ʹ͔ͬ͠ΓࣗͰཧ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ສ͕ҰɺύεϫーυΛฆࣦͨ͠߹学ੜূΛࢀ࣋
͠ɺใ୲ͷࣄࣨ·Ͱདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

● ి ϝーϧʢ(NBJMʣࢠ
ϝーϧΞυϨεɺݪଇͱͯ͠ೖ学ͱಉ࣌ʹશ学ੜ

ɻ͢·͍ͯ͠ߦൃʹ
େ学͔Βͷ࿈བྷɺ͜ͷΞυϨεʹ৴͠·͢ɻ

େͳใΛݟམͱ͢͜ͱͷແ͍Α͏ɺఆظతʹ֬ೝ
͢Δश׳Λ͚·͠ΐ͏ɻ

● ,PHBLLBO�8J'Jʢߖላ館େֶແઢ-"/ʣ
学Ͱɺ,PHBLLBO�8J'J͕ར༻Ͱ͖·͢ɻ
ར༻ʹɺϢーβーೝূ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻ
ɺ学ϗーϜϖーδɺ͓Αͼใ୲͍ͯͭʹࡉৄ

ࣄࣨલͷϚニュΞϧΛࢀর͍ͯͩ͘͠͞ɻ
˞ͦͷଞɺෆ໌ͳใ୲·Ͱ͓͍߹Θͤͩ͘

͍͞ɻ

● ૭ޱडؒ࣌
　　　　　 ݄༵日ʙ༵ۚ日 �ɿ��ʙ��ɿ��
　　　　　 ༵日  �ɿ��ʙ��ɿ��

● ॴ　　̐߸ؗ̎֊

● ϚϧνϝσΟΞࣨڭ���ࣨڭ
ɹ ใॲཧࣨڭ���ࣨڭɾࣨڭ���ɾࣨڭ���

˔ 教ࣨͷύιコンେ学͔Β༩͞Ε̞̙ͨʢϢーβー
໊ʣɺύεϫーυͰىಈ͠·͢ɻ

˔ ҹ࣌ʹɺ学ੜূ͕ඞཁͰ͢ɻ
˔ ҹ༻ͷ༻ࢴɺ֤ࣗ͝༻ҙ͍ͩ͘͞ɻ
˔ ���教ࣨ学ੜ͕ࣗ༝ʹύιコンɾϓϦンλΛར༻Ͱ

͖Δ։์教ࣨͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ར༻日ఔɺؒ࣌ɺใ୲͔Βͷࣔܝʢ̎߸ؗ̎
֊ɺ̐ ߸ؗ̎֊ɺ̒ ߸ؗ̍֊ʣ·ͨɺެ ࣜϗーϜϖー
δͰ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
։์教ࣨͷར༻ɺҎԼͷతͰͷར༻ʹݶఆͤͯ͞
͍͖ͨͩ·͢ɻ

 ΦンϥΠンतۀͷडߨ
 ଔɺϨϙーτ࡞
 ࣄલɾޙࣄ学श
 ωοτΛͨͬब৬׆ಈ
͓Ί͍ͩ͘͞ɻ༺తͰͷύιコンͷָޘ˞
˞ΦンϥΠンतߦ͕ۀΘΕ͍ͯΔؒظதɺतۀͰͷ

���༧ఆ͕ແ͍߹ɺ���教ࣨɺ���教ࣨɺ༺
教ࣨͷύιコンɾϓϦンλ͝ར༻͍͚ͨͩ·͢ɻ

˔ ͦͷଞɺਤॻؗɺ֤学ՊࣨڀݚɺඦધͰύιコンΛ
ར༻Ͱ͖·͢ɻར༻ؒ࣌ɺ֤୲部ॺʹ͓͍߹
Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

● ֶ ใثػのར༻্のҙ߲ࣄ

ʹ༺ͷརڀݚͼωοτϫーΫͷར༻ɺ教育ɾٴثػ ˔
Γ·͢ɻݶ

˔ ใॲཧ教ࣨҿ৯ࢭېɾೞΕͨࡿͷࢭېࠐ࣋Ͱ͢ɻ
༺ഁଛ͢Δ͜ͱ͕ͳ͍Α͏ʹҙͯ͠ஸೡʹརثػ ˔
͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ ར༻ͨ͠ύιコンୀ੮࣌ʹシϟοτμン·ͨαΠ
ンΞτΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ 教ࣨͷύιコンʹอଘͨ͠σーλɺిݯΛམͱ͢ͱফ
ΈͷͨΊɺσーλΛอଘ͢ΔʹඞͣࣗΕΔ͞ڈ
ͰهԱഔମʢ64#ϝϞϦーʣΛ༻ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ 64#ϝϞϦーͷΕ͕ଟ͍ͷͰؾΛ͚͍ͭͯͩ͘͞ɻ
˔ ෆਖ਼ΞΫηεɺιϑτͷෆਖ਼コϐーɺҧ๏μンϩー

υ൜ߦࡑҝͰ͢ɻ
˔ ωοτ্Ͱͷݸਓͷᨱதইɺॻ͖ࠐΈʹҙ͠

͍ͯͩ͘͞ɻ
˔ ใηΩュϦςΟ֬อʹΊ·͠ΐ͏ɻ
˔ ར༻্ͷҙٴͼһͷࣔࢦΛकͬͯར༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ใԽ社会ͷதͰΒͪͨ͢ࢲͷपΓʹɺ͋ΒΏΔ
ʮใʯ͕ҲΕ͍ͯ·͢ɻ本ʹඞཁͳใΛɺ͍͔ʹ҆
શʹऩू͠ɺ༗ޮʹ׆༻͍͔͕ͯ͘͠ɺ文ܥɾཧܥΘͣ
ඞཁͳྗͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ใ୲Ͱɺօ͞ΜΛαϙーτ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢
ͷͰɺܰؾʹ૬ஊʹདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

利用案内

教室利用案内 情報に関する相談等
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Πンλーωοτͱଓ͍ͯ͠Δ本学ͷʮߖላؗใ
ωοτϫーΫʯɺ本学ʹ͓͚Δ༷ʑͳ教育ɺڀݚ学ੜ
ੜ׆Λ͑ࢧΔج൫Ͱ͢ɻ
ʮߖላؗใωοτϫーΫʯɺ本学ͷ׆ಈʹ͔ܽͤͳ

͍ඇৗʹॏཁͳׂΛ୲͓ͬͯΓɺʮߖላؗใωοτϫー
Ϋʯ͕ఀ͢ࢭΔͱɺ日ʑͷ本学ͷ׆ಈʹॏେͳӨڹΛٴ΅
͠·͢ɻ

͜ͷΑ͏ʹɺʮߖላؗใωοτϫーΫʯͷΈͳΒͣΠ
ンλーωοτɺ現代Ͱ日ৗੜ׆ʹ͓͍ͯͳͯ͘ͳΒ
ͳ͍ͷͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

҆શʹɺ҆৺ʹύιコンεϚーτϑΥンͳͲͰωοτ
ϫーΫΛར༻͢ΔʹͲ͏͢ΕΑ͍ͷͰ͠ΐ͏ɻ

本学Ͱɺօ͞ΜࣗͷݸਓใͷอޢΛ͡Ίɺݖར
ͷ৵൜ࡑͷࢭΛɺօ͞Μͷྗ͓आΓͯ͠学Ԃશମ
ͰਐΊ͍ͯ͘͜ͱͱ͍ͯ͠·͢ɻօ͞Μ͕ॆ࣮ͨ͠学ੜੜ
ላؗใηΩュϦςΟߖΛա͢͜͝ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹɺʮ׆
ϙϦシーʯΛఆΊ͍ͯ·͢ɻ
ʮߖላؗใηΩュϦςΟϙϦシーʯʢ1����ʙ���ʣΛ

ख़ಡ͠ɺ ९क͍ͯͩ͘͠͞ɻ 

τϥϒϧʹࠐ͖ר·Εͳ͍Α͏ɺҎԼʹҙ͠ͳ͕Βར
༻͠·͠ΐ͏ɻ

●ηΩϡϦςΟରࡦेͰ͔͢ʁ
ύιコンεϚーτϑΥンͷݸਓใΛकΔʹʜ
˔ ύεϫーυͰը໘ϩοΫ
˔ ΠϧεରࡦΞϓϦΛಋೖ
˔ ΞϓϦͷΞοϓσーτ͜·Ίʹ

●ஶݖ࡞৵にҙ
˔ ࣸਅɺΠϥετɺԻָɺ৽ฉɾࢽࡶͷࣄهʹஶ࡞

Γ·͢ɻ͕͋ݖ
ˠ　ڐՄͳ͘ωοτʹͯ͠ࡌܝ͍͚·ͤΜɻ
˔ ਓࣸਅʹɺ͍ࣸͬͯΔਓʹ૾͕͋ݖΓ·͢ɻ
ˠ　ͨͱ͑༑ਓͰɺࡌܝલʹ本ਓͷڐՄΛಘ·͠ΐ͏ɻ

●σーλのอଘେৎͰ͔͢ʁ
େͳσーλΛकΔͨΊͷʮ�����ʯͷϧーϧ
˔ ̏ͭҎ্ͷσーλΛ֬อ
˔ ̎छྨҎ্ͷهԱϝσΟΞʹอଘ
˔ ̍ͭΕͨॴʹอ

●ωοτࣾձのτϥϒϧにؾΛつ͚·͠ΐ͏

情報セキュリティ10大脅威 2024 [個人]（50音順）
˔ Πンλーωοτ্ͷαーϏε͔Βͷݸਓใͷऔ

˔ Πンλーωοτ্ͷαーϏεͷෆਖ਼ϩάΠン

˔ ΫϨδοτΧーυใͷෆਖ਼ར༻

˔ εϚϗܾࡁͷෆਖ਼ར༻

ٗΑΔΠンλーωοτʹࠂܯِ ˔

˔ ωοτ্ͷᨱɾதইɾσϚ

˔ ϑΟοシンάʹΑΔݸਓใͷऔ

˔ ෆਖ਼ΞϓϦʹΑΔεϚーτϑΥンར༻ऀͷඃ

˔ ϝーϧ4.4ΛڴͨͬഭɾٗͷखޱʹΑΔ
ۚમཁٻ

˔ ϫンΫϦοΫٻͷෆٻʹΑΔۚમඃ

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）
「情報セキュリティ10大脅威 2024」より抜粋
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2024.html

皇學館情報ネットワークやインター
ネットの活用のための注意

トラブルに巻き込まれないために
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ब৬୲・教৬ࢧԉ୲・神৬ཆ部

༰ۀ ●
ڙઃͳͲͷब৬ใͷఏࢪࢱிɾެɾஂମɾۀا
େ学Ӄɾઐ学ߍͷਐ学ใͷఏڙ

● ɹɹॴɹ̐߸ؗ̍֊

༰ۀ ●
教৬՝ఔʢߴ学ߍɾத学ߍɾখ学ߍɾ༮ஓԂɾಛผ
Δ͜ͱؔ͢ʹ֨ࢿ࢜ʣɾอ育ߍԉ学ࢧ
教һɾอ育࢜ͷब৬ใͷఏڙ

● ɹɹॴɹ̕߸ؗ̍֊ʢඦધʣ

༰ۀ ●
神৬՝ఔɾ神৬֨ࢿʹؔ͢Δ͜ͱɾ໌֊૯߹՝ఔɾ神社

ؔ͢ʹश会ߨɾ神৬ཆڙͷไ৬ʢब৬ʣใͷఏؔ
Δ͜ͱ
● ɹɹॴ　４号館１階
��ଇ　݄ʙۚ　��ɿ�� ʙ ��ɿݪ　ؒ࣌ਓථӾཡٻ ●
　　　　　　　　　一ճ30分以内とする。

˞学生ϙʔλϧ「就৬・教৬・神৬からのおらせ
（キϟϦφϏ）」ʵ行ࣄ面ஊ予「ݸ人（άϧʔϓ）
面ஊ予」ɻ ʲ神৬ཆ成部ɿٻ人ථӾ覧（ݸผ૬ஊ）
˓月ʳから日時をબし、予してください。

૭ޱのडؒ࣌
݄ʙۚ　�ɿ�� ʙ ��ɿ��
　　　�ɿ�� ʙ ��ɿ��

ΩϟϦφϏ
֤छͷब৬ใΛࡌܝɾϝーϧ৴͍ͯ͠·͢ɻ

学内ਪન੍
神社ɺཱࢲ学ߍɺ༮ஓԂɾอ育Ԃɺݪଇͱͯ͠学

ਪનͱ͍ͯ͠·͢ɻ学ਪનઐئͱͳ͍ͬͯ·͢ͷͰɺ
ఆΛಘͨ߹ɺࣙୀ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ਐ࿏͕ܾఆͨ͠Β
ઃब৬୲ɺࢪࢱҎ֎ʣɾ࢜ɾެһʢ教һɾอ育ۀا

教һɾอ育࢜教৬ࢧԉ୲ɺ神社ؔ神৬ཆ部ʹใࠂ
ͯͩ͘͠͞ ʢ͍ਐ学ɺࣗ Ӧɺब৬୲ใ͍ͩͯ͘͞͠ࠂʣɻ

就職担当

教職支援担当

神職養成部

　就職担当　
ԉɺࢧઃͳͲͷब৬ࢪࢱிɾެɾஂମɾۀا

ਐ学ใͷఏڙΛߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ਐ࿏૬ஊ
ଔޙۀͲͷΑ͏ͳਐ࿏ΛͱΓ͍ͨͰ͔͢ ਐ࿏͕ܾ·

Βͳ͍ɺر͢Δਐ࿏ʹਐΉʹͲ͏͢ΕΑ͍ͷ͔Θ͔
Βͳ͍ʑɺԿͰ૬ஊʹདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

˔ ਐ࿏ʹؔ͢Δ૬ஊ
˔ ཤྺॻΤンτϦーシーτͷఴ
˔ ໘ͳͲͷ࿅श
ʜ͜ͷ΄͔ɺͲΜͳࠣࡉͳ͜ͱͰ͍ߏ·ͤΜɻܰؾ

ʹ૬ஊʹདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

ब৬ରࡦ講࠲・ٖݧࢼ
学ผͷब৬ର࠲ߨࡦެһݧࢼର࠲ߨࡦɺͳͲΛ

ɾ国ࡦެһରݧࢼهͷචۀاɻ·ͨɺ͢·͍ͯ͠ࢪ࣮
ՈݧࢼରࡦͷٖݧࢼͷհΛ͍ͯ͠·͢ɻडݕྉେ学
͕ิॿ͍ͯ͠·͢ͷͰɺͥͻ༗ޮ׆༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ৄ͘͠ɺຖ̏ʙ݄̐ʹ͢Δʮब৬ɾ教৬ɾ神
৬ࢧԉεケδューϧʯͰ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ਓථٻ
ਓใɺٻઃͳͲ͔Βͷେ学ͷࢪࢱɾஂମɾۀا

ʮΩϟϦφϏʯ͔Βؒ࣌ͱॴΛΘͣɺ֤ࣗͷεϚーτ
ϑΥンύιコン͔ΒࡧݕɾӾཡͰ͖·͢ɻେखब৬
ใαΠτͰ͞ࡌܝΕͳ͍༏ྑͳۀاͷใ͋Γ·
͢ͷͰɺΞΫηε͍ͯͩ͘͠͞ɻ
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ྉ 室 ࢿ
ब৬ɾਐ学ʹؔ͢Δਤॻࢿྉ͕͋Γ·͢ͷͰɺ༗ޮ

ɻ͍ͩͯ͘͞͠༺׆ʹ
ʪۀاɾஂମʫ

ύンϑϨοτɺઌۀاॻɺߟࢀͷूɾݧࢼ༺࠾
ഐͷݧࢼ༺࠾ใࠂॻͳͲ͕ӾཡͰ͖·͢ɻ

ʪެһʫ
ެһݧࢼ༺࠾ͷडݧཁ߲ɾूɾߟࢀॻઌഐ
ͷݧࢼ༺࠾ใࠂॻͳͲ͕ӾཡͰ͖·͢ɻ

ʪɹࢱʫ
શ国ͷਓɾোɾࣇಐɾอ育ԂͳͲͷࢪࢱઃɺ
社会ٞڠࢱ会ͷ࠾༻ใ͕ӾཡͰ͖·͢ɻ·ͨɺ
ηンλーࡐਓࢱใਤॻɾ৽ฉɺࢱใ֨ࢿ
ఏڙͷࢪઃ໊ઃஔ͍ͯ͠·͢ɻ

ʪਐɹֶʫ
શ国ͷେ学Ӄઐ学ߍͷ学ߍҊडݧཁ߲ΛӾ
ཡͰ͖·͢ɻ

ब৬ݧࢼʹඞཁͳॻྨ
Ұൠతʹɺब৬ݧࢼͷԠืखଓ͖ʹ࣍ͷॻྨ͕ඞཁ

ʹͳΓ·͢Ň

必　要　書　類 申　　込　　先 手数料
①�履歴書・自己紹
　�介書

就職担当､ 教職支援担当 200円
神職養成部（指定用紙 ) 200円

②�写　真 本人用意
（スピード写真不可 ) ―

③�単位成績証明書

　　　教務担当
各200円

④�卒業見込証明書

⑤�各種資格取得見
　�込証明書（神職
　�資格含む )

⑥�健康診断証明書 学生担当

⑦�人物考査書 就職担当・教職支援担当
（発行に7日間必要 ) 無　料

⑧�推薦書
就職担当・教職支援担当・
神職養成部
（発行に7日間必要 )

無　料

˞ᶅʙᶈŊ ূ໌ॻൃػߦͰ֤ࣗൃ͍ͩͯ͘͞͠ߦŇ
ᶃূ໌ॻൃػߦͰਃࠐΈɺब৬୲ɾ神৬ཆ部Ͱ
ड͚औ͍ͬͯͩ͘͞ɻ

˞ఏग़ઌのٻΊにΑΓݫ෧͞Εͨূ໌ॻ͕ඞཁͳ߹
教୲ͷ૭ޱʹŊ ূ໌ॻൃػߦΑΓൃ͞ߦΕͨূ໌

ॻΛࢀ࣋ͷ͏͑Ŋ Λਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞Ňࢫ෧͕ඞཁͳݫ

　教職支援担当　
教৬ࢧԉ୲ͱɺ教৬՝ఔཤमऀ͓Αͼอ育֨ࢿ࢜

ཤमऀͷཤम૬ஊɾब৬Λࢧԉ͢Δͱ͜ΖͰ͢ɻ

۩ମతʹʜ
˔ 教৬՝ఔΧϦΩュϥϜͷऔΓํɺ教һ໔ڐऔಘํ

๏ɾߋ৽ใ
˔ 教育࣮शɺอ育࣮शؔͷ֤࣮शʹؔ͢Δ͜ͱɻ
˔ 教һอ育࢜ʹͳΔͨΊͷษํڧ๏ใऩूͷ

ํ
˔ 学ߍ現ͰϘϥンςΟΞΛ͍ͨ͠ɻ

͜ͷଞͲ͜ʹ૬ஊʹ͚ߦ͍͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍༰Ͱ
݁ߏͰ͢ͷͰɺҰΛӡΜͰΈ͍ͯͩ͘͞ɻ

࡞文ࢦಋ
՝ʹର͠���文ࣈͰࣗͷҙݟΛ͡·͢ɻ教һ࠾

ඞͣͱ͍ͬͯྑ͍ఔग़͞Εɺಡղʹݧࢼ༺ ɾྗੳ ɾྗ
ใྗ͕ΈΒΕ·͢ɻ͜ΕΒͷྗΛʹ͚ͭΔͨΊʹ࣌
͕͔͔ؒΓ·͢ͷͰɺ̍ੜ͔ΒࢦಋΛ࢝Ί͍ͯ·͢ʢਵ
Մʣɻࠐਃ࣌

ਓ໘ஊ・ٖूஂ໘（౼・σΟϕʔτ）ݸ
教һرऀશһʹର͠ݸਓ໘ஊΛ͍ߦɺ学शํ๏ʹͭ

͍ͯͷॿݴΛ͍ߦ·͢ɻ·ͨɺ教һ͚ͯʹݧࢼ༺࠾ͷ໘
ஊ౼Λஈ֊తʹ͍ߦ·͢ʢ༧੍ʣɻ

教৬ରࡦ講࠲・ٖݧࢼ
教һ֤͚ͨʹݧࢼ༺࠾छ࠲ߨΛ։͠ߨ·͢ɻ·ͨɺ

ड͚Δ͜ͱ͕ՄͰ͢ͷͰɺ現ঢ়ͷཧղ͍ͯͭʹݧࢼٖ
ΛѲ͢ΔͨΊʹར༻͍ͯͩ͘͠͞ɻৄࡉ݄̐ʹ
͢Δʮब৬ɾ教৬ɾ神৬ࢧԉεケδューϧʯΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

ਓථٻ
֤学ߍɺ༮ஓԂɾอ育ॴ͔Βಧ͍ͨٻਓථΛ̕߸ؗ̍

֊ͷඦધͰӾཡ͢Δ͜ͱ͕ՄͰ͢ɻ

ඦધ学श室
୭Ͱར༻Ͱ͖ɺࣗशࣨͱͯ͠ར༻Ͱ͖·͢ɻओʹ

ͷͷ͕͋Γ·͢ɻ࣍
˔ ֤ 道ݝ教һࢪ࣮ݧࢼ༺࠾ཁߝʢӾཡ༻ʣɾύンϑ

Ϩοτ
˔ 教һݧࢼ༺࠾ʹؔ͢Δ݄ࢽࡶץɺूɺߟࢀॻ
˔ ઌഐͷ߹֨ใࠂॻ
˔ શ国ͷݧࢼ༺࠾ͷաڈ
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　神職養成部　

神৬ཆ部Ͱ
ᶃ 神৬ʹͳΔͨΊʹඞཁͳ神࣮शͷࢦಋͱɺ神社ไ      

ͷѺટɻ
ᶄ 神社ؔͷʢไ৬ਐ࿏ɾब৬ͷ૬ஊʣѺટɺࢦಋ
ᶅ Նɾय़ٳΈͷؒظʹɺ神৬͕֨ࢿऔಘͰ͖Δ神৬     

ɻ࠵श会ͷ։ߨఆݕͷͨΊͷ֊Ґऀܧޙ
ᶆ ໌֊૯߹՝ఔͷཤमࢦಋɻ
˞神৬ཆ部ͷॴͱ૭ޱͷडؒ࣌ɺ1���Λࢀর

͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ 神࣮श

神৬ʹͳΔͨΊʹɺ神৬՝ఔͷ学Պͷཤमͱɺ
神࣮शʢૅجɾࢦఆᶗɾࢦఆᶘɾࢦఆᶙʣ͕ඞཁ
Ͱ͢ɻ

֤神࣮शͷલޙʹɺਃࠐॻɾ࣮शੜௐॻɾ݈߁
அॻͷఏग़ɺࣄલࢦಋɾݚमɺݚޙࣄम͕͋Γ·͢ɻ 

神࣮शɺനҥɾന࢟އͰߦΘΕɺࢦఆ࣮शશ
国ͷ神社Ͱͷไ࣮शͱͳΓ·͢ɻ·ͨɺ֘ऀͷΈ
神࣮ٶशҏͷ神ٶͰɺதԝ࣮श౦ژͷ神社本ி
Ͱܭ �� 日ؒఔߦΘΕ·͢ɻ

͜ΕΒͷ神৬՝ఔͷ学Պͱ神࣮शΛཤमͨ͠ͷ
ͪʹɺߴ՝ఔͱͯ͠ͷ神৬֨ࢿʢ໌֊ݕఆ߹֨ɾਖ਼
֊त༩ʣΛऔಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͳ͓ɺ神社本ி
ͷ֨ࢿਃखଓ͖ɺଔۀલʹɺ神৬ཆ部Ͱࢦಋɾ
ਃ͠·͢ɻ

˞ৄ͘͠ɺʮཤमཁ߲ʯΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

˔ 神ࣾไ

神社ไͱɺՆٳΈ࢝ͷؒظʹɺ神社Ͱ
·ΘͬͨΓ͠ܞʹࣄഈऀͷํʹͨ͠Γɺ神社ͷࢀ
͢ɻ͜ͷไɺ本学学ੜͰͳ͚ΕͰ͖ͳ͍ମݧͰ͢ɻ
神道Λཧղ͢Δ্Ͱͥͻ神社ไΛମͯ͠ݧΈͯ͘
͍ͩ͞ɻ

˔ ֊Ґݕఆ講श会

֊Ґݕఆߨश会ͱɺՆɾय़ٳΈͷؒظʢ֤̍ϲ
݄ؒʣʹɺ神৬֨ࢿʢਖ਼֊ɾݖਖ਼֊ɾ֊ʣΛऔಘͰ
͖Δߨश会Ͱ͢ɻ

学֎ͷҰൠͷํ͕ରͰ͕͢ɺ本学学ੜͰडߨͰ
͖·͢ɻͨͩ͠ɺडܾ͕֨ࢿߨΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ·ͨ
֊Ґऔಘޙͷไ৬ʢ༧ఆʣ神社ͷ࢘ٶͷਪનঢ়ͱͦͷ
神社ͷ͢࠲Δ道ݝ神社ிͷਪનঢ়͕ඞཁͰ͢ɻ

本学ࡏ学ੜରͯ͠ɺडߨྉಛผાஔ͕͋Γ·͢ɻ
ɾ֊डߨྉ　　����� ԁʢফඅ੫ࠐʣ
ɾݖਖ਼֊डߨྉ　����� ԁʢফඅ੫ࠐʣ

˔ 明֊総合՝ఔ

໌֊૯߹՝ఔɺ文学部神道学Պ̐ࡏ学தʹɺॴ
ఆͷ୯ҐΛमಘ͠ɺ৹ࠪΛͨܦ学ੜʹݶΒΕɺ·ͨฏ
 �� ΑΓ̐࣍ʹॴఆͷ࣮शΛमྃͨ͠ऀʹର͠
神৬֨ࢿʢ໌֊त༩ʣ͕ଔ࣌ۀʹऔಘͰ͖·͢ɻ

神ࣾؔへのब৬
神社ʹไ৬͠Α͏ͱ͢Δ学ੜɺ神৬՝ఔΛඞͣཤ

म͍ͯͩ͘͠͞ɻ神社ไ৬ʹ͍ͭͯͷશମతͳࢦಋ
ճͷݸผ໘Λͯܦɺไ৬ͷ͓ੈΛ͖ͯ͠ߦ·͢ɻ
ไ৬ʹ͍ͭͯͷΈࣄɺ૬ஊ͕͋ࣄΕ神৬ཆ部
དྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

·ͨɺ神৬ཆ部ʹࢿྉ͕ࣨ͋Γɺ神社ʹؔ͢Δ
·ྉΛඋ͓͑ͯΓɺӾཡ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ࢿਓථٻ
͢ͷͰɺେ͍ʹ׆༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ ब৬ݧࢼʹඞཁͳ書ྨ

神社ไ৬Λر͢Δ学ੜʮ神社ब৬ઐئਃࠐॻʯ
ͱʮब৬ѺટئॻʯΛఏग़ͷ্ɺཤྺॻͷඞཁॻྨ

ʢ1���ͷҰཡදࢀরʣΛ神৬ཆ部ʹఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔ ब৬ઌのٻਓঢ়گ

神৬ΛΊ͟͢ऀɺ୲教һʢ神৬ཆҕһʣ͓
Αͼ神৬ཆ部ͷݸผ໘ʹΑΓɺ͋Β͔͡Ίر
Λड़ͯࢦಋΛड͚ɺࢤઌΛܾఆ͠·͢ɻٻਓঢ়گʢ֓
ཁʣͱݸผ໘ͷ日࣌ɺ̎߸ؗ̍֊ϩϏーʢ1���
ɻ͢·ࣔ͠ܝʹ൘ࣔܝরʣͷ神৬ཆ部ͷࢀ

˔ 学内ਪન੍（ब৬Ѻટئ書のఏ出）

ᶃ 神৬ཆ部ʹ神社͔Βఏग़͞Εͨٻਓථʹඞཁॻྨ
͕ࣔ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ֬ೝͷ্ඞཁॻྨΛఴ͑ͯɺ
神৬ཆ部ɺʮ神社ब৬ઐئਃࠐॻʯʮब৬Ѻટئ
ॻʯΛఏग़ɻ

ᶄ 神社͋ͯͷʮਪનॻʯΛൃߦɻ
ᶅ 神社Ͱɺݧࢼɾ໘ɻ
ᶆ ݧࢼɾ໘日ͷ༷ࢠ݁ՌΛɺ神৬ཆ部ใࠂ

͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ᶇ 神社ΑΓఆͷ௨Λड͚ͨ学ੜɺ͔ʹྱঢ়

Λૹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ᶈ 神৬ཆ部ఆಧΛఏग़͢Δͱͱʹɺॻɾ

神社ؔݧࢼใࠂॻΛఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
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学༑会・行ࣄ・クラブ・同会・ϘランςΟΞ

学ੜͱ教৬һ͕ҰମͱͳΓɺ՝֎׆ಈͳͲͷاըӡӦ
Λ͏ߦ৫Ͱ͢ɻ学͕会Ͱɺ学ੜ͕ਖ਼会һͰ͢ɻ学༑
会૯部ʢ学ੜһʣ͕த৺ͱͳΓɺ૯部ҕһΫϥεɺ
Ϋϥϒҕһͱͯ͠ɺ学༑会׆ಈʹࢀՃ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ

学༑会ओ࠵ͷࣄߦͱͯ͠ɺ৽ೖੜܴ会ٕٿେ会ͳ
Ͳ͕͋Γ·͢ɻ

ਖ਼՝ͷ学मҎ֎ʹɺࣗݾͷؔ৺ڵຯʹ͖ͮجɺ学
ͷ͞·͟·ͳ部ɾಉ会ʹॴଐͯ͠՝֎׆ಈΛڞ͍ߦಉੜ
Ίۃͷ্Ͱܗͷम࿅ΛੵΜͰ͓͘͜ͱɺ๛͔ͳਓؒ׆
ͯॏཁͳҙٛΛͪ·͢ɻࣗݾͷྗͷ։ൃݚᮎͷͨΊ
ʹੵۃతͳ՝֎׆ಈͷࢀՃΛظ͠·͢ɻ

本学Ͱʮશ学ҰମʯͷϞοτーͷͱʹɺ教৬һͱ
օ͞Μͱ͕Ұମͱͳ֤ͬͯํ໘ʹॴଐ ʢ͠学༑会会ଇ1���
ʹಋࢦʹরʣɺઐ教һ͕部ͱͯ͠学ੜҕһͱͱࢀ
͍ͨͬͯ·͢ɻ·֤ͨछͷಉ会学༑会৫ʹॴଐ͠
͍ͯ·ͤΜ͕ɺେ学ೝఆͷஂମͱͯ͠教һ͕ސͱͳΓ
ɻ͢·͍ͯͬͨ͋ʹݴಋॿࢦ

● ೖୀ෦ɾೖୀձ

ʢ̍ʣೖ部ɾೖ会ͷࡍͷཹҙ߲ࣄ
ೖ学ॳʹɺ部ಉ会͔Βೖ部ɾೖ会ͷק༠

͕ΜʹߦΘΕΔͱ͍ࢥ·͕͢ɺ࣌ʹ༧ͱҟͳ
ΓɺτϥϒϧͷͱʹͳΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻͦ͜Ͱɺ
学͠ɺ༰࣮ଶΛΑ͔֬͘ΊݟΛگಈͷঢ়׆ͣ·
ͨ͏͑ͰɺͲͷ部ಉ会ʹೖΔ͔Λ৻ॏʹબͿ͜
ͱΛקΊ·͢ɻ·ͨɺೖ学ޙʹ৽ೖੜܴ会͕։͔Εɺ
֤部ಉ会ͷհ͕ߦΘΕ·͕͢ɺͦͷ日·Ͱ
ೖ部ɾೖ会ͷק༠ࣗॗ͢Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͢ͷ
ͰɺΑ͘ঝ͓͍͍ͯͯͩ͘͠͞ɻ

ʢ̎ʣୀ部ɾୀ会ͷࡍͷཹҙ߲ࣄ
ୀ部ɾୀ会ͷ߹ɺͱ͔͘τϥϒϧ͕ੜ͕ͪ͡

Ͱ͢ɻ্݈߁·ͨͦͷ΄͔ͷཧ༝ͰͲ͏ͯࣙ͠
Ί͍ͨ߹ʹɺ学ੜͷװ部ҕһ͚ͩͰͳ͘ɺ部
ސͷ教һɺࢦಋ教һɺॴଐ学部ͷ学ੜҕһͷઌੜɺ
ྈͳͲͱࣄલʹΑ͘૬ஊ͢Δ͜ͱ͕ԁຬͳࣄଶͷ
ղܾʹ͢ࢿΔ͜ͱ͕ଟ͍ͷͰɺԕྀͳ͘૬ஊͯ͘͠
͍ͩ͞ɻ

·ͨୀ部ɾୀ会Λਃ͠ग़ͨ学ੜʹରͯ͠ͷྑࣝ͋
ΔରԠͱԁຬͳղܾΛΈ·͢ɻສҰෆࣄΛ͜ى
ͨ͠߹ʹɺ本学֘学ੜʹର͢Δॲേͪ
ΖΜɺ部ಉ会ͷഇࢭɾղࢄͳͲ͍͠ݫଶͰྟ
Ή͜ͱʹͳΓ·͢ɻ

キャンパスライフをより楽しいものにするのが、大学・学友会の行事やクラブ・同好会です。勉強ば
かりの4年間では物足りない、何かに熱中したり、一生の友人を作ったりと、大学には新しくチャレン
ジできることがたくさんあるはず。いろんなイベントに積極的に参加して素敵な思い出をつくりましょう。

学友会とは? 部（クラブ）・同好会

学ੜͰ৫͞Ε࣮ͨߦҕһ会͕த৺ʹͳΓɺاըӡӦ
͠ɺ学ੜ͕࡞ͯ͠ྗڠΓ্͍͛ͯ͘େ学ࡇͰ͢ɻؒͱҰ
ॹʹҰͭͷ͜ͱΛΓ͛ͨຬײॆ࣮͕ײಘΒΕΔ
ͷҰͭͰɺʮ֎εςーδʯʮΞーςΟετ-*7&ʯࣄߦ
ͳͲɺ学ੜ͕اըͨ͠Πϕンτ͕ߦΘΕɺ日ࠒͷྗͷ
ՌΛൃ͢شΔ͜ͱ͕ग़དྷ·͢ɻ

倉陵祭
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● ෦ʢΫϥϒʣɾಉձΛઃஔ͢Δにʜ

クラブ・同好会をつくりたい

団体設立許可願

学生委員会

教　授　会

同好会の設立（活動許可）

学友会所属クラブ※に昇格したい

学友会総務委員会に申請 （年２回）

学生委員会

教　授　会

クラブの設立（活動許可）

（部設置案議は６月と12月に総務委員会の定例会で行われます）

˞学༑会ॴଐΫϥϒͷϝϦοτɺಉ会ͱͷҧ͍ͱ 
˔ 部ࣨͷར༻͕Մ
˔ 学༑会͔Βͷ༧ࢉʢ部අʣ͕͋Γ·͢

学ஂମΛઃཱΛر͢Δ߹ɺ1���ͷʮ学ஂମ
ʹؔ͢ΔنఔʯΛ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● Ϋϥϒԉॿ

՝֎׆ಈΛҰੑ׆Խ͢ΔͨΊʹɺ学ੜʹͱͬͯ
ෛ୲ʹͳ͍ͬͯΔ༻۩ߪೖɺҹग़൛ͳͲΛԉॿ
͢Δ੍͕͋Γ·͢ɻ·ͨͷ会ʢอऀޢ会ʣ͔Β
ಈԉॿ͞ΕΔ੍͋Γ·͢ɻ׆

 ߴ● দྭۚʢެืʣ

ෟۚʹΑΔ͜ͷྭۚدͷࢯদਗ਼ߴނɺࣄ本学ཧݩ
ɺߴদࢯͷҨࢤʹΑΓɺؒͷ学༑会׆ಈʹ͓͍ͯ༏
ΕͨՌΛͨ͛ڍ部ɺͦͷଞͷஂମʹରͯ͠त༩͞Ε·
͢ɻਃॻΛఏग़ͨ͠部ɾಉ会͕৹ࠪͷରͱͳΓɺ
ͦͷத͔Βબ͞ߟΕ·͢ɻ

● ֶ ྭʢެืʣ

学ۀͱͱʹ՝֎׆ಈΛྭ͠ɺ学ੜͷ݈શͳ育Λ
ஶͳΛऩΊͨஂମຢݦʹಈͰಛ׆֎Ίɺ՝ͨ͏ߦ
ݸਓʹରͯ͠त༩͞Ε·͢ɻਃॻΛఏग़ͨ͠ஂମຢ
ݸਓͷத͔Βબߟɾܾఆ͞Ε·͢ɻ

● ϘϥϯςΟΞϧーϜ
ϘϥンςΟΞϧーϜɺϘϥンςΟΞ׆ಈΛٻΊ͍ͯ

Δ学ੜͷࢧԉΛతͱͯ͠׆ಈ͓ͯ͠Γɺ社会ڠࢱ
ٞ会࣏ࣗମͳͲ͔Βґཔ͞ΕΔϘϥンςΟΞΛड͚
͚ɺ学ੜʹϘϥンςΟΞใΛఏ͢ڙΔͱ͍ͬͨʮҬ
ͱ学ੜΛ͙ܨʯׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻ

ʲ׆ಈ༰ʳ
֎部ͷํͱͷ࿈བྷɺ学ੜʹ͚ͨϘϥンςΟΞͷื

ूɺϘϥンςΟΞ׆ಈͷࢀՃɺελοϑओମͰا͏ߦ
ըͷ४උɾ։࠵ͳͲ͕͋Γ·͢ɻ
ʲϘϥンςΟΞ༰ʳ

ओʹʮࢠͲʯɾʮҬʯɾʮࢱʯͷ̏ͭͷδϟンϧ
ʹ͚ͯࢀՃͷืूΛ͍ͯͬߦ·͢ɻͦͷଞʹɺ� 日ͩ
ʮ୯ൃϘϥンςΟΞʯͱɺܾΊΒΕ༵ͨ日ʹෳ͏ߦ͚
ճ͏ߦʮਵ࣌ϘϥンςΟΞʯ͕͋Γ·͢ɻ

Ͳࢠ
ՆٳΈதͷࢠͲͷ॓αϙーτɺ์՝ޙͷษڧ

༡ͼͷαϙーτΛ͏ߦɻ
ɾډٱࢢ　·ͳͼϘϥンςΟΞ
ɾҏࢢ　ϝンλϧϑϨンυ　　ͳͲ

　Ҭ
ಈ׆ΓΠϕンτͷิॿɺਗ਼ࡇொͷࢢ֤

ใͷαϙーτΛ͏ߦɻ
ɾҏࢢ ҏϥンϑΣελେ会ิॿ
ɾҏլࢢ ҏլ '$ ͘ϊҰେ会ิॿ　ͳͲ

　ࢱ
ͷํͱͷަྲྀऀྸߴՃɺࢀͷΠϕンτͷ݂ݙ

αϙーτΛ͏ߦɻ
ɾҏࢢ ਓϗーϜ͘Βͨ·ަྲྀ会
ɾ学ߍ 日本ेࣈ社׆݂ݙಈͷࢀՃ　ͳͲ
ϘϥンςΟΞใɺࣔܝ൘ʢϘϥンςΟΞϧーϜԣɺ

� ߸ؗ � ֊ʣɺ-*/&ɺ9ʢچ 5XJUUFSʣɺ*OTUBHSBN 
͔ΒऔಘͰ͖·͢ɻ

ϘϥンςΟΞϧーϜελοϑɺ学学部Θͣɺ
୭Ͱڵຯͷ͋ΔํɺԼهͷؒ࣌ʹ � ߸ؗ �' ೖࢼ
୲ԣͷϘϥンςΟΞϧーϜ·Ͱ͓ӽ͍ͩ͘͠͞ɻ

● ͦ のଞのϘϥϯςΟΞ׆ಈ
ۙɺࣗવࡂʹΑΔඃঢ়گʹΑΓɺ学ੜͷօ͞

ΜʹϘϥンςΟΞ׆ಈͷࢀՃ͕ଟ͘ٻΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ϘϥンςΟΞ׆ಈͷ׆ಈ༰ࢀՃํ๏ݸʑʹ

Αͬͯҧ͍·͕͢ɺࡂʹΑΔ׆ಈʹࢀՃ͢Δ߹ɺ
Լهͷखଓ͖͕ඞཁʹͳΓ·͢ͷͰɺҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

߹Ճ͢Δࢀ

ᶃඞͣϘϥンςΟΞอݥʹՃೖ͢Δɻʢࣄલʹ社会
会Λ௨ͯ͡Ճೖɻ߹ʹΑͬͯ現Ͱͷٞڠࢱ
ՃೖՄɻʣ

ᶄϘϥンςΟΞ׆ಈʹࢀՃ͢Δ߹ɺඞͣࣄલɾࣄ
学ੜ୲ਃ͠ग़Δ͜ͱɻʹޙ

ᶅϘϥンςΟΞ׆ಈʹࢀՃ͢Δͱ͖ɺ׆ಈʹඞཁ
ͳ৺͑ߏΛ͡Ίɺඞཁͳͪ࣋ʹ͍֤ͭͯࣗͰ
֬ೝͯ͠ɺ݈߁ཧʹेҙ͠ɺແཧΛ͠ͳ͍
͜ͱɻ

શ国社会ٞڠࢱ会ͷ )1 ʹͯɺϘϥンςΟΞΛඞ
ཁͱ͍ͯ͠Δ道ݝɾࢢொଜใΛߟࢀʹ͢Δ͜ͱ
͓קΊͰ͢ɻ

खଓ͖ͷৄࡉʹ͍ͭͯɺ学ੜ୲ʹ͓͍߹Θͤͩ͘
͍͞ɻ

ボランティア

ʦ௨ৗؒظٛߨதʧ
݄ʙۚ　��ɿ��ʙ��ɿ��

͍߹Θ͍ͤͯͩ͘͞ɻ֎ؒظه্˞

ϘϥϯςΟΞϧーϜ։ࣨ
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学友会活動の質の向上を目指すための、3つの方針が令和元年 11 月 27 日下記の通り示されました。
学友会活動に携わる学生のひとりひとりが意識を高め方針に沿った、学友会活動の質の向上に努めましょう。

ֶ༑ձ׆ಈの࣭の্Λͨ͢ࢦΊの�つのํ

前文
学生による自主的な課外活動は、学生間における人間的なふれあいを可能とする機会や切磋琢磨できる環境
を通じて、倫理性、忍耐力、意思伝達力、折衝力、決断力、行動力、リーダーシップ、協調性等、学生の基本
的な資質・能力を培うものであり、学生の成長にとっては正課の教育に匹敵する重要性を有すると考えられる。
皇學館大学（以下、「本学」という）は、課外活動のこのような重要性に鑑みて、以下、学友会活動の質の向上
を目指すための３つの方針を定めます。
ʢ１ʣֶ༑ձ׆ಈೝఆのํ
本学は、学友会の各活動団体（運動部・文化部）における活動を通して、次のような倫理観や精神、資質・
能力等を習得、体得し、在学中及び卒業後に社会貢献ができる人材を育成します。
１．神道精神に基づく高い倫理観を備えている人材。
２．わが国の伝統文化とその伝統に立脚した精神を兼ね備え、異なる歴史と文化・伝統を持つ世界のさまざ
まな文化をも尊重し、国際人として活躍できる人材。

３．活動団体において習得、育成された知識・技能、課題解決のための思考力・判断力・表現力等を社会貢
献のために活用できる人材。

４．生涯学習の実現のために、主体的に考え、自ら積極的に行動できる人材。
本学は、上記の倫理観や精神、資質・能力等を習得、体得し、卒業後に社会貢献ができると判断される
人材に対して学友会活動認定をおこないます。

ʢ̎ʣਓࡐҭのํ
学友会では、「学友会活動認定の方針」に掲げる倫理観や精神、資質・能力等を備えた人材を養成するために、
各活動団体の特性に鑑みた活動プログラムを作成し、実行することとします。
◯活動内容については次のように定めます。
各活動団体は、活動に必要な基礎能力の養成、各種の技能の修得、卒業後の社会的貢献への意欲形成を図
るために、その活動団体の特性に鑑みた活動内容を定める。
◯活動方法については次のように定めます。
１．各活動団体は、自らの特性に応じた活動時間の設定をおこないその活動時間が学修の事前事後学習の時
間を妨げることのないよう配慮する。

２．各活動団体は、４年間の活動目標を明確にした上で計画的な活動をする。
３．各活動団体は、上意下達の活動方法だけではなく、部員が主体性を持って多様な人々と協働して課題を
発見したり解決したりしていく主体的な取り組みの導入をはかり、特に、少人数のチームワーク、集団
討論、反転学習などの教育方法を積極的に取り入れる。

以上を遂行するために、指導者（部長、副部長等）は、所属期間を通じて適宜必要な指導、助言をおこなう。
◯活動記録については次のように定めます。
１．「学生が何を身に付けたか」を重視し、学生の活動成果を把握、評価する手法の導入を推進する。
２．各活動団体は、共通の評価方針に従って記録をおこなう。その際、学生の活動履歴（ポートフォリオを
活用）の組織的な利用をおこなう。

３．卒業時に、各活動団体の総合的な活動記録のまとめをおこなう。

Ω
Ỿ
ϯ
ύ
ε
ϥ
Π
ϑ



��

ʢ̏ʣೖ෦ड͚ೖΕのํ
学友会では、傘下にある各課外活動団体（以下、活動団体）に所属する段階において、①学友会の活動趣旨
を遵守する態度、②各活動団体での活動に対する目的意識、③他の活動団体と協働して主体的に活動しようと
する意欲、④以上を実現するために必要とされる基礎的な能力等を備えていることを求めます。
学友会での活動に必要とされる基礎能力や目的意識、意欲とは、次の４つを言います。
１．学友会会則第 1条「全学一体となって明朗健全なる学風に努め、学生生活の向上と皇學館大学の発展に
寄与することを目的とする」の趣旨を理解し、それを体現させようとすること。

２．高等学校までの課外活動において、各活動団体の特性に応じた「知識・技能」の習得、「思考力・判断力・
表現力等」の育成、「主体的に活動に取り組む態度」の涵養が図られていることが望ましい。

３．自己が目指す到達地点が明確であり、その到達地点を目指して邁進する力を備えていることが望ましい。
４．各活動団体における活動や経験を地域社会のみならず、国内や海外でいかしたいという意欲を備えてい
ることが望ましい。

学外׆ಈʹお͚Δ自ಈ車༻ͱߏ内へのΓೖΕʹつ͍ͯ
①クラブ・同好会等の学外活動において、公共交通機関の不便な場所での活動に限り、自動車の使
用と構内への乗り入れを認めることがあります。

【手続きについて】
「学外活動許可願」と「学外活動自動車使用許可願」を活動実施の７日前までに学生担当に提出
してください。なお、申請のためには、下記のとおり自動車保険に加入していることが必要です。

・対人賠償責任保険：無制限
・対物賠償責任保険：１千万円以上
・人身または搭乗者保険：１千万円以上
※場合により、その他の条件を課すことがあります。

②また、荷物の搬入・搬出等でも、一時的に構内への乗り入れを認める場合があります。

【手続きについて】
「臨時自動車構内乗入申請書（学生用）」を乗入希望日の３日前までに学生担当に提出してください。
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部（クラブ )名 部長名（敬称略） 主 な 活 動 場 所

� 合 気 道 部 松 本　 丘 柔道場（総合体育館内 )

� 居 合 道 部 富 永　 健 剣道場（総合体育館内 )

� 駅 伝 競 走 部 齋 藤　 平 第1グラウンド

� 空 手 道 部 吉 田 直 樹 武道場

� 弓 道 部 松 本　 丘 弓道場

� 剣 道 部 加 藤 純 一 剣道場（総合体育館内 )

� 硬 式 庭 球 部 藤 井 恭 子 硬式テニスコート
（第2クラブハウス横)

� 硬 式 野 球 部 笠 原 正 嗣 学外施設

� サ ッ カ ー 部 片 山 靖 富 第1グラウンド�
学外施設

�� 柔 道 部 佐 藤 武 尊 柔道場（総合体育館内 )

�� 少 林 寺 拳 法 部 加 藤 純 一 多目的ホール

�� 女子軟式野球部 中 條 敦 仁 学外施設

�� ソフトテニス部 髙 沢 佳 司 硬式テニスコート
（第2クラブハウス横)

�� 卓 球 部 谷 口 裕 信 総合体育館

�� 薙 刀 部 川 村 一 代 剣道場（総合体育館内 )

�� 排 球 部 加 藤 純 一 総合体育館

�� バスケットボール部 堀 内 淳 一 総合体育館

�� バドミントン部 叶　 俊 文 総合体育館

�� ハンドボール部 片 山 靖 富 総合体育館

�� フ ッ ト サ ル 部 叶　 俊 文 学外施設

�� 陸 上 競 技 部 叶　 俊 文 第1グラウンド

�� アンサンブル部 高橋摩衣子 音楽室

�� 演 劇 部 岡 野 裕 行 教　室

�� 雅 楽 部 板 井 正 斉 祭式教室

�� 華 道 部 岩 崎 正 彌 部　室

�� ギター・マンドリン部 岡 野 裕 行 倉陵会館

�� 競 技 か る た 部 吉 井　 祥 教　室

�� 軽音楽部（JAZZ) 藤 井 恭 子 記念講堂（ステージ )

�� 軽音楽部（ROCK) 澤　 友 美 倉風第1ルーム

�� 考 古 学 研 究 会 中 山　 郁 部　室

�� 祭 式 研 究 部 祭式教室

�� 茶 道 部 岩 崎 正 彌 記念館

�� 写 真 部 岡 野 裕 行 教　室

�� 手 話 部 板 井 正 斉 部　室

�� 書 道 部 上小倉一志 513教室（書道教室 )

部（クラブ )名 部長名（敬称略） 主 な 活 動 場 所

�� ダ ン ス 部 谷 口 裕 信 総合体育館

�� 日本文化研究会 松 浦 光 修 部　室

�� 美 術 部 萩 原 浩 司 部　室

�� 文 芸 部 田 中 康 二 部　室

�� 邦 楽 部 齋 藤　 平 倉陵会館

�� マ ン ガ 研 究 部 長 谷 川　 怜 教　室

�� よさこい部 “ 雅 ” 野々垣明子 総合体育館

�� レクリエーション部 萩 原 浩 司 教　室

同 好 会 名 顧問名（敬称略） 主 な 活 動 場 所

�� 自転車競技同好会 筒 井 琢 磨 学外施設

�� 軟式野球サークル 齋 藤　 平 学外施設

�� ビブロフィリア 岡 野 裕 行 図書館
（プレゼンスペース）

● 部（クラブ）・同好会一覧
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神ࢀٶഈ౷͋ΔॗݫͳࣄߦͷҰͭͰ͢ɻ神ࢀٶഈ
ͷ日ఔʹ͍ͭͯɺͦͷࣔ͠ܝ·͢ͷͰɺΈͳ͞Μੵ
Ճ͢ΔΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻࢀʹతۃ

日ɺه೦ߨಊ͔ΒିόεΛӡ͠ߦ·͢ɻ

ʪ神ࢀٶഈͷ日ఔǻ
˔  ೖֶไࠂʢ݄̐ʣʜ֎ٶɾࢀٶഈ
˔  ݄ ഈࢀٶഈʢ݄̒ʣʜࢀٶਆࡇ࣍
˔  ਆঐࡇʢ��݄��日ʣʜࢀٶഈ
˔  ݄ ഈࢀٶഈʢ��݄ʣʜࢀٶਆࡇ࣍
ഈࢀٶ೦のʢ݄̎��日ʣʜهࠃݐ  ˔
˔  ଔۀไࠂʢ݄̏ʣʜ֎ٶɾࢀٶഈ

神宮参拝

ＣＯＬＵＭＮ

͍ͯͭʹͷҙ࣌ഈࢀ
男女とも身だしなみを整え、正装（スーツな
ど）で参加し、神前では清らかな気持ちで手を
合わせましょう。参拝時には、学章（バッジ）
を忘れずに !また、参進中は、私語を慎み心静
かに参拝しましょう。

COLUMN

Ӊ
࣏
ڮ

τ
Π
Ϩ

十ླޒ

Ӵ࢜見張所

おはらい
ொ

ू合場所
神宮ࢀഈ

τ
Π
Ϩ

神宮室

御खચ所 ୌݪ神

ೋϊௗډ

෩日祈宮ڮ
内御ӛ

神ָ殿
殿ूࢀ

（ແྉܜٳ所）

खਫ舎

一ϊௗډ
館ࡈ

હ所ں
外御ਥ

火আڮ

τイϨ

˔ 神宮ࢀഈ࣌のू合場所（内宮）
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৯ 堂 ・ ί ン Ϗ χ ・ ച ళ

όϥΤςΟーʹΜͩϝニューͰɺ͓͍͍҆ͯ͘͠ɺ
ɻ͢·͍ͯ͠ڙΛఏࣄ৯ͨͬΛࡐ৺Ͱ͖Δ৯҆ʹߋ

·ͨɺ̍֊ʹεςーδ͕͋Γɺ͞ΒʹͦΕͧΕͷ֊
ʹ์ૹઃඋ͕උ͞Ε͍ͯΔͨΊɺΠϕンτͷར༻
ՄͰ͢ɻ

ΠϕンτͰࢪઃΛར༻͍ͨ͠߹ɺඞͣࣄલʹ学
ੜ୲ਃ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

● ར༻ؒ࣌ ݄ʙۚ　��ɿ��ʙ��ɿ�� 

˞֤階に設ஔされた݊ചػで、৯݊をߪ入してください。

１階は、ΞϥΧϧτϝニューΛϝΠンʹɺ߹ͤࣗ༝
ͳྉཧΛఏ͍ͯ͠ڙ·͢ɻ

日ସΘΓကɺ໙ྨɺϝΠンྉཧͱ͝ΜηοτͳͲɺ
ͦͷ日ͷؾͰָ͠Ί·͢ɻ
２階は、ఆ৯Λத৺ͱͨ͠ྉཧΛఏ͍ͯ͠ڙ·͢ɻ

৯ಊɾコンϏニɾചళɾหൢചͷӦۀ日ఔٴ
ͼ学৯ϝニューɺެࣜϗーϜϖーδͷ学ੜੜ
Ͱ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ɻޱใళฮͷೖ׆

● εϐーυ੮ʢ�階のҰ෦ΤϦΞʣ

一人専用੮となり、৯ࣄがऴわり࣍第やかに੮をৡる
γεςϜとなっています。おனに時間がແい方、一人で৯
。をされたい方など、皆さんੋඇར用してみてくださいࣄ

食　堂（1Ｆ・2Ｆ　㈱魚国総本社）

͓หҿΈΛ͡Ίɺσβーτྨ日༻ͳͲ
๛ͳଗ͑Ͱॆ࣮͍ͯ͠·͢ɻ

ΠーτΠンεϖーε͋Γɺͪΐͬͱۭ͍ͨؒ࣌Ϋ
ϥϒؼΓʹਓؾͷεϖーεͰ͢ɻ

·ͨɺ̢̖̩Ϛϧνコϐー͕ػઃஔ͞Ε͓ͯΓɺ͞
ΒʹՙͷൃૹɾडऔΓͰ͖·͢ɻ

● ར༻ؒ࣌ ݄ʙۚ　�ɿ��ʙ��ɿ��
ʢ௨ৗؒظٛߨʣ

 　　　�ɿ��ʙ��ɿ��

ॻ੶ɺߟࢀॻɺ学༻Λൢച͠ɺօ͞ΜͷόοΫΞο
ϓΛ͍ͯ͠·͢ɻ

● ར༻ؒ࣌ ݄ʙۚ　�ɿ��ʙ��ɿ��
ʢ௨ৗؒظٛߨʣ

 　　　�ɿ��ʙ��ɿ��

● ൢ ച

˔ ॻ　　੶ ৽ץɺ文ݿɺ৽ॻɺࣙయɺઐॻɺ֨ࢿ 
ͳͲࢽࡶॻɺߟࢀॻɺ教Պॻɺݧࢼ 

˞文ʹΑΔऔΓͤدՄͰ͢ɻ
˔ 文۩ྨ චه༻۩ɺϊーτͳͲ
˔  ͦ ͷ  ଞ 学ষɺҿΈɾ͓ʹ͗Γɾหɾ͓՛ࢠ

　　　　　　　 ͳͲ

௨ৗٛߨͷؒظதʹݶΓɺԼهͷͱ͓Γ͓หɾύン
Λൢച͍ͯ͠·͢ɻ

販 売 業 者 販 売 場 所 販 売 時 間

三　　恵 6号館前
月～金

12：00～ 13：00
※休日 · 祭日は休み

がんばり屋弁当 4号館前 月～金
12：00～ 13：00

えりはら（パン） 6号館1Fロビー 第4金のみ
12：00～ 13：00

かまどや（弁当） 7号館前 月～金
12：00～ 13：00

FOLK�FOLK
（コーヒー等とデザート） 7号館前 木

12：00～ 14：00

のびしろ弁当 3号館前 月
12：00～ 13：00

˞ചΓΕ࣍ୈऴྃͱͳΓ·͢ɻ

売　店（丸善雄松堂㈱）

倉陵会館にはリーズナブルなメニューが揃う食堂や学生生活には欠かせないコンビニ、売店等があり
ます。また、学内でのお弁当販売もありますので、みなさんお気軽にご利用ください。

学内でのお弁当等販売

コンビニ（ファミリーマート）
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皇學館αʔϏスג式会ࣾʢֶੜੜ׆αϙʔτͷ͝Ҋʣ

● ఏऀۀܞɿ༸の੨ࢁ
ఏׂܞҾ͋Γ·͢ɻ
དྷళͷࡍʹɺ݄̏ʙ݄̐ॳ०ͷब学ࢦಋ࣌ʹ
͢Δʮ学ੜੜ׆αϙーτͷ͝ҊʯʢఏऀۀܞҊύン
ϑϨοτʣΛඞ͍ͣͩ͘͝͞ࢀ࣋ɻ

● ఏऀۀܞɿਿ৽ҥীళ
େੜαϙーτύοΫʢҥীɾண͚ɾࣸਅͷηοτʣߖ
͋Γ·͢ɻ·ͨɺߖେੜݶఆͷεϖシϟϧಛయ͍
͍ͯ·͢ɻ
学Ґهत༩ࣜҥϨンλϧͷ学లࣔ会࣮͠ࢪ·͢ɻ

ʢ։࠵日ࣔܝͰ͓Βͤ͠·͢ʣ

˔Լهͷݝ̔ߍͱఏܞΛ݁ΜͰ͍·͢ɻߖେੜݶఆϓϥ
ン֤༷ߍʑͳಛయ͕͋Γ·͢ɻ

ʲఏߍܞʳ
　　τーΞࣗಈं学ߍʢ໌ʣ
　　দࣗࡕಈं学ߍʢদࡕʣ
　　দࣗಈं学ߍʢদࡕʣ
ʢʣߍॏதԝࣗಈं学ࡾ　　
ʢʣߍࣗಈं学ߴॏࡾ　　
　　υϥΠϏンάεΫーϧʢʣ
　　தࣗಈं学ߍʢླࣛʣ
ʣࢢ日࢛ʢߍಈं学ࣗࢢ日࢛　　

֤ʹ͚Λ݁ΜͰ͍·͢ɻ学ੜܞ会社ͱఏ࢈ͷෆಈࢢ˔
社༷ʑͳಛయ͕͋Γ·͢ɻఏऀۀܞͳͷͰɺ҆৺ͯ͠
૬ஊ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͣɺߖላؗαーϏε·Ͱ͓͍
߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

˔ηコϜϗーϜηΩュϦςΟѺટ͍ͯ͠·͢ɻ
ҰਓΒ҆͠৺Ͱ͢ɻ

スーツ

● ֶ ݥ૯߹อ׆ଳֶੜੜࡂݚ
ࣗసंӡసதͷֹߴഛঈނࣄʹɺࣗͷපؾケΨʹɺ
ඪ४ࡏ学ؒظதิঈ͠·͢ɻೖ学࣌ʹ͝Ҋ͍ͯ͠·
͕͢ɺத్ՃೖՄͰ͢ɻ

ͷՃೖݥഛঈอͰɺࣗసंଛݝॏࡾ
͕ٛԽ͞Ε͍ͯ·͢ɻʢࡾॏݝϗーϜϖーδΑΓʣ

ࣗసंʹΔํՃೖ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔ඞͣ֬͝ೝ
͍ͩ͘͞ɻ

˔ͦͷଞɺཱྀߦอݥɺόΠΫࣗഛอݥͳͲ社ͰՃೖख
ଓ͖͕Ͱ͖·͢ɻ
˞ւ֎ཱྀߦอݥɺόΠΫࣗഛอݥɺ社ϗーϜϖーδ͔Β͓ਃࠐ

Ͱ͖·͢ɻʢIUUQ���XXX�LPHBLLBO�DP�KQ�ʣ

όΠΫɾݪのࣗഛอݥの͕ݶظΕてい·ͤΜ͔ʁ
ɾφンόーϓϨーτʹషͬͯ͋ΔࣗഛͷεςοΧー

Ͱ༗ޮݶظΛ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ɾࣗഛอݥະՃೖͰͷӡߦ๏ྩҧͰ͢ɻ
ɾεςοΧーΛషΒͣʹӡͨ͠ߦ߹๏ྩҧʹͳ

Γ·͢ͷͰɺ͝ҙ͍ͩ͘͞ɻ
ʢ国ަ௨লʮࣗഛ੍ใɾൃܒϦーϑϨοτʯΑΓʣ

ɾະՃೖͷ߹ɺӡߦΛΊɺ社·ͨՃೖͨ͠
อݥ会社͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ

● ఏऀۀܞɿΦϦοΫεϨϯλΧーʢۙమϨϯλϦーεʣ
ʮߖላؗେੜݶఆϓϥンʯ͋Γ·͢ɻΫーϙン͕݊ඞཁ
Ͱ͢ͷͰɺࣄલʹ社·Ͱ͓ӽ͍ͩ͘͠͞ɻ

● ΧωοτʢΧλロάͰのจɾൢചʣ
͍͠学ੜͷօ͞ΜɺΫϥϒθミͳͲͰ͏文
۩日༻Λ学Ͱߪೖ͠·ͤΜ͔ɻݪଇɺฏ日ͷ
��ɿ��·Ͱʹਃ͠ࠐΊɺཌ日ʹಧ͖·͢ɻ

͓͍߹Θͤɾ͝૬ஊɺ

ɹߖላ館αービεࣜגձࣾ
　　　ॴɿ̕߸ؗ̍֊　ిɿ����ô��ô����
Ͳ͏ͧɻʹܰؾ͓　　　　　　　　　　　　　　　　

皇學館サービス株式会社は、学校法人皇學館の100％出資事業会社です。様々な企業等と提携を結び、
学生の皆様の充実した学生生活を応援します。

レンタカー

事務用品

保　険

貸衣装（成人式・学位記授与式の衣装レンタルなど）

自動車学校

下　宿
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Ξϧバイτ・下宿・学生寮・皇學館 クラブ合宿所

学ੜ୲Ͱر͢ΔΈͳ͞Μʹର͠ɺΞϧόΠτͷ
ใఏڙΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

େ学ʹٻਓґཔͷ͋ͬͨͷͷ͏ͪ学ੜ୲Ͱదͱ
ೝΊͨͷɺ̎߸ؗ̎֊ϩϏーࣔܝ൘Ͱհ͍ͯ͠·͢ɻ

● ओͳΞϧόΠτ༰ͱฏۉऩೖ

職　　種 賃　　金（時給 )

販 売・ 軽 作 業 　 973 ～ 1,000 円�程度

塾講師・家庭教師 1,500 ～ 2,000 円�程度

Լ॓ͷհɺߖላؗαーϏεࣜג会社ʹҕୗͯ͠
͍·͢ɻߖላؗαーϏεࣜג会社ɺ学ߍ๏ਓߖላؗͷ
���ˋग़ࢿ会社Ͱɺ৴པͰ͖ΔऀۀͱఏܞΛ݁ΜͰ͓Γɺ
օ͞ΜͷرʹԠͨ݅͡୳͠Λ͓ख͍͠·͢ɻ

会社ɺ̕߸ؗ̍֊ʹ͋Γ·͢ɻࣜגላؗαーϏεߖ
๚Ͷ͍ͯͩ͘͞ɻʹܰؾ

● େֶपลのԼ॓の҆ɹʢϫンϧーϜɾ�̠λΠϓʣ

�����ԁ～�����ԁʢֹ݄ʣ
˞ͷ్தͰԼ॓Λมͨ͠ߋ߹ɺ͙͢ʹ学ੜ୲

ʹॅॴมߋΛਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞ɻ

本学ͷྈɺݐ学ͷਫ਼神ʹͮ͘ج教育ྈʢஉࢠɿਫ਼՚ྈɺ
ɺूஂͭͭ͠ࢹ༑ؒͷྱઅΛॏࢣɿః໌ྈʣͰ͋Γɺࢠঁ
ੜ׆Λ௨ͯ͡ɺ૬ޓʹॿ͚߹͍ɺָۤΛڞʹ͢Δ͜ͱʹΑ
Γ社会ੑɺڠௐੑɺ社会ਓͱͯ͠ඞཁͳਓؒܗΛ
ͨ͋ʹಋࢦ育܇ଇৗற͠ݪɻྈ͋Δ͍ྈ͕͢·͠ࢦ
Γɺ·ͨ̍ɺ̎ੜͷΫϥε୲͕ΞυόΠβーͱͯ͠൝
୯ҐͰͷ૬ஊɺॿݴΛ࣮͠ࢪɺنଇਖ਼͍͠ੜ׆Λαϙーτ
͠·͢ɻ

学ੜྈͷೖྈɺ教育ྈͱͯ͠ཧղͨ͠رऀͷத
͔Βɺେ学͕ೖྈऀΛબ͠ߟ·͢ɻ

ଇ̎ݪؒظྈࡏ ʢؒ̍ຖͷߋ৽੍ ˞̍ʣͰ͢ɻʢྈ

アルバイト

下宿について

学生寮

ͷنଇʹҧͨ͠߹ɺୀྈॲͱͳΓ·͢ɻʣ
ͳ͓ɺྈɺ՚ඒͳ಄ࢭېͰɺ٤Ԏऀʢະɺ

ਓؔͳ͘ʣೖྈͰ͖·ͤΜɻೖྈޙɺ٤Ԏߦҝ͕
໌ͨ͠߹ɺୀྈॲͱͳΓ·͢ͷͰྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ɻ

ر৽ߋͷೖྈ݅Λ֬ೝ্͍ͯͨ͠Ͱɺ࣍　̍˞
ئΛ͝ఏग़͖ɺલͷࡏྈঢ়گʹΑΓɺߋ
৽ΛڐՄ͍ͨ͠·͢ɻ

˔ 精華寮（உ子寮）
Ωϟンύεͷ౦ʹҐஔ͠ɺۙ͘ʹদඌ؍Իɺҏ

Ԃ͕͋Γ·͢ɻ教ࣨ౩·ͰెาެࢁΛؚΉాٿӦࢢ
̓ʙ̔Ͱ͢ɻ

ॴ ࡏ  　 ˟üøý�÷÷øû　ҏࢢೇ部ொ���
　　　　　　ి ����ʢ��ʣ����
ऩ༰ఆһʜʜ���໊

命名の由来

ʮ
㈃㈵

Ҙ
㈤

ϑニզ
㈱

Χߖ
ㇵ


ㇿ

ߖ
ㇵ

फ
ㇿ

ᅳ
ㇰ㈍

Ϯഹ
㈑ㇺ

Ϝϧコτ
ㇵ

ԕ
㈵

ニಙ
㈊ㇰ

Ϯथ
㈁

π
ϧコτਂ

ㇹ㈵

ް
ㇵ

φϦզ
㈱

Χਉ
ㇹ㈵

ຽ
㈡㈵

ࠀ
㈪

Ϋ
㈃㈧

ニࠀ
㈪

Ϋ
ㇵ

ニԯ
ㇰ

ஹ
㈃㈩

৺
ㇵㇵ㈯

ϮҰ
㈆

ニ
シςੈ

㈪

ੈ
㈪

ქ
ㇿ

ϊඒ
㈕

Ϯᖖ
㈌

ηϧϋࠑ
ㇵ

Ϩզ
㈱

Χᅳ
ㇵㇰ

ᱪ
㈁

ϊਫ਼
ㇽ

՚


ニシς教
㈩

育
ㇰ

ϊ
㈵

ݯ
ㇴ㈵

ຠ
㈠㈁

መ
ㇺ㈆

ニࠑ
ㇵㇵ

ニଘ
ㇿ㈵

εʜʯҎ্ͷ教育ޠͷ಄ͷʮᅳ
ᱪϊਫ਼՚ʯΑΓਫ਼՚ྈͱ໊͚ΒΕ·ͨ͠ɻ

ਫ਼՚ྈྈՎ

ࢯɿைઍผऀࢺ࡞
　神ߖٶላؗ本Պ��ճʢত̎ʣଔɻ
ঁߴʢେਖ਼��ʣࠜ࣌ɻࢯɿਢଠऀۂ࡞
　学ߍ教་ɻͦͷલʹࣛࣇౡൣࢣ学ߍ教་Λ͓ͯ͠
　ΒΕɺୈ̓ߴ学ߍྈՎʮୢࣼΊʹʯͷۂ࡞͞
　Ε·ͨ͠ɻ

˔ 貞明寮（女子寮）
ฏ ��  � ݄͔Βਫ਼՚ྈͱಉҰෑɾผ౩Ͱ౷

߹͠ɺݐਫ਼՚ྈͷೆྈΛϦニューΞϧ্ͨ͠Ͱ
ః໌ྈΛҠస͠ɺঁچ ɻ͢·͍ͯ͠༺ͷః໌ྈͱͯ͠ࢠ

ϦニューΞϧͷ༰ɺೆྈʹঁࢠ学ੜઐ༻ͷؔݰɺ
ཧࣨͳΒͼʹ৯ಊ ŋ ཋࣨΛ৽ઃ͠ɺ学ੜͷੜۭؒ׆
உঁΛશʹ͚ͨܗͰઃ͚͍ͯ·͢ɻ·ͨঁࢠྈ
ʹऩೲεϖーεΛิ͢ΔϩοΧーϧーϜઃ͚ͯ
͍·͢ɻ

遠方の学生にとって、生活の基盤となる下宿や寮は大きな課題です。そこで本学では信頼のおける下
宿先や体制の整った学生寮を紹介し、しっかりとサポート！また、アルバイトの紹介も随時行っている
ので、掲示板の募集などを参考にしてください。
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教ࣨ౩·Ͱెา � ʙ � Ͱ͢ɻ
ॴ ࡏ  ˟üøý�÷÷øû　ҏࢢೇ部ொ���

 　　　ి ����ʢ��ʣ����
ऩ༰ఆһʜʜ��໊

命名の由来
ʮඣ໋ɺਨਔఱߖୈೋঁߖɻੜࣕਙྷɺ༮ࣕ૱໌

ӥஐɺҙః
4

ܿɺ௨ೋ神໌
4

Ұڅഒརɻʯ

㇄ㆾㆨㆲ㇁ㆮㆿ㆓ㆨ

ඣ ໋ɺਨ
㆙ㆂ

ਔ
ㆫ㇓

ఱ
ㆦ㇓ㆮㆄ

ୈߖ
ㆠ ㆂ ㆫ

ೋͷߖ
ㆲ㇁ㆿ㆓

ঁͳΓɻੜ
ㆀ

Ε·ͯ͠
ㆿㆉㆻ

ਙ
ㆯㆪㆯㆠ

ྷ
ㆄ㇋

͠ɺ༮
ㆈ㆕ㆪ

ͯ͘͠૱
㆕

໌
ㆨ

͘ӥ
㆕

ஐ
ㆉ

͠ɺҙ
ㆂ

ః
ㆦㆂ

ܿ
㆐ㆤ

ʹͯ͠ɺ神
㆗㇓

໌
㇁ㆂ

ʹ௨
ㆤㆄ

څ͡
㆟ㆾ

Γɻ
ඣ໋ਨਔఱߖͷঁߖͰɺఱরେ神Λไͯ͡େ

ͷ国͔ΒۙߐඒೱΛͯܦҏ国ͱਐΈɺླेޒͷ
্ʹେ神Λ࠲ਃ͋͛ͨ͠ํͰ͢ɻͦͷ͕هʰඣ
ʱͰɺͦΕʹΑΔͱඣੜΕ͖ͭେม͓ඒ͘͠ɺهੈ໋
༮ͯ͘͠૱໌Ͱ͋ΒͤΒΕɺΈ৺ఃܿͰ神໌ʹ௨͡څ
͑Γͱ͞هΕ͍ͯ·͢ɻ͜ͷʮҙఃܿ௨神໌ʯΑΓః໌
ͱ໊͚ΒΕ·ͨ͠ɻʢত�������ɺాத学໋໊ʣ

ྈྈՎࢠঁ

ɺͯܦላؗେላ༧ՊΛߖٶɻ神ࢯҰຽٶɿऀࢺ࡞
ত��ژେ学文学部Λଔۀɺ本学ݩ学ɻত��
ࢺ࡞ɻ

ੜͱظɻ本学ୈ̕ࢯେ୩ʣٛچɿদԬʢऀۂ࡞
ͯ͠文学部国文学ՊΛଔۀɻত��ۂ࡞ɻ

ః໌ྈྈՎ

ظ��ɻ本学ୈࢯʣ͍ͣΈچɿ௰ʢऀۂ࡞ɾࢺ࡞
ੜͱͯ͠文学部教育学ՊΛଔۀɻত��ࢺ࡞ɾۂ࡞ɻ

● ֶ ੜྈの１ʢεέδϡーϧʣ

日 　 課 精華寮（男子 )・貞明寮（女子 )

起 　 床 7：�00�（休日除く )

朝 　 拝 7：�30�（休日除く )

朝 　 食 朝拝後～�8�：�30�（休日除く )

昼 　 食 11�：�30�～�13�：�30

夕 　 食 16�：�30�～�20�：�30

入 　 浴 16�：�30�～�21�：�30

自 　 習 20�：�00�～�22�：�00
（休日前夜・休日除く )

門 　 限 22�：�30

消 　 灯 24�：�00

● ֶ ੜྈのܦඅについて

学ੜͷࡁܦతෛ୲ΛܰݮͰ͖ΔΑ͏ʹྀ͍ͯ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺྩ̑ͷܦඅ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

˞̎　 ྈඅͷରؒظɺ࣍ͷͱ͓ΓͱͳΓ·͢ͷͰɺ
͝ঝ͓͖͍ͩ͘͞ɻ

　　य़学ظɿ̏ ݄ �� 日͔Β݄̔̐日·ͰͱͳΓ·͢ɻ
　　ळ学ظɿ̕ ݄�� 日͔Β �� ݄ �� 日·Ͱ
　　　　　　̍ ݄̔日͔Β݄̎��日·ͰͱͳΓ·͢ɻ

˞̏　 ྈ͢Δ߹ɺผ్ࡏʹ֎ؒظରه৯අɺ্څ
ऩ͍ͨ͠·͢ɻ

େ学ͷڧԽࢦఆɾྭΫϥϒٴͼͦͷଞͷ部ɾಉ会
ʢӡಈܥɾ文Պܥʣʹॴଐ͢Δஉࢠ学ੜ͕ೖॴ͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖ΔߖላؗΫϥϒ߹॓ॴΛӡӦ͍ͯ͠·͢ɻ͜ͷ߹॓
ॴΛʮ͏ͻͱͭͷ教育ͷʯͱͯ͠ଊ͑ɺཧਓٴͼ
֤Ϋϥϒͷ部ٴͼಜ͕ੜ׆Λαϙーτ͠ɺ߹॓ॴ
ੜ׆Λ௨ͯ͠ɺूஂੜ׆Ͱͷنɺ社会ਓͱͯ͠ͷϞϥ
ϧɾྱّ࡞๏ɾϚφーΛ学Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ॴ ࡏ  ˟üøý�÷÷øý　ҏࢢ神ాࢤٱ本ொ������
　　　　　  ి  ����ʢ��ʣ����

ＣＯＬＵＭＮ
ྈ・ྈ・ྈ・ཧਓ・ΞυόΠβʔ
学生寮には指導にあたるものとして､ ｢寮長あるいは寮

監｣ が各寮に原則常駐し､ ｢寮母あるいは管理人｣ と共に

､ 寮生の親代わりになって相談や助言・指導にあたって

います｡ さらに日頃接する機会の多い１・２年のクラス

担任が､ ｢アドバイザー｣ として､ 特に班単位での相談・

助言を行っています｡

COLUMN

皇學館 クラブ合宿所

入寮費 65,000円（入寮時のみ）

寮　費
1室2名利用�658,000円／年ʢ学ظຖ̎ճׂೲೖ ˞̎ʣ

（内訳：寄宿料�184,000円、光熱水費�138,000円、
　　　給食費（1日3食）�336,000円�※３）
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訂

一
、
若
草
も
ゆ
る
倉
田
山

神
世
の
ま
ゝ
に
花
も
咲
く

春
繚
乱

り
ょ
う
ら
ん

の
花
の
下

神
風

し
ん
ぷ
う

一
過
夢
さ
め
て

無む

象
し
ょ
う

の
天
を
仰
ぎ
て
は

雄
心
高
き
紅
顔
児
。

二
、
世
の
喧
争

け
ん
そ
う

を
他よ

所そ

に
し
て

理
想
に
進
む
若
人
の

思
索
静
け
き
窓
の
戸
に

蛍
群
れ
と
ぶ
夕
ま
ぐ
れ

誰た

が
歌
ふ
な
る
懐
郷

か
い
き
よ
う

の

調
は
遠
く
き
こ
ゆ
な
り
。

三
、
の
こ
ん
の
星
の
影
う
す
れ

楠
部
の
里
は
さ
め
や
ら
ず

う
は
白
み
ゆ
く
朝
熊
山

そ
の
崇
高
や
そ
の
雄
壮

胸
に
玲
瓏
の
気
は
す
み
て

希
望
の
光
こ
ゝ
に
湧
く
。

四
、
秋
丘
寮

あ
き
き
ゅ
う
り
ょ
う

に
月
斜
め

空
山
落
葉

く
う
ざ
ん
ら
く
よ
う

声
も
な
し

灯ほ

影か
げ

も
淡
く
夜
は
更
け
て

山
田
が
原
の
原
頭

げ
ん
と
う

に

雄
魂
き
た
ふ
益ま

す

荒ら

夫お

の

故
山
に
夢
は
遠
く
飛
ぶ
。

五
、
嗚あ

呼あ

熱
涙
ね
つ
る
い

と
紅
血
の

歴
史
は
清
く
幾
千
秋

水
静
か
な
る
五
十
鈴
川

流
る
ゝ
き
は
み
と
こ
し
へ
に

丘
上
高
く
精
華
寮

自
治
の
灯
赤
し
精
華
寮
。

女 子 寮 寮 歌
西 宮 一 民 作詞
松 岡 義 和 作曲
西 山 嘉 代 子 移調

(原調ハ長調)

貞 明 寮 寮 歌 (昭和56年)

森 いずみ
作詞

作曲
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一
、
晴
れ
渡
る
空

　倉
陵
に

　
　我
が
青
春
の

　心
は
躍
る

　
　い
ざ
立
ち
上
が
れ

　若
人
よ

　
　夢
に
向
か
っ
て

　走
り
出
せ

　

　
　そ
の
名
高
き

　皇
學
館

　
　皇
大

　皇
大

　皇
大

　わ
れ
ら
が
皇
學
館

二
、
神
風
の
吹
く

　伊
勢
の
地
に

　
　我
が
青
春
の

　心
は
た
ぎ
る

　
　い
ざ
奮
い
立
て

　若
人
よ

　
　栄
光
め
ざ
し

　ひ
た
走
れ

　
　精
華
放
つ

　皇
學
館

　
　皇
大

　皇
大

　わ
れ
ら
が
皇
學
館

　　（
間
奏
）

三
、
雲
一
つ
な
き

　日
の
本
に

　
　我
が
青
春
の

　心
は
熱
し

　
　い
ざ
戦
わ
ん

　若
人
よ

　
　勝
利
信
じ
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応ԉՎの༝དྷ
ɹ本応ԉՎは、ฏ成ेࡾ年のՆに大学の発意により、作ۂを高ڮຎҥࢠઌ生、作ࢺを大ౡが୲することとなった。まずՎࢺができて高ڮઌ生がۂࡾを作られた。
、にも少し手がՃわっているがࢺに合わせてՎۂともऩ録することになった。それͧれのۂࡾ、ௌしてもらったとこΖ、いずれもૉらしいということでࢼ者にؔ
元དྷは一つのՎࢺである。第一には「伝統」、第ೋには「ӫޫ」、第ࡾには「ඈᠳ」の副題が付いている。全学生にૹる応ԉՎである。（大ౡ৴生記）
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ʢ�ʣਆҬࢀೖ

神社ͷೖޱʹɺௗͯݐ͕ډΒΕ͓ͯΓɺ͔ͦ͜Β
ଆ͕神ҬͰ͢ɻௗډΛ͙͘Δલʹཱͪࢭ·ΓҰྱ͠ɺ
·ͨɺୀग़͢Δͱ͖Ұྱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺஂମࢀഈ
ͷ߹͜ͷҰྱΛলུ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

神Ҭʹࢀೖͨ͠ΒޠࢲΛ৻Έɺ੩
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ㆿ㆝ㆍ
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神社に参拝する上で最も大切なことは､ 慎
つつし

みと敬
うやま

いの ｢心」を以て神前で感謝し､ あるいは祈
き

念
ねん

する
ことです｡ その ｢心｣ の表れとして､ 参拝の ｢形｣ が定められています｡ 参拝の ｢形｣ を習得すること
によって､ はじめてそこにこめられた ｢心｣ も生きてきます｡ ここでは､ 本学学生として最低限身につ
けるべき神社参拝の基本的な作法を解説します｡
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ʲߟࢀʳ中の神ࣾࢀഈ

服ظس間は地方の෩शにより༷々ですが、「س
ㆂㆿ

」
のظ間は一ൠ的に࣍にࣔす通りです｡

１Ŋ 父・・࠺・子ʜʜʜʜʜʜʜ ޒ十日
２Ŋ 祖父・ଙ・ܑఋ࢞ຓʜʜʜʜʜ ࡾ十日
３Ŋ િ祖父・િଙ・ԛ・໑・॑ഢ父　　　

　ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 　十日
４Ŋ そのଞの親ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 　ࡾ日
５Ŋ ऀۮの親については、前߲を一߲づつ

。り下げた日による܁
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Ωϟンύスライϑ2�"

こんなとき どこへ 備　　　考

期待に胸をふくらませた憧れの大学生活がスタート｡ しかし､ 実際は何もかもが初めてで､ 疑問や不
安に思うことが次から次へと出てくるはずです｡ そんな悩みや問題にぶつかったら､ まずこのページを
見てみよう｡ 参考になる答えが見つかるかもしれません｡

Q 学生証をなくした 学 生 担 当 再発行手続きが必要です｡（詳細は P.17 参照 )

Q 交通事故にあった 学 生 担 当 警察・保険会社・保護者に連絡をした後､ 学生担当
へ連絡してください｡

Q 落とし物をした・拾った 学 生 担 当 拾得物の保管期間は 3 ヶ月です。各教室に設置され
ている落し物入れも確認してください。

Q 台風・交通ストの時 教 務 担 当
暴風警報が発令されているとき､ 交通ストなどが行
われているときは､ 休講になることがあります｡
（詳細は ｢履修要項｣ 参照 )

Q 各種証明書が欲しい 教 務 担 当 （詳細は学生手帳 P.84 参照 )

Q 教室・体育館・グラウンド等施設を利
用したい 学 生 担 当 仮予約後、１週間前までに施設使用願を提出してく

ださい｡（詳細は P.126 参照 )

Q パソコン・ビデオカメラ等を借りたい 受 付 受付は、記念講堂１F にあります。

Q クラブ・サークルを設立したい 学 生 担 当 窓口にて手続き方法を説明します｡

Q アルバイトをしたい 学 生 担 当 （詳細は P.52 参照 )

Q 下宿・アパートを探している 皇學館サービス
株 式 会 社 （詳細は P.52～参照 )

Q 教員免許など､ 資格について聞きたい 教 務 担 当
教職支援担当

専門科目の履修が必要です｡
（詳細は ｢履修要項｣ 参照 )

Q 教員・保育士の実習について知りたい 教職支援担当 専門科目の履修が必要です｡
（詳細は ｢履修要項｣ 参照 )

Q 科目の履修や試験について知りたい 教 務 担 当 掲示などで連絡します｡

Q 退学・休学をするとき 教 務 担 当 窓口にて手続き方法を説明します｡

Q 保証人の変更・住所が変わった 学 生 担 当 保証人変更届・保証人住所変更届が必要です｡
（詳細は学生手帳 P.88 参照 )

Q 悩みの相談をしたい 学 生 相 談 室 （詳細は P.36 及び学生手帳 P.81 参照 )

Q 気分が悪くなった・ケガをした 保 健 室・
学 生 担 当 （詳細は P.34 参照 )

Q 就職活動や就職支援について知りたい 就 職 担 当 （詳細は P.41 参照 )

Q 教員・保育士の採用試験・就職につい
て知りたい 教職支援担当 （詳細は P.42 参照 )

Q 神社就職・神社奉仕について知りたい 神 職 養 成 部 （詳細は P.43 参照 )

Q 地域貢献活動をしたい 地 域 連 携
推 進 室 窓口にて参加方法を説明します｡

Q 留学したい・外国人と交流したい 国際交流担当 （詳細は P.25 参照 )

Ω
Ỿ
ϯ
ύ
ε
ϥ
Π
ϑ
̦
ˍ
̖



��

学園および事務組織 ……………………………………………………………………………… 60

教育研究組織・施設 ……………………………………………………………………………… 61

大学院 …………………………………………………………………………………………………… 61

専攻科 …………………………………………………………………………………………………… 62

学　部 …………………………………………………………………………………………………… 62

附属図書館 ……………………………………………………………………………………………… 63

研究開発推進センター ………………………………………………………………………………… 63

皇學館大学出版部 ……………………………………………………………………………………… 66

教育開発センター ……………………………………………………………………………………… 67

CONTENTS

大学の৫・نఔ

େ
ֶ
ͷ

৫ɾن
ఔ



��

ҭ։ൃηϯλʔڭ

 ࠪ ࣨ
๏人ຊ෦ ग़　൛　෦

૯෦ʢ૯ŋ人ࣄŋใŋه೦ۀࣄŋڭ学ৼ֤ڵ୲ʣ

୲ʣ֤ࡒŋܭ෦ʢձࡒ

ใ֤୲ʣըŋاը෦ʢا

૯෦ʢ૯ŋใ֤୲ʣ

୲ʣ֤ࡒŋܭ෦ʢձࡒ

ਪਐࣨʣܞใ֤୲・Ҭ࿈ըŋاը෦ʢا

ਆ৬ཆ෦ʢਆ৬ཆ୲ʣ

学生ࢧԉ෦

๏ 人 ຊ ෦ ࣄ  ہ

େ 学 ࣄ  ہ

ըࣨاҭڭ
学शࢧԉࣨ
Ҭ՝学मࢧԉࣨ
̛ ・̨̙ ̙ࣨ

ʢਤॻؗ・ڀݚ։ൃਪਐηϯλʔ֤ࣄࣨʣ

୲ڭ
学生୲

ʢอ݈ࣨ・学生૬ஊࣨ・ো͕͍学生ࢧԉࣨ・ϘϥϯςΟΞϧʔϜʣ
ब৬୲
ԉ୲ࢧ৬ڭ
୲ྲྀަࡍࠃ
ೖࢼ୲ʢΞυϛογϣϯ・ΦϑΟεʣ

ڭ  ҭ  学  ෦ ڭ ҭ 学 Պ

ຊࣾձ学෦ݱ ຊࣾձ学Պݱ
ෟଐਤॻؗ

ҭ։ൃηϯλʔڭ

։ൃਪਐηϯλʔڀݚ

Ξυϛογϣϯ・ΦϑΟε

ਆಓڀݚॴ
ॴࢊྉฤ࢙
೦ਆಓതؗهࠤ

学
ߍ
๏
人

　皇

　學

　館

皇ላؗେ学

皇ላؗߴ学ߍ ී　௨　Պ
皇ላؗத学ߍ

େ 学 Ӄ

ઐ ߈ Պ

จ 　 学 　 ෦

ਆಓ学ઐ߈Պ ਆಓ学ઐ߈

จ学ڀݚՊ

Պڀݚҭ学ڭ म࢜՝ఔڭҭ学ઐ߈

ത࢜લظ՝ఔ
തظޙ࢜՝ఔ

ըࣨاҭڭ
学शࢧԉࣨ
Ҭ՝学मࢧԉࣨ
̛ ・̨̙ ̙ࣨ

ਆಓ学ઐ߈

߈จ学ઐࠃ

߈学ઐ࢙ࠃ

ਆ ಓ 学 Պ
ࠃ จ 学 Պ
ࠃ ࢙ 学 Պ
ίϛϡχέʔγϣϯ学Պ

˞ன։੍ߨ

学 ෦

学ԂおΑͼࣄ৫

学園の組織

大学事務組織

ֶ
Ԃ
͓
Α
ͼ
ࣄ


৫



��

教育ڀݚ৫・ࢪઃ

Ԋֵͱత
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ത࢜લظ՝ఔɾम࢜՝ఔʹ͓͍ͯɺ֤ઐྖҬʹ͍ͭ
ʹ͓͚Δ߈ʹཱͬͯਫ਼ਂͳ学ࣝΛत͚ɺઐࢹ͍ͯ
ඞཁͳྗΛʹۀͷઐੑΛཁ͢Δ৬ߴྗ·ͨڀݚ
ཆ͏͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻതظޙ࢜՝ఔʹ͓͍ͯɺ
ઐ߈ʹ͍ͭͯऀڀݚͱཱͯࣗͯ͠͠׆ڀݚಈΛ͏ߦʹ
ඞཁͳߴͷڀݚྗɺ͓ΑͼͦͷૅجͱͳΔ๛͔ͳ学ࣝ
Λཆ͏͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

·ͨɺฏ��ʹ社会ࢱ学部໊͕ு学ࣷʹ։ઃ͞
Εͨ͜ͱʹ͍ɺͦͷૅجͷ্ʹฏ��社会ࢱ学
ʣ͕ઃஔ͞Ε·ͨ͠ɻ߈学ઐࢱ՝ఔʢ社会࢜Պमڀݚ

ʢฏ��݄̏ഇࢭʣ
͞Βʹɺࠓ日ͷզ͕国ͷ社会తঢ়گΛؑΈɺซͤͯҬ

社会ଔۀੜͷཁʹҰԠ͑ΔͨΊɺฏ��文学ݚ
ͱͨ͠ૅجͳΒͼʹ文学部Λ߈՝ఔ神道学ઐظޙ࢜Պതڀ
文学ڀݚՊम࢜՝ఔ教育学ઐ߈Λઃஔɺฏ��ʹ
教育学ઐ߈Λಠཱͤ͞ɺߴͳ࣮ફ教育Λॏͨ͠ࢹ教育学
ՊΛ։ઃ͠·ͨ͠ɻ社会ʹ։͔Εͨେ学Ӄͱͯ͠ɺ教ڀݚ
育現ͰࢦಋతׂΛՌͨ͢ߴઐ৬ۀਓΛ育͢Δ͜
ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

˔ 文学ڀݚՊ
ಛɹɹ৭
̍ɽ神道学ɾ国文学ɾ国史学֤ઐ߈ʹΑΓߏ͞Ε͍ͯΔ

ͱͦͷൃ༲໌ڀՊͰ͋ͬͯɺΘ͕国ͷ౷త文Խͷڀݚ
ʹओ؟Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ

̎ɽߍ神ٶͷ·Γ·͢ਗ਼ড়ؓ੩ͳҏͷʹ͋Γɺ
本学ͷઃཱͷओ͔ࢫΒ本学ͱ神ٶͱີͳؔʹ
͋Δ͜ͱ͔Β神道ɾ国文ɾ国史ͷڀݚʹઈͷҐஔͱ
Γ·͢ɻ͋ʹڥ

大　学　Ӄ
 ╚ 文学ڀݚՊ　　　
 ╚ 教育学ڀݚՊ

̏ɽ学会ͷ学ͱதݎͷ教तਞ͕ɺີۓͳྗڠͷͱʹݚ
ಋʹ͍ͭͯɺ֤教һͷઐࢦͱ教育ΛਐΊɺ学ੜͷڀ
ʹԠ͡పఈͨ͠ݸਓ教育Λ͍ͯ͠ظ·͢ɻ

̐ɽ神道学ɺ国文学ɺ国史学ͷ֤ʹ͓͚Δ๛ͳوॏ
文ݙɾࢿྉΛॴଂ͠ɺ·ͨ学քͷࢸๅͱ͞Ε͍ͯΔ神ٶ
文͓ݿΑͼؗݹΛར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̑ɽത࢜લظ՝ఔʹ͍ͭͯɺ༗৬ऀΛରʹظཤम
੍Λઃ͚͍ͯ·͢ɻ

मۀݶ
ത࢜՝ఔ　　神道学ઐ߈
　　　　　　国文学ઐ߈　　　̑
　　　　　　国史学ઐ߈
˞ͨͩ͠લظ�ʢظཤमͷ߹̏ʙ̐ʣ͓Αͼ

ཤमͷ߹̐ʙ̒ʣͷ՝ఔʹ۠͠ɺظʢ̏ظޙ
લ̎ظͷ՝ఔम࢜՝ఔͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

学Ґͷत༩
ത࢜લظ՝ఔमྃऀʹߖላؗେ学म࢜ʢ文学ʣɺത࢜

ʢ文学ʣͷ学Ґ͕ͦΕ࢜ላؗେ学തߖ՝ఔमྃऀʹظޙ
ͧΕत༩͞Ε·͢ɻ

˔ 教育学ڀݚՊ
ಛɹɹ৭
̍ɽ教育学ઐ߈ʹΑΓߏ͞Ε͍ͯΔڀݚՊͰ͋ͬͯɺΘ

͕国ͷ౷త文Խͷ໌ڀͱͦͷൃ༲Λجʹͨ͠教育ݚ
Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ؟ओʹڀ

̎ɽߍ神ٶͷ·Γ·͢ਗ਼ড়ؓ੩ͳҏͷʹ͋Γɺ
本学ͷઃཱͷओ͔ࢫΒ本学ͱ神ٶͱີͳؔʹ
͋Δ͜ͱ͔Β教育学ͷڀݚʹઈͷҐஔͱڥʹ͋Γ·
͢ɻ

̏ɽ学会ͷ学ͱதݎͷ教तਞ͕ɺີۓͳྗڠͷͱʹݚ
ಋʹ͍ͭͯɺ֤教һͷઐࢦͱ教育ΛਐΊɺ学ੜͷڀ
ʹԠ͡పఈͨ͠ݸਓ教育Λ͍ͯ͠ظ·͢ɻ

̐ɽ教育学ઐ߈ʹ͓͍ͯɺ現৬教һͳͲͷ社会ਓड͚ೖ
ΕΛՄͱ͢ΔͨΊன։੍ߨΛಋೖɺ現代ͷ教育্ͷ
ॾʹର͢Δྟচత࣮ફྗʹॏ͖Λஔ͍ͨ教育ڀݚ
Λ͍ߦɺ૯߹ྗɾԠ༻ྗΛ༗͢Δߴ৬ۀਓͱͯ͠ͷ教
һͷཆɺ࣮ફతͳ教育ऀڀݚͷཆɺࢦಋత教һͷཆ
ΛΊ͟͠·͢ɻ

मۀݶ
म࢜՝ఔ
　教育学ઐ̎߈ʢظཤमͷ߹̏ʙ̐ʣ

ֶҐのत༩
म࢜՝ఔमྃऀʹߖላؗେ学म࢜ʢ教育学ʣͷ学Ґ͕

त༩͞Ε·͢ɻ
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˔ 文学部
神道ɾ国文ɾ国史ɾコミュニケーションͷ̐学Պ͔Β

ͳΓɺʮ日本ͷ文ԽʯΛج本ʹɺ社会Ͱཱ࣮ͭ༻తͳྗ
Λ育Έ·͢ɻ͞Βʹ神৬ɾ教һɾਤॻؗ࢘ॻɾ࢘ॻ教་ɾ
തؗ学ܳһɾެೝ৺ཧࢣʢ学部ϓϩάϥϜͷΈʣɾೝఆ
৺ཧ࢜ͷ֨ࢿɾ໔ڐΛऔಘ͢Δ֤छ՝ఔΛઃஔ͍ͯ͠·͢ɻ
मۀݶ

神道ɾ国文ɾ国史ɾコミュニケーション
֤学Պʕʕ̐

˔ 教育学部
教育ΛΊ͙Δ社会͕ڥେ͖͘มԽͨ͜͠ͱͰɺΑΓ

ଟ༷ͰߴͳਓࡐΛཆ͢ΔͨΊʹ文学部教育学Պ͕վ
͞Εɺ教育学部教育学Պ͕ઃஔ͞Ε·ͨ͠ɻ教育՝ఔ
Βॳ教育͔࣍௨ՊɺઐՊ͔Βฤ͞Εɺ̎ڞ
コーεɺ༮ࣇ教育コーεɺอ݈ମ育コーεɺཧ教育コー
εͷ̐コーεʹ͔Εઐతʹ学श͍͖ͯ͠·͢ɻͦ͠
ͯɺ༮ஓԂɾখ学ߍɾத学ߍɾߴ学ߍɺ教་Ұछ໔ڐঢ়ɺ
อ育֨ࢿ࢜ͷऔಘ͕ՄͱͳΓ·͢ɻ
मۀݶ

教育学Պʕʕ̐

本ࣾ会学部ݱ ˔
Ӧֵ৽ʯܦ学ͷਫ਼神ͱେ学ͷඪΛ࣮現͢ΔͨΊʹɺʮݐ

ʮҬੜʯʮࢱల։ʯͱ͍͏̏ͭͷコーεΛ֩ͱͨ͠教
育Λͯͬߦɺ現代日本ͷॾʹओମతɺతʹରԠ
Ͱ͖Δ࣮ફྗͱଈԠྗΛཆ͍ɺ社会ͷ֤ྖҬʹ͓͍ͯϦー
μーͱͯ͠ݙߩͰ͖Δ෯͍৬ۀਓΛ育ͯΔ͜ͱΛࢦ
͍ͯ͠·͢ɻ

教育՝ఔڞ௨ՊͱઐՊ͔ΒΓɺ本学部ੜɺ
ઐՊʹؚ·Ε͍ͯΔʮૅجՊʯʮװجՊʯʮల։Պ
ʯʮൃలՊʯΛॱ࣍学ΜͰ͍͘தͰɺ্هͷ࢛ͷ
த͔ΒࣗΒ͕学ͼΛਂΊ͍ͨͱ͑ߟΔΛܾΊɺଔݚۀ
Λ·ͱΊɺब৬ઌΛબΜͰ͍͘͜ͱʹͳΓ·͢ɻڀ

ଞํͰɺʮ࣮शՊʯͷதʹ͋Δʮۀ࢈社会࣮शʯͰ৬
Λ͠ɺʮ道ʯɺʮྱ๏ʯɺʮʯͰ日本ͷ౷文ԽΛݧମۀ
ʹ͚ͭɺମ現Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

本学部ͰऔಘͰ͖Δ֨ࢿɺ社会ௐࠪ࢜ɺ社会࢜ࢱ
国Ոݧࢼड֨ࢿݧɺਫ਼神อ݈࢜ࢱ国Ոݧࢼड֨ࢿݧɺ
社会ࢱओࣄ༻֨ࢿɺମোऀ࢘ࢱ༻֨ࢿɺ
తোऀ࢘ࢱ༻֨ࢿɺࣇಐࢦಋһ༻֨ࢿͰ͢ɻ
मۀݶ

現代日本社会学Պʕʕ̐

˔ 神道学ઐ߈Պ

Ԋֵͱత

神道学ઐ߈Պɺ本学ݐ学ͷਫ਼神ʹ͖ͮجɺ学部学Պ
ͷૅجͷ্ʹ神道学Λ教त͠ɺͦͷڀݚΛࢦಋ͢Δ͜ͱΛ
తͱͯ͠ɺ֤ํ໘ͷ͍ڧཁʹΑΓত��ʹઃஔ͠
·ͨ͠ɻ日本ͷྺ史ɾ౷ͷ֩৺Ͱ͋Δ神道ͷɺߴͳઐ
త教育ؔػڀݚͰ͕͢ɺ神৬՝ఔΛ͓͖ɺকདྷࢦಋ神৬
ͱͳΔૉΛཆ͏͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ
मۀݶ

神道学ઐ߈Պʕʕ神道学ઐ߈ʕʕ̍
ɹɹ֨ࢿ

ઐ߈ՊΛमྃɺฒͼʹ神৬՝ఔʢઐ߈՝ఔᶗྨʣͷत
ݕݧࢼՊΛཤम͠ɺॴఆͷ୯ҐΛमಘͨ͠ऀʹɺແۀ
ఆʹΑΓ神社本ிΑΓਖ਼֊ͷ֊Ґ͕त༩͞Εɺ教育ؔػͰ
औಘͰ͖Δߴ࠷Ґʮ໌֊ʯͷऔಘ֨ࢿΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

˞େ学Ӄɾઐ߈Պʹؔ͢Δৄࡉɺh ཤमཁ߲ʱΛͯݟ
͍ͩ͘͞ɻ

ত��ʹڵ࠶ɾ։学ͨ͠本学ɺ神ߖٶላؗɾ神ٶ
ݚঝ͠ɺগਓ੍ʹΑΔ教育ܧ学ͷਫ਼神Λݐላؗେላͷߖ
Λ్ͱͯ͠ɺ文学部国文学Պɾ国史学Պͷ̎学Պ͔Βڀ
ൃ͠·ͨ͠ɻಉ��ʹ教育学Պɺಉ��ʹ神道学ՊΛ
ઃஔɻ͞Βʹฏ��݄̐ɺҬͷཁΛड໊͚ͯுࢢ
ʹ社会ࢱ学部Λ։ઃɺಉ��݄̐ʹɺ文学部ʹコミュ
ニケーション学ՊΛઃஔ͠·ͨ͠ɻฏ��݄̐ɺ教育
学部Λ։ઃɺ社会ࢱ学部社会ࢱ学Պʹ社会ࢱ学ઐ
ࢱΛઃஔɻฏ��݄̐ɺ社会߈学ઐࢱɺ͜Ͳ߈
学部Λվͯ͠ɺ現代日本社会学部ʹ現代日本社会学ՊΛ

ઃஔ͠·ͨ͠ɻ

ઐ　߈　Պ
 ╚ 神道学ઐ߈Պ

学　　　部
 ╚ 文学部　　　 ╚ 教育学部
本ࣾ会学部ݱ ╚ 
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ྉの֓ཁࢿ
ਤॻؗʹɺ��ສͷࢿྉ͕͋Γɺ֤学Պʹؔ࿈͢

ΔઐॻΛத৺ʹɺҰൠ教ཆॻஞߦץ࣍Λॴଂ͍ͯ͠
·͢ɻ͞Βʹಛผࢿྉͱͯ͠ɺࢥɾ神道ɾྺ史ɾ文学Λ
த৺ͱͨ͠ࢿྉɺதੈ͔Βۙੈͷݹ文ॻɺ本ډએɾ
৽Ҫനੴͱ͍ͬͨۙੈͷ国学ऀठ学ऀͷॻঢ়ࡾॏݝ
ࢿΛऩू͍ͯ͠·͢ɻ·ͨ国文学Δ文ਓͷؔ͢ʹ
ྉΛத৺ͱͨ͠ᖒᖞٱ文ݿɺྺ史ࢿྉΛத৺ͱͨ͠ٱอ
ాऩ文ݿɺ国ޠ学ɾޠݴ学Λத৺ͱͨ͠Ԭྑ࢛文ݿɺ
学ɺྺ史ؔͷ΄͔෯͍͔ΒͳΔ୩লޗ文ݿɾాத
文ݿɺத国ؔॻΛத৺ͱͨ͠େఉᡨ文ٴݿͼߖچላؗ
ॴଂͷࢿྉͱ͍ͬͨوॏͳࢿྉΛଟॴଂ͓ͯ͠Γɺలࣔ
ͳͲͰ࣮ʹͯ͠Β͏ػ会Λઃ͚͍ͯ·͢ɻ

Ұํɺߖላؗେ学σδλϧΞーΧΠϒɺߖላؗେ学
学ज़ϦϙδτϦΛ௨ͯ͡ɺ学֎͔Β本学ॴଂͷوॏࢿྉ
ɺڀݚɾ教育ՌΛ׆༻Ͱ͖ΔڥΛ͍͑ͯ·͢ɻ

ਤॻؗͷར༻ʹ͍ͭͯɺ1���ʙࢀ��রɻ

本ηンλーɺ神道ڀݚॴɺ史ྉฤࢊॴɺࠤه೦神
道തؗٴͼؗ史ฤۀࢊΛҰݩతʹӡӦ͢Δͱͱʹɺ
৽ͨͳڀݚϓϩδΣΫτΛਪਐ͠·͢ɻෟஔؔػڀݚʹ
͓͚Δશ学తͳܭڀݚըΛཱҊɺਪਐ͠ɺڀݚల։ٴͼ
Ռͷൃ৴Λ͍ߦ·͢ɻ社会͔Β本学ʹظ͞Ε͍ͯΔ৽ͨ
ͳڀݚ教育ػΛՌͨ͢ͱͱʹɺ͜ͷ͜ͱΛ௨ͯ͡本学
ͷݐ学ͷਫ਼神Λᮬ໌ɾ۩現Խ͠ɺͬͯͦΕΛকདྷʹΘ
ͳͷʹ͢Δ͜ͱΛ୲͍ͬͯ·͢ɻݻڧͯͬͨ

·ͨɺఆߦץظͱͯ͠ʰߖላؗେ学لཁ ɾɦh ላؗߖ
େ学ڀݚ։ൃਪਐηンλʵใ ɾɦh ։ൃਪڀݚላؗେ学ߖ
ਐηンλーلཁʱΛ͍ͯ͠ߦץ·͢ɻ

˔ 神道ڀݚ所
Ԋɹɹֵ

ত��݄̐ʹ文学部ෟଐͷڀݚॴͱͯ͠ઃஔ͞Εɺ
ಉ��݄̐ʹେ学ͷෟஔڀݚॴͱ֦͕ͯ͠ߏػେ͞Εͯ
ɻ͢·͍ͯͬࢸʹ日ࠓ
తٴͼۀࣄ

神道ɺ日本ͷ社会ɾ文Խͷͳ͔Ͱൃੜ͠ɺ͔͘ݹΒड
ਫ਼神ͷӦͨࠜ͟͠ʹڼ༗ͷ神৴ݻΕ͖ͯͨ日本ຽ͕ܧ͚
Έͱ͍͑·͢ɻݸผతͳफ教Ͱͳ͘ɺ·ͨภڱͳΠσ
ΦϩΪーͰ͋Γ·ͤΜɻͦΕ๛͔ͳྺ史ͱ౷ʹ育·
Εɺ༷ʑʹ࣮݁ɾ։Ֆͨ͠日本文Խͷ֩Λͳ͍ͯ͠·͢ɻ

代ʹ͓͍ͯɺ日本ͷ౷తͳ文Խͷ࣌Խࡍ日ͷ国ࠓ

ෟଐ図書館

։ൃਪਐηンλʔڀݚ
 ╚ 神道ڀݚ所　　　　 ╚ ࢙ྉฤࢊ所
 ╚ 佐川記念 神道博物館　╚ 館࢙ฤۀࢊ

ؔ৺͕͔ͨ·Γͭͭ͋Γ·͢ɻͦͷ֩ʹ͋Δ神道Λάϩー
όϧͳࢹ͔Βݕ࠶౼͠ɺͦͷ本࣭Λਂ͘͢ڀݚΔ͜ͱ
ɺ国ࡍԽ͔ΒͷཁʹԠ͑Δ͔ΓͰͳ͘ɺ͋Βͨͳ
Λங͘ૅج৽͍͠文ԽΛ͢ΔͨΊͷ͔ͯͬʹ代࣌
͜ͱʹଞͳΓ·ͤΜɻ

本学ҏͷʹ͓͚Δ学ͷ౷Λܧঝཱͯ͠͞
ΕͯҎདྷɺ神道ͷ学తڀݚΛ໋ͱ͖ͯ͠·ͨ͠ɻ本ݚ
ͷҰͷॆ࣮ΛΊ͟͠ɺ֎ͷཁڀݚॴɺ͜ͷ神道ڀ
ʹԠ͑ΔͨΊઃ͞Ε·ͨ͠ɻ

͜ΕʹΑΓɺ神道ʹؔ͢Δߴͷ׆ڀݚಈɾऀڀݚͷ
育ɾڀݚՌͷެදɾ֎ͷؔػڀݚͱͷ学ज़ަྲྀΛ
ͬͯࢩքͷൃలدʹོڵ༩͢Δ͜ͱΛతͱ͠ɺҎԼͷ
ɻ͢·͍ͯͬߦΛۀࣄ

ʢ̍ʣ神道ʹؔ͢Δௐࠪڀݚ
本学͕神৬ཆؔػͱཱͯ͠͞Εͨྺ史ͷྲྀΕ

ΛټΈɺ神道ʹؔ͢Δߴͳ学ज़ڀݚΛ͍ͯͬߦ·
͢ɻͦͷ׆ಈʮ૯߹ڀݚʯͱʮ部ผڀݚʯʹେ
ผ͞Εɺ૯߹ڀݚࡇࣨߖɾ神ࡇٶͷ̎ͭɺ部
ผڀݚ神道ࢥɺࡇɺ神道史ɺफ教ɾຽଏɺ
文学ɾܳज़ͷ̑ͭΛ͍ͯ͛ܝ·͢ɻ

ʢ̎ʣڀݚՌͷൃදɺߦץ
ʤ୯ߦॻʥh େঐࡇͷڀݚ ʢɦߖላؗେ学ग़൛部ɺত

��ʣɺh ଓେঐࡇͷڀݚ ʢɦߖላؗେ学ग़൛部ɺฏ
ݩʣɺh ّࡇᩇமᬶ ّࣜ ᪙ᜂେঐ܇ ʢɦࢥ文ֳ
ग़൛ɺฏ��ʣ

ʤ神道書ץʥҰʰ神ٶ文ݿॴଂਨՃ神道٦Ո神道
ॻؔ ʢɦত��ʣɺೋʰլໜผཕ神社ࡾख
文ࠓݿҪؓࣅॻ੶ไೲ ʢɦত��ʣɺࡾʰԬ
ా൬ᜊɾ൫ࢠଂॻ ʢɦত��ʣɺ࢛ʰԬ
部य़ฏஶड़ ࣨݎஶॻҰཡ ʢɦত��ʣɺhޒ ୩
ਇࢁɾ֞कɾᚸைࡾ代ଂॻʰਇࢁॻʱɦʢฏ
ݩʣɺʰྛ࡚文ݿɾ᳸ᜱ神社 ଜҪݹቫไೲॻ
ʢ্ʣɦʢฏ̒ʣɺh ྛ࡚文ݿɾ᳸ᜱ神社 
ଜҪݹቫไೲॻʢதʣɦʢฏ̓ʣɺh ྛ࡚
文ݿɾ᳸ᜱ神社 ଜҪݹቫไೲॻʢԼҰʣɦ

ʢฏ��ʣɺh ྛ࡚文ݿɾ᳸ה神社 ଜҪݹቫ
ไೲॻʢԼೋʣɦ ʢฏ��ʣɺࣣʰࢁ文
ॻɾ֞कɾᚸைؔࢁ୩ਇ ݿ ʢɦฏ��ʣ
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所ࢊྉฤ࢙ ˔
Ԋɹɹֵ

ত��݄̎ʹ国史学Պෟઃͷؔػڀݚͱͯ͠ൃͨ͠
史ྉฤࣨࢊΛମʹɺಉ��݄̐େ学ෟஔڀݚॴʮ史ྉฤ
ɻ͢·͍ͯͬࢸʹ日ࠓඋ֦ॆ͞ΕͯߏػॴʯͱͳΓɺࢊ
ɹɹత

本ฤࢊॴɺ本学ݐ学ͷਫ਼神ʹଇΓɺΘ͕国ͷྺ史ͱ
文ԽΛ͢໌ڀΔͨΊɺ͜Εʹඞཁͳ史ྉͷहूɺٴڀݚͼ
ฤࢊΛ͍ߦɺ学քͷൃలدʹོڵ༩͢Δ͜ͱΛతͱͯ͠
͍·͢ɻ
ۀɹɹࣄ

現ࡏɺઐॴһɾڞಉڀݚһͰɺҎԼͷۀࣄΛͯͬߦ
͍·͢ɻ
ʢ�ʣ史ྉͷहूɾฤࢊ
ΛਐΊ͍ͯ·͢ɻۀࣄࢊฤڀݚͷ̐部Ͱɺ史ྉͷ࣍　

 ˔ ୈ̍部国史ฤ史ྉʕ国史ʹ͞هΕͨظ࣌ͷ
࡞文ॻͳͲΛཏతʹूͨ͠ฤ史ྉूͷه
ɻ

 ˔ ୈ̎部神ٶ史ྉʢ神ٶ史ྉͷฤࢊʣʕ神ٶʹؔ͢
Δະެ։ɾະߦץ史ྉͷௐࠪहूΛͯ͠ɺh 神ٶ
ɻࢊྉʱͳͲͷฤࢿࢣޚ

 ˔ ୈ̏部໌࣏史ྉʢ߳Ո文ॻͷཧฤࢊʣʕ໌࣏
தͰॏ͖Λͳͨ߳͠ٶେͳͲͱͯ͠ٶߖʹظ
ؔࡾܟ史ྉʢ̎ສ̑ઍʣͷཧฤࢊɻ

 ˔ ୈ̐部ࢿݹߟྉʢླහ༤ࢯҨچߘଂࢿྉͷཧ
ฤࢊʣʕࡾॏݝԼͷݹߟ学ൃలʹେ͖ͨ͘͠ݙߩ
ླහ༤ࢯͷҨچߘଂࢿྉʢ̏ສʣͷཧฤࢊɻ

ʢ̎ʣڀݚɾฤࢊՌͷൃදٴͼߦץ
Ռʕhڀݚ ˔  ཁʱل։ൃਪਐηンλーڀݚላؗେ学ߖ

Ͱൃද
 ˔ ฤࢊਤॻʕh ᠃日本ل史ྉ શɦר��ɺh神ࢿࢣޚٶྉʱ

ୈ̍ʙ̕ाɺh ߳ࡾܟཤྺ史ྉǿɺh ླහ༤ࢯҨ
ྉʱਖ਼ɾଓฤɺhࢿଂچߘ ࡧฤلิڢެ
Ҿʕࣗ文ఱݩߖࢸԆྐྵेʕǿɺh ౦େࣉཁ
ฤࡧҾǿɺh ཱेपه೦ߖላؗେላ史ྉฤࢊ
ॴूǿɺh 神ߖٶላؗٴͼ神ߖٶላؗେላൃࡶߦ
ॴऩͷ学ज़文ǿɺhྨࢽ ૿ิ౧֞༿ʕෑా
文ॻʕǿɺhͼؔٴ؆ॻ࣏ Ո文ॻʕ本ʮ
ܥਤɾେ༑ܥਤʯ΄͔ʱ΄͔ɻ

ʢ̏ʣެ։ߨԋ会ʢ̍ʙ̎ճʣɾެ։࠲ߨʢ݄̕Լ०ɺ
学֎ͷํʑΛରʣɾݹ文ॻΛಡ͏ʢ̑ճʣɾ
史ྉలʢॴଂɾدୗࢿྉͷల؍ʣͷ։࠵ɻ

ʢ̐ʣ֎ͷؔػڀݚͱͷަྲྀٴͼڀݚੜͷड͚ೖΕ

ʤ神道ࢿྉץʥҰʰↄᷫේၚᅷه ʢɦত��ʣɺ
ೋʰଠ神هܮࢀٶ  ɦʢฏ̎ʣɺࡾʰॅ٢େ神ॕٶ
ࢺ  ɦʢฏ̏ʣɺ ࢛ʰ代܇߂ະެץ史ྉू ʢɦฏ
̑ʣɺޒʰޚቭਗ਼ະެࢿץྉूʕ神ٶ神ߟࣄ
ᨽरҨʕ ʢɦฏ̔ʣɺʰ٢神道ؔ史ྉ 
ܰൡࡈ౻Ո文ॻ ʢɦฏ̕ʣɺࣣʰࠤʑߝ߂
ේʕນɾҡ৽ظՎ学国学ऀͷ日هʕʢ্ʣɦʢฏ
��ʣɾh Վ学ظේʕນɾҡ৽ߝ߂ʑࠤ
国学ऀͷ日هʕʢதʣɦʢฏ��ʣɾh ߝ߂ʑࠤ
ේʕນɾҡ৽ظՎ学国学ऀͷ日هʕʢԼʣɦʢฏ
��
ɺീʰ৽ߍ 本ே݄ྩ ʢɦฏ��ʣɺʰླ
ॏӁߦل文ूʢҰʣɦʢฏ��ʣɺh ླॏӁل
文ߦ ʢूೋʣɦʢฏ��ʣɺhླॏӁߦل文 ʢूࡾʣɦ

ʢฏ��ʣɺhླॏӁߦل文 ʢू࢛ʣɦʢฏ��ʣɺ
ेʰ日本ॻݟࢲلฉ ʢɦฏ��ʣɺेҰʰ神܊ࡾ
神社هܮࢀ ʢɦฏ��ʣɺेೋʰԔాकએະެץ
ྉूࢿ ʢɦฏ��ʣɺेࡾʰਨՃ神道ະެࢿץྉ
ʢूҰʣɦʢฏ��ʣɾh ਨՃ神道ະެࢿץྉ ʢूೋʣɦ

ʢฏ��ʣɺे࢛ʰখٱूߦلʢҰʣɦʢฏ
��ʣɾh খٱूߦلʢೋʣɦʢฏ��ʣɺh খ
ٱूߦلʢࡾʣɦʢฏ��ʣɾh খٱߦل
ूʢ࢛ʣɦʢฏ��ʣɺेޒʰ୩ਇࢁɾ֞ कࢿྉूʱ

ʢฏ��ʣɺे h দాઇᐬڷࡏ日ه ʢɦྩ̎ʣɺ
ेࣣʰᓊӄه　্ ʢɦྩ̏ʣɾh ᓊӄه　த ʢɦྩ
̑ʣɺेീʰ٦Ո神道ະެࢿץྉूҰ ʢɦྩ
̐ʣɺेʰ٢ా神道ະެࢿץྉू　Ұʱ

ʤͦのଞのץ行物ʥh ։ൃਪਐηンλーڀݚላؗେ学ߖ
神道ڀݚॴॴใ ʢɦত��ʹ͠ץɺୈ��߸Ͱ
ऴץʣɾh ݚ։ൃਪਐηンλー神道ڀݚላؗେ学ߖ
ཁلॴڀ ʢɦত��ʹ͠ץɺୈ��ाͰऴץʣ

ʢ̏ʣߨԋ会ɾシンϙδϜͳͲͷ։࠵
　ެ։学ज़ߨԋ会ެ։学ज़シンϙδϜͳͲ։࠵
͍ͯ͠·͢ɻ

ʢ̐ʣ֎ͷ͓ؔػڀݚΑͼऀڀݚͱͷަྲྀɺࢿྉͷऩू
ʢ̑ʣ神道ࢥͷීٴɺൃܒ

ར༻Ҋ
ʢ̍ʣॴɿࠤه೦神道തؗ
ʢ̎ʣਤॻɾࢿྉͷӾཡɿࣄࣨʹ͓ਃ͠ग़͍ͩ͘͞ɻ

ͨͩ͠ɺ史ɾࢿྉͷӾཡࣄલਃ͕ඞཁͰ͢ɻ
 ˔ Ӿཡؒ࣌　ฏ日 ࣌���ʙ࣌����

��࣌����ʙ࣌��
༵ ࣌���ʙ࣌����

ʢ̏ʣਤॻɾࢿྉʹ͍ͭͯɺ神道ؔͷਤॻɾࢽࡶɾ
ͼٴྉΛத৺ͱͯ͠ɺͦͷଞؔ࿈ॾ学ͷྖҬʹࢿ
·͢ɻ·ͨɺେ神ࢊྨࣄނٶɾ社ࣉऔௐྨࢊɾ神社
৽ใɾத֎日ใɾࡾॏ史ஊ会会ใͷϚΠΫϩϑΟ
ϧϜΛ༗͍ͯ͠·͢ɻ·ͨಛ৭͋Δͷͱͯ͠ɺԬ
ాถدࢯଃਤॻࢿྉʢ神ٶɾ神社ɾ神道ࢥؔʣɺ
༄Ոدଃਤॻʢ神ٶɾ神道ؔʣɺాݪහ໌ઌੜچଂ
ຖ文社文ݿʢ神ٶɾ神社ɾ神道ɾफ教֎国ޠ文ݙʣ
͕͋Γ·͢ɻ
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ར༻Ҋ
ʢ̍ʣॴɿ̏߸ؗ̐֊
ʢ̎ʣਤॻɾࢿྉͷӾཡɿಛʹਃ͠ग़͕͋ͬͨ߹ʹڐ

Մ͠·͢ɻ
 ˔ Ӿཡؒ࣌　ฏ日 ࣌���ʙ࣌����

��࣌����ʙ࣌��
༵ ࣌���ʙ࣌����

ʢ̏ʣਤॻɾࢿྉʹ͍ͭͯ国史学ؔͷਤॻɾࢿྉɾ
ௐࠪใࠂॻɾ学ज़ࢽࡶΛத৺ʹɺ̎ສ̏ઍɺ͜
ͷଞɺ国史ྩ֨ࣜͷࣸݹ本ͷࣸਅ൛ٴͼϚΠ
ΫϩϑΟϧϜɺࢣޚٶ֎چౡޚԘমେ文ॻɺ
Ո文ॻʢ๛ਉल٢गҹঢ়΄͔தੈʙۙ代文ॻʣɺ
Ԭچࢯྑ࢛ଂ文ॻʢࢤຎ国ؔੈۙ文ॻʣɺੴଜ٢ำ
ଂچߘҨࢯయ੶ྨʣɺླහ༤ྉʢ神ٚؔࢿଂچࢯ
ਤॻʣΛॴ学ؔݹߟଂਤॻʢچࢯେࠤྉɺࢿ
ଂ͍ͯ͠·͢ɻدୗआ༻ͷͷʹɺෑాՈ文ॻ͕͋
Γ·͢ɻ

˔ 佐川記念 神道博物館
Ԋɹɹֵ

େ学ෟଐͷതؗͱͯ͠ฏݩ݄̐̍日ʹൃ͠·
ͨ͠ɻ

ͦͷޙɺ։ؗͷͨΊͷ४උΛͯɺಉ̐��݄��日։
ؗ͠ɺ��݄̍日ΑΓҰൠʹແྉͰެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ɹɹత

തؗɺݐ学ͷਫ਼神ʹͷͬͱΓɺ日本文Խͷ֩ͱ
ͯ͠ͷ神道Λج൫ͱͨ͠ྺ史ɾ౷ɾ文ԽΛਖ਼͘͠ཧղ͠ɺ
ͦͷൃలͱܧঝʹ͢ࢿΔ͜ͱͱಉ࣌ʹɺതؗ学ܳһ՝ఔ
ͷ࣮ૅجशͷ֨ࢿऔಘΛ͢ࢦ学ੜͷ࣮ફత教育ͷ
ͱͯ͠ར༻͞ΕΔ͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

ۀɹɹࣄ
ɻ͢·͍ͯͬߦΛۀࣄͷهతΛୡ͢ΔͨΊɺԼه্

ʢ̍ʣࢿྉͷऩूٴͼอ
ಛघ神ܕɺ神道ؔࢿྉɺڷࢿྉɺզ͕国

ͷඒज़ɾݹߟɾྺ史ɾຽଏʹؔ͢Δࢿྉͷऩू
ͼอΛ͍ͯ͠·͢ɻٴ

ʢ̎ʣࢿྉͷௐࠪฒͼʹڀݚ
ॴଂࢿྉͷௐࠪٴͼपลॾͷڀݚΛਪਐ͠

͍ͯ·͢ɻ

ʢ̏ʣలࣔ
ॴଂࢿྉΛɺಛघ神ɾ神道ͱ神社ɾ神社ͷࡇ

ʢ·ͭΓʣɾڷʢᖛ文ฏहूࢿݹߟྉɾҏઍଋ
Վࢿبྉʣɺʹै͍ల͍ࣔͯ͠·͢ɻ

ʢ̐ʣ本学学ܳһ՝ఔʹؔΘΔඞཁ՝ͷఏڙ
本学തؗ学ܳһ՝ఔ学ੜͷͨΊͷ࣮श教育ͷ

ͱͯ͠ɺ̏࣍ੜओʹ࣮ૅجशΛɺ̐࣍ੜʹ
शΛԠ༻֤ͨ͠छ࣮शͷͱͯ͠ར༻͞Ε࣮ૅج
͍ͯ·͢ɻ

ʢ̑ʣൃܒɾීٴ
Ұൠͷਓʑऀڀݚɺଞͷതؗɾࢪڀݚઃͱ

ͷަྲྀɺ神道ʹ͍ͭͯͷൃܒɺॴଂࢿྉͱؔॾՊ
学ͷීٴͷͨΊҹͷߦץΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ·ͨɺ
教ཆ࠲ߨʢ̐ճ։࠵ʣɾՆٳΈࢠ教ࣨʢՆٳΈظ
ؒத̎ճʣʢ͍ͣΕͷ࠲ߨࢀՃඅແྉʣ։ߨ
͍ͯ͠·͢ɻ

ར༻Ҋ
ʢ̍ʣ։ؗؒ࣌

ฏ　日　࣌̕��ʙ࣌����
ͨͩ͠ɺೖؗ࣌��·Ͱ
༵日　࣌̕��ʙ࣌����
ͨͩ͠ɺೖؗ࣌��·Ͱ

ʢ̎ʣؗٳ日
日༵日ɺ国ຽͷॕ日ʢतࢪ࣮ۀ日։ؗʣɺ࢝ɺ

ཱه೦日ʢ݄̐��日ʣɺେ学ۀٳ日ɺ͕ؗಛʹඞ
ཁͱೝΊͨ日ʢྟؗٳ࣌日ʣ

ʢ̏ʣݟ学ͷํ๏
˔ തؗࣄࣨΧンλーલʹஔ͔Ε͍ͯΔೖؗऀ໊

ʹɺ໊ࢯɾ学ɾ学Պ໊Λهೖͷ͏͑ɺࣗ༝ʹ
ॏوଳͷՙܞɺ࣌学͍ͯͩ͘͠͞ɻ͜ͷݟ
Ҏ֎ϩοΧーʹೖΕ͍ͯͩ͘͞ɻʢݪଇͱͯ͠లࣔ
ࣨʹՙΛࠐͪ࣋·ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻʣ

खࠐͼਤॻͷӾཡɺॴఆͷਃٴཡ؍ྉͷಛผࢿ ˔
ଓ͖͕ඞཁͰ͢ɻرͷ学ੜɺതؗࣄࣨʹ
ਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞ɻ
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ʱٶͷࣜભٶላؗେ学ฤʰ神ߖ
ላؗେ学神道തؗรʰଓ日本ͷ神ʑʱߖ

ʰଓʑ日本ͷ神ʑʱ
ాத　ஶʰྺ史ͱ౷ʱ
୩　লޗஶʰ神ΛࡇΔʱ
୩　লޗஶʰ神৬ͷཱʱ
ҡ৽ʱ࣏ͱ໌ߖ本݈Ұஶʰఱࡕ
ʱڀݚͷࡇॴฤʰଓେঐڀݚላؗେ学神道ߖ
ຎΛา͘ʱࢤላؗେ学ฤʰҏߖ
ѵஶʰ໌࣏ҡ৽ͱ౦༸ͷղ์ʱ
Ԭྑ࢛ஶʰ෮ੈۙࠁ国学ऀͷڀݚʱ
య੶ʱݹͱڀݚ代史ݹஶʰߦඒܫ
ໂᜌ　ਔஶʰେঐɾભٶͱͳΔͷʱ
ᓎҪউ೭ਐஶʰҏͷࣜભٶཧ༝ʵͦͷ༝དྷͱཧ༝ʵʱ
ᓎҪউ೭ਐஶʰҏͷࣜભٶཧ༝Ұॾࡇŋࣄߦʵʱ
αーϏεʱࢱ৫ͱۀاஶʰ日本ͷ࢚ਖ਼ݪּ
神ߖٶላؗ神道ላ။ฤʰ神࿏ʱ
ହஶʮ文ԽͷਂԽͱҬͷֵ৽ʯٶ
ਂਖ਼തஶ ʮh文Խͱڥʯͷ教育ʱ
ਂӳढ़ஶʰब׆ରࡦ　学ૅجԋशʱ
୩　লޗஶʰ教育ͱ教ࢣʱ
നࢁ๕ଠஶʰ神道学ݪʱ
ਖ਼ከஶʰ日本ྱ๏　ংઆʱ࡚ؠ
ͱ࣮ફʱૅجฤஶʰ社会ௐࠪͷࢠګŋ౻Ҫ܆　ࠜؔ
୩໌لஶ ʮh๏՚ࢁܦՈ本ʯʹͦͷಡᨙ๏Λ୳Δʱ
　ংઆʱࡦਖ਼ከஶʰ文Խ࡚ؠ
ԕ౻　࢘༁ʰφνュϥϧɾϥΠτͱྺ史ʱ
খଙ߁ฏஶʰ教育ํ๏学ー学श՝Ͱ学Ϳーʱ
日ӳൺֱ文Խڀݚ会ฤ　ాٱ代༁ʰ౦ւ道ϩーυʱ
େฏయஶʰߖላؗ史ʱ
ஶhࢠ本ஐࢁ ーʱ؍ମෆࣗ༝教育ͷมભーতɾฏͷରࢶ
Ճໜਖ਼యஶʰ࣌ށߐ代ͷ神ٶͱேఊʱ
ງࢸಙࢿྉڀݚ会ฤ 代ද ాٱ代ʰງࢸಙؔ文ॻʱ
Ԭ༑ஶʰதੈҏ神ٶͷ৴ڼͱ社会ʱ
๛ॅ　ஶʰ͜ΕӳޠͰԿͱ͏ݴͷʁ ɦͷճΓͷϞϊɾコτӳޠখࣙయ
ٶҰຽฤʰهࣄݹ　मగ൛ʢ෮ࠁ൛ʣɦ
ঝͷّྱʱܧҐߖਅਓஶʰࠤ

学ੜͷํ૭ޱʹͯ�ׂҾͰൢച͠·͢ɻ

本学Ͱত����݄Ҏདྷɺग़൛部Λઃ͚ͯɺ学ज़ਤ
ॻɾܒਤॻɾ教ՊॻɾߟࢀॻͷߦץΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

͍ͣΕͷߦץ学քͳͲʹ͓͍ͯେ͖ͳΛड͚
େͷཧ༝࠷ͷظɺ֤քͷͱ͕͢·͍ͯͬࢸʹ日ࠓͯ
ɺ学ज़ॻɾܒॻͷผͳ͘ɺݐ学ͷਫ਼神Λࠜఈʹ͍ͯ͠
Δ͔ΒͰ͢ɻ

ͦͷಛ৭ɺ学ք࠷৽ͷڀݚՌΛͰ͖Δ͚ͩެฏʹ
ͱΓ͍Εɺಁపͨ͠史؍Ͱهड़͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻண࣮໖ີ
ͳ文ূߟݙͷ্ʹΈཱͯΒΕ͍ͯΔ͜ͱɻ౷Λਫ਼ີʹ
۷ΓԼ͛ͭͭɺ現代తͳࢹ͍ͱਗ਼৽ͳํ๏Ͱঀड़͞Ε
͍ͯΔ͜ͱɻ国ͷਫ਼神ڵ࠶ͷͨΊɺ৺݂Λ͍ͦͦͰࣥච
͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰ͢ɻ

ྉूɺࢿΕͨͷɺ学ज़ॻɺ文ूɺ͞ߦץʹ日·Ͱࠓ
Δ݄ྫ͍ͯ͠࠵͓ͬͯΓɺຖ։ʹذҾɺɺଟࡧ
文Խ࠲ߨͷߨԋΛߨͨ͠ʹݩԋॻ���༨Γߦץ
͍ͯ͠·͢ɻ
● h ࣜࣾௐࠪใࠂʱશר��ʢ文部লग़൛ॿਤॻʣ

ࣜ社ڀݚ会ʢ໊༪会୍࣍ɾ会ాதʣฤ
�ʱɺࠂΑΔʰࣜ社ௐࠪใʹࢊ���社ʹٴͿશ国ʹ
͢࠲Δࣜ社ͷॴࡏɾࡇ神ɾ༝ॹɾ社ɾ現ঢ়ʹͭ
͍ͯଟͷ学ऀΛಈһͯ͠ɺ૯߹తʹௐࠪͨ͠ڀݚҰେ
ूͰɺh ಛબ神໊ʱΛང͔ʹ͙྇༰Ͱɺ神社ք
ͱΑΓɺ͘ಡॻਓʹɺ͍ߴධՁΛಘ͍ͯ·͢ɻ

● h ᠃ຊ࢙لྉʱશר��
ʢ本学ཱ���पɾڵ࠶��पه೦ۀࣄʣ
日本史学ͷ্ʹʰେ日本史ྉʱͷͭॏཁͳҙٛͱ

ׂΛɺଓ日本لॴऩ࣌代ʹ͓͍ͯՌͨ͢͜ͱΛΊ͟
͍ͯ͠·͢ɻ

ଓ日本لΛج本史ྉͱͯ͠ɺͦͷॴऩ代ʹͨΔ文
ఱݩߖ͔ΒఱߖԆྺे·Ͱ代ޒेؒ
ͷؔॾ史ྉΛू͠ɺฤతʹཧฤ͠ࢊ·ͨ͠ɻ

● ग़൛ਤॻʢঞʣ
େ学ެࣜϗーϜϖーδʹͯɺग़൛部ߦץॻ੶ɾߨԋ

ॻΛ͓ͯ͠ࡌܝΓ·͢ɻ͝رͷॻ੶͕͋Γ·ͨ͠Βɺه
೦ߨಊେ学本部ग़൛部Ͱൢച͓ͯ͠Γ·͢ͷͰ͓͍
߹ΘͤԼ͍͞ɻ

ॴฤࢊላؗେ学史ྉฤߖ
ʰ神ࢿࢣޚٶྉ̍ʙ��ʱ
ฏઘ　ஶʰ൵ܶॎʱ

ʰগ日本史ʱ
ాத　ஶʰߖ国史؍ͷରܾʱ
神ٶݦߖۈজ会

ʰݐͷதڵͱ神ٶͷߖۈʱ
ʱڀݚͷࢥᆹஉஶʰ৽Ҫനੴͷ学ٱߥ

皇學館大学出൛部
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తٴͼۀࣄ
教育։ൃηンλーɺ本学ͷ教育׆ಈΛॆ࣮ɺൃల͞

ͤΔͨΊɺશ学ͷ教育シεςϜΛاըɾ։ൃ͢Δͱͱʹɺ
教育׆ಈͱͦͷܧଓతͳվળྗΛࢧԉ͢Δ͜ͱΛ׆ಈ
ͷతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

৫
教育։ൃηンλーɺ্هͷతΛୡ͢ΔͨΊɺҎ

Լͷ̍�ʙ̐�ͷ৫Λஔ͍͍ͯ·͢ɻ

１ɽڭҭاըࣨ
教育اըࣨɺߖላؗେ学͕࣮͢ࢪΔ教育׆ಈΛॆ࣮ɺ

ൃలͤ͞ΔͨΊɺશ学ͷ教育シεςϜͷاըɾ։ൃΛ͏ߦ
͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

教育اըࣨͰɺ࣍ͷۀΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ
ʢ̍ʣ本学ͷ教育ྗΛ্ͤ͞ΔͨΊͷ教育シεςϜͷ

ըɾ։ൃا
ʢ̎ʣશ学部ڞ௨Պͷاըɾ։ൃٴͼͦͷӡӦ
ʢ̏ʣɾ学部ԣஅΧϦΩュϥϜͷاըɾ։ൃ
ʢ̐ʣ෭ઐ߈ͷاըɾ։ൃ
ʢ̑ʣ学मՌͷՄࢹԽͷڀݚɾ։ൃ
ʢ̒ʣΠンεςΟςューショφϧɾϦαーνʢҎԼʮ̞

̧ʯͱ͍͏ɻʣࣨͱͷڠಇʹΑΔ教学̧̞ʹؔ͢
Δௐࠪɾੳ

̎ɽֶशࢧԉࣨ
学शࢧԉࣨɺߖላؗେ学͕࣮͢ࢪΔ教育׆ಈʹ͓͚

Δ学श࣮ଶͷΞηεϝンτʹͮ͘جओମతͳ学शɺ教育࣮
ફͷϚωδϝンτʹؔ͢Δࢧԉٴͼ学शڥͷඋΛߦ
͏͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

学शࢧԉࣨͰɺ࣍ͷۀΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ
ʢ̍ʣ学श૬ஊ
ʢ̎ʣシϥόεͷӡ༻ʹؔ͢Δ͜ͱ
ʢ̏ʣେ学̧̞コンιーシΞϜௐࠪɺतۀධՁΞンケー

τͷ࣮ࢪ
ʢ̐ʣϓϨーεϝンτςετʹؔ͢Δ͜ͱ
ʢ̑ʣ̞̘̩Λ׆༻ͨ͠教育ʹؔ͢Δ͜ͱ
ʢ̒ʣ学मͷهɺϙーτϑΥϦΦΛ׆༻ͨ͠教育シ

εςϜͷӡ༻
ʢ̓ʣ日本ޠද現ɾ日本ޠ教育ʹؔ͢Δ͜ͱ

̏ɽҬ՝ֶमࢧԉࣨ
Ҭ՝学मࢧԉࣨɺߖላؗେ学͕࣮͢ࢪΔʢʣ

ͷڌʹΔۀࣄʹ͓͍ͯɺʮҏࢤຎఆॅཱࣗڞݍੜ学ʯ
教育ϓϩάϥϜΛ௨ͯ͡ɺ࣋ଓՄͰ͋ྗ׆ΔҬͷܗ

教育։ൃηンλʔ
ܞମͱ࿈࣏ͷ育ʹऔΓΉͱͱʹɺࣗࡐΔਓ͢ࢿʹ
ͯ͠ଟ༷ͳਓྲྀަࡐΛଅਐ͢ΔʢコミュニςΟɾϥーニ
ンάɾϥϘʣΛܗ͠ɺରϫーΫショοϓΛ௨ͯ͠ߦ
͏ɺҬͷ՝ղܾʹ͚ͨ学मʹؔ͢ΔࢧԉΛ͜͏ߦͱ
Λతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

Ҭ՝学मࢧԉࣨͰɺ࣍ͷۀΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ
ʢ̍ʣʮҏࢤຎఆॅཱࣗڞݍੜ学ʯ教育ϓϩάϥϜͷ

Δ͜ͱؔ͢ʹࢪ࣮
ʢ̎ʣコミュニςΟɾϥーニンάɾϥϘʹؔ͢Δ͜ͱ
ʢ̏ʣҬ՝学मʹؔ͢Δ教育ͷϚωδϝンτٴͼ学

मऀͷࢧԉʹؔ͢Δ͜ͱ
ʢ̐ʣʮҏࢤຎఆॅཱࣗڞݍੜ学ʯ教育ϓϩάϥϜϗー

Ϝϖーδٴͼ学मϓϥοτϑΥーϜͷコンςンπ
ͼཧɾӡӦʹؔ͢Δ͜ͱٴ࡞

ʢ̑ʣʮҏࢤຎఆॅཱࣗڞݍੜ学ʯӡӦ会ٞʹؔ͢Δ
͜ͱ

ʢ̒ʣͦͷଞҬ՝学मࢧԉࣨͷతΛୡ͢ΔͨΊ
ʹඞཁͳۀ

̐ɽϑΝΧϧςΟɾσΟϕロοϓϝϯτɾελοϑɾσΟ
ロοϓϝϯτࣨʢҎԼʮ̛̙ɾ̨̙ࣨʯͱい͏ɻʣ

̛ ɾ̨̙ ̙ࣨɺߖላؗେ学͕࣮͢ࢪΔ教育׆ಈΛॆ࣮ɺ
ൃలͤ͞ΔͨΊɺ̛̙ٴͼ̨̙ʹؔ͢Δํࡦͷاըɾݕ౼
ʹΑΓɺ֤学部ɺ部ہʹ͓͚Δ৫తͳऔΛࢧԉ͢Δ
͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

̛̙ɾ̨̙ࣨͰɺ࣍ͷۀΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ
ʢ̍ʣ教育༰ɾํ๏Λվળ͢ΔͨΊͷاըͱɺ教৬һ

ͷݚमࢧԉ
ʢ̎ʣ教育׆ಈͷՌʢςΟーνンάɾϙーτϑΥϦΦʣ

ͱͦͷධՁମ੍ͷཧɾӡӦ

̡̡̘ʢ$PNNVOJUZ -FBSOJOH -BCPʣ׆ಈ

教育։ൃηンλーͰҬ՝学मࢧԉࣨΛத৺ʹɺ
本学学ੜ͕Ҭ՝ʹ͍ͭͯ学Ϳ教育ϓϩάϥϜͰ͋
Δ$--׆ಈΛࢧԉ͍ͯ͠·͢ɻ$--׆ಈ֤ࣗઃఆ͠
ͨҏࢤຎݍҬʢ̏̑ࢢொʣΛ͡Ίͱ͢ΔࡾॏݝΛ
ϑΟーϧυͱ͠ɺҬͷ՝ʹऔΓΉͷͰ͢ɻ
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大学（皇學館大学学則）
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第１章　総　則
　（目　的）
第１条　皇學館大学（以下「本学」というŇ）は、わが国

ຽのྺ࢙と伝統とにͮجくจ化を究明し、༸の౦に
通ずるಓ義の確立を図り、国Ѫのਫ਼ਆを教育ഓཆする
とともに、社会有為の人ࡐを育成することを使໋とす
る。

　（自己点検及び評価）
第２条　本学は、教育研究のਫ準の向上を図り、前条の目

的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら
点検及び評価を行う。

̎　前項の点検項目及び実施体੍については、皇學館大学
自己点検・評価規ఔ及び皇學館大学࣭保証・࣭向上委員
会規ఔに定める。

　（学部及び学科等）
第３条　本学に、จ学部、教育学部及び現日本社会学部

を置く。
̎　จ学部に、ਆಓ学科・国จ学科・国࢙学科・コミュχ

ケーション学科の̐学科を置く。
３　教育学部に教育学科を置く。
̐　現日本社会学部に現日本社会学科を置く。
　（教育研究上の目的）
第３条の２　各学部各学科の教育研究上の目的は、࣍のと

おりとする。

学　　෦ ڭ ҭ ݚ ڀ ্ ͷ  త

文

　
　
　学

　
　
　෦

ຊ学෦はɺຊจԽΛਫ਼֬にڀ明͠ɺ͜ΕΛܧঝ・ൃలͤ͞
Δͱͱにੈ͘քにൃ৴͠ɺಉ࣌にɺকདྷΛల͢Δࣝݟ
ͱ生֔にΘͨͬͯ学ͼଓ͚Δ࢟Λ༗͠ɺݱࣾձͷॾ՝
にੵۃతにରॲ͠Α͏ͱ͢Δཱࣗͨ͠人ࡐΛҭ͢Δɻ

学Պ ڭ ҭ ݚ ڀ ্ ͷ  త

神
道
学
Պ

ຊ人͕कΓ͑ͨຽݻ༗ͷ৴ڼͰ͋ΓຊจԽͷ
学・ਆ࢙ਆಓ・ڀݚయݹ・学ࡇͰ͋ΔਆಓΛɺݯࠜ
ಓࢥ・फڭ学ͳͲͷ野Λ௨ͯ͠ڭҭ・͢ڀݚΔͱ
ͱにɺকདྷɺݱࣾձͷॾ՝にਅにରԠͰ͖Δ
ਆ৬Λは͡Ίɺ֤քに͓͍ͯࢦಋతͳׂΛՌͨ͢人
Λҭ͢Δɻࡐ

国
文
学
Պ

ຊจԽͷத֩Λ͢ޠࠃͱࠃจ学Λڭҭ・͢ڀݚΔ
͜ͱにΑΓɺ๛͔ͳײडੑɺॊೈͳྗߟࢥɺత֬ͳද
Λに͚ͭɺຊจԽͷ୲͍खͱͯ͠ͷ֮ࣗΛ༗ྗݱ
ͭͭ͠ɺݱࣾձͷॾ՝にੵۃతにରॲ͠ಘΔࣗ
ཱͨ͠人ࡐΛҭ͢Δɻ

国
࢙
学
Պ

ຊͷྺ࢙ͱ౷にࠜͨ͟͠ࠃѪͷਫ਼ਆΛ࣠جͱ
͠ɺ࢙ྉओٛ・ݪయओٛにͨͪɺόϥϯεͷͱΕͨத
ਖ਼ͳྺ࢙ೝࣝΛཱ֬͢Δ͜ͱにΑͬͯɺଟ༷ͳݱࣾ
ձΛɺຊ人ͱͯ͠ྫྷ੩にಡΈղ͖ɺকདྷΛల͢Δ
Λҭ͢ΔɻࡐΔ人͋ࣝݟ

コ
ϛ
ỿ
ニ
έ
ồ

　シ
ἀ
ン
学
Պ

ʮӳޠŉɺʮ৺ཧ学ŉɺʮใ学ʯͷ̏野ͷڭҭ・ݚ
ڭޠ৴͠ɺӳൃ͘Λ௨ͯ͡ɺຊͷจԽࣾձΛڀ
ҭࡍࠃతͳϏδωεɺ͜͜ΖͱߦಈͷϝΧχζϜͷ
ղ明ɺใࣾձにݙߩͰ͖Δ人ࡐΛҭ͢Δɻ

教
育
学
෦

教
育
学
Պ

ຊͷ౷ͱจԽにࠜͨ͟͠๛͔ͳ人ؒੑΛඋ͑ɺڭ
ҭॾՊ学にΔઐతٕࣝΛ׆༻ͯ͠ɺݱͷ
ફతにଈԠ͢ΔྗΛ༗࣮͚ͯ͢ҭ՝ͷղܾにڭ
Δ人ࡐΛҭ͢Δɻ

皇學館大学学則
ݱ

日
本

　ࣾ
ձ
学
෦

ݱ

日
本

　ࣾ
ձ
学
Պ

ʮܦӦֵ৽ʯʮҬ生ʯʮࢱల։ʯͱ͍͏̏ίʔ
εͷڭҭΛ௨ͯ͡ɺݱຊͷ֤ྖҬに͓͍ͯϦʔ
μʔͱͯ͠ݙߩͰ͖Δ人ࡐΛཆ͢Δɻͦͷ人૾ࡐΛ
۩体తに͑ݴɺॾ՝にରͯ͠ɺ֬ݻͱͨ͠ྙཧ؍
に͍ͯͮجɺओ体తにɺݱຊͷಛΛཧղ͠ɺಎ
ۦɺίϛϡχέʔγϣϯྗɺ࣮ફྗɺԠ༻ྗΛྗ
ͯ͠ɺతにରॲͰ͖Δ෯͍৬ۀ人Ͱ͋Δɻ

　（収容定員等）
第４条　本学の学生定員は、࣍のとおりとする。

学　　　෦ 学　　　Պ ೖ学ఆһ ऩ༰ఆһ

จ 学 ෦

ਆ ಓ 学 Պ ��人 24�人

ࠃ จ 学 Պ ��人 32�人

ࠃ ࢙ 学 Պ ��人 32�人

ίϛϡχέʔγϣϯ学Պ ��人 32�人

ڭ ҭ 学 ෦ ڭ ҭ 学 Պ 2��人 ���人

ݱ   ຊ
ࣾ ձ 学 ෦ ݱ   ຊ ࣾ ձ 学 Պ �2�人 4��人

　（修業年限）
第５条　本学の修業年限は、̐年とする。
　（在学期ؒ）
第６条　在学期ؒは、̔年以内とする。
̎　編入学及び転入学により入学した学生の在学年

は、前項の定めにかかわらず、所定の修業年限の̎ഒ
を超えることができない。

　（委託生、研究生及び科目等履修生）
第７条　本学に、委託生、研究生及び科目等履修生の੍

度を置く。
　（大学Ӄ）
第８条　本学に、大学Ӄを置く。
̎　大学Ӄについては、皇學館大学大学Ӄ学則に定める。
　（専攻科）
第９条　本学に、専攻科を置く。
̎　専攻科については、皇學館大学専攻科規ఔに定める。

第２章　学年、学期、授業日数及び休業日
　（学　年）
第10条　学年は、ຖ年̐月̍日に࢝まり、ཌ年３月�1日

に終る。
　（学　期）
第11条　学年は、य़学期・ळ学期に分ける。
　　　　य़学期　̐月̍日から９月�0日まで
　　　　ळ学期　10月̍日からཌ年３月�1日まで
̎　学長は、前項に定める期ؒにかかわらず、授業日

確保のためय़学期終了日及びळ学期開࢝日を全学教授
会の議をܦて変更することができる。

　（̍年ؒの授業期ؒ）
第12条　̍年ؒの授業期ؒは、定期試験等の期ؒを含
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第１章　総　則
　（目　的）
第１条　皇學館大学（以下「本学」というŇ）は、わが国

ຽのྺ࢙と伝統とにͮجくจ化を究明し、༸の౦に
通ずるಓ義の確立を図り、国Ѫのਫ਼ਆを教育ഓཆする
とともに、社会有為の人ࡐを育成することを使໋とす
る。

　（自己点検及び評価）
第２条　本学は、教育研究のਫ準の向上を図り、前条の目

的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら
点検及び評価を行う。

̎　前項の点検項目及び実施体੍については、皇學館大学
自己点検・評価規ఔ及び皇學館大学࣭保証・࣭向上委員
会規ఔに定める。

　（学部及び学科等）
第３条　本学に、จ学部、教育学部及び現日本社会学部

を置く。
̎　จ学部に、ਆಓ学科・国จ学科・国࢙学科・コミュχ

ケーション学科の̐学科を置く。
３　教育学部に教育学科を置く。
̐　現日本社会学部に現日本社会学科を置く。
　（教育研究上の目的）
第３条の２　各学部各学科の教育研究上の目的は、࣍のと

おりとする。

学　　෦ ڭ ҭ ݚ ڀ ্ ͷ  త

文

　
　
　学

　
　
　෦

ຊ学෦はɺຊจԽΛਫ਼֬にڀ明͠ɺ͜ΕΛܧঝ・ൃలͤ͞
Δͱͱにੈ͘քにൃ৴͠ɺಉ࣌にɺকདྷΛల͢Δࣝݟ
ͱ生֔にΘͨͬͯ学ͼଓ͚Δ࢟Λ༗͠ɺݱࣾձͷॾ՝
にੵۃతにରॲ͠Α͏ͱ͢Δཱࣗͨ͠人ࡐΛҭ͢Δɻ

学Պ ڭ ҭ ݚ ڀ ্ ͷ  త

神
道
学
Պ

ຊ人͕कΓ͑ͨຽݻ༗ͷ৴ڼͰ͋ΓຊจԽͷ
学・ਆ࢙ਆಓ・ڀݚయݹ・学ࡇͰ͋ΔਆಓΛɺݯࠜ
ಓࢥ・फڭ学ͳͲͷ野Λ௨ͯ͠ڭҭ・͢ڀݚΔͱ
ͱにɺকདྷɺݱࣾձͷॾ՝にਅにରԠͰ͖Δ
ਆ৬Λは͡Ίɺ֤քに͓͍ͯࢦಋతͳׂΛՌͨ͢人
Λҭ͢Δɻࡐ

国
文
学
Պ

ຊจԽͷத֩Λ͢ޠࠃͱࠃจ学Λڭҭ・͢ڀݚΔ
͜ͱにΑΓɺ๛͔ͳײडੑɺॊೈͳྗߟࢥɺత֬ͳද
Λに͚ͭɺຊจԽͷ୲͍खͱͯ͠ͷ֮ࣗΛ༗ྗݱ
ͭͭ͠ɺݱࣾձͷॾ՝にੵۃతにରॲ͠ಘΔࣗ
ཱͨ͠人ࡐΛҭ͢Δɻ

国
࢙
学
Պ

ຊͷྺ࢙ͱ౷にࠜͨ͟͠ࠃѪͷਫ਼ਆΛ࣠جͱ
͠ɺ࢙ྉओٛ・ݪయओٛにͨͪɺόϥϯεͷͱΕͨத
ਖ਼ͳྺ࢙ೝࣝΛཱ֬͢Δ͜ͱにΑͬͯɺଟ༷ͳݱࣾ
ձΛɺຊ人ͱͯ͠ྫྷ੩にಡΈղ͖ɺকདྷΛల͢Δ
Λҭ͢ΔɻࡐΔ人͋ࣝݟ

コ
ϛ
ỿ
ニ
έ
ồ

　シ
ἀ
ン
学
Պ

ʮӳޠŉɺʮ৺ཧ学ŉɺʮใ学ʯͷ̏野ͷڭҭ・ݚ
ڭޠ৴͠ɺӳൃ͘Λ௨ͯ͡ɺຊͷจԽࣾձΛڀ
ҭࡍࠃతͳϏδωεɺ͜͜ΖͱߦಈͷϝΧχζϜͷ
ղ明ɺใࣾձにݙߩͰ͖Δ人ࡐΛҭ͢Δɻ

教
育
学
෦

教
育
学
Պ

ຊͷ౷ͱจԽにࠜͨ͟͠๛͔ͳ人ؒੑΛඋ͑ɺڭ
ҭॾՊ学にΔઐతٕࣝΛ׆༻ͯ͠ɺݱͷ
ફతにଈԠ͢ΔྗΛ༗࣮͚ͯ͢ҭ՝ͷղܾにڭ
Δ人ࡐΛҭ͢Δɻ

皇學館大学学則
ݱ

日
本

　ࣾ
ձ
学
෦

ݱ

日
本

　ࣾ
ձ
学
Պ

ʮܦӦֵ৽ʯʮҬ生ʯʮࢱల։ʯͱ͍͏̏ίʔ
εͷڭҭΛ௨ͯ͡ɺݱຊͷ֤ྖҬに͓͍ͯϦʔ
μʔͱͯ͠ݙߩͰ͖Δ人ࡐΛཆ͢Δɻͦͷ人૾ࡐΛ
۩体తに͑ݴɺॾ՝にରͯ͠ɺ֬ݻͱͨ͠ྙཧ؍
に͍ͯͮجɺओ体తにɺݱຊͷಛΛཧղ͠ɺಎ
ۦɺίϛϡχέʔγϣϯྗɺ࣮ફྗɺԠ༻ྗΛྗ
ͯ͠ɺతにରॲͰ͖Δ෯͍৬ۀ人Ͱ͋Δɻ

　（収容定員等）
第４条　本学の学生定員は、࣍のとおりとする。

学　　　෦ 学　　　Պ ೖ学ఆһ ऩ༰ఆһ

จ 学 ෦

ਆ ಓ 学 Պ ��人 24�人

ࠃ จ 学 Պ ��人 32�人

ࠃ ࢙ 学 Պ ��人 32�人

ίϛϡχέʔγϣϯ学Պ ��人 32�人

ڭ ҭ 学 ෦ ڭ ҭ 学 Պ 2��人 ���人

ݱ   ຊ
ࣾ ձ 学 ෦ ݱ   ຊ ࣾ ձ 学 Պ �2�人 4��人

　（修業年限）
第５条　本学の修業年限は、̐年とする。
　（在学期ؒ）
第６条　在学期ؒは、̔年以内とする。
̎　編入学及び転入学により入学した学生の在学年

は、前項の定めにかかわらず、所定の修業年限の̎ഒ
を超えることができない。

　（委託生、研究生及び科目等履修生）
第７条　本学に、委託生、研究生及び科目等履修生の੍

度を置く。
　（大学Ӄ）
第８条　本学に、大学Ӄを置く。
̎　大学Ӄについては、皇學館大学大学Ӄ学則に定める。
　（専攻科）
第９条　本学に、専攻科を置く。
̎　専攻科については、皇學館大学専攻科規ఔに定める。

第２章　学年、学期、授業日数及び休業日
　（学　年）
第10条　学年は、ຖ年̐月̍日に࢝まり、ཌ年３月�1日

に終る。
　（学　期）
第11条　学年は、य़学期・ळ学期に分ける。
　　　　य़学期　̐月̍日から９月�0日まで
　　　　ळ学期　10月̍日からཌ年３月�1日まで
̎　学長は、前項に定める期ؒにかかわらず、授業日

確保のためय़学期終了日及びळ学期開࢝日を全学教授
会の議をܦて変更することができる。

　（̍年ؒの授業期ؒ）
第12条　̍年ؒの授業期ؒは、定期試験等の期ؒを含
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　（ਆ職課ఔ）
第1�条　จ学部ਆಓ学科、国จ学科及び国࢙学科の学生

であって、ਆ職の資格を得ようとする者は、ਆ職に関
する科目の所定の単位を修得しなければならない。

（書等の課ఔ࢘）　
第1�条　図書館࢘書の資格を得ようとする者は、図書館

書に関する科目の所定の単位を修得しなければならな࢘
い。

̎　学校図書館࢘書教་の資格を得ようとする者は、学
校図書館࢘書教་に関する科目の所定の単位を修得し
なければならない。

　（ത物館学ܳ員課ఔ）
第1�条　ത物館学ܳ員の資格を得ようとする者は、ത物

館学ܳ員に関する科目の所定の単位を修得しなければ
ならない。

　（保育࢜資格）
第20条　教育学部の学生であって、保育࢜の資格を得よ

うとする者は、所定の授業科目の単位を修得しなけれ
ばならない。

　（社会福࢜ࢱの受験資格）
第20条の２　現日本社会学部の学生であって、社会福

国家試験の受験資格を得ようとする者は、所定の࢜ࢱ
授業科目の単位を修得しなければならない。

　（ਫ਼ਆ保健福࢜ࢱの受験資格）
第20条の３　現日本社会学部の学生であって、ਫ਼ਆ保

健福࢜ࢱ国家試験の受験資格を得ようとする者は、所
定の授業科目の単位を修得しなければならない。

　（社会調査࢜資格）
第20条の４　現日本社会学部の学生であって、社会調

査࢜の資格を得ようとする者は、所定の授業科目の単
位を修得しなければならない。

　（スポーπ指導者資格）
第20条の５　教育学部の学生であって、スポーπ指導者

の資格を得ようとする者は、所定の授業科目の単位を
修得しなければならない。

第20条の６　ʢɹআʣ
　（認定心理࢜資格）
第20条の７　จ学部コミュχケーション学科の学生であっ

て、認定心理࢜の資格を得ようとする者は、所定の授業
科目の単位を修得しなければならない。

　（公認心理師の受験資格）
第20条の８　จ学部コミュχケーション学科の学生であっ

て、公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者
は、所定の授業科目の単位を修得しなければならない。

第４章　ཤमํ๏及び՝ఔのमྃ
　（卒業に必要な単位）
第21条　จ学部においては、共通科目20単位以上及び所属

学科の専科目62単位以上、合計124単位以上修得しな
ければならない。なお、この場合の共通科目及び各学科
の専科目の授業科目ฒびにその単位は、別表のとお

め、�5िにわたることを原則とする。
　（休業日）
第1�条　休業日は、࣍のとおりとする。

日　曜　日
国ຽの祝日に関する法律（ত2�年法律第17�号）
に規定する休日
ਆ　ঐ　10　ࡇ月17日
立記೦日　̐月�0日
य़ ق 休 業　３月27日から̐月５日まで
Ն ق 休 業　̔月̍日から９月�0日まで
ౙ ق 休 業　12月26日から̍月̓日まで

̎　必要がある場合は、学長は、前項の休業日をྟ時に変
更し、又はྟ時の休業日を定めることができる。

第３章　授業Պ及び୯Ґ数
　（授業科目）
第1�条　จ学部の授業科目は、共通科目、専科目、教職

に関するಠ自科目、ਆ職に関する科目、図書館࢘書に関
する科目、学校図書館࢘書教་に関する科目及びത物館
学ܳ員に関する科目に分ける。

̎　教育学部の授業科目は、共通科目、専科目、教職に
関するಠ自科目及び学校図書館࢘書教་に関する科目に
分ける。

３　現日本社会学部の授業科目は、共通科目及び専科
目に分ける。

̐　授業科目及びその単位は、別表のとおりとする。
第1�条の２　授業は、講義、ԋ習、実験、実習若しくは実

技のいずれかにより又はこれらのซ用により行うものと
する。

̎　前項の授業は、จ部科学大ਉが定めるところにより、
多様なメディアを高度に利用して、当֘授業を行う教室
等以外の場所で履修させることができる。

３　第̍項の授業は、外国において履修させることができ
る。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用し
て、当֘授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合
についても、同様とする。

̐　第̎項及び第３項の授業方法により修得した単位は、
合わせて60単位を超えない範囲で卒業に必要な単位にࢉ
入することができる。

　（単位計ࢉ）
第1�条　各授業科目の単位は、࣍のج準によって定める。

ᾇ　講義については、15時ؒの授業をもって̍単位とする。
ᾈ　ԋ習については、15時ؒ又は�0時ؒの授業をもって

̍単位とする。
ᾉ　外国ޠ科目については、�0時ؒの授業をもって̍単

位とする。
ᾊ　実験、実習及び実技については、�0時ؒ又は45時ؒ

の授業をもって̍単位とする。
̎　前項の規定にかかわらず、卒業จ等の授業科目の単

位については、別に定める。
　（教育職員໔許状）
第1�条　教育職員໔許状を取得しようとする者は、教職に

関するಠ自科目及び必要な授業科目の所定の単位を修得
しなければならない。

̎　前項の໔許状の種類については、別に定める。
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に行った前条第̍項に規定する学修を、本学における
授業科目の履修とみなし、当֘学部の定めるところに
より単位を与えることができる。

３　前̎項により修得したとみなし、又は与えることの
できる単位は、編入学、転入学等の場合を除き本学
において修得した単位以外のものについては、合わせ
て60単位を超えないものとする。

第2�条　本学以外で修得した授業科目及び単位の取り扱
いに関する必要な事項は、別に定める。

　（他の学部の授業科目の履修）
第2�条　学生は、他の学部の授業科目を履修することが

できる。
　（履修届）
第2�条　授業科目の履修については、学期࢝めに届け出

て、ঝ認を受けなければならない。
　（出席時ؒ）
第2�条　各授業科目について、出席すべき時ؒの３分

の̍以上欠席した者は、その授業科目を履修したもの
とは認めない。

第５章　ݧࢼ、ଔ業及び学Ґ
　（試　験）
第2�条　य़学期又はळ学期において履修した授業科目に

ついて、試験、จ及び研究報告等をもって、評価を
行う。

̎　正当な理༝により本試験を受験できなかった者に
は、全学教授会の議をܦて試験を行うことがある。

　（評　価）
第�0条　前条第̍項の評価は、ल、༏、良、可及び不可

の５等とする。
̎　履修した授業科目について、ल、༏、良又は可の評

価を得た者には、所定の単位を与える。
　（卒業及び学位の授与）
第�1条　本学に̐年以上在学し、学部の定める卒業の資

格を得た者に対し、学部長は、全学教授会の議をܦて
学部所定の課ఔを修めたことを認定する。ただし、他
の大学に在学した年を通ࢉする。

̎　学長は、前項の認定を得た者に、全学教授会の議を
。の学位を授与する࢜て卒業を認め、学ܦ

３　学位については、皇學館大学学位規ఔに定める。

第６章　ೖ学、ฤೖ学、సೖ学、休学、෮学、
　　　　ୀ学及びআ੶

　（入学時期）
第�2条　入学時期は、ຖ学年の࢝めとする。ただし、外

国人留学生、ؼ国生ెその他学部教授会が認めた者を
ळ学期から入学させることができる。

　（入学資格）
第��条　本学に入学することができる者は、࣍の各号の

りとする。おって、他学科及び他学部の専科目の履修
により修得した単位は、42単位を超えない範囲で所属学
科の専科目の単位に充てることができる。

̎　教育学部においては、共通科目20単位以上及び所属学
科の専科目�0単位以上、合計124単位以上修得しなけ
ればならない。なお、この場合の共通科目及び専科目
ฒびにその単位は、別表のとおりとする。おって、他
学部の専科目の履修により修得した単位は、24単位を
超えない範囲で所属学科の専科目の単位に充てること
ができる。

３　現日本社会学部においては、共通科目20単位以上及
び所属学科の専科目70単位以上、合計124単位以上修
得しなければならない。なお、この場合の共通科目及び
専科目の授業科目ฒびにその単位は、別表のとおり
とする。おって、他学部の専科目の履修により修得し
た単位は、�4単位を超えない範囲で所属学科の専科目
の単位に充てることができる。

̐　履修方法については、別に定める。
５　学術交流協定にͮجき受け入れる外国人留学生におけ

る卒業に必要な単位等については、別に定める。
　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第22条　教育上有ӹと認めるときは、学生が他の大学又は

短期大学において履修した授業科目について、修得した
単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

̎　前項の規定にͮجき、他の大学又は短期大学で授業科
目の履修をرする者は、全学教授会の議をܦなければ
ならない。

３　前̎項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留
学する場合に準用する。

　（大学以外の教育施設等における学修）
第2�条　教育上有ӹと認めるときは、学生が短期大学又は

高等専学校の専攻科における学修その他จ部科学大ਉ
が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみ
なし、所属学部の定めるところにより単位を与えること
ができる。

̎　大学以外の教育施設等で前項の規定にͮجき、授業科
目の履修をرする者は、全学教授会の議をܦなければ
ならない。

３　第̍項の規定により与えることができる単位は、前
条第̍項により本学において修得したとみなす単位と
合わせて60単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第2�条　教育上有ӹと認めるときは、学生が入学する前に

大学又は短期大学において履修した授業科目について修
得した単位（科目等履修により修得した単位を含むŇ）
を、本学における授業科目の履修により修得したものと
みなすことができる。

̎　教育上有ӹと認めるときは、学生が本学に入学する前
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に行った前条第̍項に規定する学修を、本学における
授業科目の履修とみなし、当֘学部の定めるところに
より単位を与えることができる。

３　前̎項により修得したとみなし、又は与えることの
できる単位は、編入学、転入学等の場合を除き本学
において修得した単位以外のものについては、合わせ
て60単位を超えないものとする。

第2�条　本学以外で修得した授業科目及び単位の取り扱
いに関する必要な事項は、別に定める。

　（他の学部の授業科目の履修）
第2�条　学生は、他の学部の授業科目を履修することが

できる。
　（履修届）
第2�条　授業科目の履修については、学期࢝めに届け出

て、ঝ認を受けなければならない。
　（出席時ؒ）
第2�条　各授業科目について、出席すべき時ؒの３分

の̍以上欠席した者は、その授業科目を履修したもの
とは認めない。

第５章　ݧࢼ、ଔ業及び学Ґ
　（試　験）
第2�条　य़学期又はळ学期において履修した授業科目に

ついて、試験、จ及び研究報告等をもって、評価を
行う。

̎　正当な理༝により本試験を受験できなかった者に
は、全学教授会の議をܦて試験を行うことがある。

　（評　価）
第�0条　前条第̍項の評価は、ल、༏、良、可及び不可

の５等とする。
̎　履修した授業科目について、ल、༏、良又は可の評

価を得た者には、所定の単位を与える。
　（卒業及び学位の授与）
第�1条　本学に̐年以上在学し、学部の定める卒業の資

格を得た者に対し、学部長は、全学教授会の議をܦて
学部所定の課ఔを修めたことを認定する。ただし、他
の大学に在学した年を通ࢉする。

̎　学長は、前項の認定を得た者に、全学教授会の議を
。の学位を授与する࢜て卒業を認め、学ܦ

３　学位については、皇學館大学学位規ఔに定める。

第６章　ೖ学、ฤೖ学、సೖ学、休学、෮学、
　　　　ୀ学及びআ੶

　（入学時期）
第�2条　入学時期は、ຖ学年の࢝めとする。ただし、外

国人留学生、ؼ国生ెその他学部教授会が認めた者を
ळ学期から入学させることができる。

　（入学資格）
第��条　本学に入学することができる者は、࣍の各号の

りとする。おって、他学科及び他学部の専科目の履修
により修得した単位は、42単位を超えない範囲で所属学
科の専科目の単位に充てることができる。

̎　教育学部においては、共通科目20単位以上及び所属学
科の専科目�0単位以上、合計124単位以上修得しなけ
ればならない。なお、この場合の共通科目及び専科目
ฒびにその単位は、別表のとおりとする。おって、他
学部の専科目の履修により修得した単位は、24単位を
超えない範囲で所属学科の専科目の単位に充てること
ができる。

３　現日本社会学部においては、共通科目20単位以上及
び所属学科の専科目70単位以上、合計124単位以上修
得しなければならない。なお、この場合の共通科目及び
専科目の授業科目ฒびにその単位は、別表のとおり
とする。おって、他学部の専科目の履修により修得し
た単位は、�4単位を超えない範囲で所属学科の専科目
の単位に充てることができる。

̐　履修方法については、別に定める。
５　学術交流協定にͮجき受け入れる外国人留学生におけ

る卒業に必要な単位等については、別に定める。
　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第22条　教育上有ӹと認めるときは、学生が他の大学又は

短期大学において履修した授業科目について、修得した
単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

̎　前項の規定にͮجき、他の大学又は短期大学で授業科
目の履修をرする者は、全学教授会の議をܦなければ
ならない。

３　前̎項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留
学する場合に準用する。

　（大学以外の教育施設等における学修）
第2�条　教育上有ӹと認めるときは、学生が短期大学又は

高等専学校の専攻科における学修その他จ部科学大ਉ
が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみ
なし、所属学部の定めるところにより単位を与えること
ができる。

̎　大学以外の教育施設等で前項の規定にͮجき、授業科
目の履修をرする者は、全学教授会の議をܦなければ
ならない。

３　第̍項の規定により与えることができる単位は、前
条第̍項により本学において修得したとみなす単位と
合わせて60単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第2�条　教育上有ӹと認めるときは、学生が入学する前に

大学又は短期大学において履修した授業科目について修
得した単位（科目等履修により修得した単位を含むŇ）
を、本学における授業科目の履修により修得したものと
みなすことができる。

̎　教育上有ӹと認めるときは、学生が本学に入学する前
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り、試験を行い除籍当時の同学科同年࣍（学年の最終
日付での除籍者が進級要件をຬたしている場合は、進
級後の年࣍）に復籍を許可することがある。

３　再入学・復籍に関する必要な事項は、別に定める。
　（編入学）
第��条　編入学をرする者には、全学教授会が各学部

学科ຖに定員に༨༟があると認める範囲において、試
験を行い編入学を許可する。

̎　本学に̎年࣍で編入学をすることができる者は、࣍
の各号の一に֘当するものとする。
ᾇ　短期大学又は高等専学校を卒業した者
ᾈ　専修学校の専課ఔのうち、จ部科学大ਉの定め

るج準をຬたす課ఔを修了した者
ᾉ　短期大学に̍年以上在学して、�0単位以上修得した

者
ᾊ　外国において学校教育における1�年以上の課ఔを

修了した者
ᾋ　高等学校の専攻科の課ఔ（修業年限が̎年以上で

あることその他のจ部科学大ਉの定めるج準をຬた
すものに限るŇ）を修了した者

３　本学に３年࣍で編入学をすることができる者は、࣍
の各号の一に֘当するものとする。
ᾇ　短期大学又は高等専学校を卒業した者
ᾈ　専修学校の専課ఔのうち、จ部科学大ਉの定め

るج準をຬたす課ఔを修了した者
ᾉ　学校教育法施行規則（ত22年จ部ল令第11号）

ෟ則第̓条の規定により、大学の第３年࣍に編入学
できる者

ᾊ　外国において学校教育における14年以上の課ఔを
修了した者

ᾋ　高等学校の専攻科の課ఔ（修業年限が̎年以上で
あることその他のจ部科学大ਉの定めるج準をຬた
すものに限るŇ）を修了した者

̐　編入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて৹査のうえ、本学における授業科目の履修により
修得したものとみなす。

５　編入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（転入学）
第�0条　転入学をرする者があるときは、定員に༨༟

のある場合に限り、試験を行い入学を許可することが
ある。

̎　本学に̎年࣍で転入学をすることができる者は、大
学に̍年以上在学して、�0単位以上修得した者とす
る。

３　本学に３年࣍で転入学をすることができる者は、大
学に̎年以上在学して、62単位以上修得した者とする。

̐　転入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて৹査のうえ、本学における授業科目の履修により
修得したものとみなす。

一に֘当する者とする。
ᾇ　高等学校を卒業した者
ᾈ　通常の課ఔによる12年の学校教育を修了した者（通

常の課ఔ以外の課ఔにより、これに相当する学校教
育を修了した者を含むŇ）

ᾉ　外国において、学校教育における12年の課ఔを修了
した者又はこれに準ずる者でจ部科学大ਉの指定し
た者

ᾊ　จ部科学大ਉが高等学校の課ఔと同等の課ఔを有す
るものとして認定した在外教育施設の当֘課ఔを修
了した者

ᾋ　จ部科学大ਉの指定した者
ᾌ　高等学校卒業ఔ度認定試験規則（平成17年จ部科学

ল令第̍号）による高等学校卒業ఔ度認定試験に合
格した者又は大学入学資格検定規ఔ（ত26年จ部
ল令第1�号）により、จ部科学大ਉの行う大学入学
資格検定に合格した者

ᾍ　その他本学において、相当年ྸに達し、高等学校を
卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

　（入学の出願）
第��条　入学をࢤ願する者は、別に定める入学検定料及び

別に指定する書類に入学願書を添えて、所定の期日まで
に提出しなければならない。

　（入学検定）
第��条　入学検定は、学力、人物及び健康について行う。
̎　前項の入学検定による合格者の決定は、全学教授会の

議をܦて学長が行う。
３　学長は、前項の合格者が第�6条第̍項の手続きをとら

ないときは、合格を取り消す。
　（入学手続）
第��条　前条第̎項の合格者は、保証人署名の所定の

書に、別に定める入学金、授業料及び教育充実費（授業
料及び教育充実費を以下「学費」というŇ）を添えて、
指定期日までに提出しなければならない。

̎　学長は、前項の手続きを完了した者に、全学教授会の
議をܦて入学を許可する。

　（保証人）
第��条　提出すべき書類の保証人は、父母（父母なき者は

これにわる者）とする。
̎　保証人は、その学生の在学中、本人に係る一切の事項

につき責任をෛうものとする。
　（再入学・復籍）
第��条　本学を退学した者が再入学のرを申し出たとき

は、定員に༨༟のある場合に限り、試験を行い退学当時
の同学科同年࣍（学年の最終日付での退学者が進級要件
をຬたしている場合は、進級後の年࣍）に再入学を許可
することがある。

̎　学費又は休学在籍料未納により除籍された者が、復籍
のرを申し出たときは、定員に༨༟のある場合に限
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　（除　籍）
第��条　࣍の各号の一に֘当する者は、全学教授会の議

をܦて学長が除籍する。
ᾇ　第̒条に定める在学期ؒを超えた者
ᾈ　第41条に定める休学期ؒを超えてなお就学できない

者
ᾉ　休学期ؒが終わっても、復学又は休学更新の手続

きをしない者
ᾊ　学費又は休学在籍料の納入をଵり、ಜଅを受けて

もなお納入しない者

第７章　ೖ学ݕఆྉ、ೖ学ۚ及び学අ
　（入学検定料）
第��条　本学に、入学をࢤ願する者は、別に定める入学

検定料を所定の期日までに納めなければならない。た
だし、被災、ซ願受験等の理༝により、入学検定料を
໔除又はֹݮすることができる。

　（入学金及び学費）
第��条　入学、編入学及び転入学を許可された者は、別

に定める入学金及び学費を所定の期日までに納付しな
ければならない。

̎　学生は、別に定める学費の年ֹを所定の期日までに
納付しなければならない。

（໔又は収༛༧ݮ）　
第��条　大学等における修学の支援に関する法律（令

̎年̐月̍日）第̔条の規定にͮجき、入学金及び授
業料のݮ໔対象者として認められる学生に対し、֘当
するݮ໔を行う。

̎　やむを得ない事༝により、学費の支หがࠔと認め
られる学生に対しては、議のうえ、授業料をݮ໔又
は学費の収を༛༧することがある。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還）
第�0条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還し

ない。
̎　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者から入

学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった
場合は、学費を返還する。

第８章　　േ
　（奨学金の給付）
第�1条　学業成績等が特に༏लと認められる者には、全

学教授会の議をܦて奨学金を給付することがある。
　（表　জ）
第�2条　人物、学業が༏लな者又は他の学生の範とな

る行為をした者には、全学教授会の議をܦて学長が表
জする。

　（　ռ）
第��条　学生が規則にҧ反し、又は学生の本分にもとる

行為をした場合には、全学教授会の議をܦて学長が

５　転入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（学࢜入学）
第�0条の２　学࢜入学をرする者があるときは、定員に

༨༟のある場合に限り、試験を行い入学を許可すること
がある。

̎　本学に̎年࣍又は３年࣍で学࢜入学をすることができ
る者は、学࢜の学位を有する者とする。

３　学࢜入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて৹査のうえ、本学における授業科目の履修により修
得したものとみなす。

̐　学࢜入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（休　学）
第�1条　පؾその他の事༝により̍月以上授業に出席でき

ない者は、保証人署名のうえ、休学願を所属学部長に提
出し、許可を受けなければならない。
ᾇ　休学期ؒは、̍年を超えることができない。ただ

し、特別の事༝があるときは、վめて許可を得て、
更に̍年以内に限り休学することができる。

ᾈ　休学期ؒは、通ࢉして̎年以内とする。
ᾉ　休学期ؒ中の学費についての取扱いは別に定める。
ᾊ　休学期ؒ中の学費の収を໔除された学期について

は、別に定める休学在籍料を納付しなければならない。
ᾋ　休学期ؒは、第５条及び第̒条に規定する修業年限

及び在学期ؒにࢉ入しない。
　（復　学）
第�2条　休学の事༝が解消し、復学をرする者は、保証

人署名のうえ、復学願を所属学部長に提出し、許可を受
けなければならない。

　（転　学）
第��条　他の大学に転学しようとする者は、事༝を詳記し

て、保証人署名のうえ、転学願を学長に提出し、許可を
受けなければならない。

　（転学部及び転科）
第��条　転学部及び転科は申し出により、選考のうえ、許

可することがある。
̎　転学部及び転科に関する必要な事項は、別に定める。
　（退　学）
第��条　පؾその他の事༝により退学しようとする者は、

保証人署名のうえ、退学願を学長に提出し、許可を受け
なければならない。

の各号の一に֘当する者には、退学を໋ずることが࣍　̎
できる。
ᾇ　性行不良にして、վያの見込みがないと認められる

者
ᾈ　学力ྼ等にして、成業の見込がないと認められる者
ᾉ　正当の理༝がなくて、出席常でない者
ᾊ　学則に反し、学内のட序をみだして、学生の本分に

もとると認められる者

ॾ
ن
ఔ



大学（皇學館大学学則）

��

　（除　籍）
第��条　࣍の各号の一に֘当する者は、全学教授会の議

をܦて学長が除籍する。
ᾇ　第̒条に定める在学期ؒを超えた者
ᾈ　第41条に定める休学期ؒを超えてなお就学できない

者
ᾉ　休学期ؒが終わっても、復学又は休学更新の手続

きをしない者
ᾊ　学費又は休学在籍料の納入をଵり、ಜଅを受けて

もなお納入しない者

第７章　ೖ学ݕఆྉ、ೖ学ۚ及び学අ
　（入学検定料）
第��条　本学に、入学をࢤ願する者は、別に定める入学

検定料を所定の期日までに納めなければならない。た
だし、被災、ซ願受験等の理༝により、入学検定料を
໔除又はֹݮすることができる。

　（入学金及び学費）
第��条　入学、編入学及び転入学を許可された者は、別

に定める入学金及び学費を所定の期日までに納付しな
ければならない。

̎　学生は、別に定める学費の年ֹを所定の期日までに
納付しなければならない。

（໔又は収༛༧ݮ）　
第��条　大学等における修学の支援に関する法律（令

̎年̐月̍日）第̔条の規定にͮجき、入学金及び授
業料のݮ໔対象者として認められる学生に対し、֘当
するݮ໔を行う。

̎　やむを得ない事༝により、学費の支หがࠔと認め
られる学生に対しては、議のうえ、授業料をݮ໔又
は学費の収を༛༧することがある。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還）
第�0条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還し

ない。
̎　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者から入

学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった
場合は、学費を返還する。

第８章　　േ
　（奨学金の給付）
第�1条　学業成績等が特に༏लと認められる者には、全

学教授会の議をܦて奨学金を給付することがある。
　（表　জ）
第�2条　人物、学業が༏लな者又は他の学生の範とな

る行為をした者には、全学教授会の議をܦて学長が表
জする。

　（　ռ）
第��条　学生が規則にҧ反し、又は学生の本分にもとる

行為をした場合には、全学教授会の議をܦて学長が

５　転入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（学࢜入学）
第�0条の２　学࢜入学をرする者があるときは、定員に

༨༟のある場合に限り、試験を行い入学を許可すること
がある。

̎　本学に̎年࣍又は３年࣍で学࢜入学をすることができ
る者は、学࢜の学位を有する者とする。

３　学࢜入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて৹査のうえ、本学における授業科目の履修により修
得したものとみなす。

̐　学࢜入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（休　学）
第�1条　පؾその他の事༝により̍月以上授業に出席でき

ない者は、保証人署名のうえ、休学願を所属学部長に提
出し、許可を受けなければならない。
ᾇ　休学期ؒは、̍年を超えることができない。ただ

し、特別の事༝があるときは、վめて許可を得て、
更に̍年以内に限り休学することができる。

ᾈ　休学期ؒは、通ࢉして̎年以内とする。
ᾉ　休学期ؒ中の学費についての取扱いは別に定める。
ᾊ　休学期ؒ中の学費の収を໔除された学期について

は、別に定める休学在籍料を納付しなければならない。
ᾋ　休学期ؒは、第５条及び第̒条に規定する修業年限

及び在学期ؒにࢉ入しない。
　（復　学）
第�2条　休学の事༝が解消し、復学をرする者は、保証

人署名のうえ、復学願を所属学部長に提出し、許可を受
けなければならない。

　（転　学）
第��条　他の大学に転学しようとする者は、事༝を詳記し

て、保証人署名のうえ、転学願を学長に提出し、許可を
受けなければならない。

　（転学部及び転科）
第��条　転学部及び転科は申し出により、選考のうえ、許

可することがある。
̎　転学部及び転科に関する必要な事項は、別に定める。
　（退　学）
第��条　පؾその他の事༝により退学しようとする者は、

保証人署名のうえ、退学願を学長に提出し、許可を受け
なければならない。

の各号の一に֘当する者には、退学を໋ずることが࣍　̎
できる。
ᾇ　性行不良にして、վያの見込みがないと認められる

者
ᾈ　学力ྼ等にして、成業の見込がないと認められる者
ᾉ　正当の理༝がなくて、出席常でない者
ᾊ　学則に反し、学内のட序をみだして、学生の本分に

もとると認められる者
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第10章　ڭ学ӡӦձٞ
　（教学運営会議）
第��条　本学に、教学運営会議を置く。
̎　教学運営会議は、学長、各学部長、各研究科長、学

生部長、ෟ属図書館長、教育開発センター長、研究開
発推進センター長、事務ہ長及び学長が指名するもの
をもって組織する。

３　教学運営会議は、全学的な教学の方に関するا
画・立案及びࣥ行方法について、検討する。

̐　教学運営会議については、皇學館大学教学運営会議
規ఔに定める。

第11章　ڭ授ձ
　（教授会）
第��条　各学部に、教授会を置く。
̎　教授会は、当֘学部に属する専任の教授、।教授、

講師及び助教をもって組織する。
３　教授会は、全学教授会での৹議事項を除く当֘学部

。有の事項の৹議にあたるݻ
̐　教授会については、各学部教授会規ఔに定める。
　（全学教授会）
第��条の２　本学に、全学教授会を置く。
̎　全学教授会は、専任の教授、।教授、講師及び助教

をもって組織する。
３　全学教授会は、各学部等の運営及び大学の教育に関

する重要事項の৹議にあたる。
̐　全学教授会については、皇學館大学全学教授会規ఔ

に定める。

第12章　ҕୗੜ、ڀݚੜ、Պཤमੜ
　　　　及び֎ࠃਓཹ学ੜ

　（委託生）
第��条　公共ஂ体その他の機関から、本学の学部又は研

究開発推進センターの特定の研究分について研究指
導の委託の願い出があるときは、選考のうえ、委託生
として研究することを許可することがある。

̎　委託生に関する必要な事項は、別に定める。
　（研究生）
第��条　本学の学部又は研究開発推進センターにおい

て、特定の専事項について研究をرする者がある
ときは、選考のうえ、研究生として研究することを許
可することがある。

̎　研究生に関する必要な事項は、別に定める。
　（科目等履修生）
第�0条　本学の特定科目について履修をرする者が

あるときは、学生の授業に支障のない限り、選考のう
え、科目等履修生として履修することを許可すること
がある。ただし、本学卒業生にあっては、選考のため
の検定を要しない。

ռを行う。
̎　ռは、܇告、停学及び退学とする。
３　前項の退学は、第45条第̎項第̍号又は同項第̐号の

いずれかに֘当する者に対して行う。
̐　第̎項の規定による停学の期ؒは、第５条及び第̒条

に規定する修学年限及び在学期ؒにࢉ入する。
５　ռに関する事項については、別に定める。

第９章　৬һ৫
　（職　員）
第��条　本学に、教育職員、事務職員、業務職員及び技能

職員を置くŇ
̎　教育職員は、教授、।教授、講師、助教及び助手とする。
３　教授、।教授、講師及び助教は、学生を教授し、その

研究を指導し、及び研究に従事する。
̐　助手は、本学の教育研究のԁな実施に必要なิ助的

業務に従事する。
５　事務職員は、事務を遂行する。
̒　業務職員は、図書館࢘書等の専的業務を遂行するŇ
̓　技能職員は、学内施設の備等を行うŇ
第��条　本学に、学長、学部長、学生部長、ෟ属図書館

長、教育開発センター長、研究開発推進センター長及び
事務ہ長を置く。

̎　本学に、学長の職務をิࠤするため、෭学長を置くこ
とができる。

３　学長は、校務をつかさどり所属職員を統する。
̐　学部長は、学長をิࠤし、学部に関する事項をつかさ

どる。
５　学生部長は、学長の指شを受け、学生支援に関する事

項をつかさどる。
̒　ෟ属図書館長は、学長の指شを受け、ෟ属図書館に関

する事項をつかさどる。
̓　教育開発センター長は、学長の指شを受け、教育開発

センターに関する事項をつかさどる。
̔　研究開発推進センター長は、学長の指شを受け、研究

開発推進センターに関する事項をつかさどる。
９　事務ہ長は、学長の指شを受け、事務ہに関する事項

をつかさどる。
　（教育職員と事務職員等の連携及び協ಇ）
第��条の２　本学の教育研究活動等の組織的かつޮ果的な

運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な割
分担の下で、連携体੍を確保し、協ಇにより職務を行う
ものとする。

̎　前項に定める教職協ಇの組織の一として、本学にアド
ミッション・オフィスを置く。アドミッション・オフィ
スに関する必要な事項は別に定める。
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ならない。
̎　学部長は、所属学生の保健を管理し、必要に応じて

。することがあるࢭを໋じ、又は登学を停ྍ࣏

第1�章　ެ։࠲ߨ
　（公開講座）
第�0条　本学の教育・研究を広く社会に開์し、地Ҭ社

会の教育จ化の向上に資するため、本学に公開講座を
開設する。

̎　公開講座に関する必要な事項は、別に定める。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成10年̐月̍日から施行する。ただ

し、第45条第̎項の規定は、平成９年10月̍日から適
用する。

̎　本則第̐条の規定にかかわらず、平成11年度までの
จ学部の入学定員は、ਆಓ学科50人、国จ学科100人、
国࢙学科100人、教育学科110人及び収容定員は、ਆಓ
学科200人、国จ学科400人、国࢙学科400人、教育学科
440人とし、平成12年度から平成14年度までの収容定員
は、࣍表のとおりとする。

年　 ਆಓ学Պ จ学Պࠃ 学Պ࢙ࠃ ҭ学Պڭ

ฏ�2年 �9�人 3��人 3��人 43�人

ฏ�3年 ���人 3��人 3��人 42�人

ฏ�4年 �7�人 34�人 34�人 4��人

３　皇学館大学学則（ত�7年̐月̍日）は、廃ࢭす
る。ただし、平成10年３月�1日以前の入学者について
は、なお廃ࢭ前の学則を適用する。

̐　平成10年３月�1日現在本学の聴講生である者が、引
き続き特定科目について聴講をرする場合は、なお
廃ࢭ前の学則第45条に規定する聴講生として聴講する
ことを許可する。

　　　ෟ　則
　この学則は、平成11年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成11年５月29日から施行する。ただ

し、第11条、第14条第̍項、第17条、第21条第̍項、
第29条、第�2条、第4�条第̎項及び第49条の規定ฒび
に第14条第３項及び第21条第̍項の定めによる別表の
規定は、平成12年̐月̍日から適用する。

̎　前項の規定にかかわらず、第14条第̍項、第17条及
び第21条第̍項の規定ฒびに第14条第３項及び第21条
第̍項の定めによる別表の規定については、平成11年
度以前入学者には、なお従前の規定を適用するものと
し、編入学生及び転入学生にあっては、同年࣍に適用
する規定によるものとする。

̎　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
える。

３　科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
　（外国人留学生）
第�1条　外国人で、大学において教育を受ける目的をもっ

て入国し、本学に入学をࢤ願する者があるときは、選考
のうえ、外国人留学生として入学を許可することがあ
る。

̎　外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。
第1�章　ෟଐਤॻؗ

　（ෟ属図書館）
第�2条　本学に、ෟ属図書館を置く。
̎　ෟ属図書館に関する必要な事項は、別に定める。
第��条　（削　除）

第1�章　ڭҭ։ൃηϯλʔ
　（教育開発センター）
第��条の２　本学に、教育開発センターを置く。
̎　教育開発センターに関する必要な事項は、別に定める。

第1�章　ڀݚ։ൃਪਐηϯλʔ
　（研究開発推進センター）
第��条の３　本学に、研究開発推進センターを置く。
̎　研究開発推進センターは࣍に掲げるෟ置研究機関等及

びプロジェクト研究部の運営を担う。
ᾇ　ਆಓ研究所
ᾈ　࢙料編ࢊ所
ᾉ　ࠤ記೦ਆಓത物館
ᾊ　プロジェクト研究部

３　研究開発推進センターに関する必要な事項は、別に定
める。

第��条　（削　除）
第��条　（削　除）
第��条　（削　除）

第1�章　学�ੜ�ྈ
　（学生寮）
第��条　本学に、学生寮を置く。
̎　学生寮に関する必要な事項は、別に定める。

第1�章　ްੜอ݈
　（施　設）
第��条　本学に、厚生保健に関する施設を置き、これを学

生の利用に供する。
̎　学生は、本学の施設を利用しようとするときは、所定

の手続きをܦなければならない。
　（健康管理）
第��条　学生は、ຖ年本学所定の身体検査を受けなければ
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ならない。
̎　学部長は、所属学生の保健を管理し、必要に応じて

。することがあるࢭを໋じ、又は登学を停ྍ࣏

第1�章　ެ։࠲ߨ
　（公開講座）
第�0条　本学の教育・研究を広く社会に開์し、地Ҭ社

会の教育จ化の向上に資するため、本学に公開講座を
開設する。

̎　公開講座に関する必要な事項は、別に定める。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成10年̐月̍日から施行する。ただ

し、第45条第̎項の規定は、平成９年10月̍日から適
用する。

̎　本則第̐条の規定にかかわらず、平成11年度までの
จ学部の入学定員は、ਆಓ学科50人、国จ学科100人、
国࢙学科100人、教育学科110人及び収容定員は、ਆಓ
学科200人、国จ学科400人、国࢙学科400人、教育学科
440人とし、平成12年度から平成14年度までの収容定員
は、࣍表のとおりとする。

年　 ਆಓ学Պ จ学Պࠃ 学Պ࢙ࠃ ҭ学Պڭ

ฏ�2年 �9�人 3��人 3��人 43�人

ฏ�3年 ���人 3��人 3��人 42�人

ฏ�4年 �7�人 34�人 34�人 4��人

３　皇学館大学学則（ত�7年̐月̍日）は、廃ࢭす
る。ただし、平成10年３月�1日以前の入学者について
は、なお廃ࢭ前の学則を適用する。

̐　平成10年３月�1日現在本学の聴講生である者が、引
き続き特定科目について聴講をرする場合は、なお
廃ࢭ前の学則第45条に規定する聴講生として聴講する
ことを許可する。

　　　ෟ　則
　この学則は、平成11年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成11年５月29日から施行する。ただ

し、第11条、第14条第̍項、第17条、第21条第̍項、
第29条、第�2条、第4�条第̎項及び第49条の規定ฒび
に第14条第３項及び第21条第̍項の定めによる別表の
規定は、平成12年̐月̍日から適用する。

̎　前項の規定にかかわらず、第14条第̍項、第17条及
び第21条第̍項の規定ฒびに第14条第３項及び第21条
第̍項の定めによる別表の規定については、平成11年
度以前入学者には、なお従前の規定を適用するものと
し、編入学生及び転入学生にあっては、同年࣍に適用
する規定によるものとする。

̎　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
える。

３　科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
　（外国人留学生）
第�1条　外国人で、大学において教育を受ける目的をもっ

て入国し、本学に入学をࢤ願する者があるときは、選考
のうえ、外国人留学生として入学を許可することがあ
る。

̎　外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。
第1�章　ෟଐਤॻؗ

　（ෟ属図書館）
第�2条　本学に、ෟ属図書館を置く。
̎　ෟ属図書館に関する必要な事項は、別に定める。
第��条　（削　除）

第1�章　ڭҭ։ൃηϯλʔ
　（教育開発センター）
第��条の２　本学に、教育開発センターを置く。
̎　教育開発センターに関する必要な事項は、別に定める。

第1�章　ڀݚ։ൃਪਐηϯλʔ
　（研究開発推進センター）
第��条の３　本学に、研究開発推進センターを置く。
̎　研究開発推進センターは࣍に掲げるෟ置研究機関等及

びプロジェクト研究部の運営を担う。
ᾇ　ਆಓ研究所
ᾈ　࢙料編ࢊ所
ᾉ　ࠤ記೦ਆಓത物館
ᾊ　プロジェクト研究部

３　研究開発推進センターに関する必要な事項は、別に定
める。

第��条　（削　除）
第��条　（削　除）
第��条　（削　除）

第1�章　学�ੜ�ྈ
　（学生寮）
第��条　本学に、学生寮を置く。
̎　学生寮に関する必要な事項は、別に定める。

第1�章　ްੜอ݈
　（施　設）
第��条　本学に、厚生保健に関する施設を置き、これを学

生の利用に供する。
̎　学生は、本学の施設を利用しようとするときは、所定

の手続きをܦなければならない。
　（健康管理）
第��条　学生は、ຖ年本学所定の身体検査を受けなければ
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　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成24年̐月̍日から施行する。
̎　本則第�0条の規定にかかわらず、平成21年度以前の

入学生については、従前のとおりとする。
３　จ学部教育学科は、平成24年３月�1日をもって廃ࢭする。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成25年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成26年̐月̍日から施行する。
̎　本則第21条の規定にかかわらず、平成25年度以前の

入学生については、従前のとおりとする。
３　社会福ࢱ学部社会福ࢱ学科は、平成26年３月�1日を

もって廃ࢭする。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成27年̐月̍日から施行する。
　ただし、本則別表̍ʵᾇ から別表３ʵᾇ の規定につい

ては、平成26年度入学者より適用する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成2�年̐月̍日から施行する。 
　　　ෟ　則
　この学則は、平成29年4月1日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成�0年4月1日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成�1年̐月̍日から施行する。
̎　本則第３条の̎、第14条、第16条、第20条の̒、第

20条の̔及び第21条の規定にかかわらず、平成�0年度
以前の入学生については、従前のとおりとする。

 　　　ෟ　則
    この学則は、令̎年̐月̍日から 施行する。
 　　　ෟ　則
̍　この学則は、令３年̐月̍日から施行する。
̎　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令̎

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
 　　　ෟ　則
̍　この学則は、令̐年̐月̍日から施行する。
̎　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令３

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、令５年̐月̍日から施行する。
̎　本則第３条の̎、第14条及び第21条の規定にかかわ

らず、令̐年度以前の入学生については、従前のと
おりとする。

　　（別表̍ʵᾇʙ̐ʵᾌ　লུ）
　　 ※ʰ履修要項ʱのカリキュラム表を参照

　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成12年̐月̍日から施行する。
̎　本則第̐条及びෟ則（平成10年̐月̍日施行）第̎項

の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までの
収容定員は、࣍表のとおりとする。

年　 ਆಓ学Պ จ学Պࠃ 学Պ࢙ࠃ ҭ学Պڭ

ฏ�2年 22�人 37�人 3��人 4��人

ฏ�3年 24�人 34�人 3��人 3��人

ฏ�4年 2��人 3��人 34�人 3��人

　　　ෟ　則
　この学則は、平成12年５月27日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成1�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成14年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成15年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成15年10月22日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成16年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成17年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成17年10月27日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成1�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成19年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成20年̐月̍日から施行する。
̎　本則第３条の規定にかかわらず、平成19年̐月以前の

入学生については、従前のとおりとする。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成20年̒月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成21年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成21年５月2�日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成22年̐月̍日から施行する。
̎　本則第３条及び第̐条の規定にかかわらず、平成21年

度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成2�年̐月̍日から施行する。
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̎　修࢜課ఔは、広い視に立ってਫ਼深な学識を授け、
専攻分における研究能力又は高度の専性を要する
職業等に必要な高度の能力をཆうことを目的とするŇ

３　ത࢜課ఔは、専攻分について研究者として自立し
て研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びそのج
ૅとなる๛かな学識をཆうことを目的とするŇ

̐　ത࢜課ఔの標準修業年限は、５年とするŇ
５　修࢜課ఔの標準修業年限は、̎年とするŇ
̒　ത࢜課ఔは、これを前期̎年及び後期３年の課ఔに

区分し、前期̎年の課ఔは、これを修࢜課ఔとして取
り扱うものとするŇ

　（収容定員）
第５条　本大学Ӄの収容定員は、࣍の表に掲げるとおり

とするŇ

Պ　ڀ　ݚ ઐ　߈ ՝　ఔ ೖ学ఆһ ऩ༰ఆһ

จ 学 ݚ ڀ Պ

ਆ ಓ 学 ઐ ߈
ത࢜લظ՝ఔ ̏人 ̒人

തظޙ࢜՝ఔ ̎人 ̒人

ࠃ จ 学 ઐ ߈
ത࢜લظ՝ఔ ̑人 ��人

തظޙ࢜՝ఔ ̎人 ̒人

ࠃ ࢙ 学 ઐ ߈
ത࢜લظ՝ఔ ̑人 ��人

തظޙ࢜՝ఔ ̎人 ̒人

Պڀݚҭ学ڭ ڭ ҭ 学 ઐ ߈ म ࢜ ՝ ఔ ̔人 ��人

第２章　学年ɾ学期及び休業日
　（学年・学期及び休業日）
第６条　学年、学期及び休業日については、本学学則の

規定を準用するŇ

第３章　ڭҭํ๏
　（授業及び研究指導）
第７条　本大学Ӄの教育は、授業科目の授業及び学位

จの作成等に対する指導（以下「研究指導」というŇ）
によって行うものとするŇ

　（教育方法の特例）
第７条の２　専攻において教育上特別の必要があると認

められる場合には、夜ؒその他特定の時ؒにおいて授
業又は研究指導を行うことができるŇ

　（授業科目）
第８条　授業科目及び単位は、別表のとおりとするŇ
̎　จ学研究科ਆಓ学専攻の学生であって、ਆ職の資格

を取得しようとする者は、別表に掲げる科目の所定の
単位を修得しなければならないŇ

　（研究指導）
第９条　研究指導は、大学Ӄ委員会が学生の研究内容に

応じて適任者として選定した者（以下「指導教授」と

第１章　総　則
　（झ　旨）
第１条　この学則は、皇學館大学学則（以下「本学学則」

というŇ）第̔条第̎項の規定にͮجき、皇學館大学大
学Ӄ（以下「本大学Ӄ」というŇ）に関し、必要な事項
を定めるŇ

　（目　的）
第２条　本大学Ӄは、ਆٶ皇學館大學のݐ学のਫ਼ਆを継ঝ

して、わが国のྺ࢙と伝統にͮجくจ化を究明し、༸の
౦に通ずるಓ義の確立を図り、国Ѫのਫ਼ਆをᔻཆす
るとともに、社会有為の人ࡐを育成することを使໋とするŇ

　（自己点検及び評価）
第３条　本大学Ӄは、教育研究上のਫ準の向上を図り、前

条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況につい
て自ら点検及び評価を行うŇ

̎　前項の点検項目及び実施体੍については、皇學館大学
自己点検・評価規ఔ及び皇學館大学࣭保証・࣭向上委員
会規ఔに定める。

　（研究科、専攻及び教育研究上の目的）
第４条　本大学Ӄに、࣍の表に掲げるとおり研究科、専攻

及び課ఔを置き、専攻ごとに教育研究上の目的を定めるŇ

ݚ ڀ Պ ڭ ҭ ݚ ڀ ্ ͷ  త
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Δɻͦͷڭҭ্ڀݚͷతΛୡ͢ΔͨΊにɺਆಓ学ઐ߈・
Λҭࡐにड़ΔΑ͏ͳ人࣍Λஔ͖ɺ߈学ઐ࢙ࠃ・߈จ学ઐࠃ
͢Δɻ

ઐ　߈ ڭ ҭ ݚ ڀ ্ ͷ  త ՝　ఔ

ਆ ಓ 学
ઐ ߈

ਆಓਫ਼ਆΛに͚ͭɺຊจԽͷྺ
Δ͜ͱにΑΓɺਆ͢ڀݚͱ౷Λ࢙
ಓにؔΘΔਂ͍ܮΛ༗͢Δਆ৬ٴ
ͼࢹ͍野͔ΒਆಓΛ͢ڀݚΔྗ
Λ༗͢Δ人ࡐΛҭ͢ΔŇ

ത࢜՝ఔࠃ จ 学
ઐ ߈

Λదݱ・ݙจ学ͷจࠃޠࠃ
͔ͭਂ͘ղऍ͢Δྗͱɺࢹ͍
野͔ΒಠࣗͷΛݟग़ͯͦ͠ͷ
ΛҭࡐྗΛ༗͢Δ人͏ߦΛڀݚ
͢ΔŇ

ࠃ ࢙ 学
ઐ ߈

ྉͷਖ਼֬ͳಡղࢿ࢙にؔ͢Δ࢙ࠃ
ྗΛ͑Δͱͱにɺதਖ਼ͳྺ
ڀݚͳߴͷཆΛ௨ͯ͠ɺ؍࢙
ྗͱɺਂ͍ྺ࢙తಎྗΛ༗͢
Δ人ࡐΛҭ͢ΔŇ
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ҭॾՊ学ͷઐڭ野にཱͬͯࢹ͍
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͚ΔڀݚྗΛഓ͍ɺ·ͨڭҭ
野に͓͚Δߴͳઐੑ͕ٻΊΒ
ΕΔ৬ۀΛ୲͏ͨΊͷઐత࣮ફ
ྗΛഓ͏͜ͱΛతͱ͢ΔŇ
۩体తにはɺᾇߴ৬ۀ人ͱͯ͠
ͷڭһͷཆɺᾈ࣮ફతͳڭҭݚ
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̎　修࢜課ఔは、広い視に立ってਫ਼深な学識を授け、
専攻分における研究能力又は高度の専性を要する
職業等に必要な高度の能力をཆうことを目的とするŇ

３　ത࢜課ఔは、専攻分について研究者として自立し
て研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びそのج
ૅとなる๛かな学識をཆうことを目的とするŇ

̐　ത࢜課ఔの標準修業年限は、５年とするŇ
５　修࢜課ఔの標準修業年限は、̎年とするŇ
̒　ത࢜課ఔは、これを前期̎年及び後期３年の課ఔに

区分し、前期̎年の課ఔは、これを修࢜課ఔとして取
り扱うものとするŇ

　（収容定員）
第５条　本大学Ӄの収容定員は、࣍の表に掲げるとおり

とするŇ
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第２章　学年ɾ学期及び休業日
　（学年・学期及び休業日）
第６条　学年、学期及び休業日については、本学学則の

規定を準用するŇ

第３章　ڭҭํ๏
　（授業及び研究指導）
第７条　本大学Ӄの教育は、授業科目の授業及び学位

จの作成等に対する指導（以下「研究指導」というŇ）
によって行うものとするŇ

　（教育方法の特例）
第７条の２　専攻において教育上特別の必要があると認

められる場合には、夜ؒその他特定の時ؒにおいて授
業又は研究指導を行うことができるŇ

　（授業科目）
第８条　授業科目及び単位は、別表のとおりとするŇ
̎　จ学研究科ਆಓ学専攻の学生であって、ਆ職の資格

を取得しようとする者は、別表に掲げる科目の所定の
単位を修得しなければならないŇ

　（研究指導）
第９条　研究指導は、大学Ӄ委員会が学生の研究内容に

応じて適任者として選定した者（以下「指導教授」と

第１章　総　則
　（झ　旨）
第１条　この学則は、皇學館大学学則（以下「本学学則」

というŇ）第̔条第̎項の規定にͮجき、皇學館大学大
学Ӄ（以下「本大学Ӄ」というŇ）に関し、必要な事項
を定めるŇ

　（目　的）
第２条　本大学Ӄは、ਆٶ皇學館大學のݐ学のਫ਼ਆを継ঝ

して、わが国のྺ࢙と伝統にͮجくจ化を究明し、༸の
౦に通ずるಓ義の確立を図り、国Ѫのਫ਼ਆをᔻཆす
るとともに、社会有為の人ࡐを育成することを使໋とするŇ

　（自己点検及び評価）
第３条　本大学Ӄは、教育研究上のਫ準の向上を図り、前

条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況につい
て自ら点検及び評価を行うŇ

̎　前項の点検項目及び実施体੍については、皇學館大学
自己点検・評価規ఔ及び皇學館大学࣭保証・࣭向上委員
会規ఔに定める。

　（研究科、専攻及び教育研究上の目的）
第４条　本大学Ӄに、࣍の表に掲げるとおり研究科、専攻

及び課ఔを置き、専攻ごとに教育研究上の目的を定めるŇ
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する。ただし、在学期ؒに関しては、༏れた業績を上
げ、これを大学Ӄ委員会が認めた場合は、修࢜課ఔに
̍年以上在学すれば足りるものとするŇ

̎　前項の授業科目及び単位について、指導教授が当֘
学生の教育研究上必要と認めたときは、各専攻とも̔
単位まで（教育学専攻においては̐単位まで）他の専
攻又は研究科の授業科目及び単位を履修したものを充
てることができるŇ

３　第̍項に定める要件の΄か、教育学研究科生のうち現
職教員及び社会人については、修࢜จにえて、特定
の課題に関する研究レポートをもって৹査に充てること
ができる。その΄か、必要な事項は、別に定めるŇ

　（ത࢜課ఔの修了要件）
第12条　本大学Ӄのത࢜課ఔの修了の要件は、本大学Ӄ

に５年（修࢜課ఔを修了した者にあっては、当֘課ఔ
における̎年の在学期ؒを含むŇ）以上在学して46単位
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、
本大学Ӄの行うത࢜จの৹査及び最終試験に合格す
ることとする。ただし、在学期ؒに関しては、༏れた
研究業績を上げたことを大学Ӄ委員会が認めた場合
は、本大学Ӄに３年（修࢜課ఔを修了した者にあって
は、当֘課ఔにおける̎年の在学期ؒを含むŇ）以上在
学すれば足りるものとするŇ

̎　前条第̍項ただし書の規定による在学期ؒをもって
修࢜課ఔを修了した者については、前項中「５年（修
課ఔを修了した者にあっては、当֘課ఔにおける̎࢜
年の在学期ؒを含むŇ）」とあるのは「修࢜課ఔにおけ
る在学期ؒに３年ؒを加えた期ؒ」とŊ「３年（修࢜課
ఔを修了した者にあっては、当֘課ఔにおける̎年の
在学期ؒを含むŇ）」とあるのは「３年（修࢜課ఔにお
ける在学期ؒを含むŇ）」と読みସえて、前項の規定を
適用するŇ

３　第̍項及び前項の規定にかかわらず、第17条第̎項
第̎号から第５号までの規定により、大学Ӄの後期課
ఔへの入学資格に関し修࢜の学位を有する者と同等以
上の学力があると認められた者が、ത࢜後期課ఔに入
学した場合は、ത࢜課ఔに３年以上在学し、必要な研
究指導を受けたうえ、本大学Ӄの行うത࢜จの৹査
及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
ؒに関しては、༏れた研究業績を上げた者について
は、ത࢜後期課ఔに̍年以上在学すれば修了を認定す
ることができるŇ

　（学位の授与等）
第1�条　本大学Ӄのത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔを修了し

た者には、修࢜（จ学）又は修࢜（教育学）の学位を
授与するŇ

̎　本大学Ӄのത࢜後期課ఔを修了した者には、ത࢜
（จ学）の学位を授与するŇ

３　前項に定める者の΄か、本学にത࢜の学位を請求し

いうŇ）によって行うものとするŇ
　（課ఔごとの教育方法）
第10条　ത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔの教育は、所定の授業

科目の授業を中心とし、ซせて必要な研究指導を行うも
のとするŇ

̎　ത࢜後期課ఔの教育は、ओとして指導教授による研究
指導によって行うものとし、所定の授業科目について16
単位以上の修得を要するものとするŇ

３　前̎項をิうための特別な措置については、大学Ӄ委
員会の議をܦて別に定めるŇ

　（長期にわたる教育課ఔの履修）
第10条の̎　ത࢜前期課ఔ、修࢜課ఔ又はത࢜後期課ఔに

入学する学生が、職業を有している等の事情により、第
̐条第５項及び第̒項に規定する標準修業年限を超えて
一定の期ؒにわたり計画的に教育課ఔを履修し、修了す
ることをرする旨を申し出たときは、৹査のうえ、そ
の計画的な履修を認めることができるŇ

̎　前項の標準修業年限を超える期ؒについては、ത࢜前
期課ఔ又は修࢜課ఔに入学する学生にあっては̎年を、
ത࢜後期課ఔに入学する学生にあっては３年をそれͧれ
超えないものとするŇ

３　前̎項に定めるものの΄か、長期にわたる教育課ఔの
履修に関し必要な事項は、別に定めるŇ

　（他の大学Ӄにおける授業科目の履修等）
第10条の３　教育上有ӹと認めるときは、学生が他の大

学Ӄにおいて履修した授業科目について、修得した単位
を、15単位を超えない範囲で、本大学Ӄにおける授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

̎　前項の規定は、学生が外国の大学Ӄに留学する場合に
準用する。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第10条の４　教育上有ӹと認めるときは、学生が入学する

前に他の大学Ӄ（外国の大学Ӄを含むŇ）において履修
した授業科目について修得した単位（科目等履修により
修得した単位を含むŇ）を、転入学等の場合を除き、15
単位を超えない範囲で、本大学Ӄにおける授業科目の履
修により修得したものとみなすことができる。

̎　前項により修得したものとみなすことのできる単位
は、転入学等の場合を除き、本大学Ӄにおいて修得した
単位以外のものについては、前条第̍項及び第̎項によ
り本大学Ӄにおいて修得したものとみなす単位と合わ
せて20単位を超えないものとする。

第４章　՝ఔのमྃཁ݅
　（修࢜課ఔの修了要件）
第11条　本大学Ӄ修࢜課ఔの修了の要件は、本大学Ӄに

̎年以上在学し、所定の授業科目について�0単位以上を
修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、本大学Ӄ
の行う修࢜จの৹査及び最終試験に合格することと
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て、本大学Ӄの行うത࢜จの৹査に合格し、かつ、本
大学Ӄのത࢜後期課ఔを修了した者と同等以上の学力を
有することを確認された者にも、ത࢜（จ学）の学位を
授与することができるŇ

̐　学位৹査の方法その他学位の授与に関する必要な事項
については、皇學館大学学位規ఔに定めるŇ

５　学位৹査料は、在学中の者については収しないŇ
　（教職課ఔ）
第1�条　各研究科の専攻に応じて、修࢜課ఔ又はത࢜前期

課ఔに第３項に掲げる表の学校種の専修໔許状授与の所
要資格を取得するための課ఔを置くŇ

̎　前項の所要資格を取得しようとする者は、教育職員໔
許法（ত24年法律第147号）及び教育職員໔許法施行
規則（ত29年จ部ল令第26号）に定める授業科目及び
単位を各研究科配当の関係科目のうちから、修得しなけ
ればならないŇ

３　໔許状の種類は、࣍の表に掲げるとおりとするŇ
՝ఔΛஔ͘ڀݚՊ・ઐ߈ ઐम໔ڐঢ়ͷ

छ　　　　ྨ ໔ ڭ ڐ Պ
Պ　ڀ　ݚ ઐ　߈

จ 学 ݚ ڀ Պ

ਆ ಓ 学 ઐ ߈
த 学 ߍ ڭ ་ फ　　ڭ

་ڭߍ学ߴ फ　　ڭ

ࠃ จ 学 ઐ ߈
த 学 ߍ ڭ ་ ޠ　　ࠃ

་ڭߍ学ߴ ޠ　　ࠃ

ࠃ ࢙ 学 ઐ ߈
த 学 ߍ ڭ ་ ࣾ　　ձ

་ڭߍ学ߴ ཧྺ࢙

Պڀݚҭ学ڭ ڭ ҭ 学 ઐ ߈

খ 学 ߍ ڭ ་

༮ ஓ Ԃ ڭ ་

த 学 ߍ ڭ ་ อ݈体ҭ

་ڭߍ学ߴ อ݈体ҭ

第５章　ೖ学ɾୀ学ɾআ੶
　（入学の時期）
第1�条　本大学Ӄの入学の時期は、学年の࢝めとする。た

だし、研究科において教育上特別の必要があると認めら
れる場合には、ळ学期から入学させることができるŇ

　（入学手続）
第1�条　本大学Ӄに入学をرする者は、所定の手続きを

行い、入学判定に合格しなければならないŇ
̎　入学に関する手続きは、別に定めるŇ
　（入学資格）
第1�条　本大学Ӄのത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔに入学する

ことのできる者は、࣍の各号の一に֘当する者とするŇ
ᾇ　大学を卒業した者
ᾈ　学校教育法第6�条の̎第３項の規定により学࢜の学

位を授与された者
ᾉ　外国において、学校教育における16年の課ఔを修了

した者

ᾊ　外国の学校が行う通信教育における授業科目をզ
が国において履修することにより当֘外国の学校教
育における16年の課ఔを修了した者

ᾋ　จ部科学大ਉの指定した者
ᾌ　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教

育における15年の課ఔを修了し、本大学Ӄにおい
て、所定の単位を༏れた成績をもって修得したもの
と認めた者

ᾍ　その他本大学Ӄにおいて大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者

̎　本大学Ӄのത࢜後期課ఔに入学することのできる者
は、࣍の各号の一に֘当する者とするŇ
ᾇ　修࢜の学位を有する者
ᾈ　外国において、修࢜の学位を授与された者
ᾉ　外国の学校が行う通信教育における授業科目をզ

が国において履修し、修࢜の学位に相当する学位を
授与された者

ᾊ　จ部科学大ਉの指定した者
ᾋ　その他本大学Ӄにおいて、修࢜の学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者
　（社会人入学）
第1�条　本大学Ӄに入学をرする社会人には、別に定

める選考による入学判定により、入学を許可すること
があるŇ

　（外国人留学生）
第1�条　大学Ӄにおいて、教育を受ける目的をもって入

国した外国人で、本大学Ӄに入学をرする者には、
別に定める選考による入学判定により、外国人留学生
として入学を許可することがあるŇ

　（転入学）
第1�条の̎　他の大学Ӄに在学する者で、本大学Ӄに転

入学をرする者には、大学Ӄ委員会で選考のうえ、
学長がこれを許可することがあるŇ

̎　前項の規定により転入学をرする者は、在籍する
大学Ӄの学長又は研究科長の許可書を願書に添付しな
ければならないŇ

３　転入学を許可された者の、既に修得した授業科目の
履修単位の取り扱い及び所属学年については、大学
Ӄ委員会の議をܦて、学長が定めるŇ

̐　転入学を許可された者が修了に要する本大学Ӄでの
在学年は、前項の規定により定められた所属学年に
応じて、大学Ӄ委員会の議をܦて、学長が定めるŇ

　（休学・退学・除籍・再入学等）
第20条　පؾその他の事༝によって休学又は退学しよう

とする者は、所定の手続きにより願い出なければなら
ないŇ

̎　休学の期ؒは、原則として̎年を超えることができ
ないŇ

３　ത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔに在学し得る期ؒは̐
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て、本大学Ӄの行うത࢜จの৹査に合格し、かつ、本
大学Ӄのത࢜後期課ఔを修了した者と同等以上の学力を
有することを確認された者にも、ത࢜（จ学）の学位を
授与することができるŇ

̐　学位৹査の方法その他学位の授与に関する必要な事項
については、皇學館大学学位規ఔに定めるŇ

５　学位৹査料は、在学中の者については収しないŇ
　（教職課ఔ）
第1�条　各研究科の専攻に応じて、修࢜課ఔ又はത࢜前期

課ఔに第３項に掲げる表の学校種の専修໔許状授与の所
要資格を取得するための課ఔを置くŇ

̎　前項の所要資格を取得しようとする者は、教育職員໔
許法（ত24年法律第147号）及び教育職員໔許法施行
規則（ত29年จ部ল令第26号）に定める授業科目及び
単位を各研究科配当の関係科目のうちから、修得しなけ
ればならないŇ

３　໔許状の種類は、࣍の表に掲げるとおりとするŇ
՝ఔΛஔ͘ڀݚՊ・ઐ߈ ઐम໔ڐঢ়ͷ
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༮ ஓ Ԃ ڭ ་
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第５章　ೖ学ɾୀ学ɾআ੶
　（入学の時期）
第1�条　本大学Ӄの入学の時期は、学年の࢝めとする。た

だし、研究科において教育上特別の必要があると認めら
れる場合には、ळ学期から入学させることができるŇ

　（入学手続）
第1�条　本大学Ӄに入学をرする者は、所定の手続きを

行い、入学判定に合格しなければならないŇ
̎　入学に関する手続きは、別に定めるŇ
　（入学資格）
第1�条　本大学Ӄのത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔに入学する

ことのできる者は、࣍の各号の一に֘当する者とするŇ
ᾇ　大学を卒業した者
ᾈ　学校教育法第6�条の̎第３項の規定により学࢜の学

位を授与された者
ᾉ　外国において、学校教育における16年の課ఔを修了

した者

ᾊ　外国の学校が行う通信教育における授業科目をզ
が国において履修することにより当֘外国の学校教
育における16年の課ఔを修了した者

ᾋ　จ部科学大ਉの指定した者
ᾌ　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教

育における15年の課ఔを修了し、本大学Ӄにおい
て、所定の単位を༏れた成績をもって修得したもの
と認めた者

ᾍ　その他本大学Ӄにおいて大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者

̎　本大学Ӄのത࢜後期課ఔに入学することのできる者
は、࣍の各号の一に֘当する者とするŇ
ᾇ　修࢜の学位を有する者
ᾈ　外国において、修࢜の学位を授与された者
ᾉ　外国の学校が行う通信教育における授業科目をզ

が国において履修し、修࢜の学位に相当する学位を
授与された者

ᾊ　จ部科学大ਉの指定した者
ᾋ　その他本大学Ӄにおいて、修࢜の学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者
　（社会人入学）
第1�条　本大学Ӄに入学をرする社会人には、別に定

める選考による入学判定により、入学を許可すること
があるŇ

　（外国人留学生）
第1�条　大学Ӄにおいて、教育を受ける目的をもって入

国した外国人で、本大学Ӄに入学をرする者には、
別に定める選考による入学判定により、外国人留学生
として入学を許可することがあるŇ

　（転入学）
第1�条の̎　他の大学Ӄに在学する者で、本大学Ӄに転

入学をرする者には、大学Ӄ委員会で選考のうえ、
学長がこれを許可することがあるŇ

̎　前項の規定により転入学をرする者は、在籍する
大学Ӄの学長又は研究科長の許可書を願書に添付しな
ければならないŇ

３　転入学を許可された者の、既に修得した授業科目の
履修単位の取り扱い及び所属学年については、大学
Ӄ委員会の議をܦて、学長が定めるŇ

̐　転入学を許可された者が修了に要する本大学Ӄでの
在学年は、前項の規定により定められた所属学年に
応じて、大学Ӄ委員会の議をܦて、学長が定めるŇ

　（休学・退学・除籍・再入学等）
第20条　පؾその他の事༝によって休学又は退学しよう

とする者は、所定の手続きにより願い出なければなら
ないŇ

̎　休学の期ؒは、原則として̎年を超えることができ
ないŇ

３　ത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔに在学し得る期ؒは̐
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第８章　　േ
　（　േ）
第2�条　േについては、本学学則の規定を準用する。

ただし、本学学則の準用にあたっては、全学教授会を
大学Ӄ委員会に読みସえるものとするŇ

第９章　ڭһ৫
　（教育組織）
第2�条　本大学Ӄに、所要の教員を置くŇ
̎　本大学Ӄの教育研究に支障を生じない場合には、本

学の学部及び研究開発推進センター等の教員（原則と
して教授以上の者）に、前項の教員を݉Ͷさせること
ができるŇ

３　第̍項の教員には、所要の資格を有する者を、専攻
ごとに、必要置くものとするŇ

第10章　ӡӦ৫
　（運営責任者）
第2�条　学長は、本大学Ӄの管理運営を統するŇ
̎　各研究科に、当֘研究科の管理運営をओ管する研究

科長を置き、そのૅجとなる学部の長をもって充てるŇ
　（大学Ӄ委員会）
第�0条　本大学Ӄに、大学Ӄ委員会を設けるŇ
̎　大学Ӄ委員会については、皇學館大学大学Ӄ委員会

規ఔに定めるŇ
　（研究科委員会）
第�1条　本大学Ӄ各研究科に、研究科委員会を設けるŇ
̎　研究科委員会については、各研究科委員会規ఔに定

めるŇ

第11章　ࢪઃ及びઃඋ
　（研究室）
第�2条　本大学Ӄ学生の研究をଅ進するために、専用研

究室を設けるŇ
　（図書等の利用）
第��条　本大学Ӄ学生は、本学のෟ属図書館、研究開発

推進センターの図書その他の設備を、それͧれの定め
るところに従って利用することができるŇ

　（専用Ӿཡ室）
第��条　本大学Ӄ学生の研究のศに資するため、ෟ属図

書館に専用Ӿཡ室を設けるŇ
第��条　（削　除）

第12章　ࣄ৫
　（事務組織）
第��条　本大学Ӄの事務を遂行するために、所要の事務

職員を置くŇ
̎　前項の職員は、大学の職員に݉ͶさせることができるŇ

年、ത࢜後期課ఔに在学し得る期ؒは̒年を限度とし、
この期ؒ内に課ఔを修了しない者又は退学しない者は、
除籍するŇ

̐　正当な理༝により退学した者が再入学を願い出たとき
は、大学Ӄ委員会の議をܦて、これを許可することがで
きるŇ

５　ത࢜後期課ఔに３年以上在学して退学した者が、学位
จ提出のため再入学をرする場合は、退学後10年以
内に限り、これを許可する。ただし、この場合において
も、その在学期ؒは通ࢉして̒年を超えることができな
いŇ

第６章　ಛผڀݚੜɾҕୗੜ
　（特別研究生）
第21条　本大学Ӄのത࢜前期課ఔ又は修࢜課ఔを修了し

た者でത࢜後期課ఔに進まずに更に研究を続けようとす
る者又はത࢜後期課ఔを退学し、前条第５項による再入
学をせずに更に研究を続けようとする者には、選考のう
え、特別研究生として在学を許可することができるŇ

　（委託生）
第22条　公共ஂ体その他の機関から、本大学Ӄにおいて、

特定の研究分の研究を委託された者には、選考のう
え、委託生として入学を許可することができるŇ

　（研究生）
第2�条　本大学Ӄにおいて、特定の専事項について研究

をرする者には、選考のうえ、研究生として入学を許
可することがあるŇ

　（科目等履修生）
第2�条　本大学Ӄの特定科目について履修をرする者

があるときは、学生の授業に支障のない限り、選考のう
え、科目等履修生として履修することを許可することが
ある。ただし、本学卒業生にあっては、選考のための検
定を要しないŇ

̎　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
えるŇ

　（関係規定）
第2�条　特別研究生、委託生、研究生及び科目等履修生に

関する必要な事項は、別に定めるŇ

第７章　学අ
　（入学検定料・入学金及び学費）
第2�条　本大学Ӄの入学検定料、入学金、授業料及び教育

充実費（授業料及び教育充実費を以下「学費」というŇ）
は、別に定めるŇ

̎　前項の΄か、入学検定料、入学金及び学費の納付及び
໔除などについては、本学学則の規定を準用するŇ
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　　　ෟ　則
　この学則は、平成３年̓月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̐年̍月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̐年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成５年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成５年̓月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̒年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̓年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̔年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成９年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成14年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成15年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成16年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成17年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成19年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成21年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成21年５月2�日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成22年３月25日から施行するŇ
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成22年̐月̍日から施行するŇ
̎　本則第10条から第12条までの規定にかかわらず、平

成21年度以前の入学生については、従前のとおりとするŇ
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
̎　本則第̐条、第５条、第1�条及び第14条の規定にか

かわらず、平成22年度以前の入学生については、従前
のとおりとするŇ

　（教育職員と事務職員等の連携及び協ಇ）
第��条の２　本大学Ӄの教育研究活動等の組織的かつޮ果

的な運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な
割分担の下で、連携体੍を確保し、協ಇにより職務を
行うものとする。

　　　ෟ　則
　本大学Ӄ学則に定めのない事項は、大学学則を準用するŇ
　この学則は、ত41年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত4�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত51年̍月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত5�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত54年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত55年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত56年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত56年10月22日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত57年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত5�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত59年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত60年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত60年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত61年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত62年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত6�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成元年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成元年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成元年10月�0日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̎年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成３年̐月̍日から施行するŇ
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　　　ෟ　則
　この学則は、平成３年̓月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̐年̍月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̐年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成５年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成５年̓月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̒年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̓年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̔年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成９年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成14年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成15年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成16年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成17年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成19年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成21年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成21年５月2�日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成22年３月25日から施行するŇ
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成22年̐月̍日から施行するŇ
̎　本則第10条から第12条までの規定にかかわらず、平

成21年度以前の入学生については、従前のとおりとするŇ
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
̎　本則第̐条、第５条、第1�条及び第14条の規定にか

かわらず、平成22年度以前の入学生については、従前
のとおりとするŇ

　（教育職員と事務職員等の連携及び協ಇ）
第��条の２　本大学Ӄの教育研究活動等の組織的かつޮ果

的な運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な
割分担の下で、連携体੍を確保し、協ಇにより職務を
行うものとする。

　　　ෟ　則
　本大学Ӄ学則に定めのない事項は、大学学則を準用するŇ
　この学則は、ত41年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত4�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত51年̍月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত5�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত54年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত55年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত56年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত56年10月22日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত57年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত5�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত59年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত60年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত60年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত61年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত62年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、ত6�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成元年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成元年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成元年10月�0日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成̎年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成３年̐月̍日から施行するŇ
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　（目　的）
第１条　この規ఔは、皇學館大学学則（以下「学則」と

いうŇ）第�4条、第�6条、第41条、第47条及び第4�条ฒ
びに皇學館大学大学Ӄ学則第26条にͮجき、入学金及
び学費等について必要な事項を定める。

　（入学金、学費及びその他の納付金）
第２条　皇學館大学（以下「本学」というŇ）における入

学金、授業料及び教育充実費（授業料及び教育充実費
を以下「学費」というŇ）の金ֹは、別表̍-ᾇ及び別
表̍-ᾈに定める。

̎　実験実習費は、各年度、授業科目別に定めることと
し、学生は授業科目の履修登録後、所定の期日まで
に、別に定められた実験実習費を納入するものとす
る。

３　本学におけるその他の納付金とは、入学検定料、休
学在籍料、৹査料、試験料、再試験料及び証明書等
発行手料等をいい、その金ֹは別表̍-ᾉから別表３
に定める。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還等）
第３条　既納の入学検定料、入学金及び学費は学則第50

条にͮجき返還しない。ただし、入学手続き完了者
から入学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出が
あった場合は、学費を返還する。

̎　入学手続きをࡁませた後に、վめて本学の別日ఔ入
学試験で他学科に合格し、入学をرする者が、その
学科の入学手続క切日までに入学学科の変更を所定の
用ࢴにて申し出た場合は、学費をৼりସえることがで
きる。ただし、納付金に差ֹが生じる場合は不足分の
差ֹを納入するものとする。超ա分の差ֹについては
返還する。

３　専願入試の合格者には前̎項の規定は適用しない。
　（学費の納入方法及び納入期日）
第４条　入学、編入学、転入学及び学࢜入学を許可され

た者は、別表̍-	1
及び別表̍-	2
に定める入学金及び
学費を所定の期日までに納入しなければならない。

̎　学生は、別表̍-ᾇ及び別表̍-ᾈに定める学費の年
ֹを、࣍の̎期に分けてそれͧれの期日までに納入し
なければならない。

　　य़学期分（̐月̍日から９月�0日まで）の納入日
は、５月̍日

　　ळ学期分（10月̍日から３月�1日まで）の納入日
は、11月̍日

　（長期履修者に係る学費の納入方法の特例）
第５条　皇學館大学大学Ӄ学則第10条の̎に定める規定

により、長期の履修を認められた者にあっては、長期
履修期ؒに限り、別表̍-ᾇ及び別表̍-ᾈに定める学
費の年ֹを長期履修期ؒの年で除したֹ（そのֹに

皇學館大学学අʹؔ͢Δنఔ　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成24年̐月̍日から施行するŇ
̎　本則第̐条、第５条及び第14条の規定にかかわらず、

平成2�年度以前の入学生については、従前のとおりとす
るŇ

３　本則第10条の̎の規定にかかわらず、平成2�年度以前
のത࢜後期課ఔ入学生については、従前のとおりとする
Ň

̐　社会福ࢱ学研究科は、平成24年３月�1日をもって廃ࢭ
するŇ

　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成25年̐月̍日から施行するŇ
̎　จ学研究科教育学専攻は、平成25年３月�1日をもって

廃ࢭするŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、平成27年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成29年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この学則は、平成�0年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
̍　この学則は、平成�1年̐月̍日から施行する。
̎　本則別表̍、別表̎及び別表３の規定にかかわらず、平

成�0年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　ෟ　則
　この学則は、令̎年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この学則は、令３年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この学則は、令５年̐月̍日から施行する。
̎　本則別表̍、別表̎及び別表３の規定にかかわらず、令

̐年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
（別表̍（第̔条第̍項関係）ʙ別表３（第̔条第̎
　項関係）লུ）
　※ʰ履修要項ʱ参照
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別表̍-ᾇ（第̎条第̍項関係）
○学部学費等
ʲจ学部　令̎年度入学生より適用ʳ　　　　 　 ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲจ学部　平成25年度ʙ�1年度入学生に適用ʳ    　 ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500

教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

計 715,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲ教育学部　令̎年度入学生より適用ʳ　　    　 ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲ教育学部　平成29年度ʙ�1年度入学生に適用ʳ     ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500

教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 750,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

100ԁ未ຬの端があるときは、これを調するものと
するŇ）を̍年ؒに納入するֹとし、前条に定める期日
までに本学が指定する方法により納入しなければならな
い。

̎　履修期ؒ短ॖを許可された者の学費は、支うべき学
費総ֹのりの学費をまとめて支うものとする。

　（Ԇ　納）
第６条　前第̐条第̎項の期日までに学費の納入ができな

い者は、࣍の期日までにԆ納願を提出し、許可を得なけ
ればならない。

　　य़学期分Ԇ納願　 6月15日
　　ळ学期分Ԇ納願　12月15日
̎　Ԇ納を許可された者は、࣍の期日までに納入しなけれ

ばならない。
　　य़学期分　�月20日
　　ळ学期分　2月20日
　（復籍者の学費）
第７条　復籍を許可された者は、復籍する年࣍の所定の学

費を納入しなければならない。
　（再入学者の学費）
第８条　再入学を許可された者は、再入学する年࣍の所定

の学費を納入しなければならない。
　（休学中の学費）
第９条　休学期ؒ中の学費は、収しない。ただし、学期

の్中において休学又は復学する者は、その学期の学費
全ֹを納入するものとする。

̎　休学期ؒ中の学費の収を໔除された学期について
は、別表̍-ᾊに定める休学在籍料を納入しなければな
らない。

　（編入学生・転入学生及び学࢜入学生の学費）
第10条　編・転入学及び学࢜入学を許可された者の学費

は、入学を許可された年࣍の学生と同ֹとする。
̎　編・転入学及び学࢜入学を許可された者の入学金は、

入学を許可された年࣍の学生と同ֹとする。
　（その他）
第11条　この規ఔに定めるものの他、学費等の納入に関し

て必要な事項は、理事長が別に定める。
　（規ఔのվ廃）
第12条　この規ఔのվ廃は、理事会が行う。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令５年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ 則
　この規ఔは、令̒年̐月̍日から施行する。
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大学（皇學館大学学費等に関する規ఔ）
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別表̍-ᾇ（第̎条第̍項関係）
○学部学費等
ʲจ学部　令̎年度入学生より適用ʳ　　　　 　 ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲจ学部　平成25年度ʙ�1年度入学生に適用ʳ    　 ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500

教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

計 715,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲ教育学部　令̎年度入学生より適用ʳ　　    　 ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲ教育学部　平成29年度ʙ�1年度入学生に適用ʳ     ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500

教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 750,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

100ԁ未ຬの端があるときは、これを調するものと
するŇ）を̍年ؒに納入するֹとし、前条に定める期日
までに本学が指定する方法により納入しなければならな
い。

̎　履修期ؒ短ॖを許可された者の学費は、支うべき学
費総ֹのりの学費をまとめて支うものとする。

　（Ԇ　納）
第６条　前第̐条第̎項の期日までに学費の納入ができな

い者は、࣍の期日までにԆ納願を提出し、許可を得なけ
ればならない。

　　य़学期分Ԇ納願　 6月15日
　　ळ学期分Ԇ納願　12月15日
̎　Ԇ納を許可された者は、࣍の期日までに納入しなけれ

ばならない。
　　य़学期分　�月20日
　　ळ学期分　2月20日
　（復籍者の学費）
第７条　復籍を許可された者は、復籍する年࣍の所定の学

費を納入しなければならない。
　（再入学者の学費）
第８条　再入学を許可された者は、再入学する年࣍の所定

の学費を納入しなければならない。
　（休学中の学費）
第９条　休学期ؒ中の学費は、収しない。ただし、学期

の్中において休学又は復学する者は、その学期の学費
全ֹを納入するものとする。

̎　休学期ؒ中の学費の収を໔除された学期について
は、別表̍-ᾊに定める休学在籍料を納入しなければな
らない。

　（編入学生・転入学生及び学࢜入学生の学費）
第10条　編・転入学及び学࢜入学を許可された者の学費

は、入学を許可された年࣍の学生と同ֹとする。
̎　編・転入学及び学࢜入学を許可された者の入学金は、

入学を許可された年࣍の学生と同ֹとする。
　（その他）
第11条　この規ఔに定めるものの他、学費等の納入に関し

て必要な事項は、理事長が別に定める。
　（規ఔのվ廃）
第12条　この規ఔのվ廃は、理事会が行う。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令５年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ 則
　この規ఔは、令̒年̐月̍日から施行する。

大学（皇學館大学学費等に関する規ఔ）

��

ʲ教育学研究科　修࢜課ఔ　平成�0年度入学生より適用ʳïԁð

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ―

授業料 287,500 287,500 287,500 287,500

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用するŇ
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とするŇ
２　本大学学෦のଔ業及び本ਆಓ学ઐ߈Պのमྃ者は、入学金は免

除し、教育充実費は半額とするŇ
３　再入学の場合の入学金は、免除するŇ
４　期ཤम者に͍ͭては、本نఔୈ̑を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲจ学研究科　ത࢜後期課ఔ　平成�0年度入学生より適用ʳïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ―

授業料 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

計 375,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用するŇ
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とするŇ
２　本大学学෦のଔ業生、本大学Ӄम士՝ఔ及びത士લ期՝ఔのम

ྃ者ฒびに本ਆಓ学ઐ߈Պのमྃ者は、入学金は免除し、教育
充実費は半額とするŇ

３　再入学の場合の入学金は、免除するŇ
４　ത士ޙ期՝ఔに在学してॴ定の୯Ґをमಘし、ത士の学Ґٻ

จをडཧ͞Εた者の学Ґ৹ࠪが、डཧ学期をӽ͑てܧଓ͞Ε
る場合、৹ࠪܧଓޙの学期の学費を免除するŇ

̑　ത士ޙ期՝ఔに在学し、ॴ定の୯Ґをमಘした者が、ത士จ
ఏ出のたΊに在学をܧଓする場合、及びຬ期ୀ学ޙにത士จ
ఏ出のたΊ再入学する場合の授業料は半額とし、教育充実費は
免除するŇ

̒　期ཤम者に͍ͭては、本نఔୈ̑を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表̍-ᾉ（第̎条第３項関係）
○入学検定料（全学共通）

種　別 金　額 備考

入�学ݕ��定�料 30,000ԁ

同じ学Պຢは別学Պを1ຕのئࢤථͰซئ出ئ
する場合、学校ਪનܕબൈ入ࢼは１出ئに͖ͭ
ซݕئ定料5,000ԁを適用する。
·た、Ұൠબൈ入ࢼに͍ͭては、１に͖ͭซ
。定料10,000ԁを適用するݕئ

௨ςετར用ڞ
入�学ݕ��定�料 15,000ԁ

同じ学Պຢは別学Պを１ຕのئࢤථͰซئ出ئ
する場合は、ซئに͍ͭては、１出ئに͖ͭ
ซݕئ定料5,000ԁを適用する。

別表̍-ᾊ（第̎条第３項及び第９条第̎項関係）
○休学在籍料

種　別 金　額

学在籍料ٳ 学期 60,000ԁ

別表̍-ᾋ（第̎条第３項関係）
○転学部他৹査料等（全学共通）

種　別 金　額

転学෦৹ࠪ料 10,000ԁ

転Պ৹ࠪ料 10,000ԁ

復籍৹ࠪ料 10,000ԁ

再入学ݕ定料 30,000ԁ

ʲ教育学部　平成25年度ʙ2�年度入学生に適用ʳ   　ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 725,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲ現日本社会学部　令̎年度入学生より適用ʳ   ïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 755,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

ʲ現日本社会学部　平成25年度ʙ�1年度入学生に適用ʳïԁð

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 725,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表̍-ᾈ（第̎条第̍項関係）
○大学Ӄ学費等
ʲจ学研究科　ത࢜前期課ఔ　平成�0年度入学生より適用ʳïԁð

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ―

授業料 287,500 287,500 287,500 287,500

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用するŇ
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とするŇ
２　本大学学෦のଔ業及び本ਆಓ学ઐ߈Պのमྃ者は、入学金は免

除し、教育充実費は半額とするŇ
３　再入学の場合の入学金は、免除するŇ
４　期ཤम者に͍ͭては、本نఔୈ̑を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。
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大学（皇學館大学専攻科規ఔ）
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別表̎-ᾇ（第̎条第̍項及び第３項関係）
○科目等履修生納付金（全学部共通）

種　別 金　額 備　考

定料ݕ 10,000ԁ 　本学ଔ業生にあっては、ߖላؗ大学Պ等
ཤम生نఔୈ４ୈ１߲ただしॻ͖のن定に
ΑΓ、ݕ定料を免除するŇ
　本学ଔ業生及びߖላؗ大学Պ等ཤम生ن
ఔୈ̒ୈ２߲のن定にΑるՊ等ཤम生Ͱ
１年を͑る場合は、ొ料の２の１の額
を免除する。

ొ料
１年間 10,000ԁ

半年間 5,000ԁ

ཤम料 １୯Ґ 10,000ԁ

○研究生納付金（全学部共通）
種　別 金　額

定料ݕ 30,000ԁ

入学金 100,000ԁ

授業料 ݄額 20,000ԁ

別表̎-ᾈ（第̎条第̍項及び第３項関係）
○大学Ӄ科目等履修生納付金

種　別 金　額 備　考

定料ݕ 10,000ԁ
　本学ଔ業生及びߖላؗ大学大学ӃՊ等ཤ
म生نఔୈ̕ୈ２߲のن定にΑるՊ等ཤ
म生Ͱ１年を͑る場合は、ొ料の２の
１の額を免除する。

ొ料
１年間 10,000ԁ

半年間 5,000ԁ

ཤम料 １୯Ґ 10,000ԁ

○大学Ӄ特別研究生納付金
種　別 金　額

৹ࠪ料 5,000ԁ

料ڀݚ 年額 50,000ԁ

別表３（第̎条第３項関係）
○手料（全学共通）

種　別 金　額

ݧࢼ料 3,000ԁ

再ݧࢼ料 3,000ԁ

在学ূ໌ॻ 200ԁ

在籍期間ূ໌ॻ 200ԁ

୯Ґূ໌ॻ 200ԁ

ଔ業໌ূࠐݟॻ 200ԁ

֤種ӳจূ໌ॻ 1,000ԁ

௨学ূ໌ॻ ແ料

学生ׂҾূ໌ॻ ແ料

அূ໌ॻ߁݈ 200ԁ

在ྈূ໌ॻ ແ料

教һ免ڐঢ়औಘ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

໌֊Ґݕ定合֨ɾਖ਼֊Ґऔಘ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

໌֊Ґݕ定合֨ɾ໌֊Ґऔಘ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

ॻ໌ূࠐݟऔಘ֨ࢿ 200ԁ

ॻ໌ূࠐݟઃଔ業ࢪ定อ育士ཆࢦ 200ԁ

ଔ業໌ূࠐݟॻɾࣾձࢱ士ࢦ定Պཤम໌ূࠐݟॻ 200ԁ

ଔ業໌ূࠐݟॻɾਫ਼ਆอ݈ࢱ士ࢦ定Պཤम໌ূࠐݟॻ 200ԁ

ࣾձௐࠪ士ࢦ定Պূ໌ॻ 200ԁ

大学Ӄത士લ期՝ఔ୯Ґमಘূ໌ॻ 200ԁ

ઐ߈Պमྃ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

大学Ӄमྃ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

Պ等ཤम生ূ໌ॻ 200ԁ

Պ等ཤम生୯Ґূ໌ॻ 200ԁ

Ҭ׆ݙߩ動ʢ$--׆動）時間ূ໌ॻ 200ԁ

第１条　この規ఔは、皇學館大学学則（以下「学則」と
いうŇ）第９条第̎項の規定にͮجき専攻科に関して必
要な事項を定めるŇ

第２条　専攻科は、学部学科のૅجのうえに、ਫ਼深なఔ
度において専の事項を教授し、その研究を指導する
ことを目的とするŇ

第３条　専攻科の名শ及び専攻は、࣍のとおりとするŇ
　　　　　ਆಓ学専攻科　　　　ਆಓ学専攻
第４条　専攻科の修業年限は、̍年とするŇ
第５条　専攻科の在学期ؒは、̎年を超えることができ

ないŇ
第６条　専攻科の学生定員は、࣍のとおりとするŇ
　　　　　入学定員　20名　　　総定員　20名
第７条　専攻科の授業科目及び単位は、別表̍及び別

表̎のとおりとするŇ
第８条　専攻科の修了に要する単位は、別表̍に掲げる

授業科目の中から必修科目̐単位、選必修科目2�単
位を含め�6単位とするŇ

̎　ਆ職の資格を取得しようとする者は、別表̎に掲げ
る科目の所定の単位を修得しなければならないŇ

第９条　専攻科に、専攻科委員会（以下「委員会」とい
うŇ）を設けるŇ

̎　委員会は、࣍の委員で構成するŇ
ᾇ　学長
ᾈ　専攻科の授業を担当する本学の専任教員
ᾉ　จ学部長、学生部長及びෟ属図書館長

第10条　委員会に委員長を̍名置き、จ学部長がこれを
݉Ͷる。

̎　委員長は専攻科をओ管し、委員会を招集して議長と
なる。

３　委員長に事故あるときは、จ学部ਆಓ学科ओ任がそ
の職務を行する。

第11条　委員会は、定例会及びྟ時会とするŇྟ時会は、
委員長が必要と認めたとき、又は構成員の３分の̍以
上の要求があったとき招集されるŇ

第12条　委員会の成立には、構成員の３分の̎以上の出
席を必要とするŇただし、休職中の者及び在外研究員又
は内地留学で外出中の者は、構成員のから除外するŇ

̎　委員会の৹議決定は、多決によるŇ可否同の場合
は、議長の決するところによるŇただし、教員の人事に
関する事項については、別に定めるŇ

３　議長は、構成員に直接の利害関係のある事項につい
て৹議するときは、当֘構成員に退席を求めることが
できるŇ

第1�条　委員会は、本学ݐ学のਫ਼ਆに則って、࣍の事項
を৹議し、学長に対し意見をड़べるものとする。
ᾇ　学生の入学、退学、休学及び除籍に関する事項
ᾈ　学生の履修、学業成績及び修了に関する事項
ᾉ　学生のേに関する事項

皇學館大学ઐ߈Պنఔ
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別表̎-ᾇ（第̎条第̍項及び第３項関係）
○科目等履修生納付金（全学部共通）

種　別 金　額 備　考

定料ݕ 10,000ԁ 　本学ଔ業生にあっては、ߖላؗ大学Պ等
ཤम生نఔୈ４ୈ１߲ただしॻ͖のن定に
ΑΓ、ݕ定料を免除するŇ
　本学ଔ業生及びߖላؗ大学Պ等ཤम生ن
ఔୈ̒ୈ２߲のن定にΑるՊ等ཤम生Ͱ
１年を͑る場合は、ొ料の２の１の額
を免除する。

ొ料
１年間 10,000ԁ

半年間 5,000ԁ

ཤम料 １୯Ґ 10,000ԁ

○研究生納付金（全学部共通）
種　別 金　額

定料ݕ 30,000ԁ

入学金 100,000ԁ

授業料 ݄額 20,000ԁ

別表̎-ᾈ（第̎条第̍項及び第３項関係）
○大学Ӄ科目等履修生納付金

種　別 金　額 備　考

定料ݕ 10,000ԁ
　本学ଔ業生及びߖላؗ大学大学ӃՊ等ཤ
म生نఔୈ̕ୈ２߲のن定にΑるՊ等ཤ
म生Ͱ１年を͑る場合は、ొ料の２の
１の額を免除する。

ొ料
１年間 10,000ԁ

半年間 5,000ԁ

ཤम料 １୯Ґ 10,000ԁ

○大学Ӄ特別研究生納付金
種　別 金　額

৹ࠪ料 5,000ԁ

料ڀݚ 年額 50,000ԁ

別表３（第̎条第３項関係）
○手料（全学共通）

種　別 金　額

ݧࢼ料 3,000ԁ

再ݧࢼ料 3,000ԁ

在学ূ໌ॻ 200ԁ

在籍期間ূ໌ॻ 200ԁ

୯Ґূ໌ॻ 200ԁ

ଔ業໌ূࠐݟॻ 200ԁ

֤種ӳจূ໌ॻ 1,000ԁ

௨学ূ໌ॻ ແ料

学生ׂҾূ໌ॻ ແ料

அূ໌ॻ߁݈ 200ԁ

在ྈূ໌ॻ ແ料

教һ免ڐঢ়औಘ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

໌֊Ґݕ定合֨ɾਖ਼֊Ґऔಘ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

໌֊Ґݕ定合֨ɾ໌֊Ґऔಘ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

ॻ໌ূࠐݟऔಘ֨ࢿ 200ԁ

ॻ໌ূࠐݟઃଔ業ࢪ定อ育士ཆࢦ 200ԁ

ଔ業໌ূࠐݟॻɾࣾձࢱ士ࢦ定Պཤम໌ূࠐݟॻ 200ԁ

ଔ業໌ূࠐݟॻɾਫ਼ਆอ݈ࢱ士ࢦ定Պཤम໌ূࠐݟॻ 200ԁ

ࣾձௐࠪ士ࢦ定Պূ໌ॻ 200ԁ

大学Ӄത士લ期՝ఔ୯Ґमಘূ໌ॻ 200ԁ

ઐ߈Պमྃ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

大学Ӄमྃ໌ূࠐݟॻ 200ԁ

Պ等ཤम生ূ໌ॻ 200ԁ

Պ等ཤम生୯Ґূ໌ॻ 200ԁ

Ҭ׆ݙߩ動ʢ$--׆動）時間ূ໌ॻ 200ԁ

第１条　この規ఔは、皇學館大学学則（以下「学則」と
いうŇ）第９条第̎項の規定にͮجき専攻科に関して必
要な事項を定めるŇ

第２条　専攻科は、学部学科のૅجのうえに、ਫ਼深なఔ
度において専の事項を教授し、その研究を指導する
ことを目的とするŇ

第３条　専攻科の名শ及び専攻は、࣍のとおりとするŇ
　　　　　ਆಓ学専攻科　　　　ਆಓ学専攻
第４条　専攻科の修業年限は、̍年とするŇ
第５条　専攻科の在学期ؒは、̎年を超えることができ

ないŇ
第６条　専攻科の学生定員は、࣍のとおりとするŇ
　　　　　入学定員　20名　　　総定員　20名
第７条　専攻科の授業科目及び単位は、別表̍及び別

表̎のとおりとするŇ
第８条　専攻科の修了に要する単位は、別表̍に掲げる

授業科目の中から必修科目̐単位、選必修科目2�単
位を含め�6単位とするŇ

̎　ਆ職の資格を取得しようとする者は、別表̎に掲げ
る科目の所定の単位を修得しなければならないŇ

第９条　専攻科に、専攻科委員会（以下「委員会」とい
うŇ）を設けるŇ

̎　委員会は、࣍の委員で構成するŇ
ᾇ　学長
ᾈ　専攻科の授業を担当する本学の専任教員
ᾉ　จ学部長、学生部長及びෟ属図書館長

第10条　委員会に委員長を̍名置き、จ学部長がこれを
݉Ͷる。

̎　委員長は専攻科をओ管し、委員会を招集して議長と
なる。

３　委員長に事故あるときは、จ学部ਆಓ学科ओ任がそ
の職務を行する。

第11条　委員会は、定例会及びྟ時会とするŇྟ時会は、
委員長が必要と認めたとき、又は構成員の３分の̍以
上の要求があったとき招集されるŇ

第12条　委員会の成立には、構成員の３分の̎以上の出
席を必要とするŇただし、休職中の者及び在外研究員又
は内地留学で外出中の者は、構成員のから除外するŇ

̎　委員会の৹議決定は、多決によるŇ可否同の場合
は、議長の決するところによるŇただし、教員の人事に
関する事項については、別に定めるŇ

３　議長は、構成員に直接の利害関係のある事項につい
て৹議するときは、当֘構成員に退席を求めることが
できるŇ

第1�条　委員会は、本学ݐ学のਫ਼ਆに則って、࣍の事項
を৹議し、学長に対し意見をड़べるものとする。
ᾇ　学生の入学、退学、休学及び除籍に関する事項
ᾈ　学生の履修、学業成績及び修了に関する事項
ᾉ　学生のേに関する事項
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ᾊ　専攻科規ఔ及び諸規ఔの੍定・վ廃に関する事項
ᾋ　その他学長からࢾ問のあった事項

第1�条　委員会に提案したい事項を有する者は、前もって
これを委員長に申し出ることを原則とするŇ

第1�条　委員会の৹議及び報告等は、すべて記録して保管
しなければならないŇ

第1�条　専攻科に入学することができる者は、࣍の各号の
一に֘当する者とするŇ
ᾇ　େ学Λଔऀͨ͠ۀ
ᾈ　֎ࠃに͓͍ͯ学ڭߍҭに͓͚Δ��年ͷ՝ఔΛमྃ͠

ͨऀ
ᾉ　จ෦Պ学େਉͷࢦఆͨ͠ऀ
ᾊ　ຊ学に͓͍ͯେ学Λଔऀͨ͠ۀͱಉҎ্ͷ学ྗ͕

͋ΔͱೝΊͨऀ
第1�条　入学を許可された者は、本学所定の書に保証

人署名のうえ、入学金、授業料及び教育充実費（授業料
及び教育充実費を以下「学費」というŇ）を添えて所定
の期日までに提出しなければならないŇ

̎　前項の手続きをとらないときは、入学許可を取り消す
ことがあるŇ

第1�条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還しないŇ
̎　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者が入学年

度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった場合
は、学費を返還することがあるŇ

第1�条　専攻科に̍年以上在学し、所定の単位を修得した
者に、修了証書（様式̍）を授与するŇ

第20条　入学検定料、入学金及び学費は、別表３及び別表
̐のとおりとするŇ

第21条　この規ఔに定めのない事項は、学則を準用するŇ
第22条　この規ఔのվ廃は、構成員の̐分の３以上が出席

し、出席者の̐分の３以上のࢍ成を必要とするŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত56年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত56年10月22日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত57年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত5�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত59年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত60年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত60年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত61年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত62年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、ত6�年̐月̍日から施行するŇ

　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成元年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成元年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成̎年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成３年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成３年̓月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成̐年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成５年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成５年̓月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成̒年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成̓年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成̔年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成̔年11月14日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成９年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成10年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成12年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成14年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成15年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成16年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成21年５月2�日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成22年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成25年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成26年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、平成27年̐月̍日から施行する
̎　皇學館大学専攻科入学試験委員会規ఔ（平成10年̐

月̍日）は、廃ࢭする。
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　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成�1年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、令５年̐月̍日から施行する。
̎　本規ఔ別表̍及び別表̎の規定にかかわらず、令̐

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。

（別表̍（第̓条・第̔条第̍項関係ð・別表̎
（第̓条・第̔条第̎項関係）লུ）
　※ʰ履修要項ʱ参照

別表３（第20条関係）

߲　　 ೲ　　ೖ　　ֹ

ೖ 学 ݕ ఆ ྉ 3���� ԁ

別表̐（第20条関係）

߲　　 ೲ　ೖ　ֹ උ　　　　ߟ

ೖ 学 ۚ 3����� ԁ ̍　ຊ学ଔۀ生はɺೖ学ۚ
は໔আ͠ɺڭҭॆ࣮අ
はֹͱ͢ΔŇ

ೖ学ͷ߹ͷೖ学ۚ࠶　̎
はɺ໔আ͢ΔŇ

学

　අ

त ۀ ྉ �7���� ԁ

ڭ ҭ ॆ ࣮ අ ������ ԁ

様式̍（第19条関係）
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皇學館大学学ੜࡉ則
第１章　総　則

第１条　この細則は、学生生活に必要な事項を定めること
を目的とするŇ

第２章　学ੜূ
第２条　皇學館大学（以下「本学」というŇ）学生に対して、

入学時に学生証を交付する。
̎　学生は、学生証を常に携帯し、求めに応じఄ示しなけ

ればならない。学生証を携帯しない者は、教室、図書館
その他本学の施設を利用することができない。

３　学生証は、他人に貸与又はৡしてはならないŇ
̐　学生証を紛失したときは、直ちに学生支援部に届け出

て再交付を受けなければならない。また、本学の学籍を
離れるときは、必ず学生支援部に返納しなければならな
い。

第３章　学ੜྈ
第３条　学部学生のうち、学生寮への入寮をرする者は、

願い出により入寮を許可する。ただし、あらかじめ提示
する条件をঝする者に限る。

̎　学生寮についての規ఔは、別に定める。

第４章　ॅॴ及び্のҟಈ
　（住所変更届）
第４条　学生は、住所を学生支援部に届け出ること。
̎　住所を変更したときには、速やかに学生支援部に届け

出ること。
第５条　学生がその身上に異動が生じたときは、前条第̎

項と同様に届け出ること。
　（保証人変更願・保証人住所変更届）
第６条　保証人がࢮし又はその条件を欠くにࢸったと

き、その他の事༝によって保証人を変更しようとすると
きは、学生支援部に願い出て学長の許可を受けることŇ

̎　保証人の住所に変更があったときは、学生支援部に届
け出ることŇ

第５章　　
第７条　装は、端正を旨とし、本学学生としてのތりと

品位を保つように心がけなければならないŇ
̎　特別の場合（入学式、卒業式その他特に指定した場合

をいうŇ）の装は࣍のとおりとする。
ᾇ　உࢠ学生　ࠇ又はࠠ系のഎ広上下、ネクタイ、നの

ワイシャπをண用すること。
ᾈ　ঁࢠ学生　ࠇ又はࠠ系のスーπ、നブラウスをண用

すること。
ᾉ　所定の学ষ（バッジ）を付けることŇ
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　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成�1年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、令５年̐月̍日から施行する。
̎　本規ఔ別表̍及び別表̎の規定にかかわらず、令̐

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。

（別表̍（第̓条・第̔条第̍項関係ð・別表̎
（第̓条・第̔条第̎項関係）লུ）
　※ʰ履修要項ʱ参照

別表３（第20条関係）

߲　　 ೲ　　ೖ　　ֹ

ೖ 学 ݕ ఆ ྉ 3���� ԁ

別表̐（第20条関係）

߲　　 ೲ　ೖ　ֹ උ　　　　ߟ

ೖ 学 ۚ 3����� ԁ ̍　ຊ学ଔۀ生はɺೖ学ۚ
は໔আ͠ɺڭҭॆ࣮අ
はֹͱ͢ΔŇ

ೖ学ͷ߹ͷೖ学ۚ࠶　̎
はɺ໔আ͢ΔŇ

学

　අ

त ۀ ྉ �7���� ԁ

ڭ ҭ ॆ ࣮ අ ������ ԁ

様式̍（第19条関係）
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皇學館大学学ੜࡉ則
第１章　総　則

第１条　この細則は、学生生活に必要な事項を定めること
を目的とするŇ

第２章　学ੜূ
第２条　皇學館大学（以下「本学」というŇ）学生に対して、

入学時に学生証を交付する。
̎　学生は、学生証を常に携帯し、求めに応じఄ示しなけ

ればならない。学生証を携帯しない者は、教室、図書館
その他本学の施設を利用することができない。

３　学生証は、他人に貸与又はৡしてはならないŇ
̐　学生証を紛失したときは、直ちに学生支援部に届け出

て再交付を受けなければならない。また、本学の学籍を
離れるときは、必ず学生支援部に返納しなければならな
い。

第３章　学ੜྈ
第３条　学部学生のうち、学生寮への入寮をرする者は、

願い出により入寮を許可する。ただし、あらかじめ提示
する条件をঝする者に限る。

̎　学生寮についての規ఔは、別に定める。

第４章　ॅॴ及び্のҟಈ
　（住所変更届）
第４条　学生は、住所を学生支援部に届け出ること。
̎　住所を変更したときには、速やかに学生支援部に届け

出ること。
第５条　学生がその身上に異動が生じたときは、前条第̎

項と同様に届け出ること。
　（保証人変更願・保証人住所変更届）
第６条　保証人がࢮし又はその条件を欠くにࢸったと

き、その他の事༝によって保証人を変更しようとすると
きは、学生支援部に願い出て学長の許可を受けることŇ

̎　保証人の住所に変更があったときは、学生支援部に届
け出ることŇ

第５章　　
第７条　装は、端正を旨とし、本学学生としてのތりと

品位を保つように心がけなければならないŇ
̎　特別の場合（入学式、卒業式その他特に指定した場合

をいうŇ）の装は࣍のとおりとする。
ᾇ　உࢠ学生　ࠇ又はࠠ系のഎ広上下、ネクタイ、നの

ワイシャπをண用すること。
ᾈ　ঁࢠ学生　ࠇ又はࠠ系のスーπ、നブラウスをண用

すること。
ᾉ　所定の学ষ（バッジ）を付けることŇ
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ิ足説明
○ਆٶ参ഈ

学校行事としてのਆٶ参ഈは、全学ڍげての行事
であり、自らすすΜで参ഈするؾ持ちを持つことを
持ちでਆ前に進むことが大切でؾ本とし、ૉ直なج
あり、参ഈの際の装はஉࢠ学生はഎ広上下とし、
നのワイシャπを選び、ঁࢠ学生もスーπにしたり、
നブラウスを選ぶなどの配ྀがましい。

○フィールドワーク
フィールドワークにおいて、特にਆ社参ഈ・学校

๚問等が含まれている場合は、身なりをえ、ྱを
失しないように心がけること。

第６章　学੍
第８条　本学の奨学੍度は、学生の修学を支援する目的

で、給付奨学金、貸与奨学金、奨学、特生、授業
料の໔除・収༛༧、長୩奨学金、高দ奨ྭ金、ޫܚ
Ӄढ़奨学金、安部奨学金、Ԭా奨学金、ᓎҪ奨学金を
設ける。

̎　それͧれの奨学規ఔについては、別に定める。

第７章　学ஂମ
第９条　学生が組織する学内ஂ体は、以下のとおりとする。

ᾇ　学友会に所属するஂ体
ᾈ　学友会に所属していない皇學館大学学生委員会

（以下「委員会」というŇ）認定のஂ体
̎　学内ஂ体に関する事項は、別に定める。

第８章　ूձ及びࣄߦ
　（学内集会・行事願）
第10条　学生又は学内ஂ体が、学内集会若しくは行事を

開催しようとするときは、実施̓日前までに所定の願
書を学生支援部に提出し、学生部長の許可を受けるこ
と。ただし、࣍の各号に掲げるものについては、この
限りでない。
ᾇ　学内ஂ体が行う所定の場所における日常の集会・

行事
ᾈ　運動ஂ体の学内における࿅習
ᾉ　その他教員の責任において行う集会・行事及びあ

らかじめ学生部長のঝ認を得ているもの
第11条　学生は、19時�0分以後学内にډってはならないŇ

ただしŊ 関係教員の指導による場合、ෟ属図書館を利用
する場合又は特に許可を受けた場合についてはこの限り
ではないŇ

第９章　ࣔܝɾҹɾ์ૹ
　（掲示許可願）
第12条　学生が学内に掲示をしようとするときは、掲示

３日前までに所定の願書に責任者氏名を明記して学生支
援部に提出し、学生支援部学生担当課長の許可を受ける
こと。

̎　学生が学外に掲示をしようとするときは、掲示̓日前
までに所定の願書を学生支援部に提出し、学生部長の許
可を受けること。

（行物発行許可願ץ）　
第1�条　学生が定期又はྟ時に、ҹ物を発行しようとす

るときは、あらかじめその内容について関係教員の指導
を受け、発行̓日前までに所定の願書を学生支援部に提
出し、学生部長の許可を受けること。

̎　ҹ物の出དྷ上がったときは直ちに̎部を学生支援部
に提出すること。

第1�条　学生が学内で์送をしようとするときは、学生支
援部学生担当課長の許可を得ること。

第10章　学֎ऀのটᡈ及び学֎׆ಈ
　（学外者招ᡈ許可願）
第1�条　学生が学外から特別指導者又は講ԋ者を招ᡈしよ

うとするときは、あらかじめ関係教員と協議し、そのঝ
を得た後、実施̓日前までに所定の願書を学生支援部
に提出し、学生部長の許可を受けること。

　（学外活動許可願）
第1�条　学生が本学の名をףし又はそれを意ຯする名義を

持って、学外において活動し、又は学外ஂ体に参加しよ
うとするときは、あらかじめ関係教員と協議し、そのঝ
を得た後、実施̓日前までに所定の願書を学生支援部
に提出し、学生部長の許可を受けること。

第11章　دෟืूɾൢചͳͲ
（ෟ募集・物品ൢച・ੈ調査・署名運動等د）　
第1�条　学生が学内においてدෟの募集、物品のൢച、署

名運動、ੈ調査その他これに類する活動を行う場合に
は、あらかじめ関係教員と協議し、そのঝを得た後、
実施̓日前までに所定の願書を学生支援部に提出し、学
生部長の許可を受けること。

第12章　ॸ　
第1�条　この細則に係るॸ務は、学生支援部において処理

する。

第1�章　ࡉ則のվഇ
第1�条　この細則のվ廃は、委員会の議をܦて全学教授会

が行う。
　　　ෟ　則
　移行措置旧規ఔによる੍はত60年３月末までண用す

ることができるが、特別の場合には可能な限り本条の定
めに従うことŇ
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　この規ఔは、ত56年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　移行措置（ত56年̒月̍日施行）はত60年３月�1日

をもって廃ࢭするŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、ত61年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、ত62年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成̎年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成̎年10月1�日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成10年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成11年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成12年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成22年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成26年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成26年11月12日から施行する。
　　　ෟ　則
　この細則は、平成29年̐月̍日から施行する。

皇學館大学学༑ձձ則
本会は、皇學館大学学友会とশし、皇學館大学設立のझ

旨を体し、全学一体となって明࿕健全なる学෩のथ立に努
め、学生生活の向上と皇學館大学の発లにد与することを
目的とし、この会則を定めるŇ

第１章　ࣄ　業
第１条　本会は、さきにあげた本会の目的を達成するため、

総務部ฒびにจ化及び運動の各部を置きੵۃ的な活動を
するとともに、大学及び館友会の行う諸事業ฒびに、そ
の他本会の目的を達成するために必要と認められる諸事
業に参加する。

̎　学内ஂ体に関する事項は、別に定める。

第２章　ձ　һ
第２条　本会は、皇學館大学の教員及び全学生をもって組

織し、教員は特別会員、学生は正会員とする。

第３章　һ
第３条　本会に、࣍の員を置く。

会長 ̍名
෭会長 若ׯ名
総務部長 ̍名
総務部ސ問 若ׯ名
各部部長 各̍名
総務委員長 ̍名
総務෭委員長 ̍名
学級表 各̎名
各部委員長 各̍名
会計委員 若ׯ名
ॸ務委員 若ׯ名
選ڍ管理委員 各学級̎名

ᾇ　会長は、学長とし、本会を表する。෭会長は、学
生部長及び各学部長とし、会長をิࠤする。会長に
事故あるときは学生部長が、学生部長に事故あると
きは各学部長がこれを行する。

ᾈ　総務部長は、学生委員会委員長とし、学生部長の指
示を受けて総務部を統する。

ᾉ　総務部ސ問は、学生支援部学生担当課長及び全学教
授会における学生委員会委員とし、総務部長をิࠤ
し総務委員会のࢾ問に応え指導に当たる。

ᾊ　各部部長及び෭部長は、教員とし、各部を統する。
ᾋ　総務委員長及び総務෭委員長は、選ڍによって選

出された学生とする。総務委員長は正会員を表す
る。総務෭委員長は、総務委員長をิࠤし、総務委
員長に事故あるときはこれを行する。

ᾌ　各部委員長は、各部員の互選によって選出された学
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　この規ఔは、ত56年̒月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　移行措置（ত56年̒月̍日施行）はত60年３月�1日

をもって廃ࢭするŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、ত61年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、ত62年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成̎年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成̎年10月1�日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成10年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成11年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成12年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成1�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成22年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成26年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この細則は、平成26年11月12日から施行する。
　　　ෟ　則
　この細則は、平成29年̐月̍日から施行する。

皇學館大学学༑ձձ則
本会は、皇學館大学学友会とশし、皇學館大学設立のझ

旨を体し、全学一体となって明࿕健全なる学෩のथ立に努
め、学生生活の向上と皇學館大学の発లにد与することを
目的とし、この会則を定めるŇ

第１章　ࣄ　業
第１条　本会は、さきにあげた本会の目的を達成するため、

総務部ฒびにจ化及び運動の各部を置きੵۃ的な活動を
するとともに、大学及び館友会の行う諸事業ฒびに、そ
の他本会の目的を達成するために必要と認められる諸事
業に参加する。

̎　学内ஂ体に関する事項は、別に定める。

第２章　ձ　һ
第２条　本会は、皇學館大学の教員及び全学生をもって組

織し、教員は特別会員、学生は正会員とする。

第３章　һ
第３条　本会に、࣍の員を置く。

会長 ̍名
෭会長 若ׯ名
総務部長 ̍名
総務部ސ問 若ׯ名
各部部長 各̍名
総務委員長 ̍名
総務෭委員長 ̍名
学級表 各̎名
各部委員長 各̍名
会計委員 若ׯ名
ॸ務委員 若ׯ名
選ڍ管理委員 各学級̎名

ᾇ　会長は、学長とし、本会を表する。෭会長は、学
生部長及び各学部長とし、会長をิࠤする。会長に
事故あるときは学生部長が、学生部長に事故あると
きは各学部長がこれを行する。

ᾈ　総務部長は、学生委員会委員長とし、学生部長の指
示を受けて総務部を統する。

ᾉ　総務部ސ問は、学生支援部学生担当課長及び全学教
授会における学生委員会委員とし、総務部長をิࠤ
し総務委員会のࢾ問に応え指導に当たる。

ᾊ　各部部長及び෭部長は、教員とし、各部を統する。
ᾋ　総務委員長及び総務෭委員長は、選ڍによって選

出された学生とする。総務委員長は正会員を表す
る。総務෭委員長は、総務委員長をิࠤし、総務委
員長に事故あるときはこれを行する。

ᾌ　各部委員長は、各部員の互選によって選出された学
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生とする。
ᾍ　学級表は、各学級委員とする。
ᾎ　ॸ務委員及び会計委員は、総務委員会の選定によ

る学生とし、ॸ務及び会計を管理する。ただし、会
計におけるா簿現金その他必要なものの保管は学生
支援部に委する。

ᾏ　選ڍ管理委員は、各学級の互選によって選出され
た学生とする。

第４条　正会員たる員の任期は、ຖ年12月̍日よりཌ年
の11月�0日までの̍年ؒとする。ただし、学級表の
任期は̐月̍日より３月�1日までとする。

第４章　ձ　ٞ
第５条　総会は、特に重要な事項につき必要なঝ認又は決

議その他を行うものとする。
ᾇ　総会は、全会員をもって構成し、その成立は、全

会員のաの出席をもって成立する。
ᾈ　総会は、会長がこれを招集する。ただし、全会員

の３分の̍以上の署名による要求がある場合は、こ
れを招集しなければならない。

ᾉ　総会の議長及び෭議長は、総務委員会においてあ
らかじめ選出された正会員をもってこれに充てる。

ᾊ　議決は、出席正会員のաをもって決議する。
第６条　員会は、総務部長、総務部ސ問、各部部長、総

務委員長、総務෭委員長、学級表、各部委員長をもっ
て構成する。員会は、༧ࢉ及び決ࢉのঝ認、総務委
員会の要請があった場合、又は特に必要と認められる
場合に総務部長がこれを招集する。員会の議長は、
総務部長、෭議長は総務委員長とする。

第７条　総務委員会は、จ化及び運動の各部の実際的活
動、また大学ࡇやٿ技大会等の課外活動全般につき総
合的なا画を立て、これを実施し、ॸ務、会計及びব
外等本会の運営に当たる。総務委員会は、総務委員長、
総務෭委員長、学級表、各部委員長をもって構成し、
その開催は構成者のաの出席を必要とする。総務
委員会は、ຖ月̍回の定例会の΄か、特に必要のある
場合、総務委員長の要請により総務部長がこれを招集
する。
ᾇ　総務委員会の決定は、多決による。可否同の

ときは、議長の決するところによる。総務委員会の
議長は、総務委員長、෭議長は総務෭委員長とす
る。

ᾈ　総務部長及び総務部ސ問は、総務委員会に出席し
発言することができる。

第８条　常任委員会は、総務委員会に置かれ、必要な諸提
案をする。常任委員会は、総務委員長、総務෭委員長、
学級表をもって構成する。

第９条　各部会の構成、運営及びその他必要な事項につい

ては、各部において自ओ的にこれを定めるものとする。

第５章　ձ　ܭ
第10条　本会のܦ費は、正会員の会費及びدෟ金その他を

もってこれに充てる。
第11条　前条の会費のֹ及び納入方法等については、総務

委員会の決議にͮجき、会長がこれを定める。
第12条　本会の会計については、ຖ年̍回以上、会長の委

する査委員の査を受ける΄か、会員の要求があっ
た場合、いつでもா簿等をӾཡに供しなければならない。

第1�条　本会の会計年度は、ຖ年̐月̍日よりཌ年の３月
�1日までとする。

第６章　վ　ਖ਼
第1�条　本会則のվ正は、員会において行う。
　　　ෟ　則
　この会則は、ত��年̐月̍日からこれを施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成10年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成1�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成1�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成20年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成22年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この会則は、平成24年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成24年11月22日から施行する。
　　　ෟ　則　
　この会則は、平成26年11月20日から施行する。
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　（目　的）
第１条　この規ఔは、皇學館大学学生細則第９条及び皇學

館大学学友会会則第1条第̎項の規定にͮجき、学内ஂ
体に関する必要な事項を定める。

　（学内ஂ体）
第２条　学生が組織する学内ஂ体は、学友会に所属するஂ

体（以下「部」というŇ）と学友会に所属していない皇
學館大学学生委員会（以下「委員会」というŇ）認定の
ஂ体（以下「同会」というŇ）とする。

̎　部の設立は、原則として同会からのঢ格に限るもの
とし、部を新規に設立することはできない。

　（同会の設立）
第３条　学生が同会を設立しようとするときは、責任者

̎名が専任の教員のうちからސ問教員を委し、その
ঝ認を得た後、所定の願書をஂ体規・会員名簿とと
もに学生支援部に提出しなければならない。

̎　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに、
同会の設立を৹議し、認定を行う。

　（同会から部へのঢ格）
第４条　部へのঢ格をرする同会は、学友会所定の申

請書に必要事項（部の名শ、部長、学生表、部員名簿、
規等）を記入のうえ、部ঢ格の৹議が行われる学友
会総務委員会開催の10日前までに学友会総務委員長に
提出しなければならない。

̎　部へのঢ格をرする同会は、新規に設立されてか
ら概Ͷ３年以上活動していなければならない。

３　部へのঢ格をرする同会は、̍年࣍と̎年࣍の部
員の合計が５名以上でなければならない。

̐　運動部へのঢ格をرする同会は、それͧれのڝ技
ஂ体の学生連ໍ等への登録条件をຬたしていることを
事前に確認しなければならない。また、ঢ格後、直ち
に当֘組織への登録をしなければならない。

５　จ化部へのঢ格をرする同会は、前年度の̐月̍
日から̍月末日までのؒに、活動内容にԊった大学ࡇ
での発表又は学外活動を行っていなければならない。

̒　既に設置されている部と活動内容が全く同一である
同会は、部にঢ格できない。

　（部ঢ格の選定）
第５条　学友会総務委員会は、提出された申請書をもとに

部ঢ格を৹議し、出席正会員の３分の̎以上が活動内
容からঢ格ଥ当と判断した場合に、当֘同会を部ঢ
格ީิஂ体に選定する。

　（部ঢ格の認定・部設置の許可）
第６条　委員会及び全学教授会は、学友会総務委員長より

提出された申請書をもとに৹議し、部ঢ格ީิஂ体の
部ঢ格認定を行う。

̎　学友会会長が部の設置を許可する。
　（学内ஂ体の認定期ؒ）
第７条　同会からঢ格した部の認定期ؒは、認定日から

ཌ年の３月�1日までとする。
̎　前年度から継続している部の認定期ؒは、̐月̍日か

らཌ年の３月�1日までの̍年ؒとする。　
　（学内ஂ体の継続）
第８条　学内ஂ体として継続をرする場合は、所定の部・

同会活動継続届に必要事項を記入し、̍月末日までに
学生支援部に提出しなければならない。期日までに提出
のないஂ体は原則として継続を認めない。

̎　部を継続する場合は、̍年࣍から３年࣍の部員の合
計が５名以上でなければならない。

３　同会を継続する場合は、̍年࣍から３年࣍の会員
の合計が̎名以上でなければならない。

　（ஂ体届出事項変更）
第９条　学内ஂ体がஂ体規などの届け出事項を変更しよ

うとするときは、所定の願書を学生支援部に提出しなけ
ればならない。

̎　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに৹
議し、許可を行う。

　（学内ஂ体解ࢄ届）
第10条　学生が学内ஂ体を解ࢄしようとするときは、所定

の届出書を学生支援部に提出しなければならない。
　（学内ஂ体の活動停ࢭ又は解ࢄ）
第11条　学内ஂ体が࣍の各号に֘当する活動を行ったとき

は、委員会は全学教授会のঝ認のうえ、当֘ஂ体に活動
停ࢭ又は解ࢄを໋ずる。

（1）学則又は諸規則にҧ反した活動が行われたとき。
（2）活動中に重大な事故が発生するなど、ஂ体の運営がԁ

。に行われなかったとき
（�）学内ஂ体及びそのஂ体構成員が、不事に関係し、そ

れがஂ体活動に密接な関連のあったとき。
（4）ஂ体活動が、本学の教育研究等の遂行を્害し、教職

員の指示に従わなかったとき。
　（部から同会への降格）
第12条　࣍の各号のいずれかに֘当する場合には、委員会

は全学教授会のঝ認のうえ、当֘部を同会に降格する。
（1）当֘部がこの規ఔに定めた部の条件をຬたしていない

が、同会の条件をຬたしている場合
（2）当֘部の部長が辞退し�0日以上部長が定まらない場合
（�）当֘部の学生が同会への降格を学生支援部に届け出

た場合
（4）当֘部が学友会総務委員会を無断で連続4回以上欠席

し、学友会総務委員会において出席正会員の３分の̎以
上が降格ଥ当と判断した場合

　（部室の明けし）
第1�条　部が解ࢄ又は同会に降格となった場合、当֘ஂ
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　（目　的）
第１条　この規ఔは、皇學館大学学生細則第９条及び皇學

館大学学友会会則第1条第̎項の規定にͮجき、学内ஂ
体に関する必要な事項を定める。

　（学内ஂ体）
第２条　学生が組織する学内ஂ体は、学友会に所属するஂ

体（以下「部」というŇ）と学友会に所属していない皇
學館大学学生委員会（以下「委員会」というŇ）認定の
ஂ体（以下「同会」というŇ）とする。

̎　部の設立は、原則として同会からのঢ格に限るもの
とし、部を新規に設立することはできない。

　（同会の設立）
第３条　学生が同会を設立しようとするときは、責任者

̎名が専任の教員のうちからސ問教員を委し、その
ঝ認を得た後、所定の願書をஂ体規・会員名簿とと
もに学生支援部に提出しなければならない。

̎　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに、
同会の設立を৹議し、認定を行う。

　（同会から部へのঢ格）
第４条　部へのঢ格をرする同会は、学友会所定の申

請書に必要事項（部の名শ、部長、学生表、部員名簿、
規等）を記入のうえ、部ঢ格の৹議が行われる学友
会総務委員会開催の10日前までに学友会総務委員長に
提出しなければならない。

̎　部へのঢ格をرする同会は、新規に設立されてか
ら概Ͷ３年以上活動していなければならない。

３　部へのঢ格をرする同会は、̍年࣍と̎年࣍の部
員の合計が５名以上でなければならない。

̐　運動部へのঢ格をرする同会は、それͧれのڝ技
ஂ体の学生連ໍ等への登録条件をຬたしていることを
事前に確認しなければならない。また、ঢ格後、直ち
に当֘組織への登録をしなければならない。

５　จ化部へのঢ格をرする同会は、前年度の̐月̍
日から̍月末日までのؒに、活動内容にԊった大学ࡇ
での発表又は学外活動を行っていなければならない。

̒　既に設置されている部と活動内容が全く同一である
同会は、部にঢ格できない。

　（部ঢ格の選定）
第５条　学友会総務委員会は、提出された申請書をもとに

部ঢ格を৹議し、出席正会員の３分の̎以上が活動内
容からঢ格ଥ当と判断した場合に、当֘同会を部ঢ
格ީิஂ体に選定する。

　（部ঢ格の認定・部設置の許可）
第６条　委員会及び全学教授会は、学友会総務委員長より

提出された申請書をもとに৹議し、部ঢ格ީิஂ体の
部ঢ格認定を行う。

̎　学友会会長が部の設置を許可する。
　（学内ஂ体の認定期ؒ）
第７条　同会からঢ格した部の認定期ؒは、認定日から

ཌ年の３月�1日までとする。
̎　前年度から継続している部の認定期ؒは、̐月̍日か

らཌ年の３月�1日までの̍年ؒとする。　
　（学内ஂ体の継続）
第８条　学内ஂ体として継続をرする場合は、所定の部・

同会活動継続届に必要事項を記入し、̍月末日までに
学生支援部に提出しなければならない。期日までに提出
のないஂ体は原則として継続を認めない。

̎　部を継続する場合は、̍年࣍から３年࣍の部員の合
計が５名以上でなければならない。

３　同会を継続する場合は、̍年࣍から３年࣍の会員
の合計が̎名以上でなければならない。

　（ஂ体届出事項変更）
第９条　学内ஂ体がஂ体規などの届け出事項を変更しよ

うとするときは、所定の願書を学生支援部に提出しなけ
ればならない。

̎　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに৹
議し、許可を行う。

　（学内ஂ体解ࢄ届）
第10条　学生が学内ஂ体を解ࢄしようとするときは、所定

の届出書を学生支援部に提出しなければならない。
　（学内ஂ体の活動停ࢭ又は解ࢄ）
第11条　学内ஂ体が࣍の各号に֘当する活動を行ったとき

は、委員会は全学教授会のঝ認のうえ、当֘ஂ体に活動
停ࢭ又は解ࢄを໋ずる。

（1）学則又は諸規則にҧ反した活動が行われたとき。
（2）活動中に重大な事故が発生するなど、ஂ体の運営がԁ

。に行われなかったとき
（�）学内ஂ体及びそのஂ体構成員が、不事に関係し、そ

れがஂ体活動に密接な関連のあったとき。
（4）ஂ体活動が、本学の教育研究等の遂行を્害し、教職

員の指示に従わなかったとき。
　（部から同会への降格）
第12条　࣍の各号のいずれかに֘当する場合には、委員会

は全学教授会のঝ認のうえ、当֘部を同会に降格する。
（1）当֘部がこの規ఔに定めた部の条件をຬたしていない

が、同会の条件をຬたしている場合
（2）当֘部の部長が辞退し�0日以上部長が定まらない場合
（�）当֘部の学生が同会への降格を学生支援部に届け出

た場合
（4）当֘部が学友会総務委員会を無断で連続4回以上欠席

し、学友会総務委員会において出席正会員の３分の̎以
上が降格ଥ当と判断した場合

　（部室の明けし）
第1�条　部が解ࢄ又は同会に降格となった場合、当֘ஂ
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体は部室を速やかに明けさなければならない。
　（ॸ　務）
第1�条　この規ఔに関するॸ務は、学生支援部において

処理する。
　（規ఔのվ廃）
第1�条　この規ఔのվ廃は、委員会及び全学教授会の議

をܦて学友会員会が行う。
　　　ෟ　則
　この内規は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この内規は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成26年11月20日から施行する。

皇學館大学学༑ձબنڍ則
第１章　総　則

第１条　この規則は、皇學館大学学友会会則のझ旨にのっ
とり、学友会正会員による選ڍの方法を規定し、その選
が公明かつ適正に行われることを確保し、もって学友ڍ
会の健全な発達を期することを目的とする。

第２条　この規則は、総務委員長、総務෭委員長の選ڍに
適用する。

第２章　બݖڍ及びඃબݖڍ
第３条　学友会正会員は、すべて選ڍ権を有する。ただし、

選ڍ期ؒ中に学則第̔ষ第5�条に֘当する者は、このう
ちに入らない。

第４条　学友会正会員は、すべて被選ڍ権を有する。た
だし、選ڍ期ؒ中に学則第̔ষ第5�条に֘当する者は、
このうちに入らない。

第３章　બڍ期日
第５条　任期ຬ了による選ڍは、その任期の終わる日の前

20日以内に行う。
第６条　選ڍの期日は、少なくとも10日以前に告示しなけ

ればならない。

第４章　　ථ
第７条　選ڍは無記名投票により行う。
第８条　投票は、各選ڍにつき̍名̍票で、単記とする。

ただし、立ީิ者̍名の場合は信任投票とする。
第９条　投票は選ڍ管理委員会の定めた方法により行う。
第10条　投票用ࢴは、選ڍ管理委員会発行のものを使用する。
第11条　特別会員及び正会員は、選ڍ管理委員会より委

託されたときにのみ投票の管理に当たることができる。

第５章　։　ථ
第12条　開票は、選ڍ管理委員会によって投票の当日に、

選ڍ管理委員会の定めた場所において、各ީิ責任者立
会いのもとに行われる。ただし、信任投票の場合は総務
委員長及び総務෭委員長も立会うものとする。

第1�条　下記の投票は無ޮとする。
ᾇ　第10条による正規の投票用ࢴを用いないもの。
ᾈ　立ީิ者の୭を記入したか確認しいもの。
ᾉ　立ީิ者以外の氏名を記載したもの。
ᾊ　̍投票用ࢴ中に̎名以上の氏名を記載したもの。
ᾋ　信任投票の場合、選ڍ管理委員会の指定した記載

方法によらないもの。
ᾌ　ީิ者の氏名以外の事項を記載したもの（ただし、

ީิ者の学年、学科、住所、又はܟশの類いを記入し
たものは有ޮとするŇð。
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第６章　ީิऀ
第1�条　立ީิ者は、選ڍ期日の告示があった日から投票

日前̓日までに責任者を̍名立て、จ書で立ީิする旨
を選ڍ管理委員会に届出する必要がある。

̎　前項のจ書には、ީิ者の氏名、学年、学科及び責任
者̍名の氏名を記載しなければならない。

第1�条　立ީิ者は第９ষに規定した選ڍ運動と選ڍ管理
委員会の定めた立会ԋ説会に参加する権利を有する。

第７章　બਓ
第1�条　各選ڍにおいて、第17条に定める必要得票以上で、

最高位者を当選人とする。
第1�条　当選人の得票は、全正会員の̐分の̍以上を必要

とする。
第1�条　信任投票の場合には、必要得票以上で投票の

ա以上のࢍ成があった場合、信任されたものとする。
第1�条　各選ڍにおいて、必要得票に達しなかった場合

には、得票上位̎者による決ઓ投票を行う。ただし、
立ީิ者が̎名の場合には、再度投票を行う。

第20条　決選投票及び再度投票は第̐ষの規定による。
第21条　当選人を定めるに当たり、得票が同じであると

きは、くじか選ڍ管理委員会で決める。

第８章　ิܽબڍ
第22条　員に欠員が生じた場合には、総務委員長又は、

総務෭委員長の判断により、ิ欠選ڍを行う。特に総務
委員長及び総務෭委員長、྆者の欠員を生じた場合には、
総務委員会が発議してิ欠選ڍを行う。ただし、任期ຬ
了前、20日以内のิ欠選ڍは行わない。

第2�条　前条によりิ欠選ڍの必要を生じた場合には、選
の期日を定め、これを告示しその必要ڍ管理委員会は選ڍ
が生じた日から20日以内に選ڍを行う。

第2�条　この場合の選ڍは、第̐ষ、第５ষ、及び第̓ষ
の規定による。

第９章　બڍӡಈ
第2�条　選ڍ運動の期日は、立ީิ届出のあった日から投

票の前日までとする。
第2�条　ポスターは選ڍ管理委員会の指定した用ࢴに限る。

なおީิ者の氏名以外に責任者を̍名明記する。
第2�条　ポスターの掲示場所は、第44条の規定による。
第2�条　立会ԋ説会は、立ީิక切のཌ日から選ڍの前日

までに行う。
第2�条　立会ԋ説会における推નԋ説は、ީิ者̍名につ

き３名までとする。
第�0条　選ڍ管理委員及び選ڍ権を有しない者ฒびに総務

委員長、総務෭委員長は一切選ڍ運動をすることはできない。
第�1条　校内及び寮以外の場所で選ڍ運動をしてはならな

い。ただし、選ڍ管理委員会で別に定めた場合は、この
限りではない。

第�2条　何人も署名運動、人ؾ投票を選ڍのために利用す
ることはできない。

第��条　何人も選ڍ運動に関して、いかなる名義をもって
するを問わず、金銭及び物品を提供することができない。

第��条　選ڍ運動のために使用するจ書は、選ڍ管理委員
会で許可するもの以外、൦布することができない。

第��条　校内์送は、選ڍ管理委員会で定める場合以外は
使用することはできない。

第��条　ީิ者は、個人ԋ説会を行うことができる。その
場合には、開催する前日までにจ書で選ڍ管理委員会に
届け出Ͷばならない。

第��条　連呼行為はこれをࢭېする。

第10章　ҟٞਃཱ
第��条　選ڍのޮ力に異議のある正会員は、投票のཌ日か

ら５日以内に選ڍ管理委員会に対し異議申立をจ書によ
り行うことができる。

第��条　前条により異議申立を受理した選ڍ管理委員会は
ҧ反の真相を究明し、当選に異動を及΅すおそれのある
場合には選ڍの一部若しくは全部の無ޮを決定しなけれ
ばならない。

第�0条　選ڍ管理委員会への異議申立については、総務委
員会がこれを受理し、採決を行う。

第11章　બڍཧҕһձ
第�1条　本委員会は、学級の選出による各ʑ̎名の委員に

よって構成され、正・෭委員長各ʑ̍名、書記̍名を互
選によって決定する。

第�2条　本委員会は、常任委員会とし、委員の任期は̐月
̍日からཌ年３月�1日までとする。

第��条　࣍の事項に֘当するにࢸった場合は、委員の職
にとどまることはできない。
ᾇ　選ڍ権、被選ڍ権を有しなくなった場合
ᾈ　心身の故障のため職務をࣥ行することができない場合
ᾉ　職務上の業務にҧ反し、その他委員たるに適しな

い非行があった場合
　委員に欠員を生じた場合、あらたに委員を選出す

る。その任期は、その前任者の任期ؒとする。
第��条　本委員会は、第̎条に定める学友会委員の選ڍに

関する一切の権限を有し、࣍の職務を行う。
ᾇ　選ڍの計画を立てる。
ᾈ　選ڍ期日を告示し、立ީิの受付を行う。
ᾉ　投票用ࢴを発行する。
ᾊ　ポスターの用ࢴ、ຕฒびに掲示場所を決定し、ポ

スター用ࢴの配布を行う。
ᾋ　立会ԋ説会のا画、運営に当たる。
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第６章　ީิऀ
第1�条　立ީิ者は、選ڍ期日の告示があった日から投票

日前̓日までに責任者を̍名立て、จ書で立ީิする旨
を選ڍ管理委員会に届出する必要がある。

̎　前項のจ書には、ީิ者の氏名、学年、学科及び責任
者̍名の氏名を記載しなければならない。

第1�条　立ީิ者は第９ষに規定した選ڍ運動と選ڍ管理
委員会の定めた立会ԋ説会に参加する権利を有する。

第７章　બਓ
第1�条　各選ڍにおいて、第17条に定める必要得票以上で、

最高位者を当選人とする。
第1�条　当選人の得票は、全正会員の̐分の̍以上を必要

とする。
第1�条　信任投票の場合には、必要得票以上で投票の

ա以上のࢍ成があった場合、信任されたものとする。
第1�条　各選ڍにおいて、必要得票に達しなかった場合

には、得票上位̎者による決ઓ投票を行う。ただし、
立ީิ者が̎名の場合には、再度投票を行う。

第20条　決選投票及び再度投票は第̐ষの規定による。
第21条　当選人を定めるに当たり、得票が同じであると

きは、くじか選ڍ管理委員会で決める。

第８章　ิܽબڍ
第22条　員に欠員が生じた場合には、総務委員長又は、

総務෭委員長の判断により、ิ欠選ڍを行う。特に総務
委員長及び総務෭委員長、྆者の欠員を生じた場合には、
総務委員会が発議してิ欠選ڍを行う。ただし、任期ຬ
了前、20日以内のิ欠選ڍは行わない。

第2�条　前条によりิ欠選ڍの必要を生じた場合には、選
の期日を定め、これを告示しその必要ڍ管理委員会は選ڍ
が生じた日から20日以内に選ڍを行う。

第2�条　この場合の選ڍは、第̐ষ、第５ষ、及び第̓ষ
の規定による。

第９章　બڍӡಈ
第2�条　選ڍ運動の期日は、立ީิ届出のあった日から投

票の前日までとする。
第2�条　ポスターは選ڍ管理委員会の指定した用ࢴに限る。

なおީิ者の氏名以外に責任者を̍名明記する。
第2�条　ポスターの掲示場所は、第44条の規定による。
第2�条　立会ԋ説会は、立ީิక切のཌ日から選ڍの前日

までに行う。
第2�条　立会ԋ説会における推નԋ説は、ީิ者̍名につ

き３名までとする。
第�0条　選ڍ管理委員及び選ڍ権を有しない者ฒびに総務

委員長、総務෭委員長は一切選ڍ運動をすることはできない。
第�1条　校内及び寮以外の場所で選ڍ運動をしてはならな

い。ただし、選ڍ管理委員会で別に定めた場合は、この
限りではない。

第�2条　何人も署名運動、人ؾ投票を選ڍのために利用す
ることはできない。

第��条　何人も選ڍ運動に関して、いかなる名義をもって
するを問わず、金銭及び物品を提供することができない。

第��条　選ڍ運動のために使用するจ書は、選ڍ管理委員
会で許可するもの以外、൦布することができない。

第��条　校内์送は、選ڍ管理委員会で定める場合以外は
使用することはできない。

第��条　ީิ者は、個人ԋ説会を行うことができる。その
場合には、開催する前日までにจ書で選ڍ管理委員会に
届け出Ͷばならない。

第��条　連呼行為はこれをࢭېする。

第10章　ҟٞਃཱ
第��条　選ڍのޮ力に異議のある正会員は、投票のཌ日か

ら５日以内に選ڍ管理委員会に対し異議申立をจ書によ
り行うことができる。

第��条　前条により異議申立を受理した選ڍ管理委員会は
ҧ反の真相を究明し、当選に異動を及΅すおそれのある
場合には選ڍの一部若しくは全部の無ޮを決定しなけれ
ばならない。

第�0条　選ڍ管理委員会への異議申立については、総務委
員会がこれを受理し、採決を行う。

第11章　બڍཧҕһձ
第�1条　本委員会は、学級の選出による各ʑ̎名の委員に

よって構成され、正・෭委員長各ʑ̍名、書記̍名を互
選によって決定する。

第�2条　本委員会は、常任委員会とし、委員の任期は̐月
̍日からཌ年３月�1日までとする。

第��条　࣍の事項に֘当するにࢸった場合は、委員の職
にとどまることはできない。
ᾇ　選ڍ権、被選ڍ権を有しなくなった場合
ᾈ　心身の故障のため職務をࣥ行することができない場合
ᾉ　職務上の業務にҧ反し、その他委員たるに適しな

い非行があった場合
　委員に欠員を生じた場合、あらたに委員を選出す

る。その任期は、その前任者の任期ؒとする。
第��条　本委員会は、第̎条に定める学友会委員の選ڍに

関する一切の権限を有し、࣍の職務を行う。
ᾇ　選ڍの計画を立てる。
ᾈ　選ڍ期日を告示し、立ީิの受付を行う。
ᾉ　投票用ࢴを発行する。
ᾊ　ポスターの用ࢴ、ຕฒびに掲示場所を決定し、ポ

スター用ࢴの配布を行う。
ᾋ　立会ԋ説会のا画、運営に当たる。

法人（学校法人皇學館キャンパス・ϋラスメント防ࢭに関する規ఔ）
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ᾌ　投票場所を決定し、投票の管理ฒびに開票を行い、
結果を公表する。

ᾍ　選ڍが公正に行われるように管理し、ҧ反があれば、
真相を究明し処理する。

ᾎ　信任投票の場合には、投票用ࢴの記載方法を定める。
ᾏ　その他選ڍに関する一切の職務を取り行う。

第12章　േ　則
第��条　選ڍ規則にҧ反した者は、卒業時まで選ڍ権、及

び被選ڍ権を認めない。
第��条　ީิ者及び責任者が、選ڍ規則にҧ反した場合は、

その当選は無ޮとする。

第1�章　ඁ　໔
第��条　全正会員は、総務委員長、総務෭委員長に対する

ඁ໔権を有し、署名をもってその意思を表明することがで
きる。

第��条　ඁ໔は、署名が全正会員のա以上に達した場
合、成立するものとする。

第��条　この場合の選ڍは、第̔ষの規定による。

第1�章　ิ　則
第�0条　総務委員長、総務෭委員長が立ީิする場合には、

立ީิ届出と同時に、員を解任する。
第�1条　立ީิ者がない場合又は第1�条で不信任の場合に

は、緊急総務委員会を開き、若ׯ名の推ન立ީิ者を出す。
第�2条　前条の選ڍは、第̐ষ、第５ষ及び第̓ষの規定

による。
　　　ෟ　則
　この規則のվ正は、皇學館大学学友会会則第14条によっ
てなされる。
　　　ෟ　則
　この規則は、平成1�年̐月̍日から施行する。

　（झ　旨）
第１条　この規ఔは、学校法人皇學館（以下「本法人」

というŇ）において、学生、生ె及び職員等（以下「構
成員」というŇ）が個人としてଚ重され、就学、就労、
教育又は研究（以下「就学・就労」というŇ）を健全で
շ適な環境の下に遂行できるようキャンパス・ϋラスメ
ントの防ࢭ及びഉ除のための措置について、必要な事
項を定める。

　（目　的）
第２条　この規ఔは、本法人の構成員のج本的人権がଚ重

されるとともに、キャンパス・ϋラスメントのない、自
༝で平等な環境において、ともに学び、ಇき、研究する
各構成員の権利が保障されることを目的とする。

　（定　義）
第３条　この規ఔにおいて、キャンパス・ϋラスメント

（以下「ϋラスメント」というŇðとは、本法人の構成員
が、就学・就労に関連して、相手の意に反する不適切
な言動や行動をすることによって、相手がਫ਼ਆ的な面を
含めて、就学・就労を行うことに支障が生じたり、その
ための環境を悪化させたりすることをいう。これらの中
には、性差別や性的ݏ悪感がもとになるセクシュアル・
ϋラスメント、職務上の地位又は権限その他人ؒ関係等
の༏位性を不当に利用したパワー・ϋラスメントや、
৷、出産又は育ࣇ・介護に関する言動がもとになるϚタ
χティ・ϋラスメント、パタχティ・ϋラスメント、ケ
ア・ϋラスメント、教育・研究との関連で生じるアカデ
ミック・ϋラスメント、スクール・ϋラスメントと呼ば
れるものを含む。

　（職員の責務）
第３条の２　職員はϋラスメント問題に対する関心と理解

を深め、他の構成員に対する言動に必要な注意をうと
ともに、本法人が講ずるϋラスメント防ࢭ措置に協力し
なければならない。

　（防ࢭ責任者）
第４条　理事長は、本法人のϋラスメントの防ࢭについ

て、総ׅする。
̎　学長は、皇學館大学におけるϋラスメントの防ࢭに

ついて、ܒ発・指導・ಜにあたるものとする。
３　高等学校長は、皇學館高等学校におけるϋラスメントの

防ࢭについて、ܒ発・指導・ಜにあたるものとする。
̐　中学校長は、皇學館中学校におけるϋラスメントの

防ࢭについて、ܒ発・指導・ಜにあたるものとする。
５　防ࢭ責任者は、相談員から第1�条の報告を受けた場合

は、すみやかに第５条の防ࢭ対策委員会を開催するもの
とする。

学ߍ๏ਓ皇學館Ωϟϯύεɾϋϥε
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　（対策委員会）
第５条　本法人に、ϋラスメントの防ࢭ及び被害者ࡁٹの

適切な対応を図るため、キャンパス・ϋラスメント防ࢭ
等対策委員会（以下「対策委員会」というŇ）を置く。

第６条　対策委員会は、࣍に掲げる者をもって構成する。
ᾇ　学　　長
ᾈ　各学部長
ᾉ　学生部長
ᾊ　高等学校長
ᾋ　中学校長
ᾌ　事務ہ長
ᾍ　理事長が本法人の専任職員のなかから委する者

（対策委員会のஉঁ構成ൺを考ྀ）５人
̎　対策委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求

め、その意見を聴くことができる。
第７条　前条第̍項第̓号の委員の任期は̎年とし、再任

をげない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者
の任期は、前任者の任期ؒとする。

第８条　対策委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
̎　委員長は、対策委員会を招集し、その議長となる。
第９条　対策委員会は、委員の３分の̎以上の出席をもっ

て成立し、議事は出席者のաをもって決する。ただ
し、可否同のときは、議長の決するところによる。

第10条　対策委員会は、ϋラスメントの防ࢭ等に関する施
策をا画立案し、必要事項を第̐条の防ࢭ責任者に申
するものとする。

̎　対策委員会は、第1�条の報告の事案（以下「事案」又
は「当֘事案」というŇ）について、事実調査を必要と
認めた場合は、キャンパス・ϋラスメント調査委員会
（以下「調査委員会」というŇ）を置き、その調査にあた
らせるものとする。

３　対策委員会は、第15条第３項の調査報告及びその報告
にͮجく৹議結果を当事者に明らかにするものとする。
ただし、当事者から異議の申立があれば当֘事案の調査
報告をਫ਼査し、必要と認める場合は調査委員会に差し
すことができる。

̐　対策委員会は、調査委員会を設置したこと、及び当֘
事案の৹議結果を理事長に報告しなければならない。

５　対策委員会は、ϋラスメントに関するۤ情の申出若し
くは相談（以下「ۤ情相談」というŇ）又は当֘事案に
係る調査への協力にىҼして、就学・就労をするうえで
不利ӹを受けることがないようにしなければならない。

̒　対策委員会は、ϋラスメントの防ࢭ等のために、第16
条の相談員及びその他の関係者に対し必要な指導又は助
言にあたらなければならない。

　（調査委員会）
第11条　調査委員会は、対策委員会が本法人の専任職員の

なかから指名するஉঁ５人をもって構成する。

̎　調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を
求め、その意見を聴くことができる。

３　対策委員会が必要と認めたときは、学外の有識者等
を委員に加えることができる。

第12条　委員の任期は、委員を任໋された日から、当֘事
案の調査及び৹議が全て終了した日までとする。

第1�条　調査委員会に委員長を置き、対策委員会が指名す
る。

̎　委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
第1�条　調査委員会は、全委員の出席をもって成立し、議

事は、出席者のաをもって決する。ただし、可否同
のときは、議長の決するところによる。

第1�条　調査委員会は、指示された事案について調査にあ
たるものとする。

̎　調査委員会は、当事者・相談を受けた相談員及びその
関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、対象者の
名༪、人権及びプライバシーにे分配ྀしなければなら
ない。

３　調査委員会は、調査結果を対策委員会に報告しなけ
ればならない。

　（相談員）
第1�条　本法人は、ۤ情相談に対応するため、大学、高等

学校及び中学校に相談窓口として相談員を置く。
第1�条　理事長は、உঁ若ׯ人に相談員を委する。
第1�条　相談員は、ۤ情相談に対し助言及び指導にあた

るとともに、本人が同意した場合には、その۩体的内容
を本人の所属する防ࢭ責任者に報告しなければならな
い。

　（協　力）
第1�条　事案当事者及び関係者は、調査委員会の調査に協

力しなければならない。
　（不利ӹ取扱のࢭې）
第1�条の２　本法人は、ۤ情相談したこと、調査委員会

の調査に協力したこと等を理༝として不利ӹな取り扱
いをしてはならない。

　（プライバシーの保護）
第20条　事案についての情報を知り得た者は、当事者のプ

ライバシーの保護を最༏先にし、その内容を他に漏らし
てはならない。

　（処分・վળ）
第21条　理事長は、第10条第̐項の報告を受けたときは、

学長、高等学校長又は中学校長に通知するものとし、処
分又は就学・就労の環境のվળが必要であると認めた場
合は、なく必要な措置を講じ、再発防ࢭを図らな
ければならない。

　（ॸ　務）
第22条　対策委員会及び調査委員会に関するॸ務は、法人

本部事務ہ総務部が処理する。

大学（皇學館大学学生のռに関する規ఔ）

��

法人（学校法人皇學館キャンパス・ϋラスメント防ࢭに関する規ఔ）

　（規ఔのվ廃）
第2�条　この規ఔのվ廃は、対策委員会の議をܦて理事長

が行う。
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、平成17年̐月̍日から施行する。
̎　学校法人皇學館セクシュアル・ϋラスメント防ࢭに関

する規ఔ（平成11年11月̍日）は、廃ࢭする。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令̐年10月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令̒年̐月̍日から施行する。

　（目　的）
第１条　この規ఔは、皇學館大学学則（以下「学則」とい

うŇ）第5�条の規定にͮجき、学生（大学Ӄ及び専攻科
の学生を含む。以下同じŇ）のռに関し必要な事項を
定めるものとする。

　（ռの内容）
第２条　ռの内容は、࣍のとおりとする。

ᾇ　退学　学生としての身分を失わせること。この場合、
　　　　再入学は認めない。

ᾈ　停学　有期又は無期とし、一定の期ؒ登校を停ࢭす
　　　　 ること。

ᾉ　܇告　จ書により注意を与え、কདྷをռめること。
　（ռの対象行為）
第３条　ռの対象となる行為は、࣍に掲げるものとす

る。
ᾇ　本学のட序をཚし、教育・研究をげる不当な行為
ᾈ　学内外における犯罪行為
ᾉ　試験等における不正行為
ᾊ　人権をஶしく侵害する行為
ᾋ　学則その他本学の諸規則にҧ反する行為
ᾌ　その他本学学生の本分にもとると認められる行為

（調査等の付託）
第４条　学長は、ռの対象とみなされる行為（以下

「事案」というŇ）を知り得たときは、直ちに学生部長
をܦて皇學館大学学生委員会（以下「学生委員会」とい
うŇ）に当֘事案について、調査及び৹議を付託するもの
とする。

　（学生問題調査部会）
第５条　学生委員会は、前条により付託があった場合は、

直ちに学生問題調査部会（以下「調査部会」というŇ）
を設置する。

̎　調査部会は、࣍に掲げる部会員によりその度構成す
る。
ᾇ　学生委員会委員長が委する学生委員会委員　３名
ᾈ　その他必要と認められる者　若ׯ名

３　調査部会に部会長を置き、部会員の互選とする。
　（調　査）
第６条　調査部会は、速やかに当֘事案に係る事実調査を

行う。
̎　調査部会は、当֘学生に対し、口಄又はจ書による意

見ड़の機会を与えるものとする。
３　調査部会は、当֘事案について本学の教職員及び学生

から事情聴取を行うことができる。
̐　調査部会は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求

め、意見を聴くことができる。
５　当֘学部長は、必要に応じて調査部会に出席し、意見
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　（対策委員会）
第５条　本法人に、ϋラスメントの防ࢭ及び被害者ࡁٹの

適切な対応を図るため、キャンパス・ϋラスメント防ࢭ
等対策委員会（以下「対策委員会」というŇ）を置く。

第６条　対策委員会は、࣍に掲げる者をもって構成する。
ᾇ　学　　長
ᾈ　各学部長
ᾉ　学生部長
ᾊ　高等学校長
ᾋ　中学校長
ᾌ　事務ہ長
ᾍ　理事長が本法人の専任職員のなかから委する者

（対策委員会のஉঁ構成ൺを考ྀ）５人
̎　対策委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求

め、その意見を聴くことができる。
第７条　前条第̍項第̓号の委員の任期は̎年とし、再任

をげない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者
の任期は、前任者の任期ؒとする。

第８条　対策委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
̎　委員長は、対策委員会を招集し、その議長となる。
第９条　対策委員会は、委員の３分の̎以上の出席をもっ

て成立し、議事は出席者のաをもって決する。ただ
し、可否同のときは、議長の決するところによる。

第10条　対策委員会は、ϋラスメントの防ࢭ等に関する施
策をا画立案し、必要事項を第̐条の防ࢭ責任者に申
するものとする。

̎　対策委員会は、第1�条の報告の事案（以下「事案」又
は「当֘事案」というŇ）について、事実調査を必要と
認めた場合は、キャンパス・ϋラスメント調査委員会
（以下「調査委員会」というŇ）を置き、その調査にあた
らせるものとする。

３　対策委員会は、第15条第３項の調査報告及びその報告
にͮجく৹議結果を当事者に明らかにするものとする。
ただし、当事者から異議の申立があれば当֘事案の調査
報告をਫ਼査し、必要と認める場合は調査委員会に差し
すことができる。

̐　対策委員会は、調査委員会を設置したこと、及び当֘
事案の৹議結果を理事長に報告しなければならない。

５　対策委員会は、ϋラスメントに関するۤ情の申出若し
くは相談（以下「ۤ情相談」というŇ）又は当֘事案に
係る調査への協力にىҼして、就学・就労をするうえで
不利ӹを受けることがないようにしなければならない。

̒　対策委員会は、ϋラスメントの防ࢭ等のために、第16
条の相談員及びその他の関係者に対し必要な指導又は助
言にあたらなければならない。

　（調査委員会）
第11条　調査委員会は、対策委員会が本法人の専任職員の

なかから指名するஉঁ５人をもって構成する。

̎　調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を
求め、その意見を聴くことができる。

３　対策委員会が必要と認めたときは、学外の有識者等
を委員に加えることができる。

第12条　委員の任期は、委員を任໋された日から、当֘事
案の調査及び৹議が全て終了した日までとする。

第1�条　調査委員会に委員長を置き、対策委員会が指名す
る。

̎　委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
第1�条　調査委員会は、全委員の出席をもって成立し、議

事は、出席者のաをもって決する。ただし、可否同
のときは、議長の決するところによる。

第1�条　調査委員会は、指示された事案について調査にあ
たるものとする。

̎　調査委員会は、当事者・相談を受けた相談員及びその
関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、対象者の
名༪、人権及びプライバシーにे分配ྀしなければなら
ない。

３　調査委員会は、調査結果を対策委員会に報告しなけ
ればならない。

　（相談員）
第1�条　本法人は、ۤ情相談に対応するため、大学、高等

学校及び中学校に相談窓口として相談員を置く。
第1�条　理事長は、உঁ若ׯ人に相談員を委する。
第1�条　相談員は、ۤ情相談に対し助言及び指導にあた

るとともに、本人が同意した場合には、その۩体的内容
を本人の所属する防ࢭ責任者に報告しなければならな
い。

　（協　力）
第1�条　事案当事者及び関係者は、調査委員会の調査に協

力しなければならない。
　（不利ӹ取扱のࢭې）
第1�条の２　本法人は、ۤ情相談したこと、調査委員会

の調査に協力したこと等を理༝として不利ӹな取り扱
いをしてはならない。

　（プライバシーの保護）
第20条　事案についての情報を知り得た者は、当事者のプ

ライバシーの保護を最༏先にし、その内容を他に漏らし
てはならない。

　（処分・վળ）
第21条　理事長は、第10条第̐項の報告を受けたときは、

学長、高等学校長又は中学校長に通知するものとし、処
分又は就学・就労の環境のվળが必要であると認めた場
合は、なく必要な措置を講じ、再発防ࢭを図らな
ければならない。

　（ॸ　務）
第22条　対策委員会及び調査委員会に関するॸ務は、法人

本部事務ہ総務部が処理する。

大学（皇學館大学学生のռに関する規ఔ）
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法人（学校法人皇學館キャンパス・ϋラスメント防ࢭに関する規ఔ）

　（規ఔのվ廃）
第2�条　この規ఔのվ廃は、対策委員会の議をܦて理事長

が行う。
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、平成17年̐月̍日から施行する。
̎　学校法人皇學館セクシュアル・ϋラスメント防ࢭに関

する規ఔ（平成11年11月̍日）は、廃ࢭする。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令̐年10月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令̒年̐月̍日から施行する。

　（目　的）
第１条　この規ఔは、皇學館大学学則（以下「学則」とい

うŇ）第5�条の規定にͮجき、学生（大学Ӄ及び専攻科
の学生を含む。以下同じŇ）のռに関し必要な事項を
定めるものとする。

　（ռの内容）
第２条　ռの内容は、࣍のとおりとする。

ᾇ　退学　学生としての身分を失わせること。この場合、
　　　　再入学は認めない。

ᾈ　停学　有期又は無期とし、一定の期ؒ登校を停ࢭす
　　　　 ること。

ᾉ　܇告　จ書により注意を与え、কདྷをռめること。
　（ռの対象行為）
第３条　ռの対象となる行為は、࣍に掲げるものとす

る。
ᾇ　本学のட序をཚし、教育・研究をげる不当な行為
ᾈ　学内外における犯罪行為
ᾉ　試験等における不正行為
ᾊ　人権をஶしく侵害する行為
ᾋ　学則その他本学の諸規則にҧ反する行為
ᾌ　その他本学学生の本分にもとると認められる行為

（調査等の付託）
第４条　学長は、ռの対象とみなされる行為（以下

「事案」というŇ）を知り得たときは、直ちに学生部長
をܦて皇學館大学学生委員会（以下「学生委員会」とい
うŇ）に当֘事案について、調査及び৹議を付託するもの
とする。

　（学生問題調査部会）
第５条　学生委員会は、前条により付託があった場合は、

直ちに学生問題調査部会（以下「調査部会」というŇ）
を設置する。

̎　調査部会は、࣍に掲げる部会員によりその度構成す
る。
ᾇ　学生委員会委員長が委する学生委員会委員　３名
ᾈ　その他必要と認められる者　若ׯ名

３　調査部会に部会長を置き、部会員の互選とする。
　（調　査）
第６条　調査部会は、速やかに当֘事案に係る事実調査を

行う。
̎　調査部会は、当֘学生に対し、口಄又はจ書による意

見ड़の機会を与えるものとする。
３　調査部会は、当֘事案について本学の教職員及び学生

から事情聴取を行うことができる。
̐　調査部会は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求

め、意見を聴くことができる。
５　当֘学部長は、必要に応じて調査部会に出席し、意見
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をड़べることができる。
̒　調査部会は、調査結果を学生委員会に報告しなけれ

ばならない。
̓　学生委員会は前項の調査結果報告にͮجき、ռ

の要否及びռを要する場合のその内容について৹議
し、学生部長をܦて学長に報告するものとする。

　（事案が判明した場合の措置）
第７条　学長は、前条第̓項の報告にͮجき、当֘事案

が退学又は停学となり得る行為として明らかであり、か
つ、登校をېじることが必要と判断した場合は、当֘学
生に対し、直ちにۘ৻を໋じることができる。

　（ռの決定）
第８条　学長は、第̒条第̒項の報告にͮجき、全学教

授会、大学Ӄ委員会又は専攻科委員会（以下「教授会
等」というŇ）の議をܦてռを決定する。

̎　停学の࢝期は教授会等の議をܦて学長が決定する。
３　停学の期ؒの計ࢉは、ྐྵ日計ࢉによる。
̐　停学の期ؒには、ۘ৻の期ؒを含めることができる

ものとする。
　（再৹査）
第９条　ռ処分を受けた学生は、新事実の発見その他

の正当な理༝がある場合には、その証ڌとなる資料を添
えて、再৹査をจ書により学長に請求することができ
る。

̎　学長は、前項の請求があったときは、再৹査の要否
を教授会等にࢾるものとする。

３　学長は、教授会等が再৹査の必要があると認めると
きは、再度学生委員会に調査及び৹議を付託すること
とし、学生委員会は新たに調査部会を設置し、第̒条
及び第̔条に規定する手続きをܦるものとする。

̐　学長は、教授会等が再৹査の必要がないと認めると
きは、速やかにその旨をจ書により当֘学生に通知す
るものとする。

（重注意ݫ）　
第10条　学部長等は、第̎条に規定するռの΄か、教育

的指導の観点から、จ書又は口಄によりݫ重注意を行う
ことができる。

重注意の伝達は、学部長等が、学生委員会委員ݫ　̎
長、当֘指導教員、及び当֘クラス担任等の立会いの
下に行うものとする。

　（ռの通知等）
第11条　学長は、ռを決定した場合は、ռ理༝を記

載したռ処分書を当֘学生に交付しなければならな
い。

̎　ռ処分の発ޮ日は、ռ処分書の交付日とする。
　（ռの公示）
第12条　学長は、ռ処分をした場合は、ռの内容及び

その事༝を学内に公示するものとする。ただし、氏名及

び学生番号は原則として公示しないものとする。
　（無期停学の解除）
第1�条　無期停学の解除は、学生委員会の発議により、教

授会等の議をܦて学長が決定する。
̎　学生委員会の発議は、当֘学生のվޛの情がݦஶであ

ると認められる場合に行うものとする。
　（ռの処理）
第1�条　ռは、学籍簿に記載する。ただし、証明書等に

は、当֘ռを記載しないものとする。
　（ռ中の試験及び履修登録）
第1�条　停学中及びۘ৻中の試験等の受験及び履修登録

は、࣍のとおりとする。
ᾇ　停学中及びۘ৻中の試験等の受験は認めない。
ᾈ　停学中及びۘ৻中の履修登録は、本学が定めた履修

登録期ؒに行うことができる。
　（その他）
第1�条　この規ఔに定めるものの΄か、学生のռの実施

に関する必要な事項は、別に定める。
　（ॸ　務）
第1�条　この規ఔにかかるॸ務は、学生支援部において処

理する。
　（規ఔのվ廃）
第1�条　この規ఔのվ廃は、学生委員会の議をܦて全学教

授会が行う。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成20年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成29年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。

大学（皇學館大学学生の交通事故に関するռج準）
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大学（皇學館大学学生のռに関する規ఔ）

̍ɽ目　的
このռج準はŊ 皇學館大学学生のռに関する規ఔ

第 16 条の規定によりŊ 学生のռ実施についての必要
な事項としてŊ 学生の交通事故に関するռ処分の適正
と公正を図るために必要な事項を定めるŇ

̎ɽռの対象となる交通事故
ᾇ　ռのج準

ᶃ事故の態様が悪࣭である交通ࢮ事故（交通事故
による受傷を原Ҽとして被害者が事故後�0日以内
にࢮした事故）に対するռ処分は、退学、ま
たは無期停学とするŇ

ᶄ事故の態様が悪࣭である交通傷害事故に対する
ռ処分は、有期停学または܇告とする。ただし、
情状によりその処分をݮずることができる。また、
̍か月以上の有期停学は、態様が特に悪࣭で結果
が重大な場合に限るものとするŇ

ᶅ事故の態様が悪࣭である交通物ଛ事故に対する
ռ処分は、有期停学または܇告とする。ただし、
情状によりその処分をݮずることができる。また、
̍か月以上の有期停学は、態様が悪࣭で結果が重
大な場合に限るものとする。

ᶆ再犯の場合はŊ より重い処分とすることができるŇ
ᾈ　ռの対象とならないもの

交通事故の態様が悪࣭でないものについてはŊ ռ
処分の対象とはしないŇ ただしŊ 重大な結果をऒىし
た交通事故に対してはŊ必要に応じて学部等の指導（学
部長等によるݫ重注意等） を行うŇ またռのج準に
֘当しないもののŊ 事故の態様が悪࣭である交通事故
に対しても同じく必要に応じて学部等の指導を行うŇ

ᾉ　悪࣭性の判断ج準
交通事故に対するռ処分はŊ 学則 5� 条に定め

る ň学生の本分にもとる行為ŉ として科せられるもの
であることにؑみŊ 態様が悪࣭な交通事故とはಓ路交
通法施行令別表第ೋの一の点が 6 点以上である࣍の
ような行為があった場合を指すものとするŇ

ᶃ ञਲい運転
ᶄ ࢮ傷事故の場合のٹ護義務ҧ反（ͻきಀげ）
ᶅ ຑༀ等運転
ᶆ 共同ة険行為等ࢭېҧ反
ᶇ 無໔許運転
ᶈ 大ܕ自動車等無資格運転
ᶉ Ծ໔許運転ҧ反
ᶊञؾ帯運転0.25以上
ᶋञؾ帯運転0.25未ຬ

皇學館大学学ੜͷަ௨ނࣄʹ
ؔ͢Δռج४

ᶌ ա労運転等
ᶍ 害運転（ஶしい交通のة険）
ᶎ 害運転（交通のة険のおそれ）
ᶏ 無車検運行
ᶐ 無保険運行
ᶑ 速度超ա（50Lm以上）
ᶒ 速度超ա（�0Lm（高速40Lm）以上50Lm未ຬ）
ᶓ携帯電話使用等（交通のة険）
ᶔੵ載物重ྔ੍限超ա（大ܕ等10割以上）

ᾊ　上記の悪࣭性の判断ج準については、法令のվ正及
び社会的状況の変化に応じ、適ٓվ正するものとするŇ

３ɽこのج準のվ廃は、皇學館大学学生委員会の議をܦて
全学教授会が行うŇ

　　　ෟ　則
　このج準は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　このج準は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　このج準は、令３年̐月̍日から施行する。
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大学（皇學館大学学生の交通事故に関するռج準）大学（皇學館大学学生のռに関する規ఔ）

��

をड़べることができる。
̒　調査部会は、調査結果を学生委員会に報告しなけれ

ばならない。
̓　学生委員会は前項の調査結果報告にͮجき、ռ

の要否及びռを要する場合のその内容について৹議
し、学生部長をܦて学長に報告するものとする。

　（事案が判明した場合の措置）
第７条　学長は、前条第̓項の報告にͮجき、当֘事案

が退学又は停学となり得る行為として明らかであり、か
つ、登校をېじることが必要と判断した場合は、当֘学
生に対し、直ちにۘ৻を໋じることができる。

　（ռの決定）
第８条　学長は、第̒条第̒項の報告にͮجき、全学教

授会、大学Ӄ委員会又は専攻科委員会（以下「教授会
等」というŇ）の議をܦてռを決定する。

̎　停学の࢝期は教授会等の議をܦて学長が決定する。
３　停学の期ؒの計ࢉは、ྐྵ日計ࢉによる。
̐　停学の期ؒには、ۘ৻の期ؒを含めることができる

ものとする。
　（再৹査）
第９条　ռ処分を受けた学生は、新事実の発見その他

の正当な理༝がある場合には、その証ڌとなる資料を添
えて、再৹査をจ書により学長に請求することができ
る。

̎　学長は、前項の請求があったときは、再৹査の要否
を教授会等にࢾるものとする。

３　学長は、教授会等が再৹査の必要があると認めると
きは、再度学生委員会に調査及び৹議を付託すること
とし、学生委員会は新たに調査部会を設置し、第̒条
及び第̔条に規定する手続きをܦるものとする。

̐　学長は、教授会等が再৹査の必要がないと認めると
きは、速やかにその旨をจ書により当֘学生に通知す
るものとする。

（重注意ݫ）　
第10条　学部長等は、第̎条に規定するռの΄か、教育

的指導の観点から、จ書又は口಄によりݫ重注意を行う
ことができる。

重注意の伝達は、学部長等が、学生委員会委員ݫ　̎
長、当֘指導教員、及び当֘クラス担任等の立会いの
下に行うものとする。

　（ռの通知等）
第11条　学長は、ռを決定した場合は、ռ理༝を記

載したռ処分書を当֘学生に交付しなければならな
い。

̎　ռ処分の発ޮ日は、ռ処分書の交付日とする。
　（ռの公示）
第12条　学長は、ռ処分をした場合は、ռの内容及び

その事༝を学内に公示するものとする。ただし、氏名及

び学生番号は原則として公示しないものとする。
　（無期停学の解除）
第1�条　無期停学の解除は、学生委員会の発議により、教

授会等の議をܦて学長が決定する。
̎　学生委員会の発議は、当֘学生のվޛの情がݦஶであ

ると認められる場合に行うものとする。
　（ռの処理）
第1�条　ռは、学籍簿に記載する。ただし、証明書等に

は、当֘ռを記載しないものとする。
　（ռ中の試験及び履修登録）
第1�条　停学中及びۘ৻中の試験等の受験及び履修登録

は、࣍のとおりとする。
ᾇ　停学中及びۘ৻中の試験等の受験は認めない。
ᾈ　停学中及びۘ৻中の履修登録は、本学が定めた履修

登録期ؒに行うことができる。
　（その他）
第1�条　この規ఔに定めるものの΄か、学生のռの実施

に関する必要な事項は、別に定める。
　（ॸ　務）
第1�条　この規ఔにかかるॸ務は、学生支援部において処

理する。
　（規ఔのվ廃）
第1�条　この規ఔのվ廃は、学生委員会の議をܦて全学教

授会が行う。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成20年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成2�年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、平成29年̐月̍日から施行する。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。

大学（皇學館大学学生の交通事故に関するռج準）
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大学（皇學館大学学生のռに関する規ఔ）

̍ɽ目　的
このռج準はŊ 皇學館大学学生のռに関する規ఔ

第 16 条の規定によりŊ 学生のռ実施についての必要
な事項としてŊ 学生の交通事故に関するռ処分の適正
と公正を図るために必要な事項を定めるŇ

̎ɽռの対象となる交通事故
ᾇ　ռのج準

ᶃ事故の態様が悪࣭である交通ࢮ事故（交通事故
による受傷を原Ҽとして被害者が事故後�0日以内
にࢮした事故）に対するռ処分は、退学、ま
たは無期停学とするŇ

ᶄ事故の態様が悪࣭である交通傷害事故に対する
ռ処分は、有期停学または܇告とする。ただし、
情状によりその処分をݮずることができる。また、
̍か月以上の有期停学は、態様が特に悪࣭で結果
が重大な場合に限るものとするŇ

ᶅ事故の態様が悪࣭である交通物ଛ事故に対する
ռ処分は、有期停学または܇告とする。ただし、
情状によりその処分をݮずることができる。また、
̍か月以上の有期停学は、態様が悪࣭で結果が重
大な場合に限るものとする。

ᶆ再犯の場合はŊ より重い処分とすることができるŇ
ᾈ　ռの対象とならないもの

交通事故の態様が悪࣭でないものについてはŊ ռ
処分の対象とはしないŇ ただしŊ 重大な結果をऒىし
た交通事故に対してはŊ必要に応じて学部等の指導（学
部長等によるݫ重注意等） を行うŇ またռのج準に
֘当しないもののŊ 事故の態様が悪࣭である交通事故
に対しても同じく必要に応じて学部等の指導を行うŇ

ᾉ　悪࣭性の判断ج準
交通事故に対するռ処分はŊ 学則 5� 条に定め

る ň学生の本分にもとる行為ŉ として科せられるもの
であることにؑみŊ 態様が悪࣭な交通事故とはಓ路交
通法施行令別表第ೋの一の点が 6 点以上である࣍の
ような行為があった場合を指すものとするŇ

ᶃ ञਲい運転
ᶄ ࢮ傷事故の場合のٹ護義務ҧ反（ͻきಀげ）
ᶅ ຑༀ等運転
ᶆ 共同ة険行為等ࢭېҧ反
ᶇ 無໔許運転
ᶈ 大ܕ自動車等無資格運転
ᶉ Ծ໔許運転ҧ反
ᶊञؾ帯運転0.25以上
ᶋञؾ帯運転0.25未ຬ

皇學館大学学ੜͷަ௨ނࣄʹ
ؔ͢Δռج४

ᶌ ա労運転等
ᶍ 害運転（ஶしい交通のة険）
ᶎ 害運転（交通のة険のおそれ）
ᶏ 無車検運行
ᶐ 無保険運行
ᶑ 速度超ա（50Lm以上）
ᶒ 速度超ա（�0Lm（高速40Lm）以上50Lm未ຬ）
ᶓ携帯電話使用等（交通のة険）
ᶔੵ載物重ྔ੍限超ա（大ܕ等10割以上）

ᾊ　上記の悪࣭性の判断ج準については、法令のվ正及
び社会的状況の変化に応じ、適ٓվ正するものとするŇ

３ɽこのج準のվ廃は、皇學館大学学生委員会の議をܦて
全学教授会が行うŇ

　　　ෟ　則
　このج準は、平成20年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　このج準は、平成2�年̐月̍日から施行するŇ
　　　ෟ　則
　このج準は、令３年̐月̍日から施行する。
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　（目　的）
第１条　この規ఔは、学校法人皇學館情報ネットワーク
（以下「情報ネットワーク」というŇ）の管理運用に関
する事項を定めることを目的とする。

　（定　義）
第２条　この規ఔにおいて、情報ネットワークとは、学校

法人皇學館（以下「本法人」というŇ）において教育・
研究活動、社会ݙߩ活動及び各種業務に供されること
を目的として設置された情報通信ネットワーク及びそ
の設備をいうŇ

　（運用管理責任者）
第３条　情報ネットワークの運用管理にあたるため、࣍の

各号の責任者を置くŇ
ᾇ　情報ネットワーク運用管理責任者（以下、「運用管

理責任者」というŇ）は、法人本部事務ہ総務部長と
する。

ᾈ　情報ネットワーク運用管理実務責任者は、中学校・
高等学校にあっては教಄、大学にあっては法人本部
事務ہ総務部情報担当課長とする。

　（管理範囲）
第４条　この規ఔの対象とする情報ネットワークの範囲

は、以下の通りとする。
ᾇ　LAN及び関連機器（無線LANも含むŇ）
ᾈ　外部機関との接続に関わる通信回線及び関連機

器
ᾉ　各ݐ物内の配線及び接続関連機器、各情報コンセン

ト
　（利用者）
第５条　情報ネットワークの利用者は、࣍の各号の一に֘

当する者とし、運用管理責任者の注意及び指示に従う
こととするŇ
ᾇ　本法人の教職員、学生及び生ె
ᾈ　その他運用管理責任者が認めた者

　（利　用）
第６条　情報ネットワークの利用は、原則として教育・研

究活動、社会ݙߩ活動及び各種業務の遂行を目的とし
たものに限る。

　（接続申請）
第７条　機器等を新たに情報ネットワークに接続しよう

とする者は、「学校法人皇學館情報ネットワーク接続申
請書（様式̍）」を運用管理責任者に提出し、ঝ認を得
なければならない。

（事項ࢭې）　
第８条　情報ネットワークの利用にあたっては、学校法

人皇學館情報セキュリティポリシー及び関係する法令、

学ߍ๏ਓ皇學館ใωοτϫʔΫ
ཧӡ༻نఔ

規則等を遵守するものとし、࣍に掲げる行為をࢭېする。
ᾇ　プライバシー及びஶ作権等の法令に定める権利を侵

害する行為
ᾈ　情報ネットワークの運用に支障を及΅す行為
ᾉ　外部ネットワークに支障を及΅す行為
ᾊ　営利を目的とした行為
ᾋ　その他、法令及び社会׳行に反する行為

　（േ　則）
第９条　情報ネットワークに対して不正もしくは不利ӹと

なる行為が明らかになった場合、又は前条のࢭې事項に
反した場合は、運用管理責任者は、利用者に対して注意
し、事態のվળを指示するとともに、学校法人皇學館
േ規ఔ、皇學館大学学則、皇學館高等学校学則及び皇學
館中学校学則等の規則にࢾり処分を行うことがあるŇ

　（ॸ　務）
第10条　情報ネットワークに関するॸ務は、法人本部事務

総務部において処理するŇہ
　（規ఔのվ廃）
第11条　この規ఔのվ廃は、部長会の議をܦて常勤理事会

が行うŇ
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、平成27年̐月̍日から施行するŇ
̎　皇學館大学情報ネットワーク管理運用規ఔ（平成９年

12月̍日）は廃ࢭする。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。

法人（学校法人皇學館情報倫理規ఔ）
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法人（学校法人皇學館情報ネットワーク管理運用規ఔ）

　（目　的）
第１条　この規ఔは、学校法人皇學館（以下「本法人」と

いうŇ）の関係者が、情報ネットワークシステム（以下「シ
ステム」というŇ）を利用する場合の情報倫理における
準を定め、本法人関係者であるという自覚と責任をج
持ち、健全な行動規範を持って、システムを利用する
ことを目的とする。

　（定　義）
第２条　システムとは、ネットワークに接続された情報機

器及び当֘情報機器上で動作するソフトウェアฒびに
通信回線そのものを指す。

̎　情報倫理とは、システムの利用及び個人がインター
ネット上で行う情報発信行為全般において最限守ら
なければならない行動規範である。なお、۩体的な行
動規範については、学校法人皇學館情報セキュリティ
ポリシーを別に定め、本規ఔをิ完するものとする。

３　本法人の関係者とは、教職員、学生及び生ెを指す。
　（適用範囲）
第３条　この規ఔは、学内及び学外にてシステムを利用す

る本法人の関係者に対して適用する。
　（情報倫理のج準）
第４条　情報倫理のج準は、࣍の各号に定めるところによ

る。
ᾇ　公序良俗、法令に反する行為、又はそのڪれのあ

る行為をしないこと。
ᾈ　人権及びプライバシーを侵害する行為、又はその

。れのある行為をしないことڪ
ᾉ　ஶ作権等における他者の権利を侵害する行為、又

はそのڪれのある行為をしないこと。
ᾊ　個人又はஂ体の名༪を棄ଛする行為、誹謗中傷す

る行為、又はそのڪれのある行為をしないこと。
ᾋ　ڏ偽情報の発信、෩評を助長させる情報の発信、

その他社会通೦上不適当と認められる情報の発信を
しないこと。

ᾌ　他人の利用者IDを用いてシステムを使用する等の
不正アクセスをしないこと。

　（ҧ反行為発見時の対応）
第５条　前条に規定する情報倫理のج準に反した行為が

明らかとなった場合は、学校法人皇學館職員務規ఔ、
学校法人皇學館േ規ఔ、皇學館大学学則、皇學館大
学大学Ӄ学則、皇學館大学専攻科規ఔ、皇學館高等学
校学則及び皇學館中学校学則の他、関係諸規ఔの規定
により処分を行うことがあるŇ

　（規ఔのվ廃）
第６条　この規ఔのվ廃は、情報セキュリティ委員会の議

をܦて常勤理事会が行うŇ

学ߍ๏ਓ皇學館ใྙཧنఔ 　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。
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法人（学校法人皇學館情報倫理規ఔ）法人（学校法人皇學館情報ネットワーク管理運用規ఔ）
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　（目　的）
第１条　この規ఔは、学校法人皇學館情報ネットワーク
（以下「情報ネットワーク」というŇ）の管理運用に関
する事項を定めることを目的とする。

　（定　義）
第２条　この規ఔにおいて、情報ネットワークとは、学校

法人皇學館（以下「本法人」というŇ）において教育・
研究活動、社会ݙߩ活動及び各種業務に供されること
を目的として設置された情報通信ネットワーク及びそ
の設備をいうŇ

　（運用管理責任者）
第３条　情報ネットワークの運用管理にあたるため、࣍の

各号の責任者を置くŇ
ᾇ　情報ネットワーク運用管理責任者（以下、「運用管

理責任者」というŇ）は、法人本部事務ہ総務部長と
する。

ᾈ　情報ネットワーク運用管理実務責任者は、中学校・
高等学校にあっては教಄、大学にあっては法人本部
事務ہ総務部情報担当課長とする。

　（管理範囲）
第４条　この規ఔの対象とする情報ネットワークの範囲

は、以下の通りとする。
ᾇ　LAN及び関連機器（無線LANも含むŇ）
ᾈ　外部機関との接続に関わる通信回線及び関連機

器
ᾉ　各ݐ物内の配線及び接続関連機器、各情報コンセン

ト
　（利用者）
第５条　情報ネットワークの利用者は、࣍の各号の一に֘

当する者とし、運用管理責任者の注意及び指示に従う
こととするŇ
ᾇ　本法人の教職員、学生及び生ె
ᾈ　その他運用管理責任者が認めた者

　（利　用）
第６条　情報ネットワークの利用は、原則として教育・研

究活動、社会ݙߩ活動及び各種業務の遂行を目的とし
たものに限る。

　（接続申請）
第７条　機器等を新たに情報ネットワークに接続しよう

とする者は、「学校法人皇學館情報ネットワーク接続申
請書（様式̍）」を運用管理責任者に提出し、ঝ認を得
なければならない。

（事項ࢭې）　
第８条　情報ネットワークの利用にあたっては、学校法

人皇學館情報セキュリティポリシー及び関係する法令、

学ߍ๏ਓ皇學館ใωοτϫʔΫ
ཧӡ༻نఔ

規則等を遵守するものとし、࣍に掲げる行為をࢭېする。
ᾇ　プライバシー及びஶ作権等の法令に定める権利を侵

害する行為
ᾈ　情報ネットワークの運用に支障を及΅す行為
ᾉ　外部ネットワークに支障を及΅す行為
ᾊ　営利を目的とした行為
ᾋ　その他、法令及び社会׳行に反する行為

　（േ　則）
第９条　情報ネットワークに対して不正もしくは不利ӹと

なる行為が明らかになった場合、又は前条のࢭې事項に
反した場合は、運用管理責任者は、利用者に対して注意
し、事態のվળを指示するとともに、学校法人皇學館
േ規ఔ、皇學館大学学則、皇學館高等学校学則及び皇學
館中学校学則等の規則にࢾり処分を行うことがあるŇ

　（ॸ　務）
第10条　情報ネットワークに関するॸ務は、法人本部事務

総務部において処理するŇہ
　（規ఔのվ廃）
第11条　この規ఔのվ廃は、部長会の議をܦて常勤理事会

が行うŇ
　　　ෟ　則
̍　この規ఔは、平成27年̐月̍日から施行するŇ
̎　皇學館大学情報ネットワーク管理運用規ఔ（平成９年

12月̍日）は廃ࢭする。
　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。

法人（学校法人皇學館情報倫理規ఔ）

���

法人（学校法人皇學館情報ネットワーク管理運用規ఔ）

　（目　的）
第１条　この規ఔは、学校法人皇學館（以下「本法人」と

いうŇ）の関係者が、情報ネットワークシステム（以下「シ
ステム」というŇ）を利用する場合の情報倫理における
準を定め、本法人関係者であるという自覚と責任をج
持ち、健全な行動規範を持って、システムを利用する
ことを目的とする。

　（定　義）
第２条　システムとは、ネットワークに接続された情報機

器及び当֘情報機器上で動作するソフトウェアฒびに
通信回線そのものを指す。

̎　情報倫理とは、システムの利用及び個人がインター
ネット上で行う情報発信行為全般において最限守ら
なければならない行動規範である。なお、۩体的な行
動規範については、学校法人皇學館情報セキュリティ
ポリシーを別に定め、本規ఔをิ完するものとする。

３　本法人の関係者とは、教職員、学生及び生ెを指す。
　（適用範囲）
第３条　この規ఔは、学内及び学外にてシステムを利用す

る本法人の関係者に対して適用する。
　（情報倫理のج準）
第４条　情報倫理のج準は、࣍の各号に定めるところによ

る。
ᾇ　公序良俗、法令に反する行為、又はそのڪれのあ

る行為をしないこと。
ᾈ　人権及びプライバシーを侵害する行為、又はその

。れのある行為をしないことڪ
ᾉ　ஶ作権等における他者の権利を侵害する行為、又

はそのڪれのある行為をしないこと。
ᾊ　個人又はஂ体の名༪を棄ଛする行為、誹謗中傷す

る行為、又はそのڪれのある行為をしないこと。
ᾋ　ڏ偽情報の発信、෩評を助長させる情報の発信、

その他社会通೦上不適当と認められる情報の発信を
しないこと。

ᾌ　他人の利用者IDを用いてシステムを使用する等の
不正アクセスをしないこと。

　（ҧ反行為発見時の対応）
第５条　前条に規定する情報倫理のج準に反した行為が

明らかとなった場合は、学校法人皇學館職員務規ఔ、
学校法人皇學館േ規ఔ、皇學館大学学則、皇學館大
学大学Ӄ学則、皇學館大学専攻科規ఔ、皇學館高等学
校学則及び皇學館中学校学則の他、関係諸規ఔの規定
により処分を行うことがあるŇ

　（規ఔのվ廃）
第６条　この規ఔのվ廃は、情報セキュリティ委員会の議

をܦて常勤理事会が行うŇ

学ߍ๏ਓ皇學館ใྙཧنఔ 　　　ෟ　則
　この規ఔは、令３年̐月̍日から施行する。
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個人情報の利用目的について

本学は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個
人情報の適正な収集・利用に努め、安全管理のために必要
な措置を講じています。

また、本学で取り扱う個人情報は、本学が目指す教育・
研究・社会連携等の各事業を遂行するために、以下の利用
目的で適正に収集・利用します。

以下の利用目的の範囲を超えて収集・利用する場合は、
あらかじめ本人に対しその利用目的を明示します。

１ɽ学ੜʢՊཤमੜ、ڀݚੜ、ௌߨੜ、ླཱྀ 学ੜΛؚΉʣ
　　のݸਓใ

○履修・修学関係
履修指導　修学指導　履修登録　授業・試験運営
　各実習・介護等体験　フィールドワーク　修学
及び研究活動支援　成績処理・管理　単位認定　
進級・卒業・修了判定　諸資格判定　諸資格申請
　学位記授与　各種証明書発行　国際交流　海外
留学　各種統計・調査

○学籍関係
休学・復学・退学・停学・再入学・復籍・転学部・
転科手続き　各種統計・調査

○学生生活関係
学生証交付　学生生活相談　課外活動支援・管理
　福利厚生　奨学金手続き　短期貸付手続き　学
生傷害保険加入・請求手続き　入寮・退寮時の手
続き寮生活支援・管理　各種証明書発行　弔意・
災害見舞　健康診断・管理・相談　家庭教師斡旋
　卒業アルバムに関する手続き　各種統計・調査

○施設及び貸出品の利用関係
図書館及び図書の利用環境の提供　パソコン、タブ
レット等情報端末や周辺機器の利用、各種システム
の利用環境の提供　教室及び視聴覚設備の提供　体
育・課外活動施設の提供　駐車場の提供　大学の備
品等貸出　各種統計・調査

○進路関係
就職活動支援　進路調査　就職斡旋　インターン
シップ手続き　課外講座・就職支援講座運営　各
種統計・調査

○その他
各種連絡・通知・案内　学費等納入・管理　各種
統計・調査　式典・行事運営　学園広報活動

２ɽอূਓɾอऀޢのݸਓใ
学生の学校生活に関する連絡・通知　各種送付物 （成
績表、式典行事案内、学費納入案内） 発送　保証人変
更に関する手続き　募金依頼　萼の会事業実施・運
営　名簿作成　卒業アルバムに関する手続き 各種統

計・調査

３ɽଔ業ੜのݸਓใ
各種証明書発行　施設設備の利用　進路調査　就職
活動支援　就職斡旋　募金依頼　館友会（同窓会） 事
業実施・運営　名簿作成　奨学金返還　各種統計・
調査

４ɽೖ学ऀئࢤɾࢿྉऀٻのݸਓใ
各種送付物 （大学案内、オープンキャンパス案内、進
学相談会・説明会案内、願書、受験票、合否通知、
入学手続き書類） 発送　入学試験運営　入学手続き　
入学前教育　入学辞退手続き　入学辞退時の学費等
返還各種統計・調査　各種統計・調査

５ɽߨशձडऀߨのݸਓใ
各種送付物（講習会案内、願書、合否通知、受講手
続き書類） 　資格判定　資格申請　受講料納入・管理
講義運営　成績処理・管理

６ɽ֤छެ։࠲ߨडऀߨのݸਓใ
講座運営　講座案内発送　各種統計・調査

７ɽه೦ࣄ業ऀྗڠのݸਓใ
名簿作成　各種統計・調査　各種会議案内・運営

８ɽຊ学һɾڭ৬һ�ʢຊ学ͱؔ༺ޏʹ͋Δのʣのݸ
　　ਓใ

採用　異動　退職　労務管理　給与等支給　研修　
健康管理　福利厚生　保健　保険　租税　各種証明
書等発行　研究業績・研究費管理　各種送付物 （広報
誌・各種通知・物品・行事案内・募金依頼） 発送　各
種統計・調査　名簿作成　各種会議等運営　登記　
自己点検・評価　その他組織運営に関する業務

９ɽ第ऀࡾఏڙʹ͍ͭͯ�ʢอূਓの௨ʣ�
　本学では、学生に対して適切な教育的指導・支援
を行っていく上で、保証人の皆様のご理解とご協力
を得ることが不可欠であると考え、保証人の皆様に
対し、学生の成績通知及び履修状況に関すること、
その他学園生活全般に関することの連絡・相談を行っ
ています。
　また、全国各地で開催する萼の会（父母等懇談会）
においても、学生の単位修得状況や進級・卒業要件
の充足度などを提示しながら、学生の進学や就職、
学生生活に関して個別面談を行っています。
　本学では、個人情報保護法が完全施行された平成
17 年度以降につきましても、特に申し出のない場合
は、継続して前記のことを実施していきます。
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個人情報の利用目的について

　また上記の他、海外留学、業務外部委託、学外実
習等必要に応じて関係機関に個人情報の提供を行い
ます。

10ɽؗ༑ձʢಉ૭ձʣͱのݸਓใڞಉར༻ʹ͍ͭͯ
　本学では、卒業後も個人情報を管理する他、広報誌・
各種案内状の送付など卒業生の親睦や互助に資する
ことを利用目的の範囲内として、大学の同窓会組織
である館友会と共同で個人情報を利用させていただ
きます。
　共同利用する個人データ：氏名、卒期、学部学科、
住所、電話番号、勤務先

皇學館情報セキュリティポリシー

１ɽߖላؗใωοτϫʔΫར༻ΨΠυϥΠϯ
　本学の情報機器や個人の情報機器を用いて皇學館
情報ネットワークを利用する場合は、以下のことを
遵守する。

ʢ１ʣߖላؗใωοτϫʔΫのతҎ֎のར༻ࢭې
皇學館情報ネットワークの利用者は、以下の目

的以外の利用を行わない。
（ア）皇學館情報ネットワークは、本学の情報資

産であり、メールや Web サイトの利用などに
おいて、教育研究以外の目的で使用しない。

（イ）皇學館情報ネットワーク上に、メールサー
バや、Web サーバ、FTP サーバなどを構築し
ない。

（ウ）他人の利用者 ID を用いて、皇學館情報ネッ
トワーク上のサーバ、システムにアクセスしない。

（エ）利用者は、故意もしくは不注意を問わず、
皇學館情報ネットワーク上のサーバ、システム
に対して、許可されたアクセス権限以上のアク
セスを行わない。

（オ）公序良俗に反する行為はしない。
（カ）法令、条例、規則及び倫理に反する行為は

しない。
（キ）プライバシーを侵害する行為はしない。

ʢ２ʣߖላؗใωοτϫʔΫଓ࣌のҙ߲ࣄ
皇學館情報ネットワークに情報機器を接続する

場合は、以下のことを行う。
（ア）利用者が皇學館情報ネットワークに情報機

器を接続し利用する場合には、事前に総務部情
報担当に申請し、IP アドレスを取得する。

（イ）利用者は、与えられた IP アドレス以外の IP
アドレスを使用しない。

（ウ）皇學館情報ネットワークに接続する情報機
器はウィルス対策を行う。
詳細は「不正プログラム対策ガイドライン」を
参照する。

（エ）利用者は皇學館情報ネットワークに接続中
の情報機器をその他の情報通信接続機器（電話
回線、携帯電話、PHS、無線 LAN、専用線など）
を利用して、学外のネットワークへ接続しては
ならない。

２ɽΠϯλʔωοτར༻ΨΠυϥΠϯ
　本学の学生が本学の情報機器や自宅の情報機器、
携帯電話などでインターネットを利用する場合は、
以下のことを遵守する。

ʢ１ʣΠϯλʔωοτར༻্のߦࢭېҝ
インターネットを利用する場合は、以下の利用

を行わない。
（ア）本学の情報機器からインターネットを利用

する場合は、メールや Web サイトの利用など
において、教育研究以外の目的で使用しない。

（イ）他人の利用者 ID を用いて、インターネット
上のサーバやシステムにアクセスしない。

（ウ）利用者は、故意若しくは不注意を問わず、
インターネット上のサーバやシステムに対し
て、許可されたアクセス権限以上のアクセスを
行わない。

（エ）インターネット上に利用者が知り得た本学
の情報をむやみに掲載しない。

（オ）公序良俗に反する行為はしない。
（カ）法令、条例、規則及び倫理に反する行為は

しない。
（キ）プライバシーを侵害する行為はしない。

ʢ２ʣ8FCαΠτӾཡʹ͓͚Δҙ߲ࣄ
Web サイトの利用者は、以下のことを注意する。

（ア）出会い系やアンダーグラウンドなどの信頼
できない Web サイト、情報発信者が不明な
Web サイトヘアクセスをしない。

（イ）出会い系やアンダーグラウンドなどの信頼
できない Web サイト、情報発信者が不明な
Web サイトからソフトなどをダウンロードし
ない。

（ウ）署名の無いあるいは出会い系やアンダーグ
ラウンドなどの信頼できない Web サイトの
ActiveX や Java、JavaScript、VBScript などの
コードを実行しない。

（エ）学外の Web サーバに対して、サイバー攻撃
等不正なアクセスを行わない。また、サイバー
攻撃や不正なアクセスを目的として学内外のシ
ステムを利用しない。

（オ）本学の情報を本学とは関係のない Web に掲
載しない。

（カ）ブログ、プロフに自分や他人の個人情報を
掲載しない。

ʢ３ʣϝʔϧར༻࣌のҙ߲ࣄ
メールの利用者は、以下のことを注意する。
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（ア）個人認証のID 、パスワードを他人に教えない。
（イ）発信者に心当たりのないメールや添付ファ

イルは、不正プログラムやコンピュータウィル
スの可能性があるため開封しない。また、記載
された URL についても有害なサイトへの誘導
の可能性もある事から安易にクリックし、接続
しない。

（ウ）メール受信時は、添付ファイルも含めアン
チウィルスソフトでウィルスチェックを行う。

（エ）添付ファイルを送信する際は、ファイルサ
イズに注意し、巨大なファイルは分割する。

（オ）メール送信時は、宛先に誤りがないことを
確認するとともに、CC や BCC の設定について
も誤りがないか確認する。

ʢ４ʣΠϯλʔωοτଓ࣌のҙ߲ࣄ
インターネットに接続する情報機器は、以下の

ことを行う。
（ア）本学からインターネットにアクセスする場

合は、与えられた IP アドレス以外の IP アドレ
スを使用しない。

（イ）インターネットに接続する情報機器はウィ
ルス対策を行う。
詳細は「不正プログラム対策ガイドライン」を
参照する。

（ウ）学生寮・クラブ合宿所からのインターネッ
ト接続は、事前にインターネット接続管理者に
利用者、接続する情報機器の情報、情報機器の
セキュリティ対策状況を示し、申請する。イン
ターネット接続管理者は、申請書受領後に利用
者に対して ID、パスワードなどを配布する。

（エ）学生寮・クラブ合宿所からのインターネッ
ト利用においては、利用者の認証を行う。

ʢ５ʣιʔγϟϧϝσΟΞのར༻࣌のҙ߲ࣄ
Twitter や LINE などのソーシャルメディアの利

用では、以下のことを注意する。
（ア）本名を公開する場合は、公開対象の他人、

友人の範囲及び公開する個人情報、プライバ
シー情報の範囲等の設定を行う。

（イ）誹謗中傷、公序良俗に反する発言、他人の
権利を侵害する発言、誤解を招く発言は行わな
い。ソーシャルメデイアでの発言は、「自分自
身が責任を取る」という自覚を持つ。

（ウ）自分の価値観と異なる他人の発言に対し、
攻撃的な対応を行わない。

（エ）ウィルス感染や個人情報、ID、パスワード
を搾取するための Web サイトに誘導しようと
する不自然な発言、非常識な発言や有名人にな
りすましたアカウントに注意する。

（オ）通信事業者が提供する公式サイト以外の提
供元が不明なアプリケーションを安易にインス
トールしない。インストールしてしまった場合

は、あわてずに削除する。
３ɽγεςϜར༻ΨΠυϥΠϯ

　本学が提供するシステムを利用する場合、以下の
ことを遵守する。

ʢ１ʣγεςϜのతҎ֎のར༻ࢭې
システムの利用者は、以下の目的以外の利用を

行わない。
（ア）システムは、教育研究以外の目的で使用し

ない。
（イ）皇學館情報ネットワーク上に、メールサー

バや、Web サーバ、FTP サーバなどの各種サー
バを構築しない。

（ウ）利用者は本学の情報を私的に利用しない。
（エ）公序良俗に反する行為はしない。
（オ）法令、条例、規則及び倫理に反する行為は

しない。
（カ）プライバシーを侵害する行為はしない。

ʢ２ʣγεςϜར༻࣌のݸਓೝূ
システムの利用者は、アクセスするシステムの

情報区分に応じ個人認証を行う。
（ア）他人の利用者 ID を用いて、サーバ、システ

ムにアクセスしない。
（イ）利用者は、故意若しくは不注意を問わず、サー

バ、システムに対して、許可されたアクセス権
限以上のアクセスを行わない。

（ウ）個人認証の ID、パスワードを他人に教えな
い。又は容易に窃取される様に保管しない。

４ɽෆਖ਼ϓϩάϥϜରࡦΨΠυϥΠϯ
　自宅や本学で個人の情報機器を利用する場合は、
以下のことを遵守する。

ʢ１ʣΞϯνΟϧειϑτのಋೖ
アンチウィルスソフトを導入し、不正プログラ

ムに感染後の駆除や既知の不正プログラムに感染
することを防ぐ。
（ア）ファイルヘのアクセス時、アンチウィルス

ソフトでウィルスに感染していないかチェック
を行う。

（イ）アンチウィルスソフトのパターンファイルが
新たなコンピュータウィルスに対応するまでに
時差があることから、既に蔵置されていないか
確認するため、定期的に最新パターンファイル
でシステムの完全スキャンを行い、コンピュー
タウィルスに感染していないか確認を行う。

（ウ）アンチウィルスソフトのパターンファイ
ルを定期的にアップデートし、最新の状態で
（ア）、（イ）を行う。

（エ）（ア）、（イ）、（ウ）が自動的に行われるよう
アンチウィルスソフトの設定を行う。

ʢ２ʣ੬
㆜ㆂ㆘㇃ㆎ㆛ㆂ

ऑੑのରࡦ
OS、ミドルウェア、オフィスソフトなどのアプリ
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ケーションの脆弱性対策を行う。
（ア）ベンダーから提供されるパッチを適時、適

用する。
（イ）ベンダーのサポートが終了したOS、ミドルウェ

ア、アプリケーションは、新たな脆弱性が発見
されても、パッチが提供されないため、サポー
トが切れる前に新たなバージョンに移行する。
※脆弱性：コンピュータやネットワークなどの

情報システムにおいて、第三者が保安上の脅
威となる行為（システムの乗っ取りや機密情
報の漏洩など）に利用できる可能性のあるシ
ステム上の欠陥や仕様上の問題点のこと。

ʢ３ʣෆਖ਼ϓϩάϥϜײછ࣌のରॲ
不正プログラムの感染、蔵置を発見時には、す

ぐに以下の対処を行う。
（ア）皇學館情報ネットワークに接続時は LAN

ケーブルを抜き、ネットワークから隔離する。
無線 LAN で接続している場合は端末の電源を
切る。

（イ）コンピュータウィルスへの感染を認知した
際は、直ちに検出したコンピュータウィルスの
内容を確認し、エスカレーションルールに従い
報告するとともに、検出したコンピュータウィ
ルスの内容について確認し、その結果について
も報告する。
エスカレーションルールについては、セキュリ
ティインシデント対応ガイドラインを参照する。
※エスカレーションルール：例えば、何か問題

が発生した時にその内容に応じて、管理者や
責任者層に連絡することで、簡単なトラブル
などの場合には、上位者に連絡することなく
対応し、事後でこのような障害があったとい
う事後報告で終わるようなことがある。しか
し、重大なトラブルの場合には、深夜であろ
うと責任者に連絡して指示、判断を仰がなけ
ればならない。
このような情報連絡や伝達の仕組みをエスカ
レーションと呼び、その決まりを示したもの
をエスカレーションルールと呼ぶ。

（ウ）ウィルス感染したファイルはアンチウィル
スソフトにて駆除を行う。隔離されたウィルス
感染ファイルを駆除する際には、アンチウィル
スソフトベンダーが提示する方法に従い実施す
る。とくにレジストリの編集が必要な場合は、
アンチウィルスソフトベンダーが提示する方法
をよく読み、注意して行う。駆除後は、最新の
パターンファイルに更新したアンチウィルスソ
フトでスキャンを行い、ウィルスが駆除された
ことを確認する。アンチウィルスソフトで復旧
しない場合は OS の再インストールも検討し、
実施する。

※レジストリ：Windows 95 以降の Windows
系 OS において、システムやアプリケーショ
ンソフトの設定データが記録されているデー
タベース。

５ɽใثػར༻ΨΠυϥΠϯ
　本学の情報機器及び自宅や本学で個人の情報機器
を利用する場合、以下のことを遵守する。

ʢ１ʣใのอଘ
個人情報は原則、情報機器に保存しない。

ʢ２ʣใثػのઃఆ
個人の情報機器でも、以下の設定を行う。

（ア）情報機器の立ち上げ時には、利用者認証を
行うよう設定する。

（イ）離席時には情報機器をロック、又はパスワー
ド付きのスクリーンセーバで保護する設定を
行う。

ʢ３ʣιϑτΣΞ
本学の情報機器に許可なくソフトウェアのイン

ストールを行わない。また個人の情報機器でも信
頼のできない Web サイト、情報発信者が不明な
Web サイトが提供するソフトウェアをインストー
ルしない。

ʢ４ʣ९क͢ΔΨΠυϥΠϯ
本学の情報機器を皇學館情報ネットワークに接

続し利用する場合は、「皇學館情報ネットワーク
利用ガイドライン」、「インターネット利用ガイド
ライン」、「システム利用ガイドライン」、「不正プ
ログラム対策ガイドライン」を遵守する。

ʢ５ʣߖላؗใωοτϫʔΫϔのݸਓのใثػのଓ
個人の情報機器を皇學館情報ネットワークに接

続し利用する場合は、以下を遵守する。
（ア）総務部情報担当に以下の項目を添え、事前

申請する。
˔ 利用者名
˔ 所属
˔ 連絡先
˔ 利用場所
˔ 皇學館情報ネットワークの利用目的
˔ 利用する情報機器の MAC アドレス
˔ ウィルス対策ソフトのインストールの有無

（イ）本学の情報資産を個人の情報機器には保存
しない。

（ウ）「皇學館情報ネットワーク利用ガイドライ
ン」、「インターネット利用ガイドライン」、「シ
ステム利用ガイドライン」、「不正プログラム対
策ガイドライン」を遵守する。

６ɽՄൖഔମར༻ΨΠυϥΠϯ
　USB メモリなどの可搬媒体（持ち運び可能な記憶
装置）を利用する場合、以下のことを遵守する。
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ʢ１ʣใのอଘ
本学に関する情報や本人、他人を問わず個人情

報は可搬媒体に保存しない。
ʢ２ʣใثػͳͲʹଓͯ͠ར༻͢ΔՄൖഔମ

情報機器などに接続し可搬媒体を利用する場合
は、以下のことを遵守する。
（ア）学園外に本学に関する情報を可搬媒体に格

納して持ち出さない。
（イ）学園内で本学に関する情報を可搬媒体に格

納し移動する場合は、AES-256 以上の強度を
持った暗号化アルゴリズムで暗号化する。
※ AES-256：米国国立標準技術研究所（NIST）

が政府の標準暗号方式として選定した AES
のうち、256 ビットの暗号鍵を用いる方式。 
AES で用いられる３種類の暗号鍵の中で最も
長く、安全性が高いとされ、現在、標準的に
使われている。
アルゴリズム：コンピュータを使ってある特
定の目的を達成するための処理手順。

（ウ）可搬媒体もウィルス対策の対象とし、アン
チウィルスソフトで感染していないかチェック
を行う。

（エ）可搬媒体は施錠した机の引き出しや、ロッ
カーなどに、適切に保管する。

ʢ３ʣՄൖഔମの࠶ར༻、ഇغ
可搬媒体を再利用、廃棄する場合は、以下のこ

とを遵守する。
（ア）可搬媒体を再利用する場合は、保存してい

た情報を再生できない方法で消去する。
（イ）可搬媒体を廃棄する場合は、物理的に破壊

するか、再生不能な状態にする。

７ɽηΩϡϦςΟΠϯγσϯτରԠΨΠυϥΠϯ
　セキュリティインシデントに遭遇したときの対応
を以下のように定める。セキュリティインシデント
に遭遇したときは一人で悩まず必ず相談をする。

※セキュリティインシデント：情報セキュリティ
にかかわる事故・事件など。

ʢ１ʣηΩϡϦςΟΠϯγσϯτ࣌のجຊతͳରԠΨΠυϥΠϯ
セキュリティインシデントに遭遇した場合、総

務部情報担当に相談する。情報機器を紛失した場
合は、警察に紛失届を出す。

ʢ２ʣ֎෦の૬ஊ૭ޱ
総務部情報担当に相談しにくい場合は、下記の

URL に相談窓口が紹介されており、これらを参考
に相談先を見つける。

https://www.iajapan.org/hotline/consult/
（インターネットホットライン連絡協議会　相談窓

口をお探しの方）

　また、三重県警ではサイバー犯罪に関する相談窓
口を用意しており、サイバー犯罪の被害に遭い緊急を

要する場合は、以下の三重県警の本相談窓口を利用す
る。三重県警に相談後速やかに、総務部情報担当、親、
指導教員などにその旨を報告する。

電話番号
＃ 9110（携帯電話・PHS からも使用可）
又は、059-224-9110
（相談の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午

前９時から午後５時まで）

８ɽใηΩϡϦςΟڭҭʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯ
　本学が開催する、又は推奨する情報セキュリティ
教育を受講する。

９ɽߟࢀใ
参考情報として、青少年が被害者となった携帯電

話でのインターネット利用における事件、事故の概
要を紹介する。

多くの事件、事故に共通していることは安易に自
分の名前、住所を出会い系サイトやブログ、プロフ
に掲載し、脅迫されるケースが多いことである。

とくにカメラ付携帯端末の普及により、裸の写真
を撮影、メールで送信させ、さらにそれを元に金銭
の要求や、ストーカー行為など青少年が被害に遭う
事件が多発している。（GPS 機能付情報機器での写真
撮影では、写真に GPS デークが付くことで、撮影場
所が特定できてしまう）

また、最近の傾向では利用者を限定した SNS（ソー
シャルネットワーキングサービス）において、身分
を偽り加入した未成年が SNS 内での書き込みから被
害に遭うという事件や、個人情報の流出、誹謗中傷
及び悪ふざけ画像掲載による所属機関の信用失墜等
も発生している。

このような事件に巻き込まれないためにも、自分
の個人情報を安易にホームページなどにアップし
ないことや、軽い動機での不適切な意見、画像等を
SNS で投稿などしないことであるが、以下の警察庁
サイバー犯罪対策のサイトでも注意すべきことを説
明しており、このようなサイトを利用し自分自身の
知識を高めることが必要である。

https://www.npa.go.jp/cyber/index.html
（警察庁　サイバー犯罪対策プロジェクト）

なお、インターネットは匿名性が高い、と思われ
がちであるが、現状はパソコン、携帯端末いずれに
おいても情報の書き込み元の特定が可能となってい
ることを理解する。

また、一度ネット上に置かれたものは消すことが
できないことも理解が必要である。
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（109）

σΟνΣϩ

ؔݰ
ϗʔϧ& 7

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

ϩ
ỽ
Χ
ồ
室

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬

室ҹ


室

研究室
（108）

張

研究室
（107）
๛　ॅ

研究室
（106）
　ଜ

ίϛϡχέʔγϣン学科
研　究　室

ίϛϡχέʔγϣン学科
ϓϩδΣクτ・ラϘ

研究室
（104）

野　܀

研究室
（103）
中ࢁ（真）

研究室
（102）
∁　

研究室
（101）

๕　賀

講師߇室 　ݿ

２階

１階

研究室
（312）

୩　ށ

予備室
国史学科
研 究 室

& 7
உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬

室

研究室
（311）
ԕ　౻

研究室
（310）
多　田

研究室
（309）

長୩

研究室
（308）
田　ۄ

研究室
（307）
松　Ӝ

研究室
（306）
Ԭ野（友）

研究室
（305）
田　Ҫ

研究室
（304）

館史ࢿྉ室（2）・
人文学会

研究室
（303）
中ࢁ（Ү）

研究室
（302）
Ճ　ໜ

研究室
（301）
ງ　内

大学Ӄ
研究室
（史）

ʻ331ʼ
大学Ӄ
ԋश室

研究室
（３１６）

館史ࢿྉ室（1）

研究室
（313）
୩　ޱ

෭学長室

史ྉฤࢊ所
ॻ（2）ݿ

神ಓ学科
研 究 室
新田（ዳ）

ίϐʔ室& 7
உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬室

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

文　学
部長室

大学Ӄ
研究室
（神）

ʻ341ʼ
大学Ӄ
ԋश室

研究室
（401）
൘　Ҫ

研究室
（402）
Տ　野

史ྉฤࢊ所
　室　ࣄ

ઘ　ژ

史　ྉ
ฤࢊ所
研究室
（3）
木　ܫ

史　ྉ
ฤࢊ所
研究室
（1）

名　༪
教授室

学　ࣄ
室ސ

史　ྉ
ฤࢊ所
整理室

史ྉฤࢊ所
ॻ（１）ݿ

４階

３階

２号館

２号館

5号館
外階段

5号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

備ݿ

担
Ս

&7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

担架୲　　　Սɿ

ΤϨϕʔλʔɿ
̖　̚　̙ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　3号館（研究棟、神道・国文・国史・コミュニケーション学科研究室、史料編纂所）　



研究室
（212）
্খ

予備室 & 7

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬

室

研究室
（211）
松　本

研究室
（210）
松　下

研究室
（209）
∁　野

研究室
（208）
吉　Ҫ

研究室
（207）
木　ଜ

研究室
（206）
田　中

研究室
（205）
ᜊ　౻

研究室
（204）
大　ౡ

研究室
（203）
平　ੴ

研究室
（202）
ઍ　༢

研究室
（201）
ྛ　܀

ʻ321ʼ
大学Ӄԋश室

݉
大学Ӄ研究室

（文）

国文学科
研 究 室

研究室
（213）
Ԭ野（༟）

予備室

研究室
（109）

σΟνΣϩ

ؔݰ
ϗʔϧ& 7

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

ϩ
ỽ
Χ
ồ
室

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬

室ҹ


室

研究室
（108）

張

研究室
（107）
๛　ॅ

研究室
（106）
　ଜ

ίϛϡχέʔγϣン学科
研　究　室

ίϛϡχέʔγϣン学科
ϓϩδΣクτ・ラϘ

研究室
（104）

野　܀

研究室
（103）
中ࢁ（真）

研究室
（102）
∁　

研究室
（101）

๕　賀

講師߇室 　ݿ

２階

１階

研究室
（312）

୩　ށ

予備室
国史学科
研 究 室

& 7
உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬

室

研究室
（311）
ԕ　౻

研究室
（310）
多　田

研究室
（309）

長୩

研究室
（308）
田　ۄ

研究室
（307）
松　Ӝ

研究室
（306）
Ԭ野（友）

研究室
（305）
田　Ҫ

研究室
（304）

館史ࢿྉ室（2）・
人文学会

研究室
（303）
中ࢁ（Ү）

研究室
（302）
Ճ　ໜ

研究室
（301）
ງ　内

大学Ӄ
研究室
（史）

ʻ331ʼ
大学Ӄ
ԋश室

研究室
（３１６）

館史ࢿྉ室（1）

研究室
（313）
୩　ޱ

෭学長室

史ྉฤࢊ所
ॻ（2）ݿ

神ಓ学科
研 究 室
新田（ዳ）

ίϐʔ室& 7
உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

౬室

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

文　学
部長室

大学Ӄ
研究室
（神）

ʻ341ʼ
大学Ӄ
ԋश室

研究室
（401）
൘　Ҫ

研究室
（402）
Տ　野

史ྉฤࢊ所
　室　ࣄ

ઘ　ژ

史　ྉ
ฤࢊ所
研究室
（3）
木　ܫ

史　ྉ
ฤࢊ所
研究室
（1）

名　༪
教授室

学　ࣄ
室ސ

史　ྉ
ฤࢊ所
整理室

史ྉฤࢊ所
ॻ（１）ݿ

４階

３階

２号館

２号館

5号館
外階段

5号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

備ݿ

担
Ս

&7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

担架୲　　　Սɿ

ΤϨϕʔλʔɿ
̖　̚　̙ɿ

男子ศ所

３階 ४備室

女子τΠϨ

男子τΠϨ

өࣸ室

&7

&7

ց室ػ7&

り࿓下

̎
߸
ؗ

２階
ใ୲当

視ௌ覚教室
ʻ431ʼ
196人

女子τΠϨ

男子τΠϨ

講堂（2階へ）

り࿓下

̎
߸
ؗ

マϧνϝσΟΞ
教室

ʻ421ʼ

１階

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

ϗʔϧ

本　館

̎
߸
ؗ

ྉ室ࢿ

ब
৬
୲


ਆ
৬
ཆ

෦

面ஊ室面ஊ室

面ஊ室

面ஊ室面ஊ室

面ஊ室

70人

ց室ػ

　ݿ

　ݿ

ΤϨϕʔλʔɿ

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　4号館（情報担当、就職・神職養成担当）　



˛

˛

出൛部ݿ

（外階段）

ॻಓ教室
ʻ513ʼ

32人

講義室
ʻ512ʼ

60人

講義室
ʻ511ʼ
118人

ॻಓ
४備室

3
߸
ؗ

3
߸
ؗ

3
߸
ؗ

2号館

学生ϗʔϧ

ϐϩςΟ

中ఉ

中ఉ্部

中ఉ্部

ݿ

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

1階

教育։発
ηンλʔ

心理面室心理面室
৺
ཧ
ݕ
ࠪ
室

৺
ཧ
ݕ
ࠪ
室

৺
ཧ
࣮
ݧ
室

৺
ཧ
࣮
ݧ
室

（外階段）

ใॲ理
教室

ʻ523ʼ
44人

ใॲ理教室
ʻ522ʼ

70人

講義室
ʻ521ʼ
118人

ใॲ理
४備室

2号館

２階

（外階段）

ԋश室
ʻ535ʼ

40人

ԋश室
ʻ534ʼ

40人

ԋश室
ʻ533ʼ

40人

講義室
ʻ537ʼ

60人

ԋश室
ʻ538ʼ

40人

講義室
ʻ536ʼ

60人

ԋश室
ʻ532ʼ

40人

ԋश室
ʻ531ʼ

40人

2号館

ςラε

出൛部ݿ

3階

ςラε

&14

&14

&14

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ
ॿ　ାɿ　ٹ ˛

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　5号館（講義棟・教育開発センター）　



˛

˛

出൛部ݿ

（外階段）

ॻಓ教室
ʻ513ʼ

32人

講義室
ʻ512ʼ

60人

講義室
ʻ511ʼ
118人

ॻಓ
४備室

3
߸
ؗ

3
߸
ؗ

3
߸
ؗ

2号館

学生ϗʔϧ

ϐϩςΟ

中ఉ

中ఉ্部

中ఉ্部

ݿ

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

女子τΠϨ

男子τΠϨ
多目的
τΠϨ

1階

教育։発
ηンλʔ

心理面室心理面室
৺
ཧ
ݕ
ࠪ
室

৺
ཧ
ݕ
ࠪ
室

৺
ཧ
࣮
ݧ
室

৺
ཧ
࣮
ݧ
室

（外階段）

ใॲ理
教室

ʻ523ʼ
44人

ใॲ理教室
ʻ522ʼ

70人

講義室
ʻ521ʼ
118人

ใॲ理
४備室

2号館

２階

（外階段）

ԋश室
ʻ535ʼ

40人

ԋश室
ʻ534ʼ

40人

ԋश室
ʻ533ʼ

40人

講義室
ʻ537ʼ

60人

ԋश室
ʻ538ʼ

40人

講義室
ʻ536ʼ

60人

ԋश室
ʻ532ʼ

40人

ԋश室
ʻ531ʼ

40人

2号館

ςラε

出൛部ݿ

3階

ςラε

&14

&14

&14

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ
ॿ　ାɿ　ٹ ˛

２階

１階

３階

教室
ʻ622ʼ
120 人

̥̘教室
�631�
70 人

教室
ʻ621ʼ
306 人

学生ランδϐϩςΟ ؔ　ݰ
ϗʔϧ

্部ਧൈ

り࿓下

り࿓下

ใ४備室

空　調
ց室ػ

&14

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　6号館（講義棟）　



２階

１階

３階

4階

5階

6号館へ

9号館へ

6号館へ

8号館へ

8号館へ 8号館へ

8号館へ

教室
ʻ712ʼ

Āÿ人

教室
ʻ711ʼ

Āÿ人

教室
ʻ722ʼ

øù÷人

教室
ʻ721ʼ

øù÷人

教室
ʻ733ʼ

Āÿ人教室
ʻ732ʼ

Āÿ人

教室
ʻ731ʼ

Āÿ人

教室
ʻ743ʼ

ûý人

教室
ʻ742ʼ

ûý人

教室
ʻ741ʼ

ûý人

教室
ʻ746ʼ

ûý人

ਧൈ

ਧൈ

教室
ʻ745ʼ

ûý人

教室
ʻ744ʼ

ûý人

ݿ

理室

設備ػց室
ïి気ð

ϗʔϧؔݰ

女子τΠϨ
男子τΠϨ

&7

女子τΠϨ

男子τΠϨ

女子τΠϨ 男子τΠϨ

多目的
τΠϨ

り࿓下

ϗʔϧり࿓下ؔݰ ࿓下

り࿓下

り࿓下

男子τΠϨ

ݿ

女子τΠϨ

&7

り࿓下

男子τΠϨ

多目的
τΠϨ

女子τΠϨ

&7

り࿓下

男子τΠϨ
女子τΠϨ

&7 &7

&14

14
14

&14

&14&14

&14

753#
ԋश室
ùû人

753"
ԋश室
ùû人

75２#
ԋश室
ùû人

75２"
ԋश室
ùû人

75１#
ԋश室
ùû人

75１"
ԋश室
ùû人

755#
福祉実श室

756
特ผࢧԉ教育

実श室

755"
体育心理学ԋश室

754#
ԋश室
ùû人

754"
٬員研究員

研究室

14

14

14
14

14

14

14

14

9号館へ

9号館へ

̖
̚
̙

̖　̚　̙ɿ
ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

担架୲　　　Սɿ

担架

ं　Ҝ　子ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　7号館（講義棟）　



２階

１階

３階

4階

5階

6号館へ

9号館へ

6号館へ

8号館へ

8号館へ 8号館へ

8号館へ

教室
ʻ712ʼ

Āÿ人

教室
ʻ711ʼ

Āÿ人

教室
ʻ722ʼ

øù÷人

教室
ʻ721ʼ

øù÷人

教室
ʻ733ʼ

Āÿ人教室
ʻ732ʼ

Āÿ人

教室
ʻ731ʼ

Āÿ人

教室
ʻ743ʼ

ûý人

教室
ʻ742ʼ

ûý人

教室
ʻ741ʼ

ûý人

教室
ʻ746ʼ

ûý人

ਧൈ

ਧൈ

教室
ʻ745ʼ

ûý人

教室
ʻ744ʼ

ûý人

ݿ

理室

設備ػց室
ïి気ð

ϗʔϧؔݰ

女子τΠϨ
男子τΠϨ

&7

女子τΠϨ

男子τΠϨ

女子τΠϨ 男子τΠϨ

多目的
τΠϨ

り࿓下

ϗʔϧり࿓下ؔݰ ࿓下

り࿓下

り࿓下

男子τΠϨ

ݿ

女子τΠϨ

&7

り࿓下

男子τΠϨ

多目的
τΠϨ

女子τΠϨ

&7

り࿓下

男子τΠϨ
女子τΠϨ

&7 &7

&14

14
14

&14

&14&14

&14

753#
ԋश室
ùû人

753"
ԋश室
ùû人

75２#
ԋश室
ùû人

75２"
ԋश室
ùû人

75１#
ԋश室
ùû人

75１"
ԋश室
ùû人

755#
福祉実श室

756
特ผࢧԉ教育

実श室

755"
体育心理学ԋश室

754#
ԋश室
ùû人

754"
٬員研究員

研究室

14

14

14
14

14

14

14

14

9号館へ

9号館へ

̖
̚
̙

̖　̚　̙ɿ
ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

担架୲　　　Սɿ

担架

ं　Ҝ　子ɿ

822#

822"

２階

１階

３階

4階

5階

7号館へ

7号館へ

7号館へ

7号館へ

体育実श室
ʻ812ʼ

อ育実श室
ʻ811ʼ

受ਫ૧
ϙンϓ室

ਤ画࡞室
ʻ821ʼ

ý÷人

ඃ服実श室
ʻ832ʼ

û÷人

心理学教室
ʻ831ʼ

û÷人

調理実श室
ʻ833ʼ

û÷人

化学実ݧ室
ʻ842ʼ

ûÿ 人

物理実ݧ室
ʻ843ʼ

ûÿ 人

生物実ݧ室
ʻ841ʼ

ûÿ 人

Իָ室
ʻ851ʼ

þ÷人

ςラε

Ԃఉ

体育४備室

อ育४備室

༮ࣇ用τΠϨ

　ݿ

ஔ場ث౬څ

浄化૧ػց室

女子τΠϨ

多目的
τΠϨ 男子τΠϨ

ϗʔϧؔݰ

&7

り࿓下

࡞
ցػ
ஔ場

࡞
ցػ
ஔ場

ਤ画࡞४備室

女子τΠϨ

ݿ࡞
男子τΠϨ

調理४備室ඃ服४備室

心理学४備室

女子τΠϨ

男子τΠϨ

り࿓下

&7

物理४備室化学४備室

生物४備室

ༀ
ݿ

女子τΠϨ

り࿓下

男子τΠϨ

Իָ४備室
ݿثָ

女子τΠϨ

男子τΠϨ

り࿓下

ϐΞϊ࿅श室

ϐΞϊ࿅श室

人ݸ
ಋ室ࢦ

1

人ݸ
ಋ室ࢦ

2

人ݸ
ಋ室ࢦ

3

&7

ϐΞϊ࿅श室

&7

&7&14

&14

&14

&14

&1414

14

14

14
14

14

14

14

14
14

14
14

14

14

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　8号館（実験・実習棟）　



２階

１階 ３階

4階

5階

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

τΠϨࢠঁ

ϥϯδ
౬څ
ίʔφʔ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ӝɹా

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ࡚ؠ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ӏɹপ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ӿɹຊ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ּɹݪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ؔɹࠜ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹҪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ؛

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
৽ాʢۉʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹຊڮ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
౻ɹҪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ଜɹ্

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
େɹҪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ઍɹా

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹࢁ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ᖛɹ୩

&7

உࢠτΠϨঁࢠτΠϨ

େֶӃ
ԋशࣨ
ʻ���ʼ

Ҭ՝
ֶमࢧԉࣨ

େֶӃ
ࣨڀݚ
�

ಛผটᡈ
तࣨڭ

Τϯτϥϯε
ϗʔϧ

ࣨ߇ࢣߨ

౬ࣨڅ

ຊݱ
ࣾձֶՊ
ࣨڀݚ

ຊࣾձݱ
ֶ෦ࣨ

ଟత
τΠϨ

ҭֶՊڭ
ࣨڀݚ

&7

&7

உࢠτΠϨঁࢠτΠϨ

ҭֶ෦ࣨڭ

̓߸ؗ

&7 ̓߸ؗ &7 ̓߸ؗ &7 ̓߸ؗ

&7 ̓߸ؗ

খձٞࣨ̍
ላؗߖ
αʔϏε
ձࣾࣜג

ཧࣨ
݉
ςϨϏ
ελδΦ
ςϨϏ
ελδΦ

ֶशࢧԉࣨ
6/*7"4

ओମతֶमεϖʔε
ʮඦɹધʯ

உࢠτΠϨ

&7
ɹ౬څ
ίʔφʔ

τΠϨࢠঁ

େձٞࣨ

&7

τΠϨࢠঁ

ଟత
τΠϨ

౬څ
ίʔφʔ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
㞦ʢݡʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ୩

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹాࢢ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
٢ాʢژʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
Ҫɹ্

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ยɹࢁ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ෦

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ


ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
େɹਿ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹྗ

ಛɹผ
ࣨڀݚ

உࢠτΠϨ

౬څ
ίʔφʔ

&7

உࢠτΠϨঁࢠτΠϨ

ֶੜ෦ࣨ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
খɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹᑍ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ۨɹా

ࣨࡐڭ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹদ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹଜ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ڮɹߴ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
٢ాʢʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
౻ɹࠤ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ଜɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
্ɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
⅓ɹാ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ഡɹݪ

ࣨڀݚ
（414）
ɹᖒɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹຊࢁ

ࣨࡐڭ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ʑ֞

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
٢ాʢ໌ʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ᬒʢؽʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
Ճɹ౻

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹӬ

ԉࢧ৬ڭ
୲

໘ஊࣨ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　9号館（教育研究棟、百船、教職支援担当、教育・現代日本社会学科研究室、皇學館サービス）　



２階

１階 ３階

4階

5階

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

τΠϨࢠঁ

ϥϯδ
౬څ
ίʔφʔ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ӝɹా

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ࡚ؠ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ӏɹপ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ӿɹຊ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ּɹݪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ؔɹࠜ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹҪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ؛

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
৽ాʢۉʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹຊڮ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
౻ɹҪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ଜɹ্

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
େɹҪ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ઍɹా

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹࢁ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ᖛɹ୩

&7

உࢠτΠϨঁࢠτΠϨ

େֶӃ
ԋशࣨ
ʻ���ʼ

Ҭ՝
ֶमࢧԉࣨ

େֶӃ
ࣨڀݚ
�

ಛผটᡈ
तࣨڭ

Τϯτϥϯε
ϗʔϧ

ࣨ߇ࢣߨ

౬ࣨڅ

ຊݱ
ࣾձֶՊ
ࣨڀݚ

ຊࣾձݱ
ֶ෦ࣨ

ଟత
τΠϨ

ҭֶՊڭ
ࣨڀݚ

&7

&7

உࢠτΠϨঁࢠτΠϨ

ҭֶ෦ࣨڭ

̓߸ؗ

&7 ̓߸ؗ &7 ̓߸ؗ &7 ̓߸ؗ

&7 ̓߸ؗ

খձٞࣨ̍
ላؗߖ
αʔϏε
ձࣾࣜג

ཧࣨ
݉
ςϨϏ
ελδΦ
ςϨϏ
ελδΦ

ֶशࢧԉࣨ
6/*7"4

ओମతֶमεϖʔε
ʮඦɹધʯ

உࢠτΠϨ

&7
ɹ౬څ
ίʔφʔ

τΠϨࢠঁ

େձٞࣨ

&7

τΠϨࢠঁ

ଟత
τΠϨ

౬څ
ίʔφʔ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
㞦ʢݡʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ୩

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹాࢢ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
٢ాʢژʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
Ҫɹ্

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ยɹࢁ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹ෦

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ


ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
େɹਿ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹྗ

ಛɹผ
ࣨڀݚ

உࢠτΠϨ

౬څ
ίʔφʔ

&7

உࢠτΠϨঁࢠτΠϨ

ֶੜ෦ࣨ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
খɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹᑍ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ۨɹా

ࣨࡐڭ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹদ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
தɹଜ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ڮɹߴ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
٢ాʢʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
౻ɹࠤ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ଜɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
্ɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
⅓ɹാ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ഡɹݪ

ࣨڀݚ
（414）
ɹᖒɹ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹຊࢁ

ࣨࡐڭ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ʑ֞

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
٢ాʢ໌ʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ᬒʢؽʣ

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
Ճɹ౻

ࣨڀݚ
ʢ���ʣ
ɹӬ

ԉࢧ৬ڭ
୲

໘ஊࣨ 通用ޱ

˛

女子τΠϨ

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ



ɹ
ɹݿ

２階

ラʔχンάίϞンζ

1階

ूີॻݿ

男子τΠϨ

ड

Χ

ϯ
λ
ồ

ձ
ٞ
室

出
入
口

室ࣄ

特　ผ
ྉ室ࢿ

館長室

&7

多目的
τΠϨ

&7

&7

３号館

３号館

３階

ॻ　　　ݿ

ॻ　　　ݿ

Ӿ覧室

ց室ػ

ց室ػ

３号館

女子τΠϨ

男子τΠϨ

1階へ

1階へ

ॻ　　　ݿ

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ
ɿػ　߱　؇ ˛

ं　Ҝ　子ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　図書館（ラーニングコモンズ）　



৯　　堂

ਥ　

ച　ళ

ਥ　　

2'へ

1'へ1'へ

ϩϏʔ

会館理室 ৯　堂

ίンϏχΤンε
ετΞ

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

ঁ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

உ
ࢠ
τ
Π
Ϩ

2階

1階

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ
ं　Ҝ　子ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　倉陵会館（学生食堂）　



ೞ
ɹ
ԑ


ࣨ


ࣨ


݄
҇

ϗʔϧؔݰ
室ࣄ

皇學館
館友会
ہࣄ


ࣨ


ࣨ

ೞ
ɹ
ԑ

ೞ
ɹ
ԑ


ࣨ


ࣨ


ࣨ


ࣨ

ೞ
ɹ
ԑ

ೞ
ɹ
ԑ


ࣨ


ࣨ

ؔ　ݰ
（ഁ෩）

女子τΠϨ

男子τΠϨ

εϩʔϓ

教　室
（݉会ٞ室）

教　室
（݉会ٞ室）

　室

　室

日月҇ ਫ

ਫ


চ


চ


চ


চ
ͷ
ؒ

চ
ͷ
ؒ

চ
ͷ
ؒ

ਫਫ

ऩೲ୨

台　所

展ࣔ室
ೞ

ɹԑ

ೞ

ɹԑ

ೞ　縁

Ԡ室
࿓

ɹԼ

ϗ
ồ
ϧ

　ݿ

間切ऩೲݿ
ऩೲݿ

ؔ　ݰ Լ

入

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　記念館（皇學館館友会事務局）　



２階

第1ऩଂݿ

第２ऩଂݿ
室࡞݉

第３ऩଂݿ

ϩϏʔ
展ࣔ室

1階へ

&7

&7

中ఉ্部

第１展ࣔ室 第２展ࣔ室

１階

講義室

男 子
τΠϨ

女 子
τΠϨ 会ٞ室

階段

多目的
τΠϨ

Τンτランεϗʔϧ

神ಓ研究所・
神ಓത物館

ॻ　ݿ

研究室
野　ࠤ

共　同
研究室

研究室
Ԙ　

研究室
খ　ྛ

研究室
Ӝ　野

研究։発
ਪ進ηンλʔ

室ࣄ

研究։発
ਪ進ηンλʔ
長室

Ӿ覧室

貴ෂ室前室

౬室

τΠϨ

中　ఉ

資
料
室

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

ं　Ҝ　子ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　佐川記念神道博物館（研究開発推進センター・神道研究所・神道博物館）　



２階

第1ऩଂݿ

第２ऩଂݿ
室࡞݉

第３ऩଂݿ

ϩϏʔ
展ࣔ室

1階へ

&7

&7

中ఉ্部

第１展ࣔ室 第２展ࣔ室

１階

講義室

男 子
τΠϨ

女 子
τΠϨ 会ٞ室

階段

多目的
τΠϨ

Τンτランεϗʔϧ

神ಓ研究所・
神ಓത物館

ॻ　ݿ

研究室
野　ࠤ

共　同
研究室

研究室
Ԙ　

研究室
খ　ྛ

研究室
Ӝ　野

研究։発
ਪ進ηンλʔ

室ࣄ

研究։発
ਪ進ηンλʔ
長室

Ӿ覧室

貴ෂ室前室

౬室

τΠϨ

中　ఉ

資
料
室

ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

ं　Ҝ　子ɿ

１階へ

１階へ

1階へ

物入

ॊಓ場

ಓ場
ಽಓ場

۩ݿ ۩ݿ

ݿ
６

ϝΠンΞϦʔφ

ݿ
４

ݿ
３

２ݿ


ݿ

多目的
τΠϨ

多目的γϟϫʔ室 女子γϟϫʔ室

多目的
γϟϫʔ室

男子
γϟϫʔ室

女子
衣室ߋ

男子ߋ衣室

Τンτランεϗʔϧˢ
ε
ϩ
ồ
ϓ

ˢ
ε
ϩ
ồ
ϓίʔνンά学研究室

（室ޢٹ）

教員室
102

教員室
101

体育
ԋश室 2

理室

Χ

ϯ
λ
ồ

ݿ
１

&7

サϒΞϦʔφ

τϨʔχンάϧʔϜ

ݿ۩ث

　ݿ

多 目 的
εϖʔε

1階へ

&7

体育ԋश室 1
１階へ

ラΠτ
ίʔτ

（外部）

ਧ　ൈ

ਧ　ൈ

"

#

ラ
ン

χ
ン

ά
ί

ʔ
ε

ラ
ン

χ
ン

ά
ί

ʔ
ε

物入

５ݿ

女子τΠϨ

男子
τΠϨ

ਧ
ൈ

ランχンάίʔε

ランχンάίʔε

下足

2階

1階

１階へ１階へ

１階へ

担架

̖　̚　̙ɿ
ΤϨϕʔλʔɿ &7

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

担架୲　　　Սɿ
ं　Ҝ　子ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　総合体育館　



芝　生ٷಓ場 的場

ؑ的

ؑ的্ஃ

まきわら
ಓ　　場

外 ਞ 神 殿

祭ݿث

祭ݿث

教員
室߇

女　子
衣室ߋ

男　子
衣室ߋ

1

男　子
衣室ߋ

2

男　子
衣室ߋ

3

　ݿ

౬室څ

ϗʔϧ

女子
τΠϨ

男子
τΠϨ

祭　式　教　室

神　　殿

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ
ं　Ҝ　子ɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　祭　式　教　室　

　武　道　場　

　弓　道　場　



３階

２階

１階

˛

˛

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ
ආ難はしごɿ ˛

女子τΠϨ

1階へ

男子τΠϨ

όΠクறྠ場

多目的
τΠϨ

γϟϫʔ室

2階へ ෩第２ϧʔϜ

෩第１ϧʔϜ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　倉風ハウス　



２階

１階

考古学
ܰԻָ

（3PDL）

ܰԻָ
（+";;）

গྛࣉ
๏部ݓ

文　芸考古学

ॻ　ಓマンΨ研

ϑοτサϧ

よさこい美　ज़サοカʔ　ಓ華　ಓ　ָ

1階へ

ϨクϦΣʔγϣン 合気ಓ 女子ೈ式
野球

空खಓ

ಓ祭　式日本文化研όεέοτख　　

合ಓډ 式ఉ球ߗ 　球 ԋ　ܶ

ιϑτςχεഉ　球Ϊλʔ・
マンυϦン μンε ಓ　ٷ

࿓　下

ࣸ　真
֊
ஈ

女子
γϟϫʔ室

男子
γϟϫʔ室

女子τΠϨ
男子τΠϨ

　ݿ

ϋンυϘʔϧॊ　ಓ

印室

խ　ָ

学友会

　্ ڝ式野球Ӻ伝ߗ 学友会

多目的ϗʔϧ

通　࿏２階

１階

ফ　火　ثɿ
ආ 難 ܦ ࿏ɿ

ফ　火　ખɿ

���

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

　第１クラブハウス　

　第２クラブハウス　





���

施設の使用について

ֶ

ࢪ
ઃ
ਤớ


ආ

ܦ
࿏
ೖ
Γ
Ờ

˔ Δ̍िؒલ·Ͱʹ学ੜ୲ʹఏग़͢༺ॻʯΛࠐਃ༺ઃɾࢪՄ͕ඞཁͰ͢ɻʮڐΔ߹ɺେ学ͷ͢༺ઃΛࢪ
͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ૯߹ମ育ؗɺ9：00～17：00ͷؒɺतۀͰ༻͍ͯ͠ͳ͍߹ɺମ育ؗཧࣨʹਃ͠ࠐΜͩ͏͑Ͱɺ日༻Մʣ

˔ ௨ৗؒظٛߨதͷ部ɾಉ会ͷ׆ಈɺݪଇͱͯ͠ɺ݄༵͔Β༵ۚ17：00͔Βɺ༵13：00͔ΒͰ͢ɻ
˔ 部ɾಉ会ͷ׆ಈͰɺࣗओ࿅शʢ׆ಈؒ࣌ଳʹत͕ۀͳ͍ऀʹݶΔʣͰ͋ΕɺԼهͷʮར༻ؒ࣌ʯͷͱ͓Γࢪઃ

Λ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻʢʮࢪઃɾ༻ਃࠐॻʯʹΑΔਃ͕ඞཁͰ͢ʣ

˔ ओʹ部ɾಉ会ͷ׆ಈॴͱͯ͠༻͞Ε͍ͯ·͕͢ɺۭ͍͍ͯΕҙͷஂମ༑ୡಉ࢜Ͱ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻʢʮࢪઃɾ༻ਃࠐॻʯʹɺࢦಋ教һͳͲͷঝೝ͕ඞཁͰ͢ʣ

Γ·ͨ͠Βɺ学ੜ୲·Ͱ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞Ň͕͋ࣄઃͷར༻ʹؔͯ͠ෆ໌ͳࢪ˞

施　　　設 利用可能数 曜�日 利用時間 備　　　　　　　考

教 室 棟 ※下記に該当しない施設

月
曜
～
土
曜
（
日
曜
・
祝
日
に
つ
い
て
は
、
使
用
す
る
１
週
間
前
ま
で
に
学
生
担
当
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

9：00 ～ 20：00
( 授業使用時除く )

記� 念� 講� 堂 客席：100ü 席 9：00 ～ 19：30

倉
陵
会
館

１
階 食　堂 430 席 9：00 ～ 20：00

（食堂営業時除く)
会合や談話の場や倉陵祭などの学内行事にも利
用可能｡ 各階には放送設備もあります｡２

階 食　堂 412 席

多目的ホール
（第2クラブハウス2階)

9：00 ～ 21：00 発表会などの練習場所としても利用可能｡

倉風ハウス 9：00 ～ 20：00

総　
　
　

合　
　
　

体　
　
　

育　
　
　

館

メ イ ン
ア リ ー ナ

バスケットコート・バレーコー
トいずれか 2面又はハンドボー
ルコート 1面又はバドミントン
コート 6面 9：00 ～ 21：00

（授業使用時除く )

9：00 ～ 17：00 の間で、授業・部活動等で使
用していない場合は、体育館管理室に申し込ん
だうえで、使用可能です。また、下記の物品を
管理人室で貸し出しています。
バレーボール・バスケットボール・バドミントンラケット・シャ
トルコック・卓球ラケット・ピンポン球・ソフトバレーボール・
バレーボールネット

サブアリーナ
バスケットコート・バレーコー
トいずれか 1面又はバドミント
ンコート 3面

柔　道　場 公式 2面

9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く )

※総合体育館の使用にあたっては、次頁の「体
育施設使用の規則」を確認してください

剣道場（薙刀 )� 公式 1面
多目的スペース 卓球台 2台

トレーニング
ルーム

各部位にあわせた筋肉トレーニ
ングが可能な機器のほか､ 骨密
度や血圧測定器､ ランニングマ
シンなどを設置

●�フリーウエイトトレーニング器具は、所定の
講習を受けた者しか使用できません。

●�利用希望者は、体育館管理室に当日申し込ん
でください。

その他の施設

[1階 ]
男子更衣室……………130 名分
男子シャワー室……………�4 室
男子多目的シャワー室……�1 室
女子更衣室……………100 名分
女子シャワー………………�4 室
多目的シャワー室…………�1 室

9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く )

●�貴重品は、「貴重品ロッカー」に入れてくだ
さい。

●�気分が悪くなった場合は､ 緊急用ブザーを押
してください｡

体�

育�

施�

設

第１グラウンド 9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く ) 次頁の「体育施設使用の規則」を確認して下さい。

武 道 場
弓 道 場
テニスコート等

9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く )

芝生広場 9：00 ～ 20：30 次頁の「芝生広場の使用について」を確認して下さい。
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ʢत࣌༺ۀআ͘ʣ

̎ɽत͓ۀΑͼ部׆ಈʹΑΔ༻தɺؔͷແ͍ऀͷཱͪ
ೖΓ͠ࢭې·͢ɻ·ͨɺཱͪೖΓ͕ͳͯ͘ɺतۀ
部׆ಈʹࢧো͕ग़ΔΑ͏ͳߦҝ͕͋Εɺࢪઃ͔ΒΕ
ΔΑ͏ࣔ͢ࢦΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻͦͷࡍɺत͓ۀΑͼ
部׆ಈऀͷࣔࢦʹै͍ͬͯͩ͘͞ɻ

̏ɽ部׆ಈ༻ࢲΛࢪઃʹ์ஔʢݿɺϩοΧー代
ΘΓʹ༻ʣ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻར༻ؒ࣌Λա͗ͯ์ஔ
͞Ε͍ͯΔҨࣦͱͯ͠ѻ͍·͢ɻ

̐ɽମ育तۀ༻ͷି͠ग़͠Ͱ͖·ͤΜɻି͠ग़͠༻
ͷ·֤ͨࣗ༻ҙͨ͠ͷΛར༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ

̑ɽࢪઃޙ༺ඞͣɺਗ਼͓Αͼཧɺ現ঢ়෮ؼʢݪ
ঢ়ճ෮ʣΛ͓͜ͳ͍ͬͯͩ͘͞ɻ

̒ɽࢪઃΛଛյɺԚଛͨ͠߹ɺ͢Έ͔ʹ学ੜࢧ
ԉ部学ੜ୲ʹใ͍ͩͯ͘͞͠ࠂɻ

̓ɽମ育ࢪઃ͓Αͼͦͷपลɺ݈૿߁ਐ๏ͷ؍͔Βɺ
ԎεϖーεͰ͢ɻ٤ԎɺॴఆͷॴͰ͓͜ͳͬͯ͘ې
͍ͩ͞ɻ

̔ɽوॏͷཧ֤ࣗͰ͓͜ͳ͍ɺ౪ʹؾΛ͚ͭͯ͘
͍ͩ͞ɻ·ͨɺ౪ͷඃ͕ͯͬ͋େ学Λෛ
͑·ͤΜɻ

˔ 体育館༻
̍ɽतۀɺ部׆ಈʹΑΔ༻Ҏ֎Ͱମ育ؗͷར༻Λر͢
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τΠϨͰɺઐ༻εϦούʹཤ͖ସ͍͑ͯͩ͘͞ɻ

̏ɽମ育ؗؔݰͰ͍ͩۺۺശʹඞͣೖΕ͍ͯͩ͘͞ɻ
༺Λ์ஔ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻརࢲʹശɺϩοΧーۺ
Λա͗ͯ์ஔ͞Ε͍ͯΔҨࣦͱͯ͠ѻ͍·͢ɻؒ࣌

̐ɽ本学ͷମ育ؗόϦΞϑϦーʢϢニόーαϧσβΠンʣ
ͷೝূΛड͚͍ͯ·͢ɻग़ೖΓޱۙɺࣈϒϩοΫͳ

体育施設使用の規則
ͲʹΛஔ͔ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ

̑ɽউखʹྫྷஆͷௐর໌ͷফ౮Λͤͣɺඞͣཧࣨ
ʹਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞ɻ

̒ɽϝΠンΞϦーφதԝͷΓωοτͷ։ดɺཧࣨ
ʹਃ͠ग़͍ͯͩ͘͞ɻ

̓ɽτϨーニンάϧーϜͷϘーϧྨͷࠐ࣋Λ͠ࢭې·͢ɻ

̔ɽϑϦーΣΠττϨーニンάߨ༺۩ثश会Λड͠ߨ
͍ͯͳ͍ऀɾஂମɺϑϦーΣΠτث۩ͷར༻Λೝ
Ί·ͤΜɻ

˔ グラウンド༻
̍ɽӍఱ࣌ͷར༻͠ࢭې·͢ɻ

̎ɽं྆ʢόΠΫɺࣗ సंͳͲʣͷΓೖΕ͠ࢭې·͢ɻ

̏ɽάϥンυར༻ޙɺඞͣΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

芝生広場の使用について
߲ࣄࢭې ˔
̍ɽαοΧーɺٿɺΰϧϑͳͲͷٕٿΛ͜͏ߦͱ

̎ɽ٤Ԏɾҿञ
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̐ɽ͝ΈͷϙΠࣺͯ

̑ɽϖοτΛ࿈ΕͯͷཱͪೖΓ

˔ ར༻্のҙ߲ࣄ
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Ͱ͢ɻࢭېҝߦҝଞਓͷͱͳΔߦ

̎ɽαοΧーϘーϧόϨーϘーϧͳͲͷೈΒ͔͍Ϙーϧ
ʹΑΔύεήーϜʢΥーミンάΞοϓఔʣ༻
ՄͰ͢ɻ

̏ɽਓࣳͷҝɺٿ্ͷઌͷͱ͕ͬͨεύΠΫې
Ͱ͢ɻࢭ
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Ωϟンύス周ลϚοϓ

① 伊勢市役所
　岩渕1-7-29 ☎ 23-1111 2-B

② 伊勢市福祉健康センター
　八日市場町 13-1 ☎ 27-2425 2-A

③ 伊勢市中央保健センター（福祉健康センター内）
　八日市場町 13-1 ☎ 27-2435 2-A

④ サンライフ伊勢
　八日市場町 13-13 ☎ 28-1266 2-A

⑤ シンフォニアテクノロジー響ホール
　岩渕1-13-15 ☎ 28-5105 2-B

⑥ 伊勢市観光協会
　本町 16-2 ☎ 28-3705 2-B

⑦ 伊勢郵便局
　岩渕 3-6-10 ☎ 28-6350 2-C

⑧ 伊勢市消防本部
　楠部町 159-11 ☎ 25-1261 2-D

⑨ 伊勢警察署
　神田久志本町 1481-3 ☎ 20-0110 2-D

⑩

休日・夜間応急診療所 （内科・歯科）
　伊勢市八日市場 13-1
　福祉健康センター内１階、別棟１階
　診 療 日：内科：平日夜間、日曜･祝日、年末年始
　　　　　　歯科：日曜 ･祝日、年末年始
　診療時間：昼間：10：00～12：00､ 13：00～17：00
　　　　　：夜間：19：30～22：00( 内科のみ )

内科
☎ 25-8795

歯科
☎ 27-0829

2-A

三重県救急医療情報センター
（急な診察や重症の時､ 24時間病院紹介 ) ☎ 059-229-1199

໊
ு

　三重県の中南部に位置する伊勢市は､ 古くから伊勢神宮の門前町として栄え､ 現在では伊勢志摩国立
公園の表玄関としても大きな役割を担い､ たくさんの観光客を迎えている街です｡ 四季折々の表情が楽
しめる豊かな自然と､ 伝統ある歴史・文化が息づく街“伊勢”で､ 充実した大学生活をおくってください。
施設の情報はホームページ等で確認してから利用しましょう。

˔ 伊勢ࢢ内のެࢪڞઃ　（市外局番は0596）

˔ ަ ௨ؔػ
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伊勢神宮外宮
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伊勢神宮外宮
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⑪ 伊勢市立図書館
八日市場町 13-35 ☎ 21-0077 開館時間

休 館 日�
9：00 ～ 19：00
毎週水曜日・毎月第２金曜日（図書整理日）・特別整理期間・年末年始 2-A

⑫ 伊勢市生涯学習センター ｢いせトピア｣
黒瀬町 562-12 ☎ 21-0900

開館時間
貸館時間
休 館 日�

8：30 ～ 22：00
9：00 ～ 22：00
第１・３月曜日（及び第５月曜日）､ 年末年始

2-D

⑬ ダイムスタジアム伊勢
楠部町 159-1 ☎ 22-4323 使用時間

休 場 日
9：00 ～ 22：00
12/29 ～ 1/3 2-D

⑭ 市営庭球場
古市町 355-3 ☎ 28-6386 開放時間

休 場 日
9：00 ～ 17：00
12/29 ～ 1/3

4月～10月のみ
18：00～ 21：00の
ナイターも可

砂入り人工芝コート12面 3-C

⑮ 神宮徴古館・農業館
神田久志本町 1754-1 ☎ 22-1700

開館時間
休 館 日�

9：00 ～ 16：30 ( 入館は 16：00 迄）
木曜日（祝日の場合はその翌日）、
12/29 ～ 31・燻蒸・展示替等臨
時休館あり

三館共通　700円
徴古館・農業館　500円
美術館　500円

皇學館大学生は、学生証の提示に
より観覧料が無料になります。

2-C

⑯ 神宮美術館
神田久志本町 1754-1 ☎ 22-5533 2-C

⑰ 式年遷宮記念「せんぐう館」
豊川町前野 126-1 ☎ 22-6263 開館時間

休 館 日�
9：00 ～ 16：00 ( 観覧は 16：30）
毎月第2・第4火曜日 (祝日の場合はその翌日 ) 2-B

˔ 伊勢ࢢ内の文Խ・スϙʔπࢪઃ　（市外局番は0596）
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ࡂ倉庫ࡂ倉庫

ࡂ倉庫ࡂ倉庫

ࡂ倉庫
（3号館1֊）

ࡂ倉庫
（3号館1֊）

第 ク̎ラブハウス

第１クラブハウス

総合体育館

芝生広場

自転車

記念館

精華寮

武道場
駐輪場

駐輪場

第１グラウンド

倉風ハウス
祭式教室

正門

4号館

倉陵会館

記念講堂
大学本部

2号館

3号館

佐川記念神道博物館

図書館

伊勢高校へ

至  外宮・宇治山田駅

バスఀ  皇学館大学લ
皇学館大学લ

バスఀ  ݹ館લ
バスఀ

至  内宮・五十鈴川駅

神宮文庫 黒門

神宮司庁神宮文庫

5号館

6号館
（講ٛ౩）

7号館
（講ٛ౩）

8号館

（学生৯堂）
（ίンϏχ）

（ചళ）

ςχスίʔτ

˒ʜʜଟతτイϨઃஔ場所

˔ʜʜスϩʔϓઃஔ場所

˛ʜʜΤϨϕʔλʔઃஔ場所

˙ʜʜ"&%ઃஔ場所

˗ʜʜ୲Սઃஔ場所

　ʜʜ車Ҝ子ઃஔ場所

Rest room for the disabled

Wheelchair ramp

Elevator

皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ
皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ

皇學館 クラブ合宿所
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● 災害時は、第１グラウンドへ 避難してください。

● 各教室の避難経路については、P.107～P.124を
　 参照して下さい。

★ 防災倉庫
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